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はじめに

　豆995年の阪神・淡路大震災の救援・復興活動によって、それまで徐々に桂会の

関心が高まりつつあったボランティア活動が急速に注目を集めるようになった。そ

して、ボランティア活動を行っている人たちが集まった簸体や市民活動団体など、

杜会貢献を行うために自主的に営利を求めない渚動を行う民間の団体は繍遭0」と

呼ばれ、このような団体の活動を推進するため、1998年にはr特定葬鴬利活動促

進法」、いわゆるrNP0法」が成立・施行された。2000年に発表された平成12年

度国民生活自書は、rボランティアが深める婚縁jを主題とし、r世界約に進行する

知恵の杜会への移行の中で、ボランティア溝動がガ次の世代』の基本釣な人闇関係

を規定する主要な要因となる可能性がある血一1としている曲ボランティア活動と密

接な関係があるNP0も同様に、杜会的な投審彗は大きなものになっていくことが期

待される。

　一方、科学技術行政は、従棄の科学技締の研究開発に当たる機関や専門家を対象

とした事業中心から、科学技術理解増進事業にみられるような一般の頭民を対象と

した事業を展畷するようになってきたところであり、さらに今後は、ボランティア

活動やNPOとの連携などの視点を含めた、より幅広い致策の展開が必要であると

考えられる。

　本調査は、これらの，煮を踏まえ、科学技術に関連が深いと考えられる14のNP0

について事例調査を行い、これらのNPOの現状と考え方を把握するとともに、新

たな科学技術基本計繭に基づいて展開される今後の科学技術行政において、NPO

を視野に入れた対応の方向を検討したものである。

　なお、200王年1月6胃に省庁再編が行われたが、本調査資料においては、主と

して再編前に行った調査や収集した資料に基づいて作成したため、原員1」として再編

前の省庁名を使溌することとする。
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1調査の富釣と驚景

　従率の科学技術行政は、研究開発の推進にカが入れられ・先端的科学技術の研究

開発に携わる研究者、技術者、これらの人々が属する組織を対象とするものが中心

であった。

　1980年代の末頃から、大学受験生の理二〔系学翻への入学志望者比率の低下や、

娑研究所のレポートで指鵜されたように理工系学部卒業生の襲造業への就職割合が

低下傾向にあること2や20歳代の若者の科学技術に対する関心の低下がみられるこ二

と3などから、若者の科学技術離れが閥題となり、平成5年版科学技術自饗でもこ

れが敬り上げられ、科学技術系人材不足、将来における国民の科学技術に対する関

心低下が懸念されることとなった4血そして、このような間題をきっかけに、科挙

技術と禺民との関係が注嚢されるようになってきた。また、一方では、工990年代

になって、胃本においても、それまで欧米で発展してきたrS量S（Soience，唖ohno1ogy

舳d　S㏄i喧圭y）」と呼ぱれる科学技術と杜会に関する研究への注冒が高まってきた5．

　1996隼には、箭年に翻定された科学技術基本法に基づき、科学技術基本請画が

策定され、その中では若者の科学技衡離れを受けて「科学技術に関する学驚の振興

及び理解の増進と関心の喚趨」として、（1）学校教育における璽科教育・技術教育の

充実、｛2）科学技術に親しむ多様な機会の提供、｛3）科学技術に驚する理解の増進と

窮心の喚起などを推進するこ1とが定められた。

　このような状況の中で、科学技術庁は1995年度から、サイエンスキャンプなど

の若者の科学技術離れ対策を実施し始め、1996年度からは、青少年をはじめ、一

般布民に科学技術についての興味や観心を持たせるとともに、科学技術の役割や重

要性についてさらに翼解を深めてもらうことを目指す科学技術理解増進事業を科学

技術振興拳業団の事業としてスタートさせた。そして、その予算規摸は年々増加し

ている。

　また、平成9（1997）年版科学技術白書においては、聯かれた研究枝会の創造

をめざしてjをメインテーマとして、科学技術を国民にわかりやすくする努カ、科

学技術行政が国民の信頼をかちえていく努力などが求められた拮。さらに、翌年の

平成10（且998）年版科学技術自書においては、国民と研究杜会との相互理解の増

進が提言された。科学技術と国民生活が切り離せなくなっている状況から、国民は

科学技術に関する知識を積樋釣に吸収・理駕し、科学技擁に対する積極的な発言や

簡題提起を行うことが望まれ、研究社会が総合的・傭激的視点を踏まえ、そうした

團民からの発信を的確に受け止めていくことが重要であるとしているπ。

　その一方で、且996年3月、前年12月に発生した高速圭曽殖炉「もんじゅ」の薯故

を契機として、原子力政策に霞民や地域の意兇を幅広く反映させ、国民的合意の形
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成に資するための場として原子力委員会により原子力政策円卓会議が設置された

　（至1團開催）。その後、1998隼産及び1999年度に、弓1き続き同円卓会議が開催さ

れたところである。

　このように、科学技術行政も科学技術と国民との接、煮を拡げる努力を続けてきた

が、近年は、構報通僑革命が経済、産業、教育、娯楽などの杜会の隅々に浸透し、

杜会に大きな変化を急速にもたらしていることや、地球規襖での環境閥題への関心

の高まり、さらに、遺伝子組み換え食晶、クローン、ヒトゲノムといった生命科学

技術の研究開発や応用に関する議論など、様々な衝で、国民が科学技術と向き合う

機会が増えてきた。

　一方、バブル経済へと転じていく長期の景気拡大が続いた1980年代後半には、

欧米に進出した企業が現地企業の社会買献活動に触発される申で、禺本でも企業の

フィランソロピーやメセナ等、企業の栓会貢献活動が盛んになり、1990年には、

経団連において、利益の1％を社会貢献に支ぬするr至％（ワンパーセント）クラ

ブ」が発足するなどし、同年はrフィランソロピー元年」とも呼ばれた曲そして、

企業の社会貢献や従業員のボランティア活動を奨励・評姻する企業や労働縄合が続

き、ボランティア活動が国民の闘に広がっていった。続いて王991年に郵致省が順

際ボランティア貯金jを鰯始し、1993年には、厚生省・全園杜会福祉協議会など

が、ボランティアの推進体制を整えていった畠。

　そして、1995年王月に阪神・淡路大震災が発生し、その対応などにおいて数多

くのボランティアや市氏濯動団体が活躍した竈そして、それらの柔軟な活動が評価

され、このような非営刹の市民活動を活発にするために、法制度を整備しようとい

う動きが盛んになっむ行政サイドはrボランティア悶脚こ関する灘係省庁連絡会

議jを設霞し、各政党も阪神・淡路大震災の建後にNPOプロジェクトなどを設け

て検討を進めた鉋そして、王996年12月、毅縛の与党3党（自南民主党、杜会民主

党、新党さきがけ）の議負により第139嬢会にチ市民活動促進法案」が提膿された

9。その後、民主党による修正、名称の変更等を経て、ユ998年3月ヱ9費に「特定

非営手1騰動促進法」（以下ζNP0法」という。）が成立し（且998年12月1日施行）、

公益を目的とするポランティア団体や市民圖侭などは、一定の条件を満たせば、公

益法人などと比較してかなり容易に法人格を数得できることとなった。（NP0法に

基づく法人を、以下「NPO法人」という。）このようなことから、図1－1で示す

ように、rNPOjやrボランティア」といった言葉が新闘紙面に登場する團数も近

年急増しており1皿、世の中の関心を集めるようになってきた曲
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図1一ユ　1990年代後半に急増した「ボランティア」等の新闘紙繭登場回数
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償料〕経済企繭庁罫平成工2年度国民生藩自警3｛2000年〕
（傭考）1．目経テレコン2王（目本経済新闘が傑有するデータベース）の検索により作成。

　　　2．検索した薪聞は、旧本経済栽闘、日本経済金融款闘、目本経済産業新闘、日本経済

　　　　流適新闘、読売款闘、毎肩新聞、産経翻闘の針7紙。ただし、玉紙当たり平均紙薗登
　　　　場回数の言音算において、眉経薮闘関係は玉紙とした。

　　　3．横索関始年は、肩経新聞関係4紙が1985年、読売新閾カ…1986年、毎日新闘が1987
　　　　年、産経新闘が1992年。

　　　4．2000年は、1月王日～8月31目までの8か月閥の紙面登場回数をi．5倍して年闘
　　　　の紙面登場1舅数とした。

　　　5．NG0　｛Non－Govem㎜ent呂韮0r騨ni畑tion、非致府団体〕は「非政席jという点が
　　　　強調されており、鰯発、人権、環境、平穐闇題等に取り組む非醤禾1jの市民団体の総称

　　　　として周いられている。

　1995年の阪神・淡路大震災の直後、官房長官の呼びかけで経済企画序を事務局

として18省序が参加して癸足した「ボランティア閥願に関する関係省庁連絡会議j

に科学技術庁はメンバーとして入っていなかったがu、今後は、科学技術行政にお

いても、ボランティア、糾GO，NP0、歳民活動などに着ヨした施策の展開を図っ

ていく必要があると考えられる。

　このように、科学技術と慶民の関係に目を肉けた科学技術行政の流れ、NP0を

巡る状況の変化を受けて、平成12（2000）年版科学技術自書は、嘔民による科学

技術への参圃」という項目の申にゼNP0の活用」というノ」・項舅を設け、初めてNP0

を取り」二げた也オランダのrサイエンス・ショップ」の例や、我が屡において科挙

技術に関係する市民活動圖体が十分根付いていないことなどに触れながら、r我が

園においても、科学技術に関わる活動を行うNP0やNG0がその潜動を活発化し、

国鼠生活に密着した科学技術活動を行っていくことによって、科学技術に対する国

民の意兇の集約を図り、科学技術行政における意思決定に対してそのような意見を

反映させていくことが期待される」としている蜆。

　今後は、ここに述べられているように、NPOを科学技術行政と團民の新たな接
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点として捉えることができると考えられ、21世紀初頭の2θO王年慶から5ヶ年閻を

著十画期閥とする、新たな科学技術基本計廼を実施に移していく科学技術行政におい

ても、このような、索を視野に入れた展開していく必要があろう。また、r市民／行

政／企業の各セクターとのパートナーシップが組まれる中で科学技術をどう生かし

ていくか、市民がイニシアティブをより強く発揮する杜会において科学技術をどう

推進していくか、といった闘題は、21旗紀の科学技術を考えるに当たって最も璽

要な課顧の一つになるだろうと．思われる。」との指摘もなされており1語、NPOとの

関係を考えていくことは、科学技術行政の重要な課懸の一つであると考えられる。

　それでは、科学技術の分野では、いったい、どのようなNP0があるのだろうか。

また、これらのNPOの現状、課題、行政との関わりのあり方などはどのようなも

のであろうか血さらに、群学鼓術行攻とNP0との関係に期待されるのは、科学鼓

術自書で述べているように、科学技俄に関する意見の集約を図り、行政における意

恩決定の際にそれらの意屍を反映させることの他にもあるのだろうか。これらの疑

闇に答えるこ二とは、科学技術行政の立場からも、N遭Oの立場からも有意義な関係

を築き、パートナーシップを持って共通する目的に敢り艦むための一助になると思

われる。

　こ二の調査は、NP0を巡る一般的な動向と科学技術に深く関係すると考えられる

NPOの事例調査、さらに、この事例調査から導き出せる科学技術行政の対応の方

向などを示し、箭述の疑間に答えようと試みたものである。

　折しも、2001年は、国遠総会において日本が提案し議決・宣言されたボランテ

ィア購際年である。科学技術行政としても、ボランティア活動が璽要な役害帷撞っ

ているこのようなNPOの現状、活動内容、目指す方向、行政等への意見・要望な

どを把握し、新たな対応方針や具体的な施策を打ち出して行く糧とすることが必要

であろう。

ボランティア閨際年（Intomationa王Y餓rofVolunte8rs）14

　　1997年11月、第52剛翼際遠合総会において、我が国の提案に基づき、
至22ヶ国の共同提唱国を得て、2⑪01年をボランティア国際年とすることを宣
言する決議が採択されました。

　　各加盟国や組織に対して、ボランティア観際年に肉け、次の唾つの貿的
を掲げています。

1　ボランティア活動に対する理解を深めること（reoogni吉ion）

2　ボランティア溝動への参加を容易にすること（fao圭1i±a舌ion〕

3　ボランティア活動のネットワーク化（ne吉working〕

4　ボランティア活動を促進するこ1と｛promo土麦on）
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2調査方法

　今圃の調査は、科学技術に関係が深いと考えられるNPO（本報告書においては、

以下r科学技術関連NPO」という。）に対する聞き取り響による事例調査を中心に

行ったが、その中でもNPO法人を圭な調査対象とした。

　NPO法人を主な調査対象とした理南としては、基本的な情報が公開されている

点と、法人格を有し費任体翻が窮確であるため科学技術関連施策の対象としやすい

という一煮がある喧ユ998年ユ2月のNP0法の施狩に伴ってNPO法人格敢碍の弗請・

認言正が行われており、所轄序である経済企岡庁（現複は内閣府）及び都道府県が認

定状況等を公鯛している蝸。今圃の事例調査の対象とするNPO法人は、調査開始

毅階である2000年5月末の時点でNP0法人所轄序のホームページなどで公開さ

れている認証済みNP0法人及び申議申の団体の中から選定することとした（ホー

ムページで認定状況を公表していなかった府県については、認証状況を個男Ijに間い

含わせた）。

　NP0法には、特定非営利活動の分野として12の項目が定められているが、その

申にはr科学技術の振興j，r研究開発の推進」といった群学技術と直接関連する項

富は定められていない。平成12（2000）年版科学技術白書が捲摘するように、グ

リーンコンシューマ』運動、生ごみリサイクル、ダイオキシン閥題、吉紙リサイク

ルなど個別のテーマを持った市民団体には、科学的知見に立って活動している例も

あると考えられるが珊、今圓の調査では、できるだけ科学技術に直接関連したNPO

を選定するため、科学技術とNP0の関連を、

　　・　科学技術の理解増進

魯南な研究の場の援供

政策策定への参加

技術者の育成

技術の繋及

と想定したうえで、これらの観点から、公開されているNPO法人の定款上の藩動

實約を調べて選定することとした。こ二のほかに、2000年6月以降のNP0法人認定

状況、団体のホームページ、新聞記事などの清報や科学技術との関連ごとの圃体数

のバランスを考慮に入れ、13のNPO法人を事例調査の対象として選定した。さら

に、科学技術に関する政策決定への参加に密接に関連すると考えられる任意団体の

NP0を至団体加え、表2－1のとおり合言寺14のNPOを調養対象とした。

　これらのN　P　Oに対する調査のほかに、都道府県のNP0関連施策の実態を把握

するため、全霞で勧めてNPO室を設置するなど、NP0関連施策にカを入れている

三重県の事例を闘き敢りによって調査した。
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これらの事例調査とともに、NPO関連の文献調査も行った。

表2r1 事例調査の対象としたNP0
団体名 所在地 主な涛動 科学技術との関連

NPO法人 福井県 櫨井県立恐竜縛物館の支 科学技 博物館
福井恐竜博物館後援会 援、友の会の運鴬 傭の碧 や科学
NPO法人 兵康県 兵庫県立人と自然の榑物 解増進 館の活
人と自然の会 館でのボランティアによる 用・支

学習・体験イベント開催 援

NPO法人 神奈川 小申学生を対象とした科学 科学実
発兇工房クリエイト 燥 実験教室開催、私設科学館 験教室

設置 等の鰯
催

NPO法人 東京都 地球近傍小天体等の発見と 自南な研究の場の
圓本スペースガード蕩 監視 提供
会

NPO法人 東京都 人工知能、ロボットニ〔学の
ロポカップ日本委員会 研究開発の標準閥題となる

ロボット・サッカー等の鏡
技会、学術会議等を実施

NP0法人 東京都 動械物、人畷、人工物に微
ウェアラブル環境糖報 小端末を付け、ワイアレス
ネット推進機構 でその状態のセンシングを

行うウェアラブル1インフ
オメ」ション・ネットワー
クに関するサ］ビスの開発

科学技術への市民参加 埼玉県 科学技術への市民参加を図 政策策定への参カl1

を考える会 るため、ニユンセンサス会議
（任意団体〕 方式の採用等を杜会に提案

NPO法人 東京都 原子力やそれに代わるエネ
原子力資料情報窒 ルギーシステムに関する調

査概究

NPO法人 東京都 工inuxの技術者認定試験の 技術者 技術者
鵬I－Japan 実施、胃本におけるLinux の育成 の資格

の普及促進 認定

NPO法人 東京都 技術者についての継続教 技術者
員本技術者連盟 育、雇用開発、社会貢献に 教育

関する各種プロジェクトの
検討・実施

N邊0法人 袴奈川 地球温暖化防止に向けての 技術の 新エネ
ソフトエネルギープロ 県 太陽光発電、風カ発電など 普及 ルギー
ジェクト と雀エネの普及啓発
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NPO法人 三重県 主に伊褒地域において、個 情報遜
平成・伊賀＠L㎜ 人、市民活動団体・企業・ 信

行政による諾活動の情報化
を支援

N更0法人 三璽県 市民渚動団体の構報化支
アスクスネットワーク 援、障等者を含む個人にお

ける憶報禾■幌技祷の向上支

援

N遭O法人 兵庫県 情報科学関連の新産業創造
国際情報科学協会 に向けた支援活動に関する

事業の実施
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3N邊0について

3．ユ蘂POの定義

　NP0　とは、Non－Pro盆t　Organi胴吉ion、あるψ、は、Noか施r一更ro餐圭Org自n｛脇tion

の賂語である。米團における法人制度と税制優遇制度を背景にして生まれてきた蓄

葉であり、内顧歳入法典（鵬C）50王o（3）の条項に基づいて米團の遠邦政府内国歳入

序（鵬S）により免税資椿を褐ている団体を指すとの考え方もある1一。

　この言葉の意味からすると訂非営禾1嘔体（縄織）jというべきものであるが、非

営禾胴体であっても、政府、公杜、公団、自治鉢、特殊捲人などの麺体は含まれず、

民閻の団体・組織であることが前提となっている。したがって、通常は「民聞葬鴬

禾1澗体（纏織）jと言われている。さらに、r非営利」という点については、r対価

を敢らず、無償でなければならない」ということではなく、対価を取って「利益が

出た場含は、それを関係者で配分しない」という意味であり、r儲かっても稼主に

酉硝しない株式会杜」ともたとえられている1喀。

　NPOという言葉は、近年使用頻度が増加しているものの、薫本の国民の闇では

まだまだ鋼られていないようである。縫済企画庁が行った幅民生活選婚度調劃

　（2000年）によると、『十分に知っている」人は2％、fある程度知っている」人は

19％と少ない結果となっている旭。

　米圃ジョンズ・ホプキンズ大学レスター・サラモン教授が中心となって行われた

葬鴬利セクター團際比較プロジェクトにおいては、7つの要因、すなわち、

　　・　正式に縄織されていること

　　・　民閲であること

　　・　利益魏分をしないこと

　　・　自己統治

　　・　自発約であること

　　・　非宗教釣であること

　　・　非政治的であること

をあげて非鴬利縄織を定義したが、このプロジェクトでは、目本の公益法人（杜団

法人や財団法人）、学校濃人、医療法人などが葬営利組織に含まれていた里0。

　また、「市民活動を支える制慶をつくる会（シーズ）」の事務局長である松原明氏

は、現在の日本においてNP0といったとき、次の4通りの意味があることとして
いる加。

　a　最も狭義の選解は、NPO法に基づいて、特定非営利活動法人（NPO．法人）

　　になった鐵体のみをいう場合。NP0法成立以降、そのような捉え方をする人々

・9一



が増えてきている。

b　いちばん…般的な理解で、ボランティア國体や市民活動団体といわれる鐵体

のみをいう場含。経済企固庁の1996年の調査によると全国で約8万6チ団体

あるとされている。

C　広義の理解で、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財圃法人、私立学校法

人、医療法人、特定非営利活動法人（NP0法人）、ボランティア団体など、す

べての営利を目的としない公益団体をいう場含。

d　あまり一般的ではないが、最も広い意味で営利団体以外のすべての団体を指

す場合もある。この場合は、上記の団体に農協や生協、共済組合、啄内会・自

治会などの共益灘体を含めていう曲（筆者注：共益団体とは構戒黛梱互の零■」益

を胃釣とする國体であり、受益者があらかじめ特定されている。）

平成王2年度国民生活自書（以下順民生活白割という。）では、NPOにどのよ

うな団体を含むかについては、いろいろな考え方があり、狭義から広義まで、願内で

も海外でも使われ方は統一・されていないとしたうえで、NPOに含まれる団体の種類

を図3－1のように整理している。

図3一工　NPOに含まれる団鉢の種類

アメリカで一闘こ硬
慶蔓」桑埜活自警での範麗 われている範圏

最狭義

1 3 4

（特 ボ粛 絃財稜拳察 医 労 縫 擦

N定 う展 國

顧会校教療
；
肉
I 働 涛 濁

P非 ン活 法法福法 淡 法
1
ム
I
武
I

団 搦 細

○轡 予動 人人挫人
人 人 1・ 体 鉢 含

法琴1 イ國 法 I；魯 等

人蒲 ア体 人
lI～ムI’纈

）動 圏 1会

法 体 I
I
I人
．
l
I

，
1
■

＝
‘一一一’…一

最広義

　　　　　　　公益扇体　　　　　　　　　　　　　　　幾益繭偽

（資料）経済企圃庁『平成12年度圏鼠釦薔自書埋
（備考）1，各種資料を毛とに経済企圃序にて作繊。

　　2．まれに地縁綱織である囲丁内会や豪治会をNP0に含めるときがある。
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国民生掻自讐においてはNPOを、次の2つの類型を含むものと考えて議論する

としている別。

①NPO法に員1」して認譲されたNP0法人（図3－1の①の部分）

②そのような法人格は取得していない市民活動団体やボランティア団体（畷3

　一ユの②の部分）

　これは、先に述べた松原畷氏がいちばん㎞般的な理解であるとしているb（aも

含まれる）と一致している。なお、松原氏の分類のcは図3－1中の①～③に、d

は①～④にそれぞれ該当するものと思われる。

　本資料においても、国民生活虐書と同様にr㎜αとした場合は上言己①及ぴ②の國

鉢を示すこととする。

　NPO法成立前の1996年9月末時点で、経済企圃庁は、ゴ継続的、自発約に杜会

的活動を行う、鴬利を目約としない団体で、公益法人（栓測法人、財圃法人等）で

ないもの」をr市民活動団体」として全国規模の調査を行ったが、それに先だって、

都遼府県等に依頼して市民活動団体のリストアップを行っている。これによると、

このような市賢活動団体は全霞で85，786団体存在するとされた朋。これは、調査縛

点では土記の②に該当するものと考えられるが、NP0法施行後は一部の藪体がNPO

法人椿を敢碍し①に移行したものと考えられる直2001年2一月23目現在、NPO法

人として認認されたのは3，470団体となっている別（添付資料1参照）。
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3．2災聾0とボランティア

　近年、蟹1一ユで示したように、『ボランティア」の薪闘紙繭登場圓数は急増す

　る傾陶を示しており、2000年には園民生活自書で「ボランティアが深める好縁」

が主題に敢り上げられたり、2001年がポランティア国際年とされるなど、ボラン

ティアに対する杜会約な関心が高まっている。経済企圃庁の調査によると、ポラン

ティア活動を有償評価すると約6，500億円とされている蝸。

　　「ボランティア（Vo1un竜eer）jという語については、義務でもなく正規累でもな

い、自らの意、愚で軍隊役務を務める「義勇兵、志願兵」という意味から転じて、自

ら進んで杜会事業などに参加する人の意味で使われている洲。

　国民生活自書では、ボランティアの定義は、時代的にも国際的にもある程崖幅が

あるとしながらも、ボランティアの最大公約数約な要素として次の2点をあげてい

る。

①白発性1自らの意一懇に基づいて行動する。

②貢献栓：（杜会の一員として）他の人々や杜会の福利を肉上させる。

　我が鰻では、生涯学習審議会、中央社会福祉審議会、国民生活審議会などでボラ

ンティアの定義がなされているが、これらの定義をみても、上記の2一熱がポイント

とあると考えられる別。そして、同自藷では、活動の対価にっいては、墓本的に無

対価であり、自らの纏済的利益を求めることが勢心的な動機にはならないが、現実

のボランティア活動は多様であり、対価の擬一叙からは極めて編広い活動になってい

るとしている蝸。

　實本NPOセンターの山岡義典氏は、ボランティアの言葉の原義がr自分で考え、

自己責任で行動する人jであるとして、その蓄葉には無償の意味はないが、歴史的

に無償の活動であり、ボランティア活動は兼営利であるうえに、かつ濯動そのもの

による金銭的対姻を得ない無償の活動に限定して考えるとしている。さらに、伝統

的には欧米でもボランティアという言葉は無償の濫動を指し、日本だけがボランテ

ィアに有償の活動を含めてしまうと混乱することから、有償の市民活動はボランテ

ィアではないが、ノンブロフィットなのだと位置付ければよいのではないかとして

いる。また、同氏は、一時、目本では有償と無償のボランティアが対立していたが、

最近では、有償のスタイルが好きな人と無償のスタイルが媒きな人がいるとい’うだ

けの謡だと考えられるようになりっつあり、大事なことはその潅動がどういう効果

を示すかということだけであって、無償か有償かというのはいわばアプローチの違

いに遡ぎないとしている別。なお、ボランティアの報酬にっいては、杜会福栓法人

全蘭杜会福祉協議会の調査によると、ボランティア活動を行っている人のうち、．「報
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酬を受けている」とr実費の支給、報酬ともに受けているjの合計は王割に満たな

いが、r実費の支給や報酬を一切受けていない」人は7割近くにのぼっているとさ

れている（残りの2割は「実費の支給を受けている」と「無劉答」）里o。一方、纏済

企画序の調査によるとボランティア活動をした人が実費や謝礼を一切受け敢るべき

ではないと考える人の割含は、1993年の30％から2000年には王9％に低下してい

ることなど、鰯民の間でボランティアは無償でなくてもよいことに対する理解がみ

られるとされている冊。こ1のように、ボランティア活動は無償のものが多いが、有

償のものもあり、ボランティア活動は全て無償のものだと決めつけることは避けな

ければならない。

　また、同自書では、1995年の阪神・淡路大震災に関わるボランティア活動に関

する実態調査の結果から、噸興後の活動を行う申で、個人のボランティアから、

ボランティア団体や市民活動団体、すなわちNPOへと纐織化の動’きが進んでいっ

たものと考えられる也」としている。朋さらに、ボランティアとNP0の関係を、

　・　ボランティアは、組織化されたNPOの活動の重要な撞い手となる。

　・　NP0はボランティアが活動するための装驚として、大きな役害陸果たすこ

　　とが期待されている。

とした上で、NPOの活動の中心にボランティアがいて、NPOの活動が紙織的かつ

継続的になるようにボランティアが支えている一点が大切であるとしている。また、

NP0とf園人で活動するボランティアの考目違点を、両者を厳密に特徴づけるのは鰯

難としっっも、表3－1のような内容で整理している舶。

表3－l　NP0と僧人で活動するボランティアの相違点
NPO

事務所やスタッフが必要になる。

個人で活動するボランティア

事務所がなくても構わない。

報酬を受け取るスタッフが働いている　無鞭酬であることが多い。

ところもある。また、会員制や互醐制
を基本とする場合にはサ］ビスは宥獲
となることが多く、謝金を受け取る喬
償のボランティアも活躍する。

日常的、継続的に活動することが箪能余暇の範囲での活動が中心になる。
である。
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3．3　災POとNGO

　NP0はNG0としぱしば対比される。日本では、図1－1で示したように、NGO

の方がNPOより皐い時期に新聞紙薗に多く登場するなど、馴染みが深いともいえ

るヨ4。特に環境NG0については、1992年の国連環境開発会議（地球サミヅト）で

採択されたけジェンダ2至」では、NGOの役割の強化が妻匿われ、NGOは政府の

対等なパートナーとして位置付けられたほか、豆997年の地球潟緩化防虻京都会議

　（COP3）では、各園閲の交渉から合意に至るプロセスで、環境NG0が大きな役

割を果たした。環境NGOには、グリーンヒLスのような多慶籍NG0や国内最大

の胃本野、畠の会から、小規模なリサイクル・グループまで、全国で珪，000余りの環

境NGOがさまざまな環境閥題の実践、普及啓発、調査研究などの活動を行ってい

るとされている舳。

　松原明氏はNG0について、その言葉の根拠は、園際達合憲章第71条、すなわ

ち、「経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある民閥団体（non－

gOVem㎜entai　OrganiZatiO鵬）と協議するために、適当な敢極を行うことができる。

この取極は、国際畷鉢（in吉芭mat｛Ona｝Organ三鵬吉iOn冨）との閥に、また、適当な場

合には、関係のある禺際遵合カロ盟簸と協議した後に璽内圃体（蝸もional

organi蝸辻io鵬）との閻に行うことができる。」によるところが大慧いとしている。

屋連経済社会理講会では、一定の審査を経て承認された民閥団体を登録し、オブザ

ーバーや発言の機会を保障することとしてきたことから、この国連のシステムから

始まって、NGOというのは、一般に、国遼を始めとする鰻際会議などで、民間団

体を指すときに使う名称であり、政府以外の団体といった程度の呼び名に過ぎない

としている。また、国連では、慣習的に営利企業をNGOの中に入れていないとし

ている。これに対して、NPOというのは内国酌な概念であり、米国の法人翻度や

税制度に出自を持っているとしたうえで、rこうしてみるとNG0とN更0というの

は、ほとんど重なっているいることがわかる。要は、それぞれ登場する場所の違い

によって、NGOとNPOが分類されている。同じ國体が、国際会議に行けばNG0

として扱われ、自園の企業と比べられるときはNPOと呼ばれるということであ

る。」としている舶。

　さらに、山内直人氏は、NP0とNGOにっいて、NG0は字義どおりには非政府

組織であるとしたうえで、rそれではNPOとNGOはまったく異なるのかといえば

そうではありません。むしろ、この蒋者は同じような実態の組織の別名称であると

理解するぽうがよいでしょう。ただし、営利を追求しないとか、利潤を分配しない

ことを強調するときにNP0という呼び方が好まれ、他方、救府からの独立を強調

するときにNG0が使われるという傾向があるようです。このnongovern皿enta1

という言葉には、園境にとらわれないという意味もありますから、そこからの類推
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で．NGOといえば国境を越えて渚動する民閻園際援助団体のことを意味する場合も

あります。買本では、特にNG0をこのように狭く解する向きが多いと．忍います。」

としている帥。

　一方、松下啓一氏は、言葉の意鎌から屍れぱ、NG0は、“Non－Govem㎜en北a1”、

っまり政府との区別にカ点を鴛いていた表現となっているのに対して、NP0は、

“Non－Pro砒”、っまり営利企業との区別にカ点が鴛かれている魚から見れば、例

えば、市民事業のような非営利佐・公益性を強調した事業性の強い活動は、NP0

の概念がふさわしく、これに対して、頭や自治体等に対する政策提案を行う市民運

動の色彩の強い活動は、NG0の概念がふさわしいとの見方も示している。しかし

ながら、嗣時に、NP0法やNP0に対する優遇税制といった場含のNP0は、一般

的に、国境を越えて活動を展関している組織（活動）を意妹する言葉であるNGO

を含む広い意味で使われるため、NPOは、双GOを含む広い意味で使用するとして

いる鎚。

　このように、目本においては、NGOも民閲葬営利団体の概念に含まれる場含が

多く、NP0法人にボランティア団体や市民播動國体を加えたNPOに含まれるもの

と考えられる白本調査資料においてもこれと同様に、NP0にはNGOを含むもの

とする。
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3．4特定非営利活動促進漆（狡里0法）について

　N遣0法は、「1　調査の背景と目的jで逮べたように、玉996年ヱ2月、当時の与

党3党（自南民主党、杜会民主党、薪党さきがけ）の議員により第豆39国会にζ市

賢活動促進法案」として提出され朋、民主党による修玉、名称の変更響を経て、1998

年3月ユ9日に成立し、同年12月1貿施行された。その概要は添付資料2のとお

りである。

　この法葎の目的は、訂特定非営利活動を行う団体に濃人格を付与すること等によ

り、ボランティア活動をはじめとする市民が行う杜会貢献活動としての特定葬営剰

活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与すること」である。訂特定弗

営剃活動」とは、法の男1j表（第2条関係）に掲げられるf保健、獲療又は福祉の増

進を図る活動」等至2の活動分野に該当し、かつ、不特定かっ多数のものの利益の

増進に寄与することを冒的とするものであると定められている。（第2条第1項）

これらの活動を行う団体の多くは、法人擦を持たない任意団体であったため、銀行

q塵の麗設、事務所の貸借契約、不動産の登記、電誘設鷺などの法偉行為が団体名

で行うことができなかったが、法人擦を敢得することによってこれらの不都合を解

消．し、その活動の健全な発展を促進しようとするものである。

　松下啓一氏はNPO法の特徴として次のような一熱をあげている珊。

①民法の特別法

　　対象となる活動を区分・限定せずに、r非営利」とする法偉を作るのが自然

　であるが、特男1j法の範團（非営榊が、一般法である民法上の公益法人の範鯉

　（非営利かっ公益）よりも広いという結果になり、法体系上矛贋が生じる。

　　また、対象となる圃体の要舛を「非営利かっ公椥とすると、民法と同じ要

　件になるが、これでは、民法の公益法人と同じ団体を主務富庁の許可なく設立

　できる制度を作ることになり、この点でも法体系上矛層が生じてしまう。

　　そこで、NPO法では、上述の矛鷹を回避すべく、非営利かっ公益をさらに

　限定し、対象となる活動を王2項貿とした。しかし、これは法体系上の矛盾を

　回避するための法技術であることから、12項胃を厳格に解する必要がなく、で

　きる限り広く解釈するほうが妥当である。

②法人の設立等に関する手続法

　　この法律の胃釣は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等に

　より、布民が行う自由な杜会貢献活動の健全な発展を促進することにある。し

　たがって、4章50条で構成されたこの法葎のほぽ全てが、法人の設立、運営、

　解散・合併、監督、罰貝1」などの手続き規定となっており、他の法律のように手
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続きや綴貝1jを政令・省令に委ねる方式を採周していないことが特徴である。こ

れは、手続きも含めて国会における公開議論の申で決定していこうとする趣旨

である。

③簡易な設立方法

　　法人の設立を認める基準については、種々あり、歴史釣にも変遷してきたが、

　現在では、次のような諸主義がとられている。

　　・　特許主義……法人を設立するためには、特別の法律の請腱を必要とする

　　　ものである。胃本銀行や公団・公庫などがある。

　　・　許可主義……設立を許可するかどうかを主務官庁の自由裁量に委ねるも

　　　のである。民法の杜団法人、財窪法人はこれに当たる。

　　・　認可主義・・・…法律の定める要件を具備して主務官序の認可を受けること

　　　によって法人が設立されるものである。要件を臭備すれば、主務富庁は、

　　必ず許可を与えなければならない点で、諜可主義と区垣I」される。非鴬利・

　　公益事業にっいては、許可主義は立法論酌には妥当ではないことから、民

　　法の特別法として設立が認められている杜会福秘絵人、察教法人、学校法

　　人などは、この認可主義によっている。

　　・　準則主義・一一法鎮の定める一定の要件を備えれば妾然に潜人とするもの

　　　である。株式会杜や有限会杜がこれに当たる。

　　NPO法では、一定の基準を定め、この墓準に適含している時には、その設

　立を認証しなければならないとしていること（第ユ2条）響から、基本的には

認可主義といえる。ただ、認可という表現を周いずに、敢えて認証としている

　こと、認証の申講が認証の基準に適合している時は認証しなければならないと

　されていること、この審査は原員ijとして提出された書面により行うとされてい

　ること、認証の決定は原員1jとして2ヶ月以内に行い、例こ不認証の決定をする

　賓寺は、婁面をもってその濠を通知しなければならないとされていること等から、

実質的には、準貝1佳義に近い認可主義と考えられる。

④藪体委任事務

　　NPO法人の所轄庁は、原貝1jとして、その事務所の所在地を管轄する都道府

　県知事が担当する。法人格付与事務を団体委任事務としたのは画期的なことで、

　これは、地域的な特栓等を踏まえて半1j断することを認めたものである。

　　なお、2以上の都遺府県に事務所を設置している場合については、経済企繭

　序（現在は内閣府）が所轄庁となる。
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⑤　議負立法

　　この接律は政府提案ではなく、妾時の与党3党が提案したしたものがべ一ス

　ξなっているが、野党側も対案を提案するなど活発な議論が繰り広げられた曲

　議員立法であったため、法律の制定過穆がかなりオープンになるとともに、内

　容にNPOの意見が強く反映されることとなった。同時にインターネットを通

　して、法律の審議過程や政治状況等が逐次発信され、電子メールを使って市民

　閲で意蒐交換がなされた。

　なお、NPO法については、NP0法の附貝11でr特定非営利活動法人諦1峻について

は、この法俸の施行の属から趨纂して三牢以内に検講を加え、その鰭果に基づいて

必要な措蟹が講ぜられるものとする。jと規定されているほか、衆議院内閣委員会

の附帯決議ではr特定非営利濱動淡人に関し、その活動の実態響を踏まえつつ、特

定薙営刹活動の推進及び支援のための税制響を含めた制度の見直しについて、この

法律の施行の暮から起算して二年以内に検討し、結論を得るものとすること。」、参

議院労働・杜会救策委員会の附帯決議では塒定非営利渚動湊人に関し、その活動

の実態響を踏まえつつ、税制等を含め、その見直しについて、法律の施行の胃から

起算して二年以内に検討し、繕論を得るものとすること。jとされており、税制改

正については関連法案が国会に提出されているほか、法人制度にっいても、関係者

によって兇直しが検請されている。
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3．．5NPO法入播について

　非営利活動を行っている任意団体がNPO法人格を取得すると、次のようなメリ

　ットが生じるとされている41。

　①　各種契約や銀行の口座開設が法人名義で可能となる。従来は団体の代表者の

　　個人名義で契約を結ぶ場含が多く、代表者の所得税の蘭願や、代表着が死亡し

　　た場含の稲続税の間題等があった。

　②団体の建物や±地を団体の名義で登記することができる。これにより、代表

　　者が交代するごとに所有権の移転登記をしたり、財産上のトラブルが発生する

　　事態が防止できる。

　③補助金や寄付金の交付を受けたり、委託事業を受託しようとする場合に、梱

　　手方から、法人格を持っていないことを理由として鱗られることがなくなる。

　④外国で活動するNG0は、従来、實本における法律上の位置付けが不露確で

　　あるため、肩身が狭い恩いをしてきたが、そのような聞題が解消する。

　⑥　法人格を敢得した圖偉は、法偉で定められた一定の要倖を満たしているので、

　　組織や運営籍がしっかりした団体である可能催が高い。このため、団体の杜会

　　的な信用が増す場合がある。（ただし、認証されたからといって、所轄庁がそ

　　の団体に全繭的にrお墨付き」を与えたとは考えるべきではない。その団体の

　　信用惟は、活動実績や公鰯された傭報などから各負で判蕨すべきである。）

　一方、NPO法人格の取得に伴う義務のポイントは、次のような点であるとされ

ている珊。

①　他の法人制度と同様に、定款等で定められた目的の範團内でなければ権利を

　　有することも義務を負うこともない。また、活動、組織、事業逮営等について

　　も、この法葎や民法等の規定に従って行われることが求められ、団体が全く自

　　由に行うことが認められているわけではない。

②怖民が行うjr杜会貢献活動一であるので、NPO法人の活動内容自俸もr市

　　民」に斌してガラス張りでなければならない。

③特定の個人や法人その他の団体の利益を胃的としてその事業を行ったり、特

　　定の攻党のために禾■」周してはならない。

④税の負担。NPO法人に対する税金の竈鍍は複雑であるが、糠式会杜等に適

　周される税制よりはかなり優遇された税需鍍が適用され、公益法人等に対する

　税制度に返い制度が適用されると考えておいてよいであろう。（筆者注1現行

　　のNP0法人と公益法人等の税舳こついては添付資料3及び4参照。また、r4．

　　3　行政への要望」において述べるように2001年度に寄付税制の優遇措置が

　盛り込まれるよう晦税特別措置法等の一部を改正する擦律案」が国会に提搬
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されている。）

　このように、NP0法人格を取得した場合には、梱応の義務が生じるが、そのメ

リヅトに魅カがある団体も多いと考えられる。しかし、法人格を取得するならぱ、

従来からの民法上の公益法人、すなわち杜団法人、財団法人でもよいと考えられる。

公益法人の設立については、民絵の規定により主務官庁の許可が必要である。この

許可に当たっての政舟の統」的な基準やその運用指鉄として「公益法人の設立許可

及び指導監督基準一（1996年9・月20買閣議決定）及びr公益漆人の設立許珂及び

摘導監督基準の運用指針」（1996年豆2月19日公益法人等の指導監督等に関する関

係閣僚会議幹事会申し含わせ）などが定められている。基本財産、年間婁業規模、

会員数、溝動実績などの具体的な設立基準は各主務富庁により定められているが、

その基準はボランティア団体や輩の根の市民活動団体、あるいは活動を始めたばか

りの団体にとってはかなり厳しい。また、主務富序の許可制では、主務官庁と立場

を異にする事業、複数の所掌官庁にまたがるような活動などを行う圖体に対しては

許可されにくいとの繍篤もある蝸。社団法人・財団法人とNP0法人の比較を添付

資料5に示した。

　一方、株式会杜や有葬艮会桂といった会社組織になる方法もあり、実際にそのよう

な対応をとっている圃体もあるとされている。これらの会杜縄織は役所の許可なし

で登記所への登記だけで設立できるので、手続きは簡単だが、寄付金や会費収入も

課税対象になるうえ、非営利公益活動団体が、鴬利を目的とした会杜繊織の形をと

ることには抵抗感が強い場合があるであろうとの指摘もある独。

　以上の淡人格取得を巡る状況が、NP0法制定の背景であるとともに、非営奉1固

体がN里O法人格を取得する翼南となっている。

…一20一



3．　6　N浬0と情報通僑技術

　近年の急速な情報通信技術（醐の発達は社会に大きな影響をもたらしているが、

ボランティア活動やNPOの活動のうえでもその影響は大きい。国民生潜自欝は第

　夏部にr第4章　正便からみた交流とボランティアjという章を設けて記述してい

る。そのポイントは次のようなものである蛎。

　○　インターネットによって広がる交流

　　　インターネットの利用により、ξ遠くの友人」や暎遠になっていた人」と

　　連絡を蚊る回数が増えた人が5割、喧接会ったことのない友人の数」が増え

　　た人が4鰍・る。インターネットは、人々が好みの縁でつながることを促遼す

　　る。

　○　時関や空閥の可能性を広げるインターネッ1・

　　　インターネットは、①時間の広がり、②空閣の広がり、③同鱒多元的な交流

　　関係を実現するため、NPOで活躍する人同士の交流の輸を広げることに大き

　　　く責献するものと期待される。

　○　商齢者や障害者の交流を広げるインタ』ネット

　　　ITは、高齢者や障害者の交流を広げ、生活を豊かにすることにも貢献してい

　　る。

　○至丁を活月ヨする新しいボランティア

　　　エTを濱用する新しいボランティア活動が誕生している。例えば、①阪神・淡

　　路大震災時に、災害関連情報を杜会に広める活動を行ったr情報ボランティア」、

　　②パソコン技術を小学校の教黛、高齢者や障害者に教える「情報ボランティア」、

　　③インターネットを使い遠隔教育をしたり、病院等にいる人をインタ』ネット

　　を通じて訪闇する「バ山チャルボランティアjがあげられる。

　　　ボランティア活動は、個人の縛潔や労働を他の人のために役立てるものであ

　　る。それらに制約がある人でも、知恵の観一熱からいろいろな方法で人の役に立

　　つことができる。互丁は、ボランティアの可能性を一層広げていくと期待される。

　また、経済企函庁は、1998年に、市民潜動剛奉が行う訂情報発信」に焦点を当

て、その特徴と課題を明らかにすることを胃的としたr市民活動情翻支援システム・

モデノレ開発に関する調査研究報告警」を作成した。市民活動団体や、市民活動への

参カ脇験がある人、参加の意殉を持つ人を中心とする個人に対するアンケート調査

などを実施し、調査の結果、全団体の8翻が情報発信の必要性を認めており、かつ

半数の団体では発信が不十分だとしていることなどを明らかにしている。そして、

その報告書の中で、「より本質的な議論として、N20とインターネットは、中央集

権型ネットワークに対する分散型ネヅトワークである一叙で本質的な類似蛙を持つ。
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本来的には企業よりもNPOとの親和姓が高いメディアであり、その活用が望まれ

る。」とし、NP0とインターネットの親和性を強調している蝸。

　こρほか、NP0とインターネットについては、次のような指摘がなされている。

　・　インターネットを通じた情親収集や情報発橋のコストはきわめて低くなって

　　いるから、小規模なNPOでも、政府や巨大多塵籍企業と同響以上の質と量の

　　惰報を敢り扱うことができる。これにより、政府や営剰企業と比較したNPO

　　の相裁酌な地位が高まることになった4牙。

　・　インターネットは、小規模NP0がそれぞれ役割を分担し、個々のNPOが

　　それぞれ役割を分担し、個々のNPOが専門化するうえでも威力を発揮する。

　　たとえば、都市型地震のような大きな自然災害が発生したとき、気象、緊急医

　療、捜索、高齢者ケア、建築、土木など、それぞれの褐意分野を持つNP0が

　　インターネットにより連携して、次元の部・総合的なサービスを提供すること

　　が可能になる蝸。

　・　NPO同±が情報ネットワークで縞ばれることにより、NPOの分業化、尊門

　化が促進されている。地球温暖化防止会議、対人地雷禁止条約、牢東をはじめ

　　とする和平会議などでも、専門化集廊としての荻POが果たした（あるいは果

　たしつつある）積極的な役割が注冨されている側。

　・　非営禾1」セクタ』の発書権を高めるのに大いに責献しているといえる電子ネッ

　　トワークの緊密化は、大きな傾陶として、公共財産としての情報を営禾舵クタ

　ーから葬営利セクターへとその管嚢をゆだねることをもたらし、非営利セクタ

　ーの拡大、並びに非営禾舵クターによる営利セクターの監視と規制という流れ

　を生むことになるであろう鮒。

　・　インターネットあるいは分散型コンヒ㌧一ター・ネットワークの発達そのも

　のが、ある種のNPO活動だという芋審摘もある。インターネットの発達史をみ

　ると、サービス精神にあふれた無数のボランティアたちが、ネットワークを構

　築し、ネットワーク用ソフトウユアを開発し、それらの多くをζシェア・ウエ

　ア」として無償で流通させるといった営みを通じて、インターネットの普及を

　促進したからである舶。

　・　オ山プン・ソースのコンピュ］ターのオペレーティング・システム（OS）

　である「Limx一は一種のNP0ではないかとの意兇もある。Lin棚とは、ヘ

　ルシンキ大学の学生であったリナス・トーバルス氏が開発し、199玉年に発表

　したオペレ』ティング・システム（0S）のことであり、従来型0Sと異なり、

　フリー・ソフトとしてソース…　一ド（プログラムの中身）を無償で公開し、

　世界中のソフト技術者に開発への参加を縛びかけるという戦路をとった。これ

　に呼応してインターネットを通じてLinux開発に参カ叱たボランティアのソフ

　ト技術者は数万人、そのボランティア時間から推計した開発費用は100億ドル
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に達するという説もあるとされている。このソフトは、だれでも、インターネ

ットを通じて無償で手に入れることができるため急成嚢してきた。ムin㎜1の開

発プ卿セスはボランティアに支えられた自然発生約な葬営利活動であり、乙inux

は情報革命の象徴ともいうべき新しいNPOなのではないかとの見方である馳。

　このように、荻P0とインターネットに代表される情報通僧技術は親茅口性が高く、

NPOは情報通信鼓術を有カなツールとして駆使するとともに、惰報通僧そのもの

をメインテーマとしたNPOも多く誕生しているなど、切っても切れない関係とな

りつっあると考えられる。情報通イ言技術の進展によって、NP0は以前より政府や

企業と比較して相対的に力を増しつつあり、その力を侮ることはできなくなってき

たと考えられる。
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3．7NP0と行政の関係のあり方

　まず、NP0全般と術政の関係について整理することとする。

　　これまで、社会における甫民サービスは、企業による満場サービスと、行救によ

る公共サービスにより独占されてきたが、二一ズの多様化、行政の限界、杜会全倭

の行き詰まりなどにより対応が難しくなってきた竈一方、自発的に素皐く二一ズに

対応してきた帝民潜動・NP0は新しい公共の担い手として成長し、行救にとって、

地方分権、地域主権、布民自治のパートナーとして、その必要性が求められている

　とされている鵬。

　また、科学技術の分野においても、（財）政策科挙研究所の調査報告書において、

　怖民■行攻／企業の各セクターとのパートナーシップが組まれる中で科学技術を

どう生かしていくか、市民がイニシアティブをより強く発揮する杜会において群学

技術をどう推進していくか、といった閥題は、21世紀の科学技術を考えるに当た

って最も重要な課題の一つになるだろうと思われる。」晶4と述べられているように、

行致とNPOのパートナーシップの間題は重要であると考えられる。

　さらに、労働省の調査報告書では、r労働行政が、充足が必要とされる1動労者の

個別二一ズをすべて自ら発見し、自らの孚でこれに対処することは、効果的でもな

く、効率的でもない。今後、NPOセクターの成長に伴って、資金、場所、情報を

提供しつつ具体的な伐事のやり方については任せたり、場合によっては全面的に委

ねる方が結果として勤労者の福祉の向上をもたらす場繭も多くなると考えられ

る。」冊と述べられており、行政の効率化を進めていく上でも、NP0とのパートナ

ーシップは重要であるとの考えが示されている。

　NPOが行政にとってのパートナーであるためには、瀬互に次のようなパートナ

ーシップの原劇に基づいた関係が求められるとされている。行政、企業、NPOの

3つのセクターそれぞれがうまく機龍していくためには、役害1」と機能分損について

の合意形成とルールの確立が必要であり、r企画・実行・言事椥の全てのプ饒セス

で「協働」によって実行されるべきであるとされている蝸。

パートナーシップの原貝1」

①対響の原貝1j
②自主性尊重の原貝，」

③自立惟尊重の原員I」

④梱互理解の原貝I」

⑤目約共有の原貝喧

⑥公開栓の原員1j

　この行政とNPOの協働といった場合のr協働jという言薬について、r東京都ボ

ランティア・NP0との協働に関する検討委員会」は、r行政とボランティア・NPO

とが相互の存在意義を認識し尊重し合い、瀬互にもてる資源を出し合い、対等の立
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場で、共遜する社会的買的の実現に殉け、杜会サービスの供給等の活動をすること」

を意味するとしている冊。

　また、先の労働省の調査報告審では、協働のためのrパートナーシッブ」とは、

双POが行政と鶴働して事業を行う場含に則る原員1」であり、その内容は券圃一挫、

契約の対等性、契約の有期蛙であるとしている。そのうちの契約の対等僅との関連

で重要なのはNPOは致策のあり方について独自の主義主張を有し、行敦に働きか

けていく機能（アドボカシー機能：『6．3（2）アドボカシー活動」参照。）を有する

ことでであるとしている朋竈

　しかし、パートナーシヅプを組む上でNPOと行政の置かれている条件には明ら

かな橋差があり（NPOにゴルフでいうところのハンディキャップがある状況）、少

し時閥をかけて格差を埋めていく過程が必要である。その第一歩がr支援」という

関わりであるとの指摘がある冊血このように、行政とNPOの適切な関係を築いて

いくためには、パートナーシップの原員1jに留意したうえでの行政からNPOへの支

援をしていくことが必要となる場合が多いと考えられる。

　NPOへの支援をすることで、行政が獲得することとして、次のようなことがあ

るとされている冊邊。

　・　自治・分権のパートナーとなる新たなセクターが成長する

　・　行政自身の自己改革（意識改箪）

　・　行政葵業への市民参加による適正イピ見直し……的確な二一ズの把握

　・　分権推進・・・…行政のスリム化（行政改革の機進）

一吻、行政からの支援によってNPOが獲得できることとしては、次のようなこ

とがあるとされている田1。

　・　自治の撞い手としての杜会的認失目

　・　自治の担い手としての自己改革

　・　社会的・経済的潜動基盤の整備

　・　施策への布民参加の制度化

　このように、行政からNPOへの支援は、双方にメリットをもたらすものである

と考えられている。

　また、この行致からNP0への支援には、広義の意味での支援と狭義の意蝶での

支援の2っのタイプがあるとされており、その内容は次のようになっている朋。

⑱　広義の支援

　①　情報公開

　②NPOへの学習機会の提供
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③施策への市民参カ到の制度化

④法制度の見直し

⑥．庁内連絡・促進組織による職員の意識改箪

⑱狭義の支援

①　補助金・助成金

②事業の委託

③催しの共催

④　公的施設の場の提供

⑤後援
⑥情報提供、助湊、相談（民閥からの専門委員を施策検討段階で加える）

⑦協働の担保（第三者機関による公闘・信用保証）

これをみると、広義の支援というのは、NP0全般を支援するもので、狭義の支

援は、特定の施策に対応した支援といえると考えられる。後に「4．3　行政への

要望」の中の表4－16榊PO支援における環境・基盤整備と直接支援」で示す

ように、「環境・基盤整備jと「直接支援」という整理の方法もある。

さらに、NPOへの支援は行政だけではなく、民間も行うものであり、その整理

を行ったものが表3－2である。

表3－2　NP0交援施策の橦と行政の役審11

損い手

NPO支援二一ズ 支援施策 行 民

政 閥

1．人材の充実・確保 1経営情報の提供・梱談 O ○

・人材ネットワークづくり ○ ○

・市民の活動参加促進 ○ O
2．活動の場の確保 ・施設・設備の提供 O ○

・使周料等の減免 ○ O
3．活動資金の確保充実 ・寄付 O

・助成 ○ O
・融資 ○ O
・税減免 O

4．活動機会の創出1充実 ・活動情報の提供 ○ O
・コーディネイト ○ ○

・事業の後援・共催・委託 O O
5．活動を支える杜会的風土の醸 ・市民・企業の啓発 O O
成 ・まちづくりへの布民参加促進 O

・情報公開促進 O



6．活動を支える制度・体制の整　・NP0活動促進条例の制定

　　　　　　　　　　　　　　　　1保険徹産の整備

資料1仙台NPO研究会薮公務員のためのNPO読本j（ぎょうせい、1999年）。

　労働省の調査報告書によると、労働行政に関わるNPOに関する支援として、次の

ようなものがあげられている朋。

補助金の交付

調査・研究事業の委託

政策立案過程への参カ鰺

職員の派遣による人的交滅

意蒐交換の場の設置

人権ケ』スワークヘの認知

ケース会議の設置

官設民営

事業の委託

事業縫営のマネジメントの研修・サポート

　このうち、行攻からNPOへの事業の委託については、経済企彊序は国民生鱈膚

書において、同庁の調査結果脳に基づき、「支援策として重要なNPOへの事業委託」

として記述している。それによると、全国の都道府県（圃答数41）、人口10万人

以上の市（同互遂7）及び東京特男枢（同ユ0）のうち、NPOに噛在委託している

事業がある」と国答した地方公共団体は48％となっており、委託した事業の穫類

は、r自治体の施設の運営」（至5％）、r介護・家事援助などのサーどスの「縫供」

（10％）、「専門的な相談事業」（工O％）、「イベントの実施」（9％）、ギ調査研究j

（9％）等、様々な内容に及んでいるとしている。また、行政がNPOに事業委託

で期待する、1慧は、r市民二一ズにより合ったサービスの向上が鐵られる」が52％、

「行政だけではできないサービスができるj（49％）、「コストの削減にっながる」

（36％〕などとなっているとしている冊。このように、行政からNPOへの委託は、

NPOの資金蕊の上でも、釘政のサービス向上などの上でも期待されていると考え

られる。

　行政がNPOに委託をする意昧は、本棄的には、術政がその渚動だけでは実現で

きない公益を、NP0と観力しあい共同作業をすることで実現しようというもので

あるが舶、NPCにとっても行政からの事業委託に寄せる期待は大きい。NP0法人

については、その要件としてNPO法第2条第2項第1号において、営利を目的と

しないことが定められている。しかしながら、「ここにいう釘営刹を實的としない』
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とは、団体の構成員（杜員）に対して、形式的にも、実質的にも、余剰金（刹益）

を分碧己したり、財産を還元しないということである。r奴益を員的とするような事

業』を行ってはならないということではない。淡第5条において『その行う特定非

営利活動に係る事業に支障がない限り』として、条倖付きながら『奴益事業』を行

うことができることからも明らかであろう。j帥と述べられているように、収益を伴

う活動を行い、得た収入を特定非営利活動のために支出することが可能となってい

る。今回調査したNP0、特に情報通信関係の活動を行っているNP0については、

特定非営利活動の範贈の中で級益を伴う活動を行へそれによって活動費を確保す

るという、いわぱ猿立採算ができるプロジェクトを行うことを碧摘している。これ

まで、行致からも多くの事業委託が行われているが、その委託先は株式会杜、公蕊

漆人（財団法人、社団法人）、特殊法人がほとんどである。今後は、様々な分野に

おいてNP0を委託先に含めていくことが必要であろう。

　しかし、そのためには、次のような課題があると考えられる。

a　行致個1」が委託して実施しようとしている二一ズに合致した目釣を持っ

NPOが存在するのか。

b　委託しようとするNPOに、事業を受託し、責任を持って完遂できる能．力、

体鍋があるか。

c　行政姐1」がNPOの能力等をどのように事前に評価するか。

d　NPOの実績が少ない中で、競合する企業、公益法人などがあった場合、NP0

　が行うメリットがあるか竈

e　行政イ貝1jがNPO一般を十分墾解しているか。

　aについては、行政からNPOへの事業委託は基本約に行攻個」の意図とNP0の

目約が合致した部分で、栽等な立場で行う脇働」という概念が提唱されている。

各々のNPOは定款等により目釣を明らかにしており、活動の範囲もある程度特定

されている。したがって、行政係1」の二一ズを共有できるNP0があるか否かがまず

闇題となる。

　bは当然の事項であるが、発展途上のNPOが多い申で、aに該当するNPOに

対して、現状では体制が整わなくても、事業を委託していく亭でパートナ㎞として

支援していくことも考えられるであろう。このような視点も含めて、Cのように行

政側がNP0をどのように児極めるかも璽要なポイントであろう血多くのNPOが

設立されている中で、員本においてもNPOを蓑乎価していこうとする動きがNPO

自体の中で起こっている（NPO支援組織による「評価システム研究会jなど）。こ1

のような動きにも注冒していく必要があろう。

　dについては、予算の有効使用という一点から重要であり、なぜNPOに事業を委
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託を行うのか、納税者を納得させるような理南が必要である。今魔事例調査を行っ

たNPOの中には、県が鶏注する2つの委託事業について、入札で企業を邊け受注

している（「4．1（2）特定葬営利活動法人アスクスネットワーク」参照）。これらは、

NP0自身の実力や努力もさることながら、事業内容が市民活動団体のデータベー

ス作成など、㌶POにふさわしかったことにもよると考えられる。それまでの濫動

による特定の分野の知見やノウハウの蓄積、ネットワークの拡がり、市民からの視

点などN禦Oが宥する資産や特惟にマッチした事業内容であるか否かもポイントと

なるであろう。

　eについては、N工〕0発展の齊景やNPO法の概要、NPOのおおまかな実態など、

NP0についての正しい璽解を行政個1jが有することが必要である。遜大評価や過小

評価をできるだけ排除し、NP0全体を客観約に理解したうえで、個別のNPOに対

応していくことが求められるであろう。

　このほかに、事薬委託において、委託費に含まれるのは事業費のみで、人件費が

必ずしも含まれていないという摘摘があり、有給スタッフが働くNPOが委託を受

ける場合には、人件費を委託費に含めていくことにも注意する必要があろう朋。

　このような課題をクリアしたうえで、NPOの活動展開のうえからも、行政目的

の達成に向け、事業委託先の選択肢が増えるという点からも、NPOに対する事業

委託を進めていくべきであると考えられる。

　行政とNPOが適切な灘係を築いていくための前提条件として、NP0に対する行

政姐1」の饗解が必要である。

　r東京都ボランティア・NPOとの協働に関する検討委員会」は、行政とNP0が

協働を進める上で行政の課題として、次のような点をあげている。

　　a　都における各音員箸において、関連分野で活動するN習O糖纐などの蚊集整

　　　嚢がまず必要である。

　　b　職員は、ボランティア・双POに対する理解を深めていく必要がある。行

　　　動原理、奴益構造、受益圏、受益層などに違いがあることを十分1こ認識する

　　　ことが董要である。

　　c　ボランティア・NPOと何のために協働するか、目的を明確にすることが

　　　最も重要である。

　　d　協働を鰯広く行っていくためには、政策策定段階の糖報の提供が一一層求め

　　　られる。

　　e　都民の生活をより豊かにしていくという観点から、都民の新たな二一ズを

　　　常に絶握する必要がある。

そして、ボランティア・NPOにとっての課題として、行政情報へのアクセスの
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努力が必要であること、自ら行っている布民活動の氏名や活動実績を行致側に理解

してもらう努力をすることも必要であること、行攻機灘との組織や行動の違いを十

分に謬識しあうことが必要であることをあげている伍o。

　このようなことから、行政サイドとしては、これまで関係が限定されていたNPO

と輻広く付き合っていくためには、NPO発展の背景、NP0の実態、NPO法の概

要といった基本約な知識を身にっけるとともに、併せて、業務に関連するNP0の

憶報を集め、その活動や考え方を襲解することが必要である直NP0に対する遜大

評価や過小評価をできるだけ排除し、NP0全体を客観的に理解したうえで、個別

のNPOに対応していくことが求められる。

　以」二述べたように、行政とNP0はパートナーシップを組んで、対等な立場で共

通する社会釣目的に敢り組んでいくことが重要とされており、NPOの現状をみる

と、行政からの支援が必要である場合が多いと考えられる。行攻からNP0への支

援の方法には様々なものがあるが、特に事業の委託は双方メリットが大きく、有カ

な支援方法であると考えられる。また、その前提として、行政は関連分野のNP0

の情報奴集やNPO・ボランティアに対する理解を深めること、NP0としては行政

情轍へのアクセスの努力などが必要であると考えられる。
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3。．8米国の荻正O

　葡述したように、NPOという蓄葉は米国で生まれたものであり、その概念が員

本に持ち込まれたものともいえる。米国における非営利セクターの運営費は、同国

の国民総生産の6．3％を占めるとされている（1990年）珊。添付資料6において米

副こおけるNPOについて概要をまとめた。

　米国においては、各タ辛1が州法によって非営利法人について規定している。…方、

連邦税の譲税取り扱いにっいては、内国歳入法で規定されており、非営利団体に対

する免税規定が内国歳入法501条～528条に規定されている由免税が適用される団

俸のタイプについては、501条（c）に規定されており、慈善碧的の団体のほか、構成

負の親睦、頼互挟助などを舅酌とした共益団体、公共団体に対する支援を術う団体

などが含まれている。それらの数は1997年時一点で約ユ23万圃体に及ぶ。

　州法の規創こよる非営利法人檎と連邦税の税制優遇措鴛の関係については、非鴬

刹法人格の取得と税制優遇措置の適用は連動していないため、免税資格が必要な団

体は、法人播取得とは別に、内塵歳入庁の承認を受けることを要する。

　また、連邦税の免税資格と州税の免税資格も連動していないため、州税について

は、各州の規定に基づき、別途串請・承認が必要である。

　米霞の場合、法人格取得は簡便で、免税資格取得は審査が厳しいことから、

　rNPO」といえば、

・　広義には、州政府に対して法人申講を行い、これを取得した非営利団体。・

・　狭義には、内團歳入庁によって連邦所得税を免除されている501条｛3）（o胴

体。（王997年時一焦で約69万団体）

を掬しているのが一般的になっているとされている一王。
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4　「科学技術関連N腱0jの翼状（事例調査の結果）

4．1餐淡POの概要

　今團事例調査を行った科学技術関連NPOの概要について以下に示す（添付資料

　7参照）宙

　（1）縛定葬薗翠艦動法人　福丼恐竜樽物鍍後援会

　　この蘭体は、2000年7月に福丼県勝山市に開館した福奔県立恐竜博物館と連

　携・協力し、嗣博物館を支援すると嗣時に、広く市民が恐竜を中心とした吉生物

　への興味や関心を篤め、自然科学への嚢解を深めることなどを目的としている。

　　王982年に勝山市においてワニの化石が発見されことなどを契機に、工989～且998

　年にかけて福井県による発掘調査が勝山市において行われ、怒竜の化石が多数発

　屍されたことから、劫元の意向もあり、勝山市に福井県立懇竜鱒物館が建設され

　た。このNP0の禿になったのは、至0年闇にわたる発掘調査を通じて形成された、

　慾竜に観心を祷つ人々のネットワークである。

　　博物館の開館直前の2000年4月に設立されているが、闘き取りを行った8月

　酵点では、開館して間もないので本格的な活動はこれからという状況であった。

　　今後の活動計画としては、ミュージアム・ショップの運鴬受託、子供を対象と

　したふれあい活動、外国人来館者のための通訳や車椅子の誘導、手誘による解説、

　簿物館から出版栓等に貸し出す写真の貸劇窓口業務、博物館友の会ともいえるrダ

　イノメイトjの募集・運営、会報の発行などを言辛圃している。

　　事務所は樽物館の豆室を使周し、博物館の職員が理事として参カoするなど、鱒

　物館と一体的に活動している。

　　スタッフは、発掘にも携わった地元の元高校校長（生物、地学が専門）が事務

　局長として事務所に常勤している。

　　實下の悩みは、県に提出する決算報告の作成などの会討処理である。事務局長

　だけでは対応が難しく、経灘事務纏験者の雇周を検討している。

　　法人格を敢縛した理南としては、NPO法人として杜会約に認められること、

　企業等に賛助してもらいやすく資金を集めやすいこと、委託契約などを行いやす

　いことのほかに、きちんとした纏織としておくこと、博物館の独嘗性を搬したい

　という点で博物館イ貝1jとNP0イ則の考えが一致したことなどをあげていた。

　　個人会員と家族会員を合わせて8千5百近くもの会黛がいる顛立科学簿物館友

　の会は財団絵人となっているが多くの博物館等の友の会は任意団体である曲この

　NPOは、任意団体では自然消滅のおそれがあるので、法人播を取得して、きち

　んとした、公的に認められ、継続姓がある組織にしておきたかったとしている。
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　また、現荏、博物館は県立であるが、行政改革讐による将来の独立法人化の可

能性をにらんで、今のうちからNP0濃人の後援会が活動している樽物館という

独自牲を出しておくとともに、NPO濃人である後援会の存在によって博物館と

市民との連携をとっていくことが必要であると考えたとしている。
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（2）特定葬慶榊書動法人　人と自然の会

　この圃体は、自然系主体の総合型博物館である兵庫県立人と自然の簿物館（兵

庫県三田市）における、阪神大震災の前年に当たる1994年からのボランティア

．活動が母体である。1999年に、博物館をべ一スとしっっも、猿立した組織とし

て館外へも活動の場を広げたいという考えからNP0法人格を敢得した曲そして、

会と博物館は、梱互の活動讐に関して緊密に連携し、協力し合うことなど、両者

のパートナーシップの璽要性、必要性を確認する協カ協定書を締結した。

　会員については、県の指導もあってオープンな会とするため入会梛辰を設けて

いないが、現姦のところ、全員、鱒物館縛が募集し、研修等によって養成し、ボ

ランティアとして登録した人々であり、王oo人を超える。主な活動は、毎月第三

日曜周のζボランティアデー」に、来館者が自由に参カ嗜できる体験型イベントを

開催することであり、会の中に入会年次をもとに繍成されている10の班が蔵り

持ちで担当している。この班とは別に、ミツバチやヒメホタルなど関心あるテ山

マ毎にメンバーが砺究サークルをつくり、調査研究活動などを行っている。この

ほか、博物館が主催する講座の補助や受付、学校や自治体からの学習イベント実

施などの受託事業などを行っている。

　団体の所在地は博物館に返い現在の事務局長の自宅を登録しているが、活動場

所の中心は任意団体の時と同様に博物館のボランティアルームとしている。

　活動は基本的には無報酬であり、交通費なども各自負掲である。特に常勤のス

タッフは置いていないが、事務局長が会の事務のために、無報酬で相当の時閲を

費やしている曲

　このため、教室の開催など、学校や自治体からの事業受託を増やしていくとと

もに、公的機関、民閥からの助成の拡大などを図っていくこととしている。

　最近の活動として注目すべきものとして、「トライやるウィ」ク」への協カが

あげられる。これは兵庫県独自の翻度であり、学学2年生が至週閻穫度学校を離

れ、地域の中で仕事を体験するものである。博物館は8グループ48名を受け入

れているが、この団体も1999年から別に王グループ6名を受け入れている。準

備段階から実施に至るまで、会のメンバーと中学校の先生は綿霜な打ち合わせを

行ったため、お互いの信頼関係を築くことができ、その関係から、将来は中学校

全体が博物館で校外学習を行いたいとの申し入れが博物館や会にあった。2000

年8月には県内の先生方が集まり、「学杜融合総含学習シンポジウム」（学校と杜

会施設の融合）が博物館で行われた。また、高校生の杜会俸験としてrクリエイ

ティブ21」という兵庫県独自の需艘もあり、総合学習の推進の方殉を踏まえて、

会としてはこのような活動のrかけ橘jとなっていきたいとしている。

　現荏のとこ二ろ、こ二の団体の活動は鱒物館との関係を含め、比較豹順調である。
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．その理出は、博物鏑が会に自立を求め、負分たちで考えて行動してもらうように

したことにあると考えられる。他の博物館等では、ボランティアのコ㎞ディネー

トは職員がやっているが、この博物館では、募集・養戒・登録までは行うが、そ

の後の活動はボランティアの人達が自主的に考えて行うように、敬えて突き放し

た対応をとった。ボランティア級1jもこのような鱒物館側の態痩に応え、縛物館側

と議論を重ねつっ、会を結成し、さらに独立した法人組織となるなど、成長して

いったものと思われる。その背景には、この鱒物館が婚路工業大学自然・環境科

学研究所と併設されている（一部の職員が兼務）ということによる、他の博物館

と異なった雰観気のほかに、ボランティア個11（会側．）と簿物館側が議論を重ねて

強い信頼関係を築いたことが大きいと1当事者たちは認識している。

　一一方、縛物館から見て会があることのメリットとしては、ボランティアの運営

が自立しており、運営するための手閻が一切いらないこと、人員の張り付けが不

要であることであるとしている。見方を変えれぱ、契約はないが、博物館がボラ

ンティアの運営をNPO絵人に委託しているとの見方もできるとしている。

　しかし、ここに至るまでには博物鎮側も研究の時閥を書11くなど、相当のイニシ

ャル…　ストを掛けている。事務職などと較べて異動が比較的少ない研究職がた

くさんいる博物館（定員40名）であるから可能であった面もあるとのことであ

る。
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（参考）

『NPO法人人と自然の会』の木

　各種

野外活動
深顕公園探検隊

樽物館
ボうン子イアデー

トライやる

ウィーク受入

普及講座

　補助

蟹山くら、sミ

子ども理科教蜜

　　補勤

物艇鰹の韓

醤施
及浅
啓向
発け’
活の
動

　　昆慮標本作り尖　　　　講塵

ミュージアム

フェス子イバル

みつぱち

グルーブ

クうフトクうブ

概、
　　全

ひめホタル

　チーム
植物観察金

　　　　　）
　　　　　ホタル
ヒメ赤タル　　　鰯察会

サミツト

企画駿

コーナー

蟹矯

星の会

（「人と自然の会」資料より）
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（参考）

r特定非営利活動法人人と自然の会」とζ兵庫県立人と自然の博物館」との協力協定書

煎文

　兵庫県立人．と自然の博物館（以下r博物館」という）は、自然の摂理、生命の尊厳及

び人と自然との調和Lた環．境の創造に闘する巣民の理解を深め、教育、学依及び文化の

発展に寄与することを目的として平成年年4月1日に設置され、白然にかかわるさまざ

まな資料州又集・保管、それらに基づく調査研究、ならびに展示や普及啓発一事業を実施

し、県民の生涯学習に幅広く貢献してきた。また、乎成5年度より、兵庫県および博物

館は、健康で活力に満ちた心豊かな社会の実現および生涯学習振興の観、点から、各自の

能力を積極的に開発し社会参加を促進するため、ボランティア養成研修専業を実施し、

樽物館では、平成6年度よりこれらの講座の修了圭をポランティアとして受け入れ、

rみんなで創る博物館．jをその方針として、自発的てj自律的なポランティア活動を促し

てきた。

　特定非営利活動法人人と自然の・会（以下ゴ会」という）は、広く市民が自然のしくみ

を知り、人と自然の漢わりにっいて考え、人と自然の共生にっいての理解一を深めるため、

博物館等と連携して〒旨民向けの普及啓発享業等を行い、もって公益の増進に寄与するこ

とを昌的として、平成11年10月いヨに設立され・た。会の裁身は、前述の経緯により平

成6年？月30日から萱録および活動を闘始した博物館のボランティアグループ人と自

然の会であり、民主的、自律的な・組織1整営の下、主として児童や家族を対象とした訂ポ

ランティアデー」をはじめとする数々の自主企・画事業を、博物館と一脇力しながら実施し

てきた。

　一方、乎成19年12月1臼に施行されたr県民ポランタり一活動の促進等に関する条

伊1j」　（平成10年兵庫県条例第39号）によると、今後の本裕的な成熟社会においては、

渠民一人一人から始まる自発的で自律的な活動が社会を支え発展させていく新たな原動

力て“あり、公的な領域と私的な領域の申間に位置する公共的領域における活動を裡うポ

ランタり一セクター一を社会の中に確立することが重要’な課題となっている。また、生．涯

学習審議全答申「学習の成果を幅広く生かす一生涯学習の成果を圭かすための方策にっ

いて一」　（平成11年岳月9日〕によると、学習成果を活周して社会に参画することが

可能になる社会的システムク）形成が不司’欠で、その方策のひとっとして、行政とポラン

ティアグルー一プや民閥非営考蝸1体とのパートナーシップの確立が重要である。すなわち、

國体・行政とも梱亙の役害1jを理解L、信頼感の醸成を図り、お亙いの立場を尊童しっっ、

必要に応じ事業の協力や共同事業の実施を進めたりするなどして、パートナーシッブを

創り、深めることが大切で、民間非営利の公益的組繊が行政とのパートナーシッブのも

とに自主的・自発的な活動を多様に展開していくことが大いに期待されている。

　これらの経緯、惰勢を見据えたとき、生涯学習およびその成畢の社会還元を目的とし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一37一



た会と社会教育施設たる博物館との間での梱互の信頼に基づくパートナーシップは、双

方の設立目的のより効栗的な達成のみならず、わが園の今後のお1会の在り方を考えた上

でも、きわめて重要な意義を持っていると考えられる。

　ここに、あらためて会と縛物舘とのパー…一ナーシップク）必要牲、重要牲を確認し、二

の協定を，繍結する。

第1条（総員I」）

　会および博物館は、広く人々が自然のしくみを知り、自然との関わりにっいて考え、

人と自然の薬生についての理解を深めるため、相互の活動等に関して緊密に違携し、協

力し合うものとする。

第2条（信義誠実0）貴務）

　会および博物館は、信義を重んじ、この協定で取り決めた事・項を誠剣二履行するもの

とする。

第3粂（会の支援協力）

　会は、博物館内タトにおいて、博物館の事業等に対する協カ支援を行うものとする。

鶴4粂（博物館の支援協力）

　博物館は、会の活動に関して、糟物館施設等の利周に対する便宣を図るとともに、館

職員による協カ支援を行うものとする。

策5条（疑義の解決）

　この協定について、定めのない事項又は疑義が生じたときは、会および博物館は協議

の上解決するものとする。

第6条（協定の改訂等）

　この協定は、会および博物館のいずれかから改訂又は破棄の串し出をした場合、すみ

やかに濁者協議の上改訂若しくは破棄することが出来る。

平成11年11月13日

特定非営利活動法人人と自然の会　理事長　演田昌司

　　　兵庫県立人と自然の樽物館　館長　　河合雅雄
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（参考）

．役害到

分担

対象

　　　⑱講座補腕活動
活動
　　　　1子とも王聖科教………
内容
　　　　1普及講歴補助

ボうンラ＝イアカ｛董

婁官は補助

⑱破究サークル活動

　・ひめ称タル予一ム
　・地域の園立を櫟る
　・みつばちグループ

⑧研鰺・親睦活動
　・聖予ωを歩く会

　・猫の会
　・深囲公園深検隊準煽会
翻掘織選営、憶綴交流活動
　・定例交流会
　・連総誌コニルタンの発行

ボうンテイアがま
鰭は補助

嚢涼うンティアデー

鋤繋蘭公園潔検隊
⑧ミニュージアムフェステ

イバル

兵塵県立人と自然の縛物館における衣ランティアの活動メニュー｛1998隼度）

く人）

1600　一　　　　　■■■二＿＿二＿＿　　二■二＝■　　二　　　　　　』■■■■■一　　　　⊥⊥

　　　　　　畷察民・来鍍畜筒けの落動1
1400　一一一一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一■L－　　　　　I■■1　　■

　　　　　　鐵研究サークル活動

1000一一　8言纏徽翻　　　一一　　…

800　一一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一一一一一　一一

　　　　　　∴竺㌧＿一1　！
600一一　一一一一一一　一一一　一一一一一　一市

　O一一一一一　一一一一　一…一」一一　　　一L一一一

　　　　　199偉度　　　　1995隼度　　　　199脾痩

「

199フ隼度

兵震県立人と自然の博物鯨におけるボランティアの溝動人数の櫨移

（資料）八木剛、戸韻駄介、藤木真理「自立型ボランティア轟峻の導入とその成栗一兵緯

　　県立人と自然の博物館の事例一」『買本ミニ。一ジアム・マネージメント学会研究紀

　　要』第3号（1999年3月）。
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13）特定葬営剰濡動法人　発見コ〔廃クI」エイト

　1995年、ブラズマ分光物理学を専門とする東海大学名誉教授で彰る所長（理

事長）が、晩識偏重の員本の科学教育の中で理科嫌いが増加しているとき、価

とかして子供達に考えることの楽しさと、探求し創造する喜びを矢買ってもらいた

い」佃との恩いで、同じ思いを持つ人々の協力を得っっ、大学退職後、老後のた

めに所有していた二土1地と退職金を提供し、2階建ての私設ミニ科学館を擁設した

ものがこの団体の始まりである曲

　所長の姻人資産で始めた施設の運鴬は赤字続きであったが、さらに所長個人の

資金を投入するなどして何とか運営を続けた。これ以上継続が困難と思われた時

期にNPO法が施行されたので、助成の拡大等を猛いイ妥意顕体からNPO法人へ

衣替えした。

　1995年から2000年7月までに、85厨のrおもしろ科学実験教室」、2王回の

　r科学講座」、6回のイベントを実施している。

　活動の中心はノj・中学生を対象としたrおもしろ科学実験教蜜」であり、月に王

国程度、土躍、胃曜、または祝薫に午前と午後、それぞれ2時閥の教室である。

定員は20名で、年会費2，000円、受講料3演一括10，000円、1回ずつの場合4，OOO

円（2000年痩〕を参放者から集めている。

　しかしながら、受…簿者の負損だけでは実験教室の鰯催は困難であり、俄然とし

て財政状況は苦しい竈現在、交通費等自己負担のうえに非常に低額の報酬で実験

の手俸いなどをボランティアの人にやってもらっているが、長続きさせるために

は報酬額の引き上げが必要と考えている。したがって、国や民閻財団などからの

助成を獲得する努力をしているが、次のような間題がある。

　・　単発的な助成が多く、長期闘の助戒が少ない。

　・　助成が決定するのが年度宋の場合もあり、翌隼度の予算がきちんと計画で

　　きない血

　・　科学技衡振翼事薬國などの支援は、外部講師への謝金などが瀞象となって

　　おり、団体内の内部講師（会員）により実験教室を行った場合は斌象になら

　　ない。

　・　団体の運営そのものに対する助成がない。

　・　最近、企業が実験教室を開催することが増えており、実験教室の講師は報

　　酬などの条仲が良いそちらの教室に流れるようになっている。

　法人格を取得した嚢由については、単なる私設の施設では助成の対象になりに

くいため、自治体や民間からの助成を受けやすくするためであった。しかし、法

人になっても、助成を獲得するのは難しく、全般約な財政は依然として厳しい状

況が続いている。
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　ただし、法人格を取得したことによって、県や市などから、いろいろな委黛会

の委員等の就任依頼や講師の依頼が来るようになった。

（参考）

　f発見コニ房クリエイト」によるおもしろ科学実験教室の鰯催実績（ノj坤学生対象）

隼月昌 一ア㎞マ 参カ圓数　　18

⑪00／工1／05 鏡で遊ぼう！

000／⑪9／23 く実験工作〉振動が音になる一オリジナルギターを作ろう一 i7

000／09／03 空気の圧力を実感しようノ趨能力・趨常現象を科学しよう 呈5

000／08／13 線番花火を作ろう！！ 25

000／07／02000／06／亘0 シャボン蚕の科学　「究極のシャボン液作りに挑戦」 25

フィールド学習実験　「自然観察と宝石（ガーネット）の敢り出し」 13

2｛〕00／05／1 ゴム風船のサッカーボール u

20⑪0／03／至 波のふしぎ 18

2000／02／O 熱の流れ 6

2000／0且／2 自窯］二作 23

99／12／06 電気をっくろう 22

99／王1／07 自南二〔作 15

99／1⑪／夏O ミクロの伐界に迫る 25

99／09／05 野外実験 16

99／07／04 卵で大実験 15

99／06／27 インキの色を分けてみよう 12

99／05／23 光のふしぎを探る 13

99／03／22 プラスティックで遊ぼう ユ6

99／01／2498／王2／06 七宝焼きで楽しもう　　　… 16

科学遊びの力学…　…

2ユ

98／11／03 空気圧縮発火器の制作

98／09／13 廃油で消しゴム・ろうそく・石鹸を作ろう
u　…

王
1
2
0
2
398／07／05 時をはかる

98／05／31 不思議コヅプを作ろう 10

98／03／29 超低混の世界を感じよう 10

98／03／O至 圧カを実験しよう 至王

98／02／15 電気を見よう、作ろう、感じよう 王
5
至
997／12／07 静電気の色々

97／11／23 磁石で遊ぶ 19
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97／1V09 顕微鏡と望遼鏡 王3

97／10／19 ドレミを作る 13

97／10／05 共鳴振動の実験 王3

97／09／2王 光で回るはね箪
21

97／07／06 おもしろ電池のいろいろ 互7

97／06／29 科学の工作と実験（スターリング・エンジン） 15

97ノθ6／15 鏡の不思議 14

97／06／01 楽しい電池づくり ヱ5・

97／05／18 光通僑の実験 13

97／05／1王 気まま回転クノレリン君 10

97／03／09 分光器を作って光のスペクトルを調べる
16

97／03／θ8 科学の工作とクイズ 19

97／02／22 なんでもスピ］カ］になる 王3

97／02／08 エンジンつきロケットを作ろう
26

97／01／25 〕ニレキギターを作ろう 12

9W01／王1 ドライアイスの科学 20

96／12／O至 科学クイズのいろいろ 6
96ノ至ユ／09 楽しい稗学クイズ 19

96／王0／26 ロケットの研究 6
96ノ王O／12 磁石と電磁石とモーター

17

96／09／23 ストロー天秤とガラス玉顕微鏡 9
96／09／14 いろいろな電池を作ろう 16

96／07／13 液体窒索の不恩議 王7

96／06／22 ドライアイスの不思議 王1

96／06ノ⑪8 科学手晶と科学クイズを楽しもう 15

96／05／25 コイルを巻いてモーターを僚り、こ1れで自動車や船を走ら ユ2

せよう

96／05／u 宇宙飛行士入り籟ケットを飛ばそう 12

96／04／27 リサイクル電池を作ろう 呈O

96／02／25 ドラエモンの空気砲
16

96／0ユ／28 空飛ぶ電気くらげ 24

96／01／14 牛乳パックでカメラを作り撮影1現像をしよう 21

95ノ豆2／10 牛乳パックでカメラを作り撮影・現像をしよう
18

95ノ王2／⑪9 争乳パックでカメラを作り撮影・現像をしよう
24
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（争）縛定非驚刹活動法人　響本スペースガーヂ協会

　現在、國際天文連合のマイナープラネットセンターには約10万個の小惑星の

軌道が登録されており、そのうち地球の軌遣の内側には約500個が発尻されてい

る。小惑星や彗星のような小天体の地球への衝突は、近い将来においても起こ二り

得る現象であり、それは地球上の生物に深亥碧な影響を与える曲このような事態に

備えて、観溺活動によって地球に衝突する可能性があるr地球近傍小天体jの発

見と監視を行うとともに、関連する研究の捉進と啓発活動を行うことがこの団体

の目約である。

　直径至k拠の小惑星が地球に衝突すると人類絶滅もあり得る由直径10θ棚でも王

っの地域が壊滅する危険性がある。しかし、その確率は、恐竜を絶滅させたとい

われる直径10km級の天体では1億年に至回程度、直径500搬級ででは10万～

数十万年に1回程度、直径数十m級は数百年に王團と蕊いわけではなく、正し

い科学釣知識と情鞭に基づく冷静な対応が必要である。

　このNPOは、玉996年に設立されたイタリアに本部を置く国際スペースガード

財団とも協カしながら、観測と計算響による小惑星の軌道決憲、衝突確率の決定、

被害レベルの推定、衝突圃避の可能性検討などの調養研究活動を、多くの人々の

直接・間接の協力を得て、実施または支援していくこととしている。

　小惑星の観測、軌道等を研究する天文学着グループと、将来の資源として小惑

星をイ立置付ける（小惑星は惑星の内部が外に露出している可能性があるので、地

球上では入手しにくい金属資源として期待できる）宇宙二〔学者グループが合同で

研究会を開催していたものがこの団体の母俸である。近年、小惑星地球衝突闇題

については、ハリウッド映圃の題材になったり、マスコミに敢り上げられる機会

が増えるなど杜会的な関心も高まりっつあることから、一般の人々にも呼びかけ

る形で1996年豆0月に任意団体の鶴会が発足され、これ以降、砺究会や議演会

を開催してきた。

　豫事長は頭立天文台の研究者であり、その他の理事も天文、字宙開発関係の研

究者が多い。会員数は、正会員（杜員）約300名、賛助会員約200名と比較的

多い血正会員の字には専門家もいるが、関心を持っている一般の人が多い。屠佳

地は全副こまたがっており、男性が多い。

　法人格を取得した理出は「宇宙デブリ」や小惑星等の観溺の運用受託を行うた

めである。これまでに世界各国が宇宙開発・黍1」周活動によって、1997年末現在

で約2，600個の人工衛星が地球の周りを回っており、その中には役審碧を終えたも

のもある。また、打ち上げに使われたロケットの一翻分など約6，000｛固も地球の

周りを圃っている。役翻を終えた人工衛星やロケヅトの一部分などの宇宙のゴミ

はr宇宙デブリ」と呼ばれ、宇宙ステーションなど有入宇宙活動が本格化する縛
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代には大きな危険をもたらすものと考えられる。このような宇窟デブリと地球に

接近する小惑星の観測を行うため、（財）賃本宇宙フォーラムは科学技術庁の補助

金により闘山爆美星町に字宙デブリ讐観測施設r美星スペースガードセンタr

を設置した。この観測施設は口径1㎜の大型光学望遠鏡と口径50c皿及び25o皿

の邊琵用小望遠鏡により、高度3万6予㎞の静止軌道近傍の宇宙デブリや地球

に接近する小惑星を観澱するものであり、2000年度から当NPOが観測運周業務

を受託することとなった。そのための受託契絢を締緒することを主員鰍こ1999

年、東京都の認譲によりNPO法人鵜を敢縄した。これによって、圃協会は、受

託契約を結ぶことができ、それまでアマチュア天文観測家として経験を積んだ4

名をこのセンターに常駐させ、観測を行うこととなった。いわば、これによって、

アマチュア研究者のプロ化を行うとともに、このセンターでの観溺緒果を会負が

活用することもできるようになる。

　また、科学技術庁の橋助金により（財胴本宇宙フォーラムが岡山県上斎原村に

建設予定のレーダによる宰宙デブリ等観損漉設「上斎原スペースガードセンタ

ー」が2003年度に完成する予定であり、そのデータも活用していきたいとして

いる。

　最近、当NP0は、美星スペースガードセンターの25om望遠鏡試験観測によ

り、地球の軌道と交差する小惑星としては2番胃に大きく、直径5～12k㎜と推

定される小惑星を発見し、この小惑星が200王年至月に地球に接近（約9千万k蛆）

することなどを発表している。これは、約6千5冨万年前の貞璽紀末期に地球に

落下して恐竜を絶滅させたとされるいん石と同程度の大きさで、團際天文学連合

小惑星中央局から認定されr2000UV王3」という番号も与えられたとされている
冊。

　法人格敬碍当初は理事長の自宅を所姦地として登記しているが、2000年4月

に東京都武蔵野市のマンションに事務所を闘設し、登記を変更することを検詞し

ている。
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　（5）特定葬當琴I帽動法人　ロポカッヅ8本委震会

　　この國体は人工知能やロボット］二学にっいての研究開発の基盤提供に寄与する

　ことを目的として、ロボット・サッカー、ロボットによる災害救助について、競

　技会、学術会議、教育セミナー開催などの事業を行っている。

　　ロボカップとは、ロボットによるサッカーの実翼、すなわちr2050年、自偉

　型ヒューマノイド・ロボットで、人間のサヅカー世界チャンピオンに勝つことj

　を最終實標に掲げ、人工知能やロボットエ学の研究を推進するための国際プロジ

　ェクトである。単にr人閻と岡じようにサッカーができる蘭ボット」を開発する

　だけでなく、その過程で派生する、次世代の産業の基盤となるような技術の開発

　と応用も踏まえた潅動を展開している。

　　ロボカップは、1993年頃に着想され、日刺翼内、海外の研究者グループが連

　携し準備を進めた結果、1995年にロボカヅプ構想を発表し、欧米各題及び目本

　で委員会を設立した。各国の委員会の法人母体としてロボカップ国際委員会（？he

　RoboCup　Feder邊tion）をスイス（ベルン）に非営禾1j科学文化法人として設立・

　登記した。現在、この国際委員会の委員長をロボカップ買本委員会の理事長が務

　めているなど、属本の研究者が中心的な役割を果たしている。世界36カ国から

　3予人以上の研究者や学生が参加しているほか、各国委員会が10数カ霞で設立

　されている。

　　そして、ロボカップ国際委員会は1997年から国際競技会を毎年開催しており、

　胃本では第i測目の名古屋に続いて、2002年に福岡などで開催される予定であ

　る。（韓国と坤司開催）

　　ロボカップ員本委員会は、杜会的認知を得るとともに、委託契約の締結などの

　ために法人化を考えていたところ、NPO法が施行され、NP0法入格を取得した。

　　この団体の特徴としては、殺員をはじめ正会員に、科学技締振翼凄業団の創造

　科学技術推進事業（ERAT0）やイ顧人研究推進繊度（PREST0、さきがけ珊究21）

　などのプロジェクトを行うなど、世界的なネットワークを有する人工知能やロボ

　ットニ〔学の第一線の研究者が多いことがあげられる。現在、会員であることのメ

　リットが少ないこともあり、会員数が少ないため、会費収入を中心に運営を行う

　ことは困難である。ロボカップ塵内競技会などに集まる3～400人の参加者など

　．を対象に会員の拡大を図っていくが、いずれにしても会費だけでは運鴬が難しく、

、1坤闘発事業の受託や競争棚究資金の獲得を鞘してい私

．∵’1．雑・当委員会が力を入れているのが・「ロボカップ・レスキュrと称する

芦動であ乱これは・ロボットサッカーで生み出された技術を剰用し・大規模災

．斉時ρ救助戦酪と救助饒ボットの開発を推進する活動であり、翼体釣活動の一つ

　として、大規模な災霧時に鐘造物や道路の酉躍、気象条件など複数の条件を織り
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込ん淀被霧予測が可能で、災害時に最も適した人命救助方策も事蜥できるr救助

戦略シミュレーションソフト」を開発し、複数の自治体でこ1のシステムの導入を

検討中である。

　Pボカップ・レスキューのほかに、小学生などを対象に、キヅトの作成等によ

り鰯単にロボカップの活動に参加できる「ロボカップ・ジュニア」を各地で闘催

し、普及・教育に努めている。会員の中にはロポットを搦いた教奮方法の研究讐

に取り線んでいる研究者もおり、ロボット関係の普及・教育のための研究や活動

への資金提供を行政サイドなどに希望している。

　この醐0の理事長は、研究闘発を実施している立場から、「競争釣環境の欠

如j、伸立的張究機構の欠如」、rベンチャー的基礎研究所の欠如」を目本の基礎

砺究の制度的簡題点としてあげ、これらの蘭題に対応するために民閲非営利基礎

研究所をNPOとして設立し、薪研究領域を開拓するとともに、継続的にベンチ

ャー企業・薪産業分野を生み出すことが必要であると提言しており、資金面、税

制を含む制度面での公的支援を求めている。例えば、週R蛆O、さきがけ21など

の研究プロジェクトは、期限が定まっており、プロジュクト終了後の研究の継続

や研究者の身分をどうするかという課題がある。このため、物理釣、人材的な核

となるようなNPO型研究所を設立し、一貫性がある長期戦絡を持った研究開発

活動が行えるようにすべきであるとしている。既存の公益法人制度によってこの

ような研究所を設立することは、許可要件が厳しいために困難であり、現術制度

ではNPO法に基づいた組織とするほかはないとしている竈

　さらに、このNPOは、ロボット研究開発や災害救幼関係において、公釣機関

や企業の求めに応じ、この団体や国際委員会が所有しているソフトウェア等はも

ちろん、関係研究機関、大学が所有しているものを紙み含わせて構築したシステ

ムを作成することができるとしているが、その際、当然、ライセンス関係も整嚢

することになり、まさに肌O（Teohno1ogy　Li㏄nsing　Organi燗吉ion：技術移転

機鰯）の機能を果たすことができるとしている。そして、将来的には、米国のソ

山ク研究所（TheSalk夏鵬銚1ユ毛膚）やスクリップス研究所（TheSoripp呂鼠e呂舶roh

I鵬批u老e）のような自前の研究所、研究スタッフ、葵務スタッフを持ったNP0

にしたいと考えており、公的資金を受け入れるとともに、NPOとして大学にも

資金を畠していくようなファンディング機能も持ちたいとしている。

　また、当NPOは、現行のNP0法では研究開発などを活動分野として想定し

ていないので、同法別表で定める12項目の特定券営利活動を改正してこれらの

活動を含めるべきであると主張している。なお、当NPOでは、定款上の活動分

野は12分野の申でr文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動」及びr園際協

力の活動」としており、研究開発は『文化」の振興を図る活動に含めざるを得な

いと考えている。

一47一



　このほか、闇願点として、非営利紙織であっても、中核にはプロフェッショナ

ルがいないと本格的な活動は難しいにもかかわらず、r蝦O」すなわちrボラン

ティア」、『費用がいらないjという杜会的認識が広がってしまっていることをあ

げている。また、現在の活動は本業の含闘に無綴鱗で行っているため、本業が忙

しいと団体の活動に支障があるという点もあげている。

く参考）

⑧　ソーク研究所（珊e　S昼1k茎ns批ute）の概要

・　王960年に、JonasS割1kによって設立。

・　研究塞121
・　人員　教授相当：5填人

　　　　研究スタッフ1700人
　　　　　　客員破究員、ポスドク：240人
　　　　　　大学院生：135人
　　　　　　学部学生：80
　・　財源　2／3　連邦政府（主にN胴）

　　　　　　王／3民閲財団、寄付、等

　　　　　民閲からの資金が概究の迅遠かっ柔軟な展開に非常に重要
　　　　　であるとしている血

鐙　スクリップス研究所（TheSorippsRe船邊rch夏nst主tu吉e）の概要

　　　1955年に、週nenSoripp宮によって設立。

　　　70万平米の敷地に雀研究所が稼働。

　　　人員　教授：230人

　　　　　ポスドク16至0人
　　　　　大学院生1100人
　　　　　テクニシャン：340人
　　　　　マネージメント・スタッフ：400人
　　・　鰭源　N肥と達熱機関が主体。

　　　　　　大手製薬、科学企業との共岡郷究契約に基づく技術移転
　　　　　　等によるファンドもある。

（ロボカップ冒本委員会資料より）
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（参考）
ロボカツプ

豆蔓堰委2050角三、

禽律型ヒューマノイド・ロボットで一、

人闘のサッカー泄界チャンピ才ンに

勝つために一

　　↑h建

趾eam
帰⑪わ◎cωρとは

ロボカッブは、ロポットによるサッカーの実環をテーマに、ロボットニエニ掌や人〕二

知能の繊究を稚遼するための麟際プロジェクトです。巣に、ギ人閤と同じように

サッカーができるロボット」を關発するだけではなく、その遇穫で派嚢する、次鎧代

の産業の墓盤となるような妻重術の騎発と応用もふまえた溝動を展騎しています。

現在、渡界36カ團から、3000人以上の椴究者や掌生などカ干参加。スイスにNPO

登録された珊e　RoboCup　Fede旧重ionを申心に、トーナメントや騒際学術会議の闘催、

教育プログラム、技術繕報の公開が行われています。

　　　　洲e
Landrnark

　　防0jeC竜

新たなランドマーク・プロジェクト

かつてアポロ言青圃は、「人閥を局に送り込み、安全に帰還させる」という貿標を立

てて、その畠標に筒かって多くの人が参加して、肩面に人が並つという人類の偉

業を成し遂げました。このように蓼のある目標を立て、その貿穣にチャレンジする

遇穣で生み出された絞｛梅や酒動が、私達の生活に応馬されるようなプロジェクト。

ロボカップは、r人闘のようにサッカーができるロボットの観発」という蓼に向

かって、人二〔知能とロボットニ］二学の籔たな撰準闘懸をたてることで、このような

歴史的言己念鱗（ランドマーク）となるようなプロジェクトを富携してい塞す。

麟室な溝動内容

⑱馳腕CリρSocoeトロボカツプサツカー

⑱RoboCαρ裸鵠C鵬一ロボカップレスキュー

　帰0bOCuρ九　　　・ロボカップJr，

RoboCupChal1畠nge卿ogra柵
　Teohnio囲1Confereno日s

　Wor詫誠oPs
　Eduoa｛；ona■Progr畠rns

　■nfTa畠什uotur偉D畠v邑1oPn1色一1t

　　　　　　　　　　［d2000T一畠RoboCuP昇昌d酊舖on

（「ロボカップ費本委負会一資料より）
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｛6）轄憲葬誉須鵬動澄人　ウ］ニアラブル環境縞報ネット雑進機構

　慶立大学教官を中心として設立されたNP0法人であり、マイクロァ㍉イ技術、

マイクロセンサ技術、ネットワーク技術の融合により、動植物、人閻、人工物に

徴ノ」・端末（ネイチャーインタフェイサ）を付け、ワイアレスでその状態のセンシ

ングを行うrウェアラブル・インフォメーション・ネットワーク」に関するサー

ビスの闘発などを行い、特に人閻の健康・福祉の陶上と環境の保全に貢献するこ

とを貿的としている。（ζウェアラブル・インフォメーション・ネヅトワーク」を

踏して「W玉N（ウィン）」と呼び、NP0の酪称も「W工Nの会」としている。）

　また、このNPOは、大学の知を抵会に還元することも目指している。大学と

杜会の関わりについては、従来は大学と学会を結ぶ学術分野がほとんどであった

（学学連携）。最返になって技術移転機関1TL0）などによる産業界との連携（産

学連携）が注舅を浴びているが、このNPOは、より広く大学と杜会が連携する

仕組みをNPOという形で実現するために、r杜学連携」という書葉をつくって敢

り組もうとしている。

　法人及び団俸会員は30繭体、個人会員は約200名であり、メンバーの所属先

はユ3大学（うち海於の大学3）、ユ高専、3財國法入（扱究所）、三十数社の企業

となっている（2001年至月現喪）。これらの会員と、国立大学の環境情報撮究所

と環境学研究系を主体とするネイチャーインターフェイス・ラボラ1・リーの約王00

名（学生を含む）がゆるやかにネットワーク化された集合体を形成している。

　　そして、研究分野ごとに、

・　生体情報センシングWG

・　ウェアラブル光メモリWG

・　環境億幸藁センシングWG

・　動物惰報センシングWG

・　　ウェアラブルネヅトワ山クWG

・　マイクロエネルギシステムWG

という6つのワーキンググループを設け研究開発を行っている。研究テーマの一

例として次のようなものがある。

・　カラスなどの野生動物の活動をモニニタリングする情報通信システム構築。

・．．においや二酸化炭索、窒素酸化物の環境於情報センシングと人体の脈抽、血流、

伸温の集体構報同時計測、その翻関驚係の研究。

　NPO内部の執行倭需11として、①組織・広報都会、②事業・杜会部会、③出版

部会、④技術部会、⑤経営企圃音碁会という5つの部会を設置し、各部会長には理

事が就任している。出版部会にっいては、隔月発行の雑誌干ネイチャーインター
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．フェイス」の企画を行い、このNP0の僧人会員数人が出資した株式会社へのア

ウトソーシングにより200且年1月に創刊号を発行し、本格的な出版事業に乗り

出した。また、経営企画部会は於部資金獲得のため、産学の英知を結集して、研

究醗発計翻プロポーザルを作成することとしている。

　現控、この岬Oの最大の課題は、研究資傘の確傑である。企業会員の会費や

企業からの寄付などもある程度期待できるが、行攻からの資金の獲得を目指して

いきたいとしている。制こ、政府系の競争酌研究資金の獲籍に力を入れることと

しており、前述したように、経営企画部会を設蟹して敢り級んでいる由

　将来的な胃標として、100人の概究者、100億円の資金を擁する研究拠点とな

る科学技術NPOになることを構想している。米鰯では、バイオテクノロジーな

どの分野で、数百人が常整し基礎研究を行うNP0が渚動を開始しつつあり、薪

たな概究拠、焦となろうとしている。このNPOも、将来的には、大学と違携し、

民闘及び行政からの資金提供を碍て、米園の基礎研究NPOのような規模に成長

したいと考えている。

一・一一51一一
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（7）轡掌絞衛への市民参加を考える会

　1998年、研究者グループであるr『科学技術への布民参加』研究会」は、目本

におけるコンセンサス会議の初の試みとして『遺伝子治療を考える市民の会議」

を鰯催した。コンセンサス会議とは、一般市民から募集した十数名（市民パネル）

が、閥題とする科学技術について、さ叢ざまな専門家の説畷などを蘭いた上で、

討論を行って合意（コンセンサス）を袴るよう努力し、同常生活、一1般京民とい

う視点から意見や提案をまとめる会議方式である。工980年代後半にデンマ山ク

でr市民によるテクノロジー・アセスメント」の一環として生み出され、90年

代半ばから世界各圏で試みられているものである。

　続いて、属徽究会は、且999年、第2昼r高度情報杜会　　特にインターネッ

1・を考える市民の会議jを開催した。これら2回の柿民の会議」は、珊究であ

ると同時に、杜会への提案、ζ科学技術への市民参加」方式の提案を意畷したも

のであり、同研究会は、これら纏験を通じて、貝本においてもこの方式は十分使

えることが見えてきたと考えるところとなった。

　このような活動の中、1999年9月に開かれた第2固コンセンサス会議の公開

シンポジウムにおいて、同畷究会の代表がNP0の設立を呼びかけ、任意渤体と

してのr科学披術への市民参加を考える会」が同年1王月に設立された。会を設

立した背景には、第2回のニコンセンサス会議に参加した市民パネルの意向もあっ

た。薪たに設立されたNPOの会員は40人程度であり、研究者を中心としつつ

も、半分以上が砺究者以外の一般市民である。

　現在の活動は、コンセンサス会議の繋及活動が申心であり、会報の発行のほか、

コンセンサス会議実施のためのマニュアルづくりにも取り紙んでいる。また、直

接酌な会の活動ではないが、代表が、農林水産省が2000年度の事業として（社）

農赫水産先鵜技術産業振輿センターに委託して実施しているr遺伝子組換え農作

物を考えるコンセンサろ会議jの運営委員長に任命されたほか、科学技術庁が同

じく2000年度の事業として三井情報開発（株）総合研究所に委託して実施して

いるrヒトゲノム研究を考えるコンセンサス会議」の金画検討委員長に任命され

たことなど、最近になって行政から注實されるようになってきたコンセンサス会

議の実施に参加している。

　この団体の大きな目標は、聯究開発と杜会との関係を事前に十分考慮しておく

べきと考えられる官庁、自治体、業界団体、学会などから、コンセンサス会議の

開催（運営一式）を受託することであり、その罵標に殉一けて、会としてファシリ

テーター（コンセンサス会議の司会を務め、コンセンサス文書をっくるまで、市

民パネルの活動・議論を幼ける〕などの養成を行いたいと考えているが、現在の

収入源は会費程度であり、資金が少ないという間題がある。このため、民間財団
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などからの助成の申請などを行っている。

　法人格については、幼成や事業委託の必要条件であれば直ちに敢得したいとい

うのが基本的な考えであるが、現在のところはそのような状況にはなく、また、

コンセンサス会議のマニュアルづくりにマンパワーを傾注していることもあり、

取得を見合わせているところである血
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（8）特定爽蟻利溝動法人　原等カ資料惰報蜜

　玉975年に設立され、25年闘にわたり、原子力に依存しないエネルギーシステ

ムの確立を虜指す立場から、産業界とは独立した立場で、原子カの闘発禾1凋の動

向及び安全性に関する調査研究や厭子力に代わるエネルギーシステムに関する調

査研究、関係資料の収集、整襲及び分析、機関誌の発行などを行っている鰯体で

ある。

　縄織の継続姓、栓会的な認知を得ることなどを目的として、1999年3月にNP0

法人播敢得の瞭請を行い、同年9肩に認証を受け、登記した。

　正会員660名、賛助会員約王，800名、その他にr原子カ資料糖報室通信j購読

のみを行っている者が約5ユO人という多数の会員等を有し、予算規模についても、

5千万閂台とかなり大きい。

　また、スタッフについても、有給の常勤スタッフが9名（事務局長を含む）、

その他に無報酬のボランティアが必要に応じて事務所等で作業を行っているなど、

NPOの平均的な姿からみると、かなり充実している。

　代表者については、3名の共属代表織をとっており、このうち2人が事務周長

・として事務所に常勤している（呈人は事務層長兼任）。理事は、常勤の事務局長の

ほか、弁護士、大学教員、鼠關研究機関研究員などが務めている血

　活動としては、次のようなものを行っている。

　　・　産業界から独立した立場で行う調査・評緬研究

　・　買干訂紙1θ紙、英文紙5紙、その他に国内外の雑誌が50誌以上、各種論文

　　や報告書のデータとしての蓄積及びその整理・分析

　・　政府・委黛会のウォッチング

　・　月刊の機関誌「原子カ資料僧報室通信」の発行

　・　パンフレット・リーフレットの発行

　・　年3～4国の公癩研究会の闘催、團際会議・シンポジウム等の開催

　・　隔月刊の英文ニュース「NUK固IN亙OTOKY0」の発行

　このうち、政府・委員会のウォッチングについては、原子力委員会など、公開

で開催されている会合をウォッチングし、政府内部の動きを広く伝えているほか、

　r原子カ政策円卓会議」やr放射性廃棄物シンポジウムjなど政府関係の会合に

出席し、脱原子力の立場から意兇を述べるなど、アドボカシー活動を行っている

　（『アドボカシー」にっいては「6．3（2〕アドボカシー濡動」参照）。

　このように、原子力に依存しないコニネルギーシステムの確立を胃指す立場の団

体であり、行政とは原子力に対する考え方や立場は異なるが、共通のテーブルの

上で議論していきたいと考えている。

　東京都内の事務所においては、これまで紋集された関係資料が整理・保存され
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の郷分を占めている。

研

事務所のスペースのかなてお



（9）特定非警剃活動港人　LP互一J割pan

　LPIとは、L三nux　Profes昌ion盆工In呂吉批u吉eの略であり、「LPI－Jap馴」はその日本

オ叩プンソース型0S（0perat三ngSys吉e㎜）であるLin㎜の技術者認定試験の実

施、目本におけるLinuXの普及を冨的としている。

　Linuxは、rカーネルjと呼ばれる核心普挿分について、そのソースまでオープ

ンにして開発が進められたOSであり、Linuxの関発プロセスはボランティアに

支えられた自然発生的な非営禾脂動であり、L圭nux自体が清報革命の象徴ともい

うべき新しいNP0なのではないかという見方もある刑。

　米国の調査会杜によると、Limxはサーバーの挫界布場において1998年16％、

1999年24％とシェアを拡大しており帖、機器への組込型のものから、二・ンピュ

ーターを並弼的に接続して使用するクラスター型まで、様々なところで使われて

いる。サーバーなどインターネット関係や、大学関係、ロボカップなどの研究者、

ゲーム機などでL量nuxはシェアを広げっっある。また、コンヒ㌧一ター関係の企

業においても、自社製のハードウェアやOSで剰益を上げることよりも、サービ

スで剰益を上げる時代になり、そのためにはLinuxを敢り扱うことは璽要である

としている。

　L三n㎜については、ゆで卵にたとえると、麹身に当たるカーネルと、その周り

の白身の音罧分に当たる、カーネルに命令を与える様々なソフトウェアから成って

いる。白身の部分は、いわばメーカー等が独自に味付けして、カーネルとパッケ

ージで「○OL｛皿ux」などの名称でディストリビューシ目ンとして販売・配布す

ることができる。一方、黄身の部分に当たる力一ネルについては、ソースコード

などがインターネッ1・上で公開されており、二・一ザーからの改善提案が出せるこ

とになっているが、オープン・ソース・コミュニティーが認めない限り変更され

ないことになっている。ディストリどユーションについては、各メーカーが自社

のディストリどユーションのユーザー拡大等の胃約で、独自の資格認定試験を行

っているが、LP至は、共通部分であるカーネルを対象とした技術者試験であり、

いかなる團やメーカーにも依存しない中立的な披館者認定機関であるとしている。

　L主nux技術者認定を行う機関については、1998年にカナダのLinuxのユーザ

ー圃体協会が結成された際に技術認定サービスにっいて議論されたことがきっか

けとなって、1999年10月、Linux技術者の抵界的な認定機関であるLP玉が非鴬

利法人としてカナダに設立された。カナダに本部を置いたのは、インターネット

上で役員会を開催することが琢能であるため（現在は、米国でもインターネット

上での役員会の開催が認められている州がある）、キーメンバーにカナダ人がい

たためなどの理剖こよる。LPIは、米園を中心に全世界でLinux技術者の認定試

験を行っている。
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　このようにしてL凹本部が設立されたころ、現在のLPI－Ja脾nの嚢事長が米

国LP王の役員と会談し、昌本でもLin㎜繋及の璽要栓が増しっっあり、腰工の

ような機関を設立する必要があると瞭し出た。服I本部は、胃本でのLP王活動の

条件として、N翌Oによる組織化を要請した。その意向に沿って、王999年豆2月

LPI一狛p呂n設立雄備事務局が東京都渋谷区の企業内に設置され、公益法人や団

体化の途を探り、検討を璽ねた結果、NPO法による法人化が最も目的に轟■jい適

合性があると判蕨された。そして、糖報関連の7つの企業とユっの大学に所属す

る設立発走蔓人により、買本法人として『L肌3apan」が設立されることとなった。

2000年3月、東京都にNPO法人格数得申請を行い、7月に認証・登記された。

　このNPOは、今回調査したNPOの中では、姻人会員がおらず、企業と大学

によって設立された団体であることが大きな特徴である。また、主なサービスで

あるLinux技術者認定試験にっいても、だれでも受験は下哩能であるが、情報遜信

技術関係の専門技術者やその志望者が当面、受験者の申心になると考えられる。

団体の名称のとおり、独nuxのプロフェッショナル・ユーザーを中心に運営され

る国体であると考えられる。

　このNPOは、Linux技術者認定試験の必要性は次のとおりであるとしている。

　　・’現筏、Linux技術者の技術レベルを中立に半1」断できる方法がない。

　　・L主n㎜の教育方法の目標が定まらない。

　　・Linux関連会杜の技徽レベルがよくわから柵、

　そして、LPIの活動がもたらすインパクトとして、次の、崇をあげている。

　　・Lin泌技娠者の目標が関確化される。

　　・Linux関遠教育機関の目標が定まる。

　　・Linux関違テキスト本の目標が定まる。

　　・もj皿ux関連会社の技術レベルの目安ができる。

　　・Linuxの布場の括倣化が進む。

　また、LPIの特徴として、次の2一煮をあげている白

　　・試験の内容が中立である、唯一の認定NPOである。

　　・国際的な組織により運営されるので、世界的に通用する認定である。

　理事長は、従来のソフトウェア開発などでは、ソ］スコ］ドを貞技で囲い込み、

オープンにしない閉鎖的なものであったが、Li皿uxは、オープンソース、使用者

各自の貢献を前提とした姻値観のもとに開発されてきた0Sであり、各自が能力

を持ち寄るという意味でrバザール方式」とも言われており。科学技術の分野で

も、このような価値観、すなわち、自分の研究をオープンにして科学技術の進歩

にいかに貢献していくかということが重要であるとしている。

　参考までに、日本にも、王984年に東東大学の坂村健教授によって開始された

トロン（TRON：TheR舶1－tim日0p膚鵬も量ng畠y宮皿emNuc旦eu呂）プロジェクトが
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あり、その成果は公闘された仕様という彩で一般に入手できるようになっている

オープン・アーキテクチュアを基本的な方針としている。この仕様をもとに誰で

も貞繭に製晶を鰯発し市場に参入で慧るようになっており、コンピューター組込

製晶などに広く使用されている。仕様作成や仕様適合牲の検証を行う申核となる

機関として杜団法人ト目ン協会が設立されている冊。

（参考）

　　Linux．こて）む、て＝

（LP豆・Japan資料より作成）

工．自自ヨ性が最も重要な要素であること

　　　自繭に再配布できること。

　　　現在あるほとんどのプロセッサ上で稼働し、汎周楼が高いこと。

　　　インターネットを利周して進展・普及し、自由に入手可能であること。

　　　従来のような煩わしい「非闘示契約」を交わす必要がないこと。

　　　カーネルのソースコードは常にフリーに入手できること。（無償で提供）

2、縫済姓に優れていること
　　　Linuxはフリ］であること。

　　　誰にもロイヤルティを支払うことなくコピーや再配布が可龍であること。

3．現種、コラボレ』ションから目覚ましい進展がみられていること。

　・　世界中で、コンピューターサイエンスを学ぶ学生にとってリアルな商用レ

　　ベルのOSの内郷（ソースコード）を見ることが琢能となったこ二と。

　・　遁去5年間で、L三nuXの開発はインターネットによって何十万もの人々が
　係わるようになっている。この拡大基調はますます進展する趨勢にあること。

4，Lin㎜の麓史について
　・　LinuXはフィンランドのヘルシンキ大学のLinu畠TOrVa王dSによって作成さ

　　れ、多くのプログラマーの助けや支援によって、インターネットを逓じて発
　　展してきた。

　・　1991年10月5日L主nusはLinux最初のVer呂ion0．02をアナウンスし、こ
　　れによって、多くのプログラマーがLim畠の呼びかけに応え、現在のような

　機能の撤ったOSへと創り上げる手幼けをしていった。
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（10）縛定葬鴬零；幡動法人　圏本技術者遵盟

　鼓術者業務の高付カ焔値化、技術者の杜会約綴済的評価向上を畷り、その使命

達成に務めるとともに、特に環境分野での技術者の杜会貢献を胃標として掲げて

いるNPOである。

　2000年2月に登記されたNPO法人であり、本格的な活動はこれからである。

東京都内に事務所を賃借しており、事務局長を含め3人が常勤している。役員は

大学教授、名誉教授、企業相談役、学校法人理事長などである。

　現在、十数のプロジェクトの構想があり、順次、國体内で研究会や協議会を立

ち上げて事業化等を検討していくこととしている。これらの事業によって収入を

得ていくこととしているが、場合によっては、企業を起こし、その企業からの賛

助金等を収入源とするこ二とも考えられるとしている。

　環在までに実施している橋動は、野球バット用のアオダモ資源育成である。会

長が野球バットの研究家であり、プロ野球のバット閥題を検討するコミッショナ

ーバット闇題諮閥委員会の委員長であった関係などから、当団体はプロ・アマ野

球関係者、バット生産者などによるrアオダモ資源育成の会jの事務扇を務めて

いる。これは、北海道天然林のアオダモが木製バットの原材料として抵界一とい

われており、かつ、その育成に70隼以上を要し資源的に厳しい駄況にあること

から、国有林、北海道大学などの協カを得て、将来にわたってアオダモの資源を

育成するための植栽、保育、調査、研究を行う潜動である。

　このほかに、プライバシー保護に関するセキュリティ技術、インターネットや

衛星放送を利周した技術資楕敢得に向けての教育等に関するプロジェクトについ

て研究会等で検討している。

　現薮のところ、会費のほかには大きな収入がないので、企業からの借り入れで

経費をまかなっている。

　技術者の職種や監督官庁の棒組みを越えた、分野横断的な活動を目指している

ため、公益法人のかたちをとらずに、NPO法人としている。
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（11）特定非営剰濡動法人　ソフトエ糸ルギープロジ］ニクト

　太陽光発電や風力発電などのいわゆるソフトエネルギー奉鵬と省エネルギーの

推適によって、大気中へのCO里排出削減を胃携す団体である。

　1992年のブラジルリオデジャネイロで開かれた畷境サミットjの報道を

きっかけに地球環境閥題などに関心を持った理事長らが、自治体などから情報を

得て勉強した結果、自分たちで何かしなければならないとの意識で1993年から

活動を始めた翻体である竈

　会員は90名で、ほとんどが紳奈」1條内に居佳しており、一般企業に勤務する

男栓、環境に関心があり何かやってみたいという女性が多い。会員の男女比は、

技術系の会のためか男憧の方がやや多い。

　活動は、大きく分けて、ソフ1・エネルギーの蒋及啓発、学校の授業や文化察・

学園察などにおける環境教育、調査・概究ツアー、クリーンエネルギー市民共同

発電所設蟹である。繋及啓発活動としては、様々なイベントにおいて、団体が所

有する機材を馬いて太陽光発電、風力発電の実演を狩い、発生した電カで実際に

家電製晶を作動させてみることなどを行っている。また、クリーンエネルギー商

民共同発電所とは、布民からの資金や行攻からの助成金で幼稚園、学校など公共

性の高い施設に太陽光発電のパネルを取り付け、雀エネや環境教育に役立てるも

のである。発電施設を取り付けた幼稚曝などの施設は、まず婁分のところで発電

した電力を使い、余った分は電力会社に販売する。また、発電に応じた金額をこ

のNPOに支払っている。2000年4月に第／号を横浜市の幼稚園に設置し、2001

牢2月に圃市内の保育園に薪エネルギー産業技術総含開発機構（NED0）の噺エ

ネルギー地域藩動支援事業」の設備導入事業による補助金を受けて第2号を設置し

た。なお、2号機にっいては、棚D0のルールで、発電量に応じた金額をNP0に支

払う仕組みはない。

　現在は専従スタッフもおらず、役員や会負の無報醐の活動で会を運営している

が、活動が活発になるに従って個人的な負掲が大きくなってきている。そのため、

奴入の増加が必要であるあり、今後は鰯係企業からの寄付も増やしていきたいと

している。また、今後はこの団体が、’布民や企業に対してソフトニ［ネルギーに関

するコーディネーターやアドバイザーのような機能を桑たし、対価を得ることも

考えていきたいとしている。

　また、会員は90名いるが、実際にイベントなどで実演を行うのは特憲の会負

になってしまい、イベントの圓数が増加する中でかなりの負担になっている。こ

のため、会員の中でイベント縛に出動する人数を増やして…人当たりの負担を分

担する必要があるとしている。

　このほか、現在は中断しているが、ソーラークッカー、シニアカーを改造した
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．ソーラーカーなどについて、企業との商晶共同開発を行っていきたいとしている。

　このNPO法人の所在地としては理事長の自宅を登録しているが、活動のほと

んどは横浜駅近くにある神奈川県の施設であり、会議室や印刷機などを備えたrか

ながわ県民活動サポ］i・センタrで行っていた。しかし、2000年且2月に企業

の協力を得て、関内駅近くに事務所と噌然エネルギー・省エネルギー相談所」

を開設しており、所在地の変更を申講中である曲

　また、併せて、環境教育の観点から、企業が所有する逮物の屋根を借りて、識

でもが自然エネルギーを闘近に見学できるようにチ地球温媛化防止自然エネルギ

ー・省エネルギー普及啓発・環境教育撤進センター」を設置し、随時見学者を受

け入れている。

　さらに、このNPOは、発電の実演を行うため、太陽光発電パネル8枚、風力

発電機、ミニソーラ」カー、ソーラークヅカーというかなりの収納スペースを必

婁とする機材を所有しており、これらの機材も見学できるよう展示している。

　理事長が「かながわ県民活動サポートセンター」のアドバイザーであるほか、

県や市町村の環境・エネルギー関係の委員を務めるなど、行政との関係が深い。

NPOとしても1999年度に神奈川県地球環境賞及び横浜浦環境保全活動賞を受賞

している。
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（12）特定ヨ贈利溝動法人　梁威1録賀飢AN

　三重県伊賀地域の上野市のNPO法人で、『へいせい　いがのらん」と読む。登

記上は『平成伊賀のらん」となっている。

　主に伊賀地域における個人や市民圃鉢などの惰幸憂化を促遼するため、インター

ネットを活周した事業を牢心に活動している。

　この蘭体は伊賀地域の4つの市鼠団体が、イベント参加のための話し含いを契

機に鰯縞したもので、ほとんどが伊賀地方に居住する32人のマスター会員（濃

人上の杜員）からなる。マスター会員のほかに、議決権はないがメールアドレス

の支給などの特典がある友の会会員（8名）及び賛幼会員（0団体）、会費はO円

だが、側面から支援する顧闇会負（3名）、公務員などの参与会員（13名）など

の会員制度がある。

　2000年7月に認証された新しい団体であるが、ホームページの作成受託、ソ

フトの開発、インターネット実況申継などによるイベントヘの参加、パソコン教

室の開催などの活動を行っている。11月の三重県マルチメディア祭では、上野城

天守閣においてパネルディスカヅションを開くとともに、その様子をインターネ

・ツトによってリアル牢継を行った。さらに、2000年大晦目から始豪ったインタ

ーネット博覧会にr忍者研究館」というパビリオンを公式サイトとして出展して

いる曲その他奴益事業としては地禿のケーブルテレビの契約代行事業を行ってい

る。

　このように情報イヒを核に様々な活動を行っているが、将来的には、マスター会

負が自主釣に猿立採算的なブロジェクトを立ち上げ、運営していくことが一つの

罵標である。

　なお、定款上の潜動の種類は、憶報化を中心として、様々な播動を行っていく

ことを想定して、NPO法の別劇こ記されたユ2分野全てを掲げている。

　現在の課題としては、活動資金の確保のほか、ホームページの作成などの業務

で競合する地元企業との関係などがあるが、これらはNPO法人が杜会によく理

解されていないこ1とから生じる面が大きく、理解が逮めば無決していく間題であ

ると考えている。行政においても、特に市町村の職員の闘でNPO法人に対する

選解度に大きなバラツキがあるとしている。

　行政との関係は、イベント事業の関係で補助を受けているほか、代表が県等の

情幸受化関係やNP0関係の委員会の委員を引き受けるなどしている。また、ある

イベントの準備で、三重県の異なる3っのセクションと対応したが、NP0が関

わることによって、これら醤段関係が少ない部署の県職員どうしが話をすること

ができた曲このように、NP0は行政の縦割りを解消し、一種の接着麹のような

役割を担うことが期待されるとの考えを持っている。
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　このNP0の代表者は、NP0法人の徽会的儀用をフルに使えぱ、行政などから

かなりの事業の委託金や輔助金を集めることはできるが、受託した事業を余員個

人が経営する企業に請け負わせることなどは、地禿や外部からの批判が起き、公

益憧を疑われることになり、ひいては信周を失いかねないため、NPOの自緯縫

が求められると考えている。

　また、この代表者は、地域における「デジタルデバイドの解湖やr憶報リテ

ラシーの向土」を大きな譲願として、IT教師の養成などを行う栽たなNPOの設

立を検討している。
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（呈3）特憲葬営利蒲動法人　アスクスネットワーク

　三重県囚竃市市に所種する団体で、「平成・伊賀＠L州」と嗣様、情報通僧系

のNPO法人である。

　　「平成・伊賀＠LAN」が地域の市民圃体の集まりが母体であるのに対して、こ二

の団俸は1998年にパソコンのソフト開発に携わる専門家のボランティア活動団

体としてスタートした。1999年5月に三重県で3番胃のNP0法人に認護されて

いる。

　正会員（社黛）は20～30名であるが、優先的にサービスを受けることができ

る「Ask畠C1ub」の会員は約100名である。

　パソコン、インターネット、マルチメディアに関する教室、セミナーの開催が

禿々の事業の中心であり、これまでに延べ400～500人がセミナ』響に参カ叱て

いる。これらのほかに獺竃市市民活動センターのホームページの運営なども行っ

ているが、1999年度、三重県から市民団俸紹介のためのホームページ作成（金

額入札）と市民活動ネットワーク事業（企両提案入札）の2つの事業を、大季企

業を含む民闘企業と競争した繍果、受注したこ二とが注目される。

　また、華章害者に対する支援にも力を入れており、志摩スペイン村で1999年且1

月に開催された、障害者と健常者がふれあうことを胃的としたrふれあいフェス

タ’99」のホームページを障害者が作成するための支援をボランティアで行うな

どの活動を行っている。

　県からの事業委託などにより1999年度の収入は3千7百万円にのぼり、約5

胃万円の黒字分を次期繰越としている。納税額も約1送θ万円にのぼっている。

　法人化の季続きを行っていた時点では事務所はなく、法入の所夜地は選事長の

自宅を登録しているが、その後、四賓市駅近くのマンションの豆室を賃借し、事

務所としている。

　スタッフは専門的知識を有する4名を時給で麗用し、常に2名が事務所に出勤

する体制を取っている。サーバーやパソコン、事務機籍などの所有物も充実して

いる。

　代表の意見としては、大手企業などと競争して受注を獲得できたのは、市民団

体でもある自分たちの企圃の内容が評個されて選定されたからであり、ボランテ

ィアを使うから安くできるという理出ではない、非営孝個体だから安く請け負え

るわけではないとしている。’

課題としては、人材の確保と、組織的活動の継続性をあげている。
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（14）特定葬當利藩動法人　璽際儲報科学協会

　このNP0は、團立大学名誉教授であり、現在私立大学教授である情報通信の

概究着が中心となって設立されたNP0法人である。約20年前からの情報遜信

技術関係の研究者グル』プが母体である血会員は至2名であり、神戸周辺の情報

通信関係の個人、企業が中心である。

　本格的な活動はこれからであるが、蓬本的には、憶報通信等に関する新技術の

アイデアを二一ズに応じて事業化に縞びっけるための活動を考えている、いわば、

ベンチャー支援型のNPo法人といえる。

　例えば、新技術とその事業化についての個別相談会の開催、解決すべき課題等

を整豫する『二二一ズ箱jの運営、事業化に近い薪しいアイデアを集めた峻物箱j

の運鴬などを行おうとしている。

　また、具体的な技衡として、我が園ではこれまで導入が遅れていた、ADSLな

どのxDS乙（x　Dig量tal　Suもsoriber　Line）やインターネット電誘を普及するため

の導入支援を行うことを談繭している。xDS乙は電議用のメタル團線を利用して

メガビット級のデータ伝送ができる技術であり、内線電話を奉幌しながら，その

銅線を周いて孚軽に動的なコンテンツを伝送できる。xDSLを用いると、既設の

構内電議回線を禾1幌した各種監視用ビデオ伝送システムの構築が可能になり、］二

場，ビル内，駐車場やトンネル，交通渋滞など，通常無人の現場をリアルタイム

に監視するのに最適なシステムの構築などを提案し、要望があれば支援するとし

ている。
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4．2項目別分析

　今臓事例調査を行ったNP0法入王3団体及び任意団体1団体、諦1遂団体につい

て、その項醐11に実態等を整理するとともに、経済企圃庁が1999年豆2月にNP0

法人等に対して行ったアンケート調査の結果を敢りまとめたr特定葬営禾蝿動法人

の活動・運営の実態…こ関する調査報省書」岬（以下、この項において曜済企画庁

調査」という。）におけるNP0法人及びNPO法人椿牢請申の団鉢に対する調査結

果との比較検討を行うこととする。

｛1）事務所等

　今圓の事例調査は、東京都（6圃体）、神奈jl1県（2団体）、兵庫県（2鐵体）、

福井銀（至団体）及び三重県（2団体）に所在しているNP0法人と、埼董県内

に連絡先を蟹く任意団体のNPO（至団体）を嚇象とした。これらのNPOの所在

地及び事務所の状況は義4－1のとおりである。

　王3のN遭O法人について登記上の事務所をみると、役員の禽宅または所有家屋

としているものが5、公共施設の一部としているものが王、賃借しているオフィ

スビルとしているものが3、賃借している一芦建て家屋としているもの2、会藁

企業のオフィスを使周しているもの王、その他1となっている血法入として事務

所を所有しているものはなかった曲

　しかし、主な事務や活動の拠点は、登詑上の場所であるとは隈らず、例えば、

当初は嚢事長の自宅を事務所として登記したものの、その後マンションの一窒を

賃借して事務所として使用している場合や、会員が集まっての潜動は県立博物館

のボランティアルームや県立の布民活動サポートセンターで行っている場合など

がある。その申には、特建の法人が、公立の施設の一部を無償で事務所として使

周したり、登言己することにっいては、公平性に闘題があるとの指摘がなされたた

め、役員の自宅等を事務所として登記している場含もあった。
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表4一ユ 事例調査を行ったNPOの所在地及び事務所状況等

団　　体　　名 所在地 事務所の状況等

福井恐竜縛物館後援会 福井県勝山市 福井県立恐竜簿物館の！室を使用し・
ている（使嬬料免除）曲

人と自然の会 兵庫県三日柿 登詑上の所潅地は事務周長の負宅で
あり、そこ二でも事務周長を中心に事務

は行われているが、会の活動拠点は博
物館ボランティアルームである。博物
館としては、会の活動が博物館におけ
るボランティア活動であることから使
用を許可している。

発見工房クリエイト 神奈川県川崎 所長所有の木造2階逮て総面積140
市麻生区 平米の建物を、事務所、実験スペース

として、使周料を支払い使用している。

胃本スベースガード鶴 東京都立刈市 2000年4月に東京都武蔵野市にマン
会 ションの一室（6畳十3畳穆度）を事務

所として賃借している。法人設立時に
は事務所がなく、躍婁長の自宅を所在
地として登記した。近々、登記の所在
地を変更予定である。

ロポカップ目本委員会 東京都晶川区 会員のオフィス等を適宜活周（登記
は男1jの場所）。

ウェアラブル繋境情報ネ 東京都文京区 東京都文京区のビルの1室を賃借。

ット推進機構

科学技術への市民参カo （埼玉県娩企 事務所は特になし。大学の研究室を
を考える会 郡鳩凶駆） 連絡先としている。会合は都内の会議

室等を使用。

原子力資料憶報室 東京都中聖矛区 東京都中野籔のビルの1フロア』を
賃借している。賃貸料は月額65万円程
度（光熱費は除く）。

LP夏一J乱p鋤 東京都渋谷区 東東都渋谷区にある会負企業のオフ
イスを使用している。

目本技術者連盟 東京都港区 東京都港区のビルに事務室と会議窒
を賛借している。

ソフトエネルギープロ 紳奈jl1県横浜 現在は理事長の自宅の1塞をNPOに
ジェクト 市青葉区 貸しており、そこを所在地として登記

している。　しかし、三主≡な活動は、かな

がわ県民活動サポ］トセンターを利用
している（会議室、印脳機等）箏また、

太陽光発電パネルなどの機材は倉庫を

借りて収納している（賃貸料月額約2
万円）。

2000年の11月頃から新たに横浜市
内に事務所を借りる予定。機材もそこ
に収納することにしている。
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平成・伊賀＠㎜ 三重爆上野布 上野市の市街地において、木造2階
建ての1目飲食磨を賃借している（賃貸
料月額5万矯）。

アスクスネットワ』ク 三重燥四目市 鰯胃市駅近くのマンションの1室を
布 賛借している曲2台分の駐車場を含めて

賃貸料月額65，OOO円。サーバー讐も設

鴛。登記上の所在地は理事長の自宅と
している。

顧際情毅科学協会 兵庫県宝塚市 他の圖体と共局で一戸建て家屋を備
り、事務所としている。
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｛2）法人の濡動案緩

　今回調査を行ったNP0の活動実績（期聞）は表4－2のとおりである。

　今圓、事例調査を行った13法人のうち、4っの法人が法人格取得の申請に合

わせて新たに組織されたものである。福井恐竜博物館後援会については福弗県立

恐竜簿物館の新設、平成・伊賀＠L洲については県が行ったイベントの実施など

が団体設立の主な理出であるが、NP0法人の制度化が一っの契機となったと考

えられる。

　他の9法人については、法人格取得申請以前から潜動を行っていた団体である。

原子カ資料情報室は工975年からの活動実綾があり、霞際情報科学協会について

は約20年前から撮体となる研究者グループがあったが、他の7法人は1990年

代中頃以降の設立となっているなど、圃体としての歴史は比較的新しいものが多

い。

表4－2　事例調査を行ったNP0の活動開始時期等

ロボカップ薫本委負会

科学技術への市民参カロを考

える会

原子力資料情報室
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L醐一Japan

ソフトエネルギープロジ
ェクト

平成。伊賀＠L㎜

アスクスネットワーク

2000年

2000年

2000年

1998年

（王980年頃）

図4－1 NPO法人の活動実績（経済企衝庁、1999年I2月調査）

　　　　　　　　（回答著数663）

法人轄申議以前から任薫
　　固体で活動
　　　76．醐
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図4－2　NPO法人の団体としての活動開始年（縫済企両序、1999年12月調査）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（回答者数663）

1畠99隼

帖、5韮

1995～9ア録

　22．銚

　経済企両序調査では、劉4－1のとおり、回答があった663のNP0法人等に

ついては、76．2％が法人格敢得申言青以前から任意団体で渚動しており、今回の

調査もほぼ同様の傾向となっている血ただし、纏済企画庁調査においては、．噸

人的活動をしていたが申請をきっかけに組織した」団体が5．6％あったが、今回

の調査においてはそのような蘭体はなかった。また、新たに法人を設立したもの

が調査したNP0法人の約3割に当たる4団体あった。

　日本のボランティア活動などに大きな影響を与えた阪神・淡路大震災があった

ヱ995年に着§すると、今圓の調査では、それ以降に活動を開始したNP0法人は

13法人中10法人であり、図4－2で示した経済企蔵序調査の50．1％と比べて多

い。今回調査した科学技術関連NPOは、NPO法人全俸の宇でも、活動期間が5

年程度に満たないような比較的歴史の浅い衝体が多いといえる。
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　　図4－3　NPO法人播敢得申議月（経済企函庁、1999年12月調査）

　　　　　　　　　　　　　　　　（国答者数595）
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　　　6＝
　　　　　　　　　　　　　　　　4，

　　　4

ヨ

○し

　NP0法は1998年12月から施行され、法人椿申請の受付が始まった。鐵4－

3で示した経済企睡庁調査の結果をみると、NPO法人格取得の申言養を行った月

は、受付鰯始直後の亙998年12月とそれから約半年後の豆999年6，7月頃にピ

ークがある。前のピ』クは申言着受付以前から準備を行い、受付が始まると遼やか

に申請を行った団体と考えられる。この調査は王999年9月串議までを対象とし

ているが、それ以降に、2000年4月からの介護保健法の施行をにらんで介護事

業の受け盟となるために法人格の敢得を舅指した國体が多数あったものと考えら

れる。

　今圓調査を行ったNP0については、アスクスネットワークが1999年王月と

最も早く、その後は1999年雀月以降分散した形になっている凸

　NP0法のもととなるr京民活動促進法案」は王996年12月に團会に提出され、

各方薗で審議・議論がなされた後、NP0法が1年4ヶ月後の1998年3月19目

に成立した。そして施行までさらに8ヶ肩以上あったにもかかわらず、図4－3

を見ると、後にNP0法人となる多くの圃体は、この閻に準備を整え、受付開始

と同時に申請するという状態ではなかったことがわかる。その理南として様々な

ことが考えられるが、団体がNP0法人化についての関心が低くこれらの情報の

把握に時間を要した場含、あるいは、関心があり、また情鞭は把握していても、

実際に法人化した団体の様子などを見てから判敵しようとして申言書を留保してい

一76一



た場含などが考えられる。
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（3）活動分野

　NPO法では、「特定非営利活動」を行うことを主たる目的とすることをNPO

法人の要件の一つとしている。r特定非営利活動」とは、NPO法の男1j表において、

次に掲げる12の活動に該当すること、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄

与することを目的とするものであることとしている。

NP0法別表（第2条関係）に定める特定非営利活動（ユ2分野）

王　保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2　杜会教脊の推進を図る活動

3　まちづくりの推進を図る活動
4　文化、芸稚又はスポ』ツの振興を図るための活動

5　環境の保全を劔るための濫動
6　災害救援活動

7　地域安全活動

8　人権の擁護又は平和の携進を図る活動
9　国際鶴力の活動
10　男女共同参画杜会の影成の促進を図る活動

1王子どもの健全育成を図る活動
12　前各号に掲げる活動を行う圃体の運営又は活動に関する連絡、助言又は
　援助の活動

　NPO法人については、経済企画序が作成した定款例において、「特定非営利活

動の種類jとして、NP0法の別表に掲げる活動のうち、いずれの活動に該当す

るかを記載するこ1ととされており、今回調査をした服0法人も別表の12分響

のうち該当する活動を記載していた。

　その結果は表4－3のとおりであり、至っだけ記載しているのは呈3法人中1

法人のみで、他の12法人は複数の活動をあげている。中には、r平成・伊賀

＠弘N」のように情報関係を核としつつも、様々な溶動との遼携や活動の広がり

を想定して12項目全てを記載している双POもあるが、2～6項目の範灘の法人

が多い。王法人平均4．3分野をあげている。

　最も多く選択されている項目は、訂2秩会教育の推進を図る活動」であり9法

人が記載している。次いでr9国際協カの活動」の8法人、r4文化、芸術又はス

ポーツの振輿を図るための活動」及び「5環境の保全を図るための活動」が7淡

人で続いている。逆に少なかったのは、ζ10男女共同参極杜会の形成の促進を図

る活動」で12項買全てをあげた法人（平成・伊賀＠LAN〕のみである。その他

に、「互保健、医療又は福祉の増進を図る活動j、「6災害救援活動」、「7地域安全

活動」及びr8人権の擁議又は平和の捲進を図る活動」がそれぞれ2法人で少な
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かつた。

　NP0淡人の活動分野にっいては、各法人の綿言書に基」づくものであり、必ずし

も現段階における実際の活動と一致するとは限らないが、それぞれの淡人が持つ、

自らの活動に対する考えが汲み敢れる。

　例えば、｝本スペ』スガード協会」は天体衝突現象が地球上の生物に深刻な

影響を及ぼし、多くの種の生存を危険にさらす可能性を持っていることから、そ

のような災害から勉球環鏡を譲ることに寄与することを目的としているため、「5

環境の保全を図る活動」をあげており、さらに、小惑星の観溺活動などは全地球

釣規模で進める必要があるため、常に国際的立場を堅持し、国際スペースガード

財団をはじめ、諸外国の薫的を属じくする団体と連携をもって活動することとし

ていることから、「9鐵際鶴力の活動」もあげている。

　また、博物館と深い関係がある法人であるr福奔恐竜鱒物館後援会jとζ人と

自然の会」については、それぞれの関係する樽物館の§的や活動と重複している

翻分が大きいと考えられる。

　なお、この活動分野の12項目の申にはr科学技術の振興」、r研究開発の推趨

などの項寝はない曲もし、こ二のような項胃があれば、今圃調査した団体の多くは

それらの項員を選択したと考えられる。rロボカップ員本委員会」は、NPO法上

の特定葬営利活動の中にこのような項實がないため、やむを得ず、「堪文化、芸

術又はスポーツの振翼を図るための活動jの「文化」に研究闘発活動などが含ま

れると解釈し、定款上に記載しているとのことである。

　縫済企圃序調査によると、図4－4のとおり、該当する活動分野を全て尋ねた

複数回答の場合、最も中心となる活動分野を一っだけ響ねた単一咬答の場合とも、

r豆保健・医療・績祉」が偽を引き離して多く、続いては、複数團答と単一圓答

では若干傾向が異なるが、r2杜会教育j、訂3裏ちづくりj，r遂文化・萎術・スポ

ーツ」、ζ5環境の保全を図る活動」、ζ9国際協力の活動」、r1豆子どもの健全育成

を図る活動」が多くなっている。

　このように、縫済企固庁調査によると、NPO法人全体では、「保健、医療又は

福祉の増進を図る活動」をあげるものが最も多いが、今鰯調査した科学技術関連

NP0については、これらをあげるものは少なかった。これは、科学技術関連NPO

は、NPOの代表的な活動である地域における介護活動などの福被の分野との関

逮が弱いことによるものと考えられる。」方では、今圓調査した、人体に微少セ

ンサを取り付けてセンシングを行う技術に関する研究を行う『ウェアラブル環境

清報ネット推進機構」など、医療技術や生命科学技術に関連する活動を行うNPOも

活動している血
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表4－3　事例調査を行ったNPOの定款に記された活動の種類

　　　　　　（12分野の複数圃答）

蘭　体名 活動分野（且2分野） 分野
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1O 王1 12 数

保 杜 ま 文 環 災 地 人 国 男 子 以

健 会 ち
化
． 境 審 域 権 際 女 ど 上

．

暖
教 づ

芸
の 救 安 擁 協

育 く 保 助 全 護 カ
共 も の

療
り

術
全 活

・ 同 の
‘ 亡

平
圃

福 ス 動 矛口
参 健 体

祉 ポ
携 圃 金 の

ヨ

ツ
進 育 遠

成 絡

等

籟井恐竜樽物館後援会 ○ ○ ○ ○ ○ 5

人と自然の会 ○ ○ ○ ○ ○ O 6

発屍二］二房クリエイト O O O 3

覆本スペースガード協 ○ ○ 2

会

ロボカップ良本委員会 ○ ○ 2

ウェアラブル環境僑報ネ ○ ○ O ○ 4
ット推進機構

科学技術への市民参加 ’

を考える会

原子力資料情報室 O ○ ○ ○ O 5

鵬夏一Japan ○ ○ ○ 3

目本技術者連盟 ○ ○ ○ ○ 4

ソフトエネルギープロ ○ 1
ジェクト

平成・伊賀＠LAN O O ○ O ○ O ○ O ○ O ○ ○ ユ2

アスクスネットワ』ク O ○ O O 遂

国際情報科学協会 ○ ○ ○ ○ ○ 5

（団体数） 2 9 5 7 7 2 2 2 8 1 5 6 平均
4．3

分野



図4－4 NPO絵人の法動分野（経済企画庁、1999年工2月調査

　　　　　（回答者数663）
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（4）会員数

　今回調査を行ったNPOの会負数は表4－4のとおりである回

　NP0法人の杜員数についてみると、最小は王工、最大は660．下あるが、ほとん

どが5θ以下である。江PI－J靱an」は企業や大学といった圃体社屋のみで燭人社

員はいない由

　今回の事例調査の対象とした団体の規模を、NPO法人のイ甲今杜員数により蟹

4－5で示した経済企画庁調査の緒果と比較してみると、至～49入の団体が今回

の事例調査では13法人字7法人（個人杜員はC名で団体杜員が18のrL賂Ja脾n」

を含む）であるのに対し、経済企腫庁調査では63．8％、50～99人が今回調査で

は易法人に対し経済企繭庁調査では至1，6％、且OC～299人が今圃調査では2法人

に対し経済企翻庁調査では12．7％と、ほぼ似たような傾向を示している。

　縫済企睡庁調査では、NPO法人の圃体会員数（運営や活動に参カロもしくは携

わっているNP0法土の社員以外の団体も含む）も調査しているが（図4－6）、

同答があったNPO潜人のうち、7割以上が9団体以下である口今圃調養したN遣0

法人で団体杜員がいるのはわずか3つのNP0に過ぎず、賛助会負など、その他

の会員においても企業などの國体が少ない傾向がみられる。

　NP0法人については、総会での議決擁を有する桂員のほかに、受講会員や賛

助会員などの名称で、優先釣に孝1」益を受ける受益会員や資金などの支援を行う支

援会員の制度を有するNPCが多く、これらの会員構成によって今回調査した

NPOをおおまかに4つのパターンに分類してみた。（なお、受益会員と支援会員

は明確に区分できない場合もある。例えば、会費を支払って友の会会員や賛駒会

員になれぱ一定の優遇措置が受けられる場合など。）

纈　活動の申心は比較的少数の杜員で、鋼人を中心とした受益会藁あるいは支

援会黛が比較的多数いる。

　r福井恐竜博物館後援会」、r発見ヱ房クリエイト」、r原子力資料情報室」、

　チアスクスネットワーク」

b　活動の中心は比較約少数の杜員で、企業を中心とした賛助会負を募ってい

　る。

　「LP玉一Jap邊n」、r目本技術者連盟」、r国際憶報科学協会」

C　漬動は比較的多数の杜黛によって行われ、個人の受益会員あるいは支援会

員はいないか少数である。

　ζロボカップ貝本委黛会j、ζ人と自然の会j、ζソフトエネルギープロジェク

　ト」、r平成・伊賀＠LAN」、（法人ではないが、「科学技術への市民参加を考
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える会」）

d　活動は多数の杜員によって行われ、他に多数の支援会員もいる。

　『員本スペースガード協会」

　現実には、例えば、r個人の受益会員や支援会員を多数集めたいが、現在は少

数しかいない」というように目指すところと現状が一致していない菩蘭分もあるの

で、現状が必ずしも考え方を十分反映した結果ではないが、これら会員構成の違

いは、会の活動方銚や財源に対する考え方によるものであると思われる。

　例えば、受益会員や支援会員の会費を財源として期待する場含は、多くの受益

会員などを集め、穣極的にサーどスや情報提供を行うことになる。これは、当該

NPOの活動の賛同者を広げ、社会的な影響力を拡大することにもつながる血た

だし、会費奴入のみによる運営はかなり難しく、実際は公的機関からの支援や事

業受託に依存する部分が大きい。

　また、ベンチャービジネスの支援を目指すようなNPOについては、個人の支

援会員を多数集めることは難しく、関連する企業の賛助などは得るにしても、少

数精鋭の会負で清動をする方向に肉かうであろう。

　さらに、ある考え方や技術などの開発普及を胃指すNPOの場含には、できる

だけ多くの人を杜員として敢り込み、そのことによって杜会的影響を大きくしよ

うと考えるものと思われる。
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表4－4 事例調査を行ったNP0の会員数

福井恐竜博物館後援会

発屍〕二房クリエイト

目本スペースガ㍗ド協
会

LPI－Japan

ソフトエネルギープロ
ジェクト

平成・伊賀＠㎜

N屋0法上の杜黛

賛助会員　約王o企業

クリ』ン：［ネルギー市民共筒発電所

設蟹基金賛同者（豆54口）

友の会会員

賛助会員

顧闘会員

参与会員

A呂k畠C1ub

賛助会員

8名

なし

3名

至3名

約夏00名
なし
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NPO法人の個人社員数（経済企蔵序、三999年12月調査）

　　　　　　　　（回答者数663）

図4－5

人
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（5）役貴数

　今回調査したNPOの役員数を表4－5に示す。基本約な役員構成パタ㎞ンは、

理蓼長（会長、代表）1名、副理事長（専務理事、副代表）ユ～2名、その他の理

事数名（1～1且名）、監事工～2名というものである。役員総数は、最小雀名、最

大14名となっている血また、理事長の上位に会長を置く法人もあった。

　経済企圃庁調査においても役員数を調査しており、図4－7で示したその結果

と今固調査したNPO法人の役負数の分碗はほぼ属様の傾淘がみられた。

　経済企衝序調査では、蟹4－8に示したとおり、NP0法人において報酬を受

ける役員数を調査している。劉答があった法人のうち約7翻が報醐を受ける役員

はいないと鐵答してお’り、また、報酬を受けている後員の数もほとんどが呈～3

人と少ない曲今圃調査したNPO法人にっいても、役員綴酬を謙上しているのは

2法人に遇ぎない。

表4－5 事例調査を行ったNPOの役員数

団　　体　　名 理事長 窟1艘事 その他 理事総 監　事 役員総

簿 長等 の理事 数 数

a b C 紅a＋bヰ 僅 俸紬e
c

福井恐竜博物館後援会
1 2 7 10 1 n

人と自然の会
1 5 6 2 8

発見］二房クリエイト
ユ 4 5 ユ 6

實本スペースガード協
会 1 1 u 13 1 14

ロボカップ實本委員会 （会長及 （専務

び理事 理事）

長〕2 ユ
8 ユユ 2 ユ3

ウェアラブル環境精報ネ

ット推進機構 1 2 8 11 2 13

科学技術への市民参加 （代表） （事務 （運鴬

を考える会 局長） 委員）

（且） （王） ｛且O）
（工2〕 （夏2）

原子力資料情報塞 ｛共同代

表）3
6 9 1 且o

LP互一Japan

至 1 3 5 豆 6
日本技術者連盟 （会長）

至
7 8 2 10
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図4－7　NP0法人の役員数（経済企圃庁、1999年玉月調査）

　　　　　　　　　（圃答者数663）

10人以上
42．2毘

無圃讐
2．醐

7～9人
22，2毘

4川6人
26．7毘

図4－8 NPC法人の報酬を受ける役員数（経済企衝庁、1999年1月調査）

　　　　　（厨答者数663）

1川3人
皇5．眺
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（6）スタツフ

　NP0のスタッフについては、一般的には、団体運営に必要な事務の諸手続、

調整、連絡等を行う事務局のスタッフを指す場合が多いと思われ、縫済企圃庁調

査でも、NPO法人の事務層スタッフの状況について調査している血しかし、例

えば、遂名が有給で常時襯測活動を行うr貝本スペースガード協会」の場含や、

岡一の者が事務局の業務と団体本来の活動の双方を行っている場合など、スタッ

フについては様々な状況があると考えられる。以下、この項では、『スタッフj

とは事務局スタッフを指すこととし、今回調査したN　P　Oのスタッフの状況を表

4－6暑こ示づ…。

　纏済企画庁調査では、スタッフの状況にっいて、表4－7で示したように、週

30時閻穆度以上業務に携わる常勤スタッフと、それ乗満の非常蟻スタッフに分

けて人数を調査し、さらに、常勤、非常勤それぞれについて、有給で従事してい

る者の人数を調査している。

　今圓調養したNPO法人にっいては、常勤のスタッフがいるのは、13法人宇9

法入で、人数は9名というr原子力資料情報室」のほかはユ名が多かった。纏済

企両序調査においては、鳳答した法人の約3／4に常勤スタッフがおり、その大普罧

分が1～3名であるとしている。

　有給の常勤スタッフについては、今回調査したNPO法人の事では、5法人に

おり、人数は9名が有給というr原子力資料情轍室」を除いて、1～3名であっ

た。経済企画庁調査においては、国答した淡人の半数弱が有給の非常勤スタッフ

がいると回答しており、やはり、その大部分が1～3名としている。

　非常勤スタッフについては、今回調査したNPO法人では4湊人におり、人数

としては4名、6名など比較的多い団体もあった。経済企衝序調査においては、

回答した法人の9割以上が非鴬勤スタッフがいると回答しており、人数も4人以

上の団体が回答した法人の4害似上みられるなど、全体的に多くなっている。そ

のうち有絵の非常勤スタッフにっいても、今固調査したNP0法人では4法人に

いるが、人数としては1～岨名である。経済企繭庁調査においては、回答した法

人の約エノ3が有給の非常勤スタッフがいるとしており、人数は玉～3人が多い。

　このようにみると、鴬勤スタッフにっいては、今建調査した法人は纏済企両庁

調査の縞果からみるNPO法人の全体像から見ると、やや少ないものの、同様の

傾向がみられる。しかし、非常勤スタッフについては、今回調査したNPO法人

の場合、経済企画庁調査の結桑と比較して無報酬の非常勤スタッフがいる審茗合が

かなり少ないといえる。これは、無報酬で不定期に法人の運営に関する事務を行

っている会員・杜員を事務局スタッフに含めるかどうかなど、今回の調査と経済

企廼庁調査で回答者の捉え方が翼なった珂能性がある。
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　なお、今回調査したNP0のうち任意団体であるゴ科学技術への市民参カコを考

える会」には、スタッフはいない。

表4－6 事例調査を行ったN妥Oのスタヅフの状況

福井恐竜博物館後援会

貝本スペースガード協
会

饒ボカップ貝本委黛会

特にスタッフは置いていないが、事務
局長がほぼ毎實、事務や活動を行って
おり、密実上常勤の状態（無報醐）。

理事長（所長）（無報酬）

事務擢当2名（有給）。

実験教室のアシスタント4名（1團の
交通費1，000円のみ支給）。

事務所には正会員である葬鴬勤職員1
名が週2遂時闇、会誇・庶務の事務補助

をしている。このほか、元アマチュア

天文家（男性）が観測施設にて天体観
溺業務に従事している曲賃金は年閥

500万円十手当。

マスター会員（主婦）が平日夏O～17
縛に事務所勤務（無報醐）。
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アスクスネットワーク 非常勤 4名 専門的鋤識を有する4名（剃生1名、
（常勤 女姓3名）を時給制で雇用し、平属の

体翻〕 9：3C～ユ9：OOの閻、常に2名が事務所

に勤務する体制をとっている。時給は

800湾（事務）から王，500円（セミナ
一携導）。

国際情報科学協会 常　勤 豆名 企業会負からの出陶者（有給）。

非常勤 1名 遇1～2薫、時総75⑪円程度でパート
タイマーを雇周し、会計・事務処理を
行っている。

表4－7 NP0法人のスタッフの状況（経済企画庁、1999年王2月調査）

　　　　　　　（回答者数663）

2．

　事務局（団体運営に必要な勢務の議手続、調整、連絡籍を行う部署等を指

す）のスタッフについて闇うた質騎の画答である。

常勤スタッフは目常酌に事務局業務に携わる人（週3⑪時閻程度以上を胃安）

であり、非常勤スタッフは常勤スタッフ以外のスタッフである竈
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｛7）会餐

　今圓、事例調査を行ったNPOの会費は表4－8のとおりである鉋．

　杜員については、半数弱のNPOで入会金2，OOO円～3，000円を必要とし、年

会費は1，000円～3，O00門が一般的である。活動資金薩で支援する賛助会員の年

会費については、個人では1，000円～王⑪，00⑪円、圃体では寓めに設定されてお

り5，000円～600，θoo円となっている。賛助会員については会費の金額を定めて

いないものもある。また、1’発見工房クリエイト」では、社員を2種類に分け、

ボランティア活動を行うr活動会員」は年会費3，000円、財政等の支援を行うr支

援会員」は同王o，000円としているほか、受講会員には年会饗と実験教室参カ腰

を設定している。そのほか、ゴ原子カ資料惰報室」は、被員以外に賛勤会員、機

簿誌の購読会員、糞文機関誌の賛助購読会員、その購読のみの会員といったいく

つかの会員のパターンを用意している。rLPI－J固p邊n」では、企業讐による賛助

正会員が後負となっているが、入会時に払う金額によって、5つのランクを設定

している。ランクに志じて、LinuX技術者認定合格者に対する広告案内、rL肌

Japanjのホームページ上からのリンク、パンフレットにおけるロゴの揚載など

において、特典が設定されている。

表4－8 事碗調査を行ったNI〕0の会費讐（1口当たり）
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ロボカヅプ目本委員会

LP夏一J鞭劃n

目本技術者連盟

ソフトエネルギーブロジl1
エクト

平成・伊賀＠L州

会員

賛助会員 600，000

円

会費月

額

10，Oθ0

円

2口以上

王口

6，000円
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霞際憶報科学協会

賛助会員
A畠ks　C1ub

規定なし

　　500

円

年1，000

町口の
寄付依

頼

（注）1．『一jは無料。

　　2．網掛け部分はNP0法上の杜員に該当する部分である。

一94一



（寧）籔政親模

　　今圃の調査では、財政規模にっいては、基本的には、亘999年度の実績と2000

　牢度の予纂（蕎十魎）を質閥したが、団体として活動を始めて間もないもの、法人

　としての会言十処理を始めて聞もないものが多く、年閥を通した平均豹な予算規模

　がはっきりしない面があった日その結果は表4－9のとおりであった。

　　そのような中で、今回調査したNPO法人の年闘の財救規模を収入額によって

　概襯すると、至3法人中、200万円未満が3法人、200万縄以上豆O00万円未満が

　5法人、1000～2000万円が2法人、3000～4000万円がユ法人、5000万円以上

　が2法人である。

表4－9　事例調査を行っだNP0の収入額

福井恐竜榑物館後援会

胃本スペースガ」ド協
会

（5～3月）37，254千円
（うち奴益事業693千
円）

（8月～3月）　　7，300＝F円

（うち収益事業70予円）
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　纏済企弼庁調査においても、図4－9で示したようにNP0法人の年闇の収入

総額を調査しており、200万円未満が26．9％、200万円以上1000万円未満が36．2％

などとなっている。今圓の調査結果は、この経済企醸序調査と同じような傾殉が

みられる。

図4－9　NPO法人の蚊入総合計額（経済企衝庁、1999年且一月調査）

　　　　　　　　　　　（團答者数576）

　また、経済企画庁調査では、表遥一10で示したように、収入規模によって、

　　・高収入（収入金額が1，000万円以上の法人）………・……………一・38．4％

　　・中収入（収入金額が200万円以上豆，000万円末満の法人）……・一・36．6％

　　・低収入（収入金額が200万円未満の法人）………一・…一・一…・………25．O％

の3つのカテゴリーに分類しており、また、紋入構造によって、

　　・会費型（会費級入が収入総額の50％以上を1ξめる法人〕・…・…一…24．0％

　　・寄付・補助金型（寄付・補助金収入が収入総額の50％以、ヒを占める法人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・2亘．9％

　　・事業型（事業収入が収入総額の50％以上を占める法人）……………5雀．1％

の3つのカテゴリーに分類している。すなわち、奴入規模と収入構造でNPρ法

人を9つのカテゴリーに分類している。その結果、多かったのは、高収入事業型
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（26．2％）、中収入事業型（21．1％）、低収入会費型（皇2．8％）となっており、逆

に少ないのは、篤収入会費型（3．7％）、低収入寄付・補助金型（5．4％）、低収入

事業型（6．8％）となっている。このように大まかな傾肉をみると、高奴入や申

収入の法人は事業型が多く、艦蚊入の法人には会費型が多いという傾向がみられ

る。

　今圓調査したNPOについて、まだ本鵜的な活動を行っていないNP0を除い

て、この分類に妾てはめると、表4－l　Oの最右欄のようになり、申収入寄付・

補助金型や高収入事業型が多かった。中には、｝本スペースガード協会」のよ

うに、2000年度に天体観測施設の観測運用を受託したことによって、中奴入会

費型から高紋入事業型に変化するなど、活動を始めてあまり時闘が経っていない

こともあり、収入のパターンが確立していない場合もあった。

表4－10　NP0の級入規模・構造分類

経企序調 事例調査における

区　　　分 基　　　　　準 における 該当団体

法人数
（（）内は

構成差ヒ、

丸数字は
」1憤位）

豆．高収入会費型 収入金額が1000万円以土の
18

・服玉一ぬ脾n（2000

法人で、会費蚊入が蚊入総額 （3．7％） 年度）

の50％を占める法人
⑨

　　　…2．高収入寄付・補
級入金額が1000万円以上の 4互 ・原子プ〕資料構報

幼金型 擦人で、寄付・補助金収入が ｛8．5％） 室（1999年度）

収入総額め50％以上を嘉める

法人 ④

3．葛収入事業型
　　　　　　　　　　　　…収入金額が王OOO万円以上の 127 ・實本スペースガ

法人で、事業収入が収入総額 （26．2％〕 一ド協会（2C00年

の50％以上を占める法人 度）

① ・ロボカツプ賓本
委員会（2000年度）

・アスクスネヅト
ワ㎞ク（1999隼度）

　　　…4．中収入会費型
奴入金額が200万円以上1000

36 ・目本スペースガ

万円未満の法人で、会費収入 （7．雀％） 一ド協会（1999年
が収入総額の50％を占める法 痩）

人 ⑥

5．中収入寄付・補 収入金額が200万円以土王000 39 ・発見］二房クリエ

幼金型 万円未満の法人で、寄付・補 （8．1％） イト（王999年度）

助金収入が収入総額の50％以 ＾ウェアラブル環境

一97一



上を占める法人 ⑤ 情報ネヅト推進機構
（200C年塵〕

・ソフト：〔ネルギ

一プロジェク1・
（正999．2000角三崖：〕

・平戒・伊賀
＠LAN（王999隼度）

6、中収入事業型 収入金額が200万円以土王000 102 ・擦井恐竜簿物館

万円未満の法人で、事業奴入 （2且I1％） 後援会（2000年度）

が収入総額の50％以上を占め
る法人 ②

7．低収入会費型 奴入金額が200万円未満の法
62 ・（科学技術への市

人で、会費収入が紋入総額の （12．8％） 民参加を考える会
50％を占める法人 （1999年度））

③

8．低収入寄付・橋 収入金額が200万円宋満の法
26

助金型 人で、寄付・補助金収入が奴 （5．4％）

入総額の50％を占める法人
⑧

9．低収入事業型 収入金額が200万円未満の法
33 ・人と自然の会

人で、事業収入が蚊入総額の （6，8％） （1999年度）

5⑪％以上を占める法人
⑦

（濠）　1．嘔分j、「基鞠、「経企庁調査における濃人数」の各欄は、平成王豆年度

　　　経済企画庁委託調査r特定非鴬禾1膀動法人の濡動・運営の実態に繕する調査

　　　翻告警」（｛株）価値総合研究所、2⑪00年3月）による。同調査では48雀法人

　　　を分類した。

　　2．「事例調査における該当団体」には、本格的な事業に着手していない団体

　　　は記載していない。また、会費、寄付・糠助金、事業のいずれの収入もδ0％

　　　を越えない場合は、便宜約に、最も収入が多い区分に分類した。
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（9）課趨と滋癒策

　今團の調査では、N習0に対して、現在直面している課題、将爽的な課題、そ

れらへの対応策を質閥した。その結果を表4一〕に示した。あげられた課題は、

大きく分けて、団体の運営一般に係わる間題点と、団体の設立實的達成のための

課題や舅標に大別されると考えられる。

　畷体の運営上の閥題点としては、次のようなものが多くあげられていた。これ

らは、活動分野に係わらず、多くのNPOに共通のものであると考えられる。

　・　奴入の確保が困難である竈

　・　スタッフの確保や事務局体制の整備が不十分。

　・　会蕎十処理、税務処理、所轄序への報告書作成などの事務処理の負類が大き

　　い血

　・　特定の者に負担が集申し、組織的な運営や活動が展闘できない。

　l　NP0法人に効する税制の優遇措置が不十分。

　これらの課題は、穂互に関連しあうものであり、突き詰めれば、いわゆる「カ

ネ」と「ヒト」の閥題ということができる。このような閥題への対応策としては、

　・　会員を増やすことにより、会費奴入の増大を図る。

　・　事業受託による腹入の確保・拡大を図る。

　・　行攻や民閲財団からの助成の確保・拡大を図る。

　・　事務処理のためのスタッフを雇用する。あるいは、会員の中から養成す・る。

などが主なものであった。収入確保のため一般から広く寄付を集める、というよ

うな対応は少なかった血

　…方、団体の設立員約達成のための課題や目標にっいては、科学実験教室への

助成の必要性、小惑星の観損碧体制の整備、NPO型研究所の必要惟、コンセンサ

ス会議の受託、技術者認定試験に対する政府の認定、ソフトエネルギー普及活動

の展鯛、情幸蝦連事業の展開など、それぞれのNPOの特性や考え方によって様々

なものをあげている。

事例調査を行ったNPOの課題とその対応策

窪　体　名 課　　　題 課魑への対応策

福井恐竜簿 ユ．会計処璽。素人では対応が難しい。 玉．経理事務経験者の雇

物館後援会 2．賛助金の確保等、収入の確保。 用を検討する予定。

3．事務局体制の強化等が必要。 2．必嚢…があオL壬ま、事菱蕃

局の充実で怒応するこ

とになると考えられ
る。
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人と自然
の会

発見工房ク
リェイト

王．NPO法人としての税務処理手続き。

2．ハンドブック作成、議規定の作成
3．舅鴬の会計処理業務方法の策定、
年度末の県への提出書類作成の円滑化

4、活動の範囲、件数が増えているので、

登録しても活動しない会員の活惟化が
　必要。

5．NP0法人として、会や会員の質的
拡大を劉るための施策づくり

6．公平性に關題があるとの県の指導に

　より、実際の播動拠点である博物館の

　ボランティアルームではなく、事務局

長の自宅を事務所として登記してい
　る鉋

7．活動に対して手当や交通費を出して
いない。

1．財政的に苦しいこと。

2．単発的な助成が多く、長期間の助成

　が少ない。また、助成が決定するのが

年産末ぎりぎりであり、翌年度の予算

　がきちんとたてられない。

3．報酬などの条件が良い企業主催の実
験教塞などに講鰯が漉れる。

4．学校ではあまりできない科学実験
　を、好きな子にどんどんやらせて伸ば

　していくのは民間の活動でしかできな

い。園もこれを育成していく方向が必
要。

胃本スペー
スガード協
会

工．少人数の者への負捜g集中。
2．美星スペースガードセンターの観測

者の給与レベルがかなり低い。

3．国際的な調整、協調関係、協力体制。

4．天体の衝突にっいての正しい知識の
普及凸

5．属本でももう一台くらいは奪用の望

遠鏡を設置するなど、観測体徹の整
備。

6．衝突すれば、地球環境に多大な影響

　を与えるといわれている醒径籔m以
上の小惑星は全て発見したい。

田ボカツプ
目本委員会

1　会員が少なく、会費収入が少ない。

会員数の拡大。

2　競争的研究資金の獲得などが必要だ

　が、ほとんどNPOに門戸が粥かれて
いない。

玉　税務処理、会計処理

　などの業務に．ついて
は、関連知・識。経験が

ある会員の中から養成
　し、対応していく。

2　各種の手幾等に充て
　るための奴入を確保す

　るため、学校等からの

受託蜜業、公的な補助

金、民閥財団などの助
成金、賛幼会員の募集

　などを積樋的に行う。

且．民閥慰団などへの助
成申請。

2．双方肉のメールマガ
　ジンなどを計彊。来所

　した人に対するアフタ

］ケアや全国を対象と
　した普及なども行って
いきたい。

ユ　薯務所に非常勤職員
　を濯用した把

2　屡際的な協力体制に
ついては、2001年に目
本で小惑星研究に鰯す

　る霞際会議を粥催。

3　啓蒙活動に力を入れ
　る。協会が旅費を負担

　し、公鰯講演会に議師
　を派遺している。

ユ　ロボカップ参加者な
　どへの会員勧誘。

2　ヨ本情報処理振興事
業協会からソフトウェ

　ア粥発を受託。
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3．NPOは、費」弔がいらないという社 3．NP0型研究機構設立
会酌認識曲また、現在の活動は本業の の必要牲讐の課題を行
合閲に無報酬で術っているため、本業 政にもアピールしてい
が忙しいと活動に支障が生じる。 る。

4．税制の優遇措蟹が望ましい。

5．将爽的には醐O型研究機構になり
たい。

6．現行のNP0法には基礎研究などの
分野がない。

ウ］・アラブル 1．活動資金を確保すること。 競争的研究資金の獲得
繋境情韻ネッ 2．将来的には、大学と連携し、民閥及 に努めるなど、攻府や政
ト推進機構 び行攻からの資金提供を碍て、米国の 府系法人からNPOへの

基礎研究NP0のような規模（目標： 資金ルートを作っていき
至00人の研究者、亘θ0億円の資金）の たい曲

研究拠点となるN炉0に成長したい。

科学技術へ 1．財政的基盤が弱い。 1．様々な機会・場所で
の市民参加 2．資金が少ないため、ファシリテータ 会のパンフレットやフ
を考える会 一やオーガナイザーの養成ができな ライヤーを配称し、会

い。 員の勧誘を行う。

3．将来豹には、官庁等から、会として 2．茂閻の勤成財団への
コンセンサス会議の開催（運営」武） 助成串請。

を受託したい。

原子力資料 ユ．紋入の確保。 且．収入の確保のため、
情幸憂室 2．組織の安定化・活僅化。 会員増加の努力、民閥

3I調査研究課題を確実にこなしていく 財圖からの助成金の牢
ことが必要であるとともに、今後、ど 請、　NP0法人に対す
のような質のものを展開していくかが る寄付者の税制上の優
課題である喧 遇措蟹の要望を行って

いる。

2．組織については、総
会、理事会、スタッフ
を通じて、縄織的な動
きをスムーズに展開す
るよう努力している。

LP工一Japan 1．LPI本部との遠携をどのようにとっ ユ．乙醐本部との役員人
ていくか。 事交流を予定してい

2IL主nuxは特定の企業に結びっいた0S る。

ではないので、政府にもLinuXを広 2．また、L童nuxの技術
める旗振りをやってもらいたい。技術 者認定試験について
者認定試験についても、政府からイ再ら も、今後は膏本の受験
かのお墨付きをもらいたい。 者が畜める割合が高く

なると予想される。こ

のことによって、LPI一
J靱昼nの責献度が大き

いとみなされ、LP玉本
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部における発言力が強
くなると考えられる。

費本技術者 本播的な活動はこれからであり、現荏 …

連盟 のところは犠にない。

ソフトエネ 玉．運営費の確保。 1．メ］カー、設鴛業者
ルギープロ 2．専従スタッフを置きたい。 などの企業との協カ関
ジェクト 3、イベントの現場で活動する運営委黛 係を築き、寄付を増や

の拡充。特定の人の負観が大きい匝 したい。

4、機材の保管・運搬・展示・体験がで 2、行政、自治体との聞
きるような暫及啓発専用車の鰯発・保 で、持っているものを
有。 出し含うような協働関

5．市民共同発電所の売電収入で次の発 係をつくっていきた
電所が設鷺できるよう買取姻格を上げ い。

てほしい。 3．尊門家（研究者、園
6．クリーンエネルギー発電施設を設置 等の施策に詳しい人、

したい市民、企業などに対して市民と 技術者等）とのネット
しての情報縫供を行うとともに、コー ワークを拡充・強化。

ディネイターやアドバイザ』のような 4．環境ビジネスとの連
機能を果たし、理事報酬が出せるくら 携を検討。

いの鮒価を得たい。

7．企業との共嗣研究を行いたい。（ソ

一ラークッカ』、ソ］ラーカーなど）

8．飽域の自然、廃棄物を利用したエネ

ルギーの闘発や利周を進めていきた
い。

平成・伊賀 玉．一般的に、NP0法人が杜会によく 次のようなことを行っ

＠㎜ 理麟されていないことが大きな閲題。 て、裟団体、ひいてはNPO

2．将来的には会員が自らビジネスチャ 法人全体に関する杜会の
ンスを見つけ、独立採算的に自分で採 理解増進に努めている。

算が合うような凄業を展開することが 五．イベントヘの積樋釣
一つの目標。 な参加。

2．行政関係や地元の委
員会などの委負を引き
受けること

3．外部からの講演依頼
や訪間者、取材等を積
極的に引き受け、協カ
する。

4．NPOが地元の町内会
の…員となって、活動
に参カ頸する。

アスクスネ ユ　収入の確保。 入材については、学生
ットワーク 2　自分の好みで活動を行いがちなボラ の発掘を狙っている皿

ンティアのマネジメント。 NPO法人のメリットを
3　会の活動が一部の者に依存する傾向 活かし、ベンチャー的
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があり、紙織的な活動がなかなかでき な発想で利益をあげら
ない。 れるような婁業を企画

してもらう。

霞際僚報科 1．清報関係の方に役に立っことで、ど プロジェクト毎に、期
学協会 んなことができるか模索卒である。播 閻に麻じて専門家等を

動のパ］トナーも模索申である由 麗用するようにした
2．ハイレベルの作業のほか、鎮に技術 い。

的なことだけでなく、労針決定約なこ

とも行いたいが、予算、マンパワーが
闘顧である。
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（10）争子政と0）蓬蔓イ系

　今回調査したNP0の行政との関係を表4一工2に示した。3っのNPO法人を

除いて、何らかの形で團または地方公共圃体との関係を持っている。その関係は、

行救からの事業委託、活動への助成、代表等が行政サイドの委員会の委員になっ

ているなどが多い。

　　噸井恐竜鱒物館後援会」と訂人と白然の会」は、双方とも県立博物館と密接

な協力関係を有しており、その溝動は果の施策の鍍逮に買献している顧も有して

いると考えられる。また、これらの法人は県立鱒物館を活動の場所として使用し

ている。

　　r目本スペースガード協会」は、直接的には行政との関係は柵・が、團の補勤

金で整備された施設の運周を財団法人から受託しているほか、役員に国公立の概

究機関・大学の研究者が多い。

　　順子カ資料情報室」は、原子力委員会主催の「原子カ政策円卓会議」や科学

技術庁圭催のr放射佐廃棄物シンポジウムjに出席している。行政とは原子力政

策に対する考え方や立場は異なるが、共通のテーブルの上で議論していきたいと

考えている。

　また、「ソフトエネルギープ籟ジェクト」、r軍成・伊賀＠L州」は嘗治体から

の助戒などを受けているぽか、璽事長等が複数の自治体の委負会の委員に就任す

るなど、自治鉢の施策立案などに貢献している。

　　ぎアスクスネットワーク」は、自らが市民活動団体であることを生かして、県

が発注する布民活動の情報化を支援する事業を、企業との競含の結果受注した竈

　」方、経済企画庁調査も、NPO法人と行政との関係を調査しており、その結

果は図4－10のとおりである。r特に関係はない」が約4害1」で最も多く、訂補助

金、助成金を受けている」、「事業の委託を受けている」、「潜動の場（施設）の提

供を受けている」などの圓答が続いている曲

　今回調査したNP0法人については、その係わり方は多様であるが、NPO法人

全般と比較して、行政との関係が深いものが多いと考えられる。

表4－12　事例調査を行ったNPOの行政との関係

団　　体　　名 行政との関係

擦井恐竜博物館後援会 ・ボランティア活動、ミニ。一ジアムショッブの運営受

託、博物館の1室を使屑等、燥立恐竜博物館との連携。

人と負然の会 ・ボランティア播動、ボランティア・ル』ムの使周等、

県立鱒物館との遼携。

・学校や自治体から学習イベント実施などを受託。
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発見］二房クリエイト ・1999年度、科学技術事業団の実験教室等支援事業等
の支援を受けており、2000年度は申講中である。

・理事長が自治体の委員会の委員等に就任。

目本スペースガード鶴 科学技術庁の補助金により設蟹した字宙デブリ等観測
会 施設の運周を受託。（財國法人より受託）

ロボカップ賓本委黛会 ・自治体の資金によりロボカップ・ジコー二ニアを開催。

・複数の自治体が大規模災害シミュレーター作成委託
を検討。

ウェアラブル環境清報ネ 現在のところ騎になし。

ット推進機構

科学技術への市民参加 ・自治体などにコンセンサス会議について説明。

を考える会 ・会としてではないが、代表等が農林水産省、科学技

術庁のコンセンサス会議の運営に参加。
原子カ資拳妾1青幸翼童き ・際子力委員会主催の礪子力政策円卓会議」に出腐した。

・科学技術庁主催のf放射性廃棄物シンポジウム」に出腐
した。

・原子力政策に対する考え方や立場は異なるが、共通のテ

一ブルの上で議論していきたいと考えている。

LPI－3ap囲n ・翼在は特にないが、監事が政府の情類通信技術（玉丁）

戦路会議の構成員である。

費本技術者連盟 現在のところ特になし。

ソフトニ〔ネルギ」プロ ・紳奈州県と横浜市が主催したイベント「コニコタウン

ジェクト かながわ‘99jの市民狽1」の事務局を務めた。

・ゴストップ温媛化ネットワーク」（神奈jl1県環境計懸

課、2つの学校、6～7の市民団体が参力嗜）の運営・事
務局を担う。

・灘事長が自治体の委員会の委員等に就任。

・神奈j牒から環境教育プログラムの作成を受託。
・紳奈川察が市昂共同発電所の看級設置費用を助成竈

・神奈川県の施設である、かながわ県民活動サポート
センターを使用している。

平成・伊賀＠LAN ・三三重県県等からイベントや事業に対する補助を受け
ている。

・代表が自治体の委黛会の委員や議演会講師等を務め
る。

アスクスネットワ」ク ・三重県等から事業を受託。

・通商産業省の情報システム活用型シニアベンチャー
等支援事業に採択。

国際情報科学協会 現在のところ特になし。
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図4一｝O NP0法人の行政との関係（経済企爾庁、王999年1月調査〕

　　　（圓答者数663、複数圓答）
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（三1）法人鵜の叡僑理由

　今回調査したNP0法人について、N遅0法人絡を敢得した理蘭をとその効果を

表4－13に示した。

　　N　P○法人格を取穐した襲南を整璽すると、歓会的・対外的な信用が高まる

こ二と、法的に認められた責任ある継続的な組織としたいことが多かった。次には、

事業の受託契約その他の契約がしやすいことを多くの捲人があげている。

　経済企画庁調養においても、法人格の取得理南を15碩胃の中から複数を選択

する方式と最重視する運由を1つ選択する方式とで調査している（図4－！1）由

その緒果、複数選択、最重視選択の双方とも、ζ対外的な信用が高まるからjが

最も多くなっており、噌禾1」目的でないことを璽解してもらえるから」、『委託事

業が受けやすくなるからjが続いている。

　今圓調査した法人の法人籍取得理由と経済企画序調査の結果は、対外的信用が

高まること、委託事業が受けやすくなることなど概ね共通しているが、今回調査

した法人については、r営禾媚的でないことを理解してもらえるから」という点

が関らかになっていないが、これは、社会的偏用が商まることに含まれているこ

と、そもそも、団俸の名称、目的からして明らかに非営利と認知されるものが多

かったことなどがその理由として考えられる。

　今測調査した法人にっいては、概ね法人播を取得した効果があったと考えてい

る。また、法人格を取得したことによって、自治体からの委員会委員就任要講等

が増えたこと、取材の機会が増えて会員の意識が変化したことなどの現象もみら

れた。ただし、制度ができて閻もないこともあり法人化のためにかなりの労力・

鰭關を要した、法人として義務付けられている会言十処理や報告の事務が心配であ

るなどの意見も闘かれた。縫済企圃庁調査においても、図4一ユ2のとおり、湊

人格敢得に伴う間題点（複数国答）を調査しているが、r所轄序への年次報皆、

会計報告書類の作成」とr会言青処理の煩雑化」の2項竃をそれぞれ約半数の法人

が選択し、法人格取得の閥題点の申では大きなものであったと考えられる。

　なお、今回調査したNPOの中で、獲一の任意団体である「科学技術への市民

参カ貝を考える会」については、現時点では法人格を取得するメリットが期待でき

ないこと、出版物の作成等に力を注いでいるために季続きに要するマンパワーが

不恩していること等の灘窮で法人格の取得を見合わせている。しかし、法人であ

ることが助成や事業を受託するための条件であるような状況となり、法人化季続

きに振り向けられるマンパワーの余裕ができれば、直ちに法人格を取得したいと

も考えている。
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表4－13 事例調査を行ったNPOの法人格に対する考え方

國　　体　　名 法人格を取得した理由 法人格を取碍した効果

福井恐竜博物館後援会 ・杜会的に認められること。 ・活動を開始してから

・企業等に賛助してもらいやす 闘もないので効果は
い。 不明。

・委託契約などを行いやすい。 ・会計処襲のことを考

・任意圃体では自然消滅のおそ えると任意団体の方

れがあるので、きちんとした がよカ、ったと思った

纏織にしておきたかった。 こともある。

・将来における恐竜博物館の独

立法人化の可能機をにらん

で、今のうちから鱒物館とし

ての独自性を出しておくこと

が必要であるとともに、榑物

館と市民との遠携をとってい

くことが必要であると考え
た。

人と自然の会 ・賛任ある線織として社会的僑 ・会を兇る他人の目が
儒を得たかった。 変わり、活動の要請

・独立した艦織として、涛動の も増えた。

場を博物館外にも広げたかっ ・法人化のために手闘
た。 畷がかかつた。

発見］二房クリエイト ・公的機関や民闘財団などから ’法人になって、理事

の支援を得るため。（単なる 長に対して、県等か
私設の施設には援助してくれ らいろいろな委員会
ない。） の委員等に就任する

よう要請があった
が、財政は依然とし
て巌しい。

周本スベースガ］ド協 ・襯測施設の選用受託契約を締 ・美星スペースガード
会 結するため。 センターの運用委託

契約を締結すること
ができた。

　　　…ロボカップ員本委員会 ・行政、栓会に対する認知を得 ・ちょうど、ロボカッ

るため。 プ活動が認知される

・契約を締結することができ、 時期とも重なったこ

事業の受け猟になることがで ともあって、ほぽ、

きる。 狙い適りの効果があ

り、事業も受託でき
た。

ウェアラブル環境情報ネ ・社会的信用を得るため。

ット推進機構
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科学技術への市民参加 ・法人化が助成や蓼業委託の必
を考える会 要条件であれば藤ちに行いた

いが、今のところメリットは …

蟻待できない。

・法人の設立手続きに要するマ

ンパワーの不足曲

原子力資料情報室 ・組織の継続佐の保証。人が入 ・組織の継続性につい

れ替わっていても、組織が継 ては、法人化によっ
続していくため。 て達成できたのでは

・栓会的な認知が高まる。 ないか。

・調査研究事業を受託したい。 ・マスコミなどからコ

メントを求められる
機会が増えたのは、

法人鵜の敢得も影響
していると考えられ
る。

・調査薇究事業を受託

するまでには至って
いない曲

LPI・Jap割n ・設立時のカナダのLP互本翻か ・東京都が認証してい
らの要議もあり、非営利法人 る法人というこ二と
である本部と同様の組織形態 で、賛幼会員の募集
とした。 や受験生の確保など

の面でメリットが大
きいと恩われる。

實本技術者連盟 ・公益法人と異なり、監督省庁 ・本播約な活動はこれ

にとらわれずに横断的な渚動 からであり、現在の
ができる。 ところ効果ははっき

・枝会貢猷などを考えれば、親 りしない。

睦会のようになりがちな任意
顯体では意味がない。

ソフトコニネルギープロ ・杜会的信周を得るため。 ・有効であった。特に
ジェクト ・傾人の資格で契約したり財産 商民共1司発電所は法

を所有・管理したりするより 人格を取らないと無
も法人として行う方が適切。 理であつた。

・契約等の瀬手方も安
心する由

・敢材やインタビュー

の機会も増え、会員

の意識も変わった
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平成・伊賀＠LAN ・杜会的傭用の向上。 ・自治体などの委員会
・契約のしやすさ。 の委員就任依頼、講

演や視察の依頼が増
えた。

・煩人飽には、楽しみ

が増え、ステ」ジア

ツプした爾象があ
る。

アスクスネットワーク ・契約のしやすさ。 ・紙織的活動など課懸
・杜会的信用 はあるものの、効果
・燧人に依存せずに組織体とし はあつた。

て継続約に活動していくた
め。

国際情報科学協会 ・紬織としてかっちりするこ ・本擦的な活動はこ1れ
と。 からであり、現在の

・社会的信用を得られること。 ところ効果ははっき
りしない血

1法人の季続きが煩雑

であることについて
は、やむを碍ないこ
とである。
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図4－1ユ NPO法人の法人格取得理由（経済企繭庁、1999年1月調査）

　　　　　　　（圓答者数663）
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鰯4－12 N星O法人の法人格敢得に伴う閥題点（経済企繭庁、1999年1月調査〕

　　　　　　（回答者数663、複数鳳答〕
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｛12）ホームページの闘設状況

　今團調査した14のN遅0は全てインターネット上にホームページを開設して

おり、そのU冠見は表4－14のとおりである。

表4一工4　婁例調査を行ったNR0のホームページ

団　　体　　名 ホームページのURL
福勢恐竜簿物館後援会 b批p：〃wwwd虹o蝪1皿．p蝸£釣kuijp／i皿d眺J－hまm三

人と自然の会 脇tp：〃wwwnat伽鵬eum－sanδa．hyogojp／ind跳．b考㎜1h批p：〃wwwinfoPi乱ne古／c手脇吉e

発見工房クリエイト

貝
本
ス
ペ
ー
ス
ガ
ー
ド
協
会

h協pl〃wwwspacegu趾d．orjpノ

ロボカップ目本黍負会 hもtp：〃www邊na搬s．eng．o宮aka－u．自ojp／robocup巧no／

ウェアラブル環境構報ネット推遼機構 ht竜p：〃www皿powin．org／index－1ユt㎜1

科学技術への市民参加を考える会

原子力資料情報塞 htをp：〃㎝iojc臥即o．org

LPI－Japan h枕p：〃wwwy鵬妻tis．oojp／LPIJ／

日本技術者連盟 h枇p：〃www淋舶．oエjp／renmeiノ

ソフトエネルギープロジェクト

h銚p：〃wwwnet1apuもa．nejpノ山npo一畠ep／02．航㎜

平成・伊賀＠LAN h伐p：〃wwwiga．鵬．jp／ig盆工anノ三ndex．脇m三

アスクスネットワーク h榊：〃wwwa畠k畠．net／

国際糖報科学鶴会 ht古p：〃wwwjt吉k．胞q．鵬jpノ｛i舶／indexj，html

　NPOにとってのインターネットの重要姓は訂3．6　NPOと情報通信技術」

で述べたとおりである。多くのNPOは機関誌、広報誌等の発行とともに、比較

的安価で不特定多数からのアクセスが期待できるホームページによる情報の発信

に力を入れている。また、会員内の、あるいは、会員以外も対象としたメ〕リン

グリストの管饗運鴬によって、情報の交換や議論を行っているNPOも多いなど、

電子メールの黍ij用も活発である。NP0法人の定款では、総会の羽集は書面をも
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って行うこととされているが、インターネットの利周が少なくとも会員の閲では

一般化している状況の中で、会員各々に郵送するよりも、電子メールで一括して

送付した方が含理的であるとの意見もあった。

　そもそも、情報、通信を活動の前酬こ押し鎖している双P0が4団体あるなど、

今回調査した双POにっいては、インターネットの渚屑にカを入れている状況に

ある。

　申でも、今鰯調査したr平成・伊賀②㎜」は、2000年末から粥催されてい

る政舟主催のインターネット博覧会に「忍者研究館」という公武パビリオンを出

展している。代表者は「インパクは無名な人が有名になるチャンス。このホーム

ページを作ったのはこの人と、個人を前面に出したい。今までの経費は6万5000

円だが、何億円もかけるパビリオンには負けたくない。」と述べている冊。このよ

うに、NPOにとって、インターネットの潅周による憶報発信は、財攻面などで、

はるかに及ばない公的機関や大企業と対籍に渡り合う可能機を持った強力なツー

ルであるといえよう竈
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｛13）イ犬蓑寮者

　今観調査したN里Oの代表者は表4－15のとおりである。

　NPOにおいては、理事会、事務局、運営委員会などにより、組織的に運営さ

れていくことになっているが、少人数であることもあって、団体を代表し、その

業務を総理する代表者の考え方などに圖体の活動が左右される場含が大きいと考

えられる。また、歴史が浅いNPOにおいては、団体の創設宥や設立に深く関わ

った者が現在代表を務めている場合が多く、現在、互2鰯鉢の代表者が初代の代

表者である。婁た、その他に、創設者であり長年代表を務めた箭代表が亡くなり、

薪たな体制になって閥もないNP0もあった。このように今回調査したNP0の

多くが、代表者の交代を経験したことがないか、あるいは初めて現在建面してい

る圃体である。呈団体を除き、法人化により組織体制を整えるとともに、顯鉢の

継続性を鰯っているが、その上で、人が代わっても総織的な活動を展開していく

ための取り糠みが重要であると考え、組織的な運鴬・活動を課題としてあげてい

るものもあった。

表4－15　事例調査を紡ったNPOの代表者

擦井恐竜博物館後援会

代表理
事

（共同

　代表〕
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ソフトエネルギ山プロ
ジェクト

平成・伊賀＠㎜

（濠）王

2．

　年齢は2000年12月末翼在のものである。

備考欄のr壬初代1」は、現在の代表者がその圖偉の初代の代表者であるこ

とを示す。
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遂．3行政への要望

　　今園調査したNPOの行政への要望を表4一王7に示した。団体の運営一般に係

　るものなど多くのNP0に共通するものと、それぞれのN遭0の活動分野や活動実

態によって特有のものに大別できると考えられる。

（1）多くのNPOに燕遜する翼望

　鰯体の運鴬一般に係るものなど多くのNP0に共通するものとしては、次のよ

うな要望があった。

①NP0法で定める特定非営禾1」活動の12項目に科学技術関係の項冒の追加を要

　望。

②税制の優遇措蟹。特に寄付者の優遇措置を要望。

③助成の拡充。特に、イベンi・やプロジェクトに対する助成だけでなく、団体

　の管窪・運営費などに婚する助成を要望。

④事業委託の推進。

⑥助成や事業委託の長期約、安定的、言十画酌な実施。

⑥法人格敢得、毎年度の報告、助成瞭請などの諸孚続の摘酪化。

⑦総会の開催などに灘する会員への通知を電子メールで行ってもよいとするこ

　と。

⑧公務員のNPOに対する理解を深めること。

⑨NPOのネットワークが多くあり過ぎて混乱しているので、これらの関係を

　整理してほしい。

以上の各々の点について鰯単に述べることとしたい。

①特憲非営利活動への科学技術関係項目の適加

　　NPO法においては12項圓の特定非営刹活動が定められている。この王2項

　胃は、単なる例示ではなく、あくまでも限定列挙であり、この12項園のいず

　れか（複数でもよい）に該当しなければならない禍。

　　しかしながら、現荏のユ2項園の申には、直接、科学技術に関係した活動、

例えば、研究閾発、科学技術の振興などの項胃は含まれていない。このため、

　今圓調査した科学技術関連NP0の多くは、やや無翼をしてNPO法の特定非

　営利活動の中に活動分野を当てはめている傾向が見られる。

　　「ロボカップ同本委員会」及び「ウユアラブル環境情幸嚢ネットワ山ク掩進機

構」も、基礎研究などの分野を特定非営利活動に遣加すべきであると考えてお
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り、科学技術と生活全般の関わりがますます深まっている中、杜会への貢献の

面で極めて有意義な濫動である聯学技術の振興を図る活動」あるいはr研究

開発の推進を図る活動」などの項胃を、NPO法の中の特定非営剰活動に位鰻

付けることが望ましい。

②税徽の優遇措置

　　税制の優遇措餐については、「3．4　特定非営利活動促遼法についてjで

　述べたように、NPO法成立時の衆議院内閣委員会及び参議院労働・杜会政策

　委員会の鮒帯決議において、税制等を含め、その見随しについて、法葎の施行

　の胃から趨算して二年以内に検討し、結論を得るものとされている。

　　これらを受けて、趨党派の議員連盟、各政党、関係省庁、NPOを申心とす

　る民間などで、税制優週捲置を含むNPO法の見直しにっいての検講が行われ

　てきた。園民生活審議会総合企爾部会は法人制度の闇題とともに税制上の優遇

　措鴛について検詞を逮め、2000年6月21日に申闘報告を発表した。畠o2000年

　ユ2月には、NPOの税制優遇措置が与党税制改正大綱、大蔵省の呼成13年

塵税制改正の大綴」、続いて200ユ年1則こは呼成13年度税制改正の要綱」

　（平成至3年1月16嚢閣議決定）に盛り込まれたところである。そして、これ

　を基に「斑税特別措置法等の一部を改正する法律案」が政府から国会に提出さ

　れたところである肌。

　　その内容は、NPO法人のうち一定の要件を満たすものとして蟹税庁長官の

認定を受けたもの（以下ζ認定N　P○法人」という。認定の要件等については、

添付資料8参鰯）の活動を支援するため、次の3っの特例措置を講ずることと

　されている（平成13年至0月1實から施行〕醐。

　　・　個人が、認定NPO法人に対して寄附（その寄附をした者に特別の利益

　　が及ぶと認められるものを除く。）をした場合には、当該寄附に係る支出

　　金は、特定寄附金とみなして寄付金控除の適用を認める。

　　・　法人が支出した認定N　P　O法人に対する寄附金にっいて、一般の寄附金

　　の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範麗内で損金算入を認

　　める。ただし、限度額の著十算は、特定公益増進捲人に対する寄附金と含わ

　　せて行うものとする。

　　・　香目統又は遺贈により財産を敢得した者が認定N　P　O法人に斌して相続財

　　産等の寄附をした場合には、その者又はその者の親族響の梱続税等が不当

　　に減少する結果となると認められる場合を除き、当該寄附に係る財藤の循

　　額をその者の香目続税の課税価格の言素欝の基礎に算入しない。ただし、当該

　　寄附を受けた認定NPO法人が、一定期閲内に取得した財産を公益を屋的

　　とする事業の刷こ供していない場合等には、適用しない。
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　③NP0への駒成

　　　NP0への支援については、表4－16のとおり、環境・墓盤整傭などの支

　　援と随接支援があるとされている。直接支援には、補助金の交付、事業委託な

　　どがあげられており、これらは、NPOが行う事業が行政の定めた条件に適合

　　する場合に補動金を交付することや、行政が定めた事業をNPOが受託するこ

　　とに対して対価を支払うことである。したがって、これらには団体の一般管理・

　　運営費に対する助成は含まれていない。一方、環境や基盤の整備については、

　　不特定多数のNPOが活動を行いやすくするための間接的な支援策であり、NPO

　　に直接資金を出すものではない。ま彪、イ汕台NP0研究会は喘度の目的に応

　　じて一定の条件があり、それを満たす活動に対して助成が行われるということ

　　だ。そう考えれば、資金助成の大原則は運営費補助ではなく、事業費の補助で

　　あるべきだろう。組織の独立姓・自立牲を確保するためにもその方が望まし

　　い。」としている冊由

　　　このように、民間の自主的な活動を基本とするNP0に対して圃体の…般管

　　理・運営費を直接助成することは稽定されていない。仮に行うとしても、団体

　　をどのように選定するのか、どこまでを勤成の対象とするのかなどの騎題があ

　　ろう蜆

表4一ユ6　NP0支援における環境・墓盤整備と直接支援

環境・盤整整備 直接支援

資　金 ○活動に関する税の滅免 ON翌Oへの助成金、補幼金制度の
○市民・企薬によるN夢Oへの資金 翻設、魏存補幼金の改警

還流を増やす方策（NPO寄付に ○NP0への事業委託の拡大

関する税の減免、企業によるNP0 ☆NP0との協働の捷進に関連
支援促進制度）

○金融機関（民闘・公酌機馴の
㌶POへの融資拡大を図る徽度

人　材 ○教育課程でのボランティア活動 ○人栃曹成のための砺修講座の開設
の重視 ○XP0への人材の派遣、出向の実

○大学等におけるN翌0マネ］ジャ 施

一育成コ」スの設定

○NPOへの出向やボランティア休
暇制度の普及

糖　報 ONP0に関する統計の整備 ○NPOの個別憤報の整理・公開
○双翌Oの個男■備報の収集のための ☆民間NPO情報機関による情報公
制度整備 開の支援

組　織 ○法人格制度 ○組織化方法の技術支援（紙織化ノ
ウハウ、法手続指導〕

拠　点 ○公共機関、企業縛の施設解放の ○会議室の貸出、事務所の提傑

促進

資料1凶岡義典編著脳PO基礎講醐（ぎょうせい、豆997年、p．至75〕
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④事業委託の推遼

　　調査研究事業を含む事業委託の推進にっいては、行政冒的達成のためにも、

　行政からNPOへの支援、さらには行政とNP0の協働を図るためにも、有効

　な手段と考えられる。ただし、委託する調査研究テーマや事業殉容にふさわし

　いNPOを対象とすることが必要である。

　　また、r3．2（1i）法人格の敢得嚢由」で述べたように、NPO法人が法人格を

　飯得した理南の大きなものとして、委託事薬がうけやすくなることをあげてい

　る。一般に、NPOや市民活動団体といえば、いわゆる「ボランティア活動」

　による無報酬の奉仕活動がイメージされるが、NPO活動における無報酬の活

動が占める害1」合は、団体によって大きな幅がある。無報鰍のボランティア活動

　のみに類るこ二とには隈界があり、さらなる活動を展開していくためには、スタ

　ッフの人件費、事務経費、施設整備費などの資金が必要となる場合が多く、NPO

の設立胃釣に沿いつつ、活動のための資金を得ることができる事業受託はNPO

にとって大きな魅力であると考えられる曲

⑤助成や事業委託の長期釣、安定的、計画的な実施

　　助成や事業委託を計画的、長期的、安定的に行うことについては、まず、事

　業の実施が年度後挙にずれこ二むことが多い点が指摘されている。これは行政の

　予算事務手続きを改善し、なるべく畢い時期から事業に着手できるように努力

　する必要があろう。長期的、安定的な事業の実施については、NPO側から見

　ると収入の安定的確保の点から大きな間題であるが、行政側としては、尊年度

　会言寺を原貝1jとすることから困難な面があろう。しかし、複数年にわたり計圃さ

れたNPOの事業を補助事業として採択すること、実験教室などは年離十圃を

策定し、一一括して助成の対象とするなどにより、より言千圃的、長期的、安定的

　な支援が可能になると考えられる。

⑥諸手続の簡略化

　　諸手続の簡路化のうち、申請時の提出書類の見直しについては、経済企圃庁

　がNPO法人の所轄序（経済企画庁及び各都遺府県知事）に対して行ったアン

　ケート調査によると、6割弱に当たる27の所轄庁が欄路化すべきと答えてい

　る舶。国民生活審議会総含企廼部会中間翻告においては、この調蛮結果をあげ

　るとともに、rまた、法の趣旨からも、できるだけ簡易な手続きで法人絡が取

　得できるようにすべきである。申請季続きが必要以上に煩雑であると、かえっ

　て団体側に認証に対するrお墨付き」意識を生む可能牲もある。jとしている。

　さらに、嗣中闘報告では、経済企画庁がNP0法人に対して行った調査による
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と、6審茗弱（59．4％）のNPO法人が現状の提出書類でよいと肯定的にとらえ

ており、一定の評偶はなされていると考えられるとしているが、さらに実態を

みながら検討していくことが必要であると繕論している舳。

⑦電子メールによる総会癩催通知

　　総会については、通常、NP0法人の定款に、定款例に従ってr総会を招集

　するときは、会議の舅時、場所、濱的及び審議事項を記載した書圃をもって、

　少なくとも5日前までに通知しなければならない。」髄と記載されている。

　　現在、会員が蛇較的少ないNPOでは会員寿目亙の連絡をインターネットによ

　っている場含が多いと考えられるが、会員が多数にのぼるNPOでは会員全て

　がインターネヅトを利用しているとは限らず、インタ』ネットのみで公式な連

絡を行うこ1とは顕難であろう。また、インターネヅトを用いた通イ奮におけるセ

　キュリティの確保などの技術的な閲題もあるうえ、インターネットを利用で巷

　ることを社員の条件とすることもNPO法の趣費から適当でないと考えられる。

　したがって、技術的な課題が解決されれば、郵送等による繋面での通釦とイン

　ターネットを利用した通知を併用していくことも考えられる血

⑧公務員の猟POに対する理解

　　公務負のNP0に栽する理解を深めることについては、今圃の調査では主に

　地方公務員に向けられたものである。この点にっいては、今回調査した三重県

庁において職員を対象としたNP0研修を県内各地で20園に分けて実施した鋼

　があるほか、r葉京都ボランティア・NPOとの協働に関する検討委員会」もゴ行

　政にとっての課題」の一つとして、訂職員は、ボランティア・NP0に対する理

解を深めていく必要がある。行動原翼、収益構遼、受益圏、受益層などに違い

　があることを十分に認識することが重要である。」としている榊など、都道府県

　レベルの対応がみられる。国家公務員を含めて、公務員のNPOとの関わりは、

今後増大していくと考えられ、適切な両者間の関係の構築、NPOの発展のた

　めにも、公務負のNP0に対する幾解増進が必要であろう。

⑨NPOのネヅトワークの整理

　　これは1昨今のNPO法人制度の整備、インタ∵ネットの普及により、様々

　なNPOのつながりができて、情報が混乱している状態からきた要望であると

　考えられる。特に、rインターミディアリ（圭n七er鵬diary）jと呼ばれる、サポ

　ートセンターなどの団体（これもNPO）の活動が活発化していることも影響

　しているのではないかと考えられる。『インターミディアリ」とは、正確には

伸介や媒介する機能であるが、この機能を握う組織や個人がfインターミディ
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アリ」と呼ばれている。チインターミディアリ」には、大きく2種類あり、一

っは、協会型の組織で、利審、関心事の一致した搬Oが集まって、共通の買

的を遂行するために組織されたものである。社会福祉法人がその例である。も

う一つは、NP0とNPOに金銭、物晶、情報などの資源を提供する組織・姻人

の閻を媒介する組織で、コミュニティ財団、ユナイテッド・ウェイ（貿本の共

同募金会にあたる、米璽の共同募金システム中最大の組織冊）などがあげられ

る舶。これらの紙織は、全国的なN逼Oのサポートセンター、地域のサポートセ

ンター、制痩改正を目指す団俸など、多く設立されており、NP0や個人に対

して様々な憶報を発信しているとともに、NPOからの棉談受付、講師派遺、

人材開発、ソフトウェアの錦発、NP0関連の政策提書など、多岐にわたって

NP0の支援を行っている。一方、似たような団倭があり、なかなか敢捨選択

ができないという薗もあると恩われる血しかしながら、各NPOどうしの横の

つながりを基本とするこのような活動に対しては、NP0自身でどのようなネ

ットワークを築いていくかを考えて行く必要があろう。行政がタッチすること

はN邊0の自主姓の点からも難しく、また、全てのネットワークを細握し、公

平に敢り扱うことは行政であっても不可能である。むしろ、NPOのネットワ

ークを評餓し、わかりやすくするというような潜動もNPOの手で行われるべ

きものであろう。

｛2）NPOの活動分野や活動糞態によって縛有の嚢望

　それぞれの猟遭Oの涛動分野や活動実態によって特有のものについて、その主な

ものを科学技術行政との関連で整理すると、次のとおりであった。

（科学技術の理解増進）

・　実験教室に対する助成は、外部講師への謝金などが対象になっており、団体内

の内部講帥等（会員）により実験教室を行った場合は対象にならない。これを助

成の対象としてほしい。

（自熊な研究の場の提鋲〕

・　自前の研究施設を持ち、研究拠点として機能するNPO、すなわちNPO型研究

所の実現に献すての支援を望む。

・　競争的研究資金の獲得にNPOが参加できるようにしてほしい。

・　災害救助シミュレーターなど公益性があるソフトウェアについては、その開発

や地方公共団体への導入に対して国から助成してほしい。
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（政策策定への参加）

・　行政などからコンセンサス会議の運営をNPOへ委託してほしい。

・　行政が発行する広報誌などで、ニコンセンサス会議など科学技術への市民参加の

考え方を発表する機会を与えてほしい。

・　国の政策にNPOなどの意見を反映してほしい血

・　求められた憶報は搬してほしい。

（技術者の育成）

・　技術著認定試験について、何らかのいわゆる「お墨付きjがほしい。

（技術の普及）

・　公益に資する新技術の繋及のため、助成金や無黍1j子融資などの纏済的支援、ア

　ドバイザー制度などの制度的支援を創設あるいは充実してほしい。

表4－17 事例調査を行ったNP0の行政への要望

畷　　俸　　名

福丼恐竜博物館後援会

人と自然の会

発尻工房クリェイト

員本スペースガード協
会

1
2

3
4

　　　　　　　　　行政への要望

　NPO法人に関する申請、幸憂告などの事務処理が大き
な負麹である。簡路化してほしい。

　企業から寄付をしてもらう場合の企業側の税靭1の優
遇措霞を設けてほしい。

　法人化の手続きをわかりやすくしてほしい。

　NPOの横のっながり、ネットワークが多くあり過ぎ
て混乱している血県がこれらの関係を整理して、話し
合う機会を設けてほしい。

　助成の手続きもシンプルにしてほしい。

　予算事務の関係で、公的機関からの委託は11～12月
頃から集申してくる邊年度中まんべんなく行うように
してほしい。

委託事業はできるだけ単発的なものではなく長期的・

安定的なものを。

玉．実験教窒に対する蛎成は、夕螂講師への謝金などが
　対象となっており、工房内で内部講師等により実験教
　室を行った場合は対象とならない。國体の運営に対す
　る助成が必要である。

2．長期闘を対象とした活動に対する助成が少ない。

　美星スペースガードセンターの観測者の給与はかなり
低いレベルで間題となっている。また、近隣に美星町立
の天文台もあり、見学者が訪れることもあるので、專務

と規学者の対応ができる人員を充実させたい。これらに
対する支援をしてほしい。
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ロボカップ胃本委員会

ウコニアラブル繋境惰報ネ

ット推遼機構

科学技術への市民参カ竈

を考える会

原子プ〕資＊斗干脊幸轟室葦

LP夏一3纈pan

周本技術者連盟

ソフトエネルギ］プロ
ジェクト

玉、N違0型概究所の実現に向けて支援してほしい。

2．税制の優遇捲驚を認めてほしい。

3．競争的研究資金の獲得にN邊Oが参加できるようにし
　てほしい。

4．幾っかの自治体が災害救助シミュレータ』の導入を
　検討しているが、このようなシステムの鰯発・導入に
　隷する園の助成が望ましい。

5．会言寺処理、法偉闇題の解決などは専門家に依頼する

　必要がある曲これに要する費用の支援をしてほしい。

6．役黛や会員への通知は郵送することになっているが、

　電子メールでも可としてほしい。

！．技稚NP0を育てていくという考えを持って、競争酌
研究資金を含め、政府や政府系法人からの資金が流れ
やすいような環境を整備してほしい。

2．N夢O法の特定非営利活動に研究開発などの分野を入
　れてぽしい。

2
3

　一般的に、NP0に対する税徽などの支援が充実する
ことが望ましい。

　行政などから会にコンセンサス会議の開催を委託し
てほしい。直接委託ができないのであれば、受託した
シンクタンクなどの機関の手伝いをさせてほしい。

　行政が発行する広幸良誌などで、コンセンサス会議な

ど科学技術への市民参加の考え方を発表する機会を与
えてほしい。

　原子力政策については、円卓会議、原子力長期計懸
策定会議の委員との斌話などの機会を通じて意見を表

明してきたし、また、原子力長期計画案に対する国民
からの意見募集でも撤退を求めるものが多かったはず
であるが、このような意見を諦画や政策に反映すべき。

　求められた焙報は閨してほしい。

　NPO法人への寄付に対する税制の優遇携置を講じて
ほしい。

ユ．L量nuXの普及にっいていろいろとサポ山トしてほし
いが、特に、技術者認定試験については、イ琢らかのいわ

ゆる訂お墨付き」がほしい。そのために付帯条件がイ寸く

としても、独nuxの基本的な考え方に合うものならば受
け入れたい。

2．今後は、Linuxの分野でどのくらい貢猷できるかが
De賄otoSもand肌dになる。例えば、公的な研究所がLin㎜

の改醤に貢献し、それによって評価を得ることも望まし
いことである。

現在のところ特になし。

1　国や県が市民狽1jの企画に鶴力するという仕纏みをつ

　くってぽしい。
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平成・伊賀＠独N

アスクスネットワーク

観際情報科学協会

2．管理・運営費に対しても助成してほしい。

3．ソフトエネルギーや省エネの普及を進めるに当たっ
　て、助成金や無利子融資制度などの支援制度をっくっ
　てほしい。

4．行政で、例えば地球温緩化防止アドバイザ山のよう
　な制度をつくってほしい。

5、普及啓発専用車の闘発や購入に対する支援をしてほ
　しい皿

6．寄付を行う者に対する課税の優遁措置を設けてほし
　い。

7．市鼠共同発電所で発電した電カの買い取り価格を」二
　げてほしい。

　県や市町村の職員虜体がNPO法人について理解を深め
てほしい。

　籍にないが、非鴬利活動だから安く議け負えるわけで
はない。

　柵SL（x　l〕igi滅Suも呂αiber　L圭ne）など情報遇信技術

の分野で周本は立ち遅れている。

　ごのような新しい技術が世の申に広がっていくとき、

混乱しないように支援するセンターが必要であるが、こ

れはNPOの業務として適している。これらの対する対応
が必要である。
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5行政におけるN更0関係の敢り縄み

　地方公共団体、團等の行致機関においても、これまで、様々なNP0に関係する

敢り組みを行っている。今国の調査の結果も含め、その例を紹介する曲

5．王錐方公共団俸におけるN　P　O関係の取り組みの例

　　NPOは、福祉やまちづくりといった、地域密着型で地方公共団体に関係が深

　い分野をテーマに掘えているものが多く、都遺府県や市町村ではボランティア対

　応策などと併せて、NP0に対する施策カ漣みつつある。特に、王998年12月の

　服0法施行以来、経済企圃庁（現在は内閣府）に加えて各都道腐県が所管序と

　なり、NPO法人椿取得のための申言着受嚢、審査、認証といった凄務を行うこと

　　となったため、都道府県においては体制の整備等が進んでいる。

　　1999年度に経済企繭序が行った調査によると（渤答数は都道府県41、人口10

　万人以上の市1填7、東京特男枢10、計夏98で複数測答）、地方公共蘭体のNPO

　への支援策としては、r情報、意見交換の機会の提供」（74団体）、r檎助金によ

　る援助」（7ユ団鉢）、r研修会、議座等の実施によるリーダー育戒、技術習得等の

　機会の提供」（70団体）、場所や物晶、機材等の提供」（6遂団体）などが多くなっ

　ている蛆皿。

　今圓、三重爆生活部生潅課のNPO室に対して、同県のNPO施策について聞

き取り調査を行った。三重祭NPO室からの蘭き取りを基に同県の敢り繊みなど

を紹介する。（添付資料9参買賀）

　同県においては、県庁がNPO施策の捷進に乗り磯す効から商民播動は行われ

ており、長年にわたって行政に対しても声を出してきたが、打政側は十分耳を傾

けなかった。一方、県は仕事を抱え込みすぎ、財政も逼迫していた。そのような

巾で、1995年4月現知事が就イ壬し、県の姿勢は腺はここまでしかできない。

あとは県民と一緒にやっていこう。」というように変化していった。

　そして、1997年度から、全国の都道府県の申で初めてNPO担当のポスト（NPO

推進監及びNPO担当主査）が設置され、現在のNPO室の室長と主幹の2名が

就任した。繭名は県内の数多くの市民団体と接触したが、市民団体側の反応はゴ今

さらなんや」というこれまでの行政側の無関心を摘摘するものが多かった。また

同時に、NP0損当者の出現で行政の理解が進むことを期待しているという反応

も多かった。このような反応を受け止めた上で、「県は行政の持っ資源でイ貝1魎か

ら支援するのでいっしょにやろう」と浮びかけを続け、市民顕体側とのいわばr顔
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つなぎ」を続けていった。県庁内では、1997年7月末から、県序職員響（県民

局などの出先機関を含め係長以上の県職員約3千3百人及び一般市民）を対象に

したNP0研修を燦内各地で20回に分けて実施し、職員の認識を高めていった。

　このような県の姿勢は、1997年王O月から2010（平成22）年までを計画期闘

とする県の総含計画『三重のくにづくり宣言」で示された。この喬寺画は、生活者

起点の県政の推進を調っており、r県民ができることは県民がやる。県民はお客

様ではない。行攻は情報公開するのでいっしょに考えてやろう。」との考え方を

打ち出した。

　このような考え方1こ基づいて、1998年度から全国の都道府県の卒で最初のNPO

室を設霞し、5名の職員を配置したほか、県内7っの県民局に謙8名のNPO麹

当を酉ヨ置した。続いて、同年度に市民活動を促遼するためのr三重県市民活動セ

ンター」を魔設した。同センターの運営に関する事項は市民活動に興妹を持って

いる市民が任意に集まったr三重県市民活動センター運営委黛会」によって決定

されている。この方式はr公設協働型」と呼ばれ、三重県独自の方式として市民

活動センターの一っのモデルを示している。このセンターは、記帳されている分

だげでも、毎月およそ延べ200団体、1200人以」ヒが刹用している。市民活動セ

ンターは禾媚者も多く、県民からの評半1jは良いとのことであり、NPO室として

は、常に燥民に目けるように努力している姿勢は理解してもらっていると思って

いるとのことである。

　さらに、同年（互998年）、NPO法施行条例と市民と行政の協働のあり方につ

いて検討する£みえNPO研究会」を設置した曲委員の構成はNP07名、企業3

名、渠議会議員3名、大学教授2名、行救7名、NPO有識者遂名の計26名（会

長は40代）で、1王月までに8厨開催された。こ1うした試みは全1蓮初ということ

もあり、第ユ回研究会には果内外から3⑪0人以上が参加し、研究会は公襯の」ヒ、

インターネットで精報を溺示しながら遼められた。県はこの研究会が作成した条

例案をそのまま県議会に提出し、全会一致で条例が成立した。また、研究会は同

時に7項目からなるrみえパートナーシップ宣言」を発表した。なお、研究会に

参カ買した県民は延べ至500人、議論に費やされた時間は王20縛懸を超えた。

　1999年度には、県内の帝民活動センターの情報を一層充実させるためのr市

民活動憶報ネットワーク構築事業」についての企翻提案を募集し審査した結果、

県内のNP0法人が選定され事業を受託した。

　2000年9月時、熱で、三重県の人口当たりのNPO法人数は東京都に次いで第2

位である。

　県（NPO室）は、企画の立ち上げなどには直接関わることもあるが、なるべ

く市民側の自主的な活動の側函的な支援に移行していく考えである。市民活動セ

ンターの運営そのものも、いずれは市民の手に委ねたい、というのがNPO室の
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考えである。

　東東都のNPOに対する敢り組みも早く、1996年に東京のNPOの実態調査の

結榮などをまとめた「行政と民閥非営利黎体（NPO）一東京の猟邊Oをめぐって

一jを公表している。

　また、猟P0淡が施行されてから1年余り経た2000年3別寺一崇で、都内市民活

動鵬体の法施行後の現状と課趨を把握するため、2000年2月末までに東京都に

設立登記完了届けを提出レたNPO法人と、都内に事務所を鴛く任意団体の市民

活動団体を対象に行ったアンケート調査を敢りまとめたr特定葬営禾1脂動促進法

施行後の布民活動の現状と課題に関する調査」を公表している。

　さらに、東京都が、行政とボランティア州P0との協働を促進していくため

に、1999年5月に設置した学識経験者、市民活動関係巻、行政職員呈3名で構成

される峡東都ボランティア州POとの協働に関する検講委員会検討委員会」

が、今後、東京都が市民活動との協働を推進するに当たっての非旨針となるべき事

項について検討した成果である「「協働の捲進芋旨針」策定への提奮」を2000年10

肩に公表した。ボランティア・NPOに関する現状分析では、東京都が行ったζ特

定非鴬利活動促進湊施行後の市民活動の現状と課題に関する調査jの結果を用い

ている。

　2001年2月23員現荏、東京都においては958圃体からの串請を受理し、この

うち、審査を終了した787団体について法人設立の認誕をしている。この認証停

数は、内閣府の296件、大阪府の2独停、神奈川県の229件を大きく弓1き離し、

全頭最多である91。

　また、神奈」1煤は1996年遁月に、市民活動やボランティア活動の総含酌支援

施設として「かながわ県民活動サポ山トセンター」を設置している。このサポ㎞

1・センターは横浜駅の近くのかながわ県民センターの5フロアー以上を占めてお

り、交流促進、活動支援、槽報鐙供、調査研究、広報、災害ボランティア支援な

どを行っている血臭体的には、会議室、ミーティングルーム、アドバイザーが梱

談に応じる禰談コーナー、文献やインターネットによる情報収集ができる情報コ

ーナー、展示コーナー、各グループが無料で利嬬できる432個のレターケース、

有料の印刷機・二・ピー機などを備えたワーキングコーナー、大50個・小2豆0個

のロッカーなどがあり、利用時間は勤労者も利用しやすいように午前9時から午

後10縛（相談コーナー及び情綴コーナーは午後9時）までとなっている。前述

した、且998年に開設されたに重県市民活動センタrは、この「かながわ県

民活動情報センタ1が参考となっている。
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5．2国におけるNP0関係の敢り縄み

　　園のボランティア関連の取り組みにっいては、添付資料工Oに示すように、ユ99θ

　年代になって活発化してきた。1995年1月の阪神・淡路大震災の救援活動では

　ボランティアの人逮による活動が注胃され、その直後の2月3胃にはζボランテ

　ィア聞題に関する関係省序連絡会議」が設蟹された。この連絡会議は、rボラン

　ティアや市民公盤団体が行う公益活動の支援を行うため、ボランティアや市民公

　益圃体に関する制崖等の諾閲題にっいての検討を行う関係省庁連絡会議」として

　設鐙され、総理府、響察庁、総務庁、経済企画庁、環境庁、慶土序、法務省、外

　務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労

　働省、建設省、自治省の18省序の課長クラスから構成されていた。事務局は縫

　済企繭序国民生潜周生活政策課であった。ボランティアや甫民公益団体の実態を

　把擢した上で、布民公益圃体の法人格取得、ボランティアや市民公益団体の公益

　性を擾燥する法的枠艦み、ボランティアや市民公益団体に対する支援方策などが

　圭な検討課題としてあげられていた。その後、各政党や布民翻倭などの動きによ

　って、呈998年3月に現荏のNPO法が議員立法として成立したところであるが、

　この連絡会議の構成省庁のボランティア等関係施策が経済企繭庁国民生活局によ

　って取りまとめられてきた。それによると、2000年度のボランティア等関係施

　策の予算額は15省庁で計上されており、対前年度5．豆7％増の34，O遂5酉万湾で

　あった（内数表記など未確定のものは含まず）。最大は外務省の9，724百万円、

　次いで文部省の5，306酉万円であった醜。また、200王年崖概算要求額は34，360

　百万円となっているo圃。また、関係省庁のボランティア関係の取り綴みの例を添

　付資料1王示した。このぽか、経済企画序をはじめ、労働省、自治省などがNPO・

　ボランティア関係の調査を行っている。

　　また、1997辱至呈月、第52回国際連合総会において、識が碩の提案に基づい

　て、至22カ題の共同提口墨題を得て、2001年を訂ボランティア慶際年」とするこ

　とを宣言する決議が採択された。我が園政府においては、王999年5月に経済企

　圃庁を事務局としてrボランティア国際年に関する関係省庁等連絡会議jを設置

　している。

　科学技術行政にっいてみれば、科学技術庁は「ボランティア間魑に関する関係

省序達絡会議」の構成嚢に含まれておらず、ボランティア等関係施策にも群学技

術庁の事業は含まれていない。甘順義典氏は、チボランティア闇題に関する関係

省庁連絡会議」に科学技術庁が入っていないことや、ボランティアに関連しそう

な科学技術序の施策がほとんどないことをあげ、r歴史的に観れば、科学も技術
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もむしろボランティアの取り組みの中から生まれ育った。それが産業化し、頭家

の施策にまで発展したわけだ。そのことを思うと、今の科学技術政策にボランテ

ィアの視点がないことは、何とも淋しい」と述べている眺。

　しかしながら、科学技術振興事業団（以下ば鮒」という。）による草の根団体

の実験教室の支援や、原子力政策におけるN員Oの参カ買、さらに、2θ00年に発表

された平戒12年版科学技術白蕃においてNPOに関する記述がなされ、「科学技

術にかかわる活動を術うNP0やNGOがその活動を活発化し團民生活に密着し

た科学技術活動を行っていくこ二とによって、科学技術に対する国民の意兇の集約

を図り、科学技術行政における意思決定に射してそのような意見を反映させてい

くことが期待される。」と述べられているなど、科学技術行政においても、NPO

に対する理解と期待は徐々に進んでいると考えられる。

　特に鵬丁は、科学技術豫解増遼奪業において、科学技術の魅カを科学実験、科

学］二作の体験を通じて多くの寿少年へ伝えることに精通した人であるrサイエン

ス・レンジャrの登録・紹介等による実験教室の支援、科学館などの整備、関

連イベントの開催などの取り組みを行っている。その申でもいわゆる草の根の実

験教室を支援するため、1999年度から実施している「実験教室讐支援事業」は

NPOの活動への支援も意識した事業である也初年度は82件（参カヨ人数約2万6

千人）に対して支援が行われており、そのうち7件がNP0法人主催に対する支

援である肪。この事業の概要は添付資料12のとおりである。

　また、J鮒は、民聞団体が行うロボット競技会など、草の根の四ボット活動に

対する支援事業も行っており、今圓調査したNPOであるr寝ボカップ實本委員

会jにも支援を行っている。

　このほか、圏凶県美星村に科学技術序の補助金により（財）胃本宇宙フォーラム

が設置した字宙デブリ等襯測施設『美星スペースガードセンタrの襯測運用を

今圓調査したNPO　r目本スペース・ガード鶴会」が受託している例もある。
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6群学技術行政とN蓬Oの関わりのあり方についての検討

　今回の事例調査の結榮等を基にして、科学技術行致とNPOの関わりがどのよう

にあるべきかを科学技術との関連に着實しっっ、検討することとする。

　また、現在、政府は、科学技術の振興に関する施策の総含約かっ計画的な推遼を

図るため、2工世紀初頚の2001年痩から5ヶ年閲を計魎期閥とする新たな科学技術

基本談画の策定を進めている。この計画の策定に当たり、科学技術会議は、内閣総

理大臣からの諮鰯に対し、r諮闇第26号r科学技術基本計画にっいて川こ対する答

申j（2000年12月26目）（以下r答申」という。）を答申したところである。科学

技術行政とNPOの関わりを検討するに当たっては、こ1の答申も参考とした。

6．1科学技術の理解増進

　　今回、科学技術の理解圭曽進関連のNPCとして、r福井恐竜榑物館後援会」、r人

　と自然の会」及びr発屍工房クリエイトjの3っの団体を調査した。また、研究

　者を牢心とするNPOである訂目本スペースガード協会」及びrロボカップ胃本

　委黛会jも科学技稚の理解増進に関わる活動を行っている。

　　答申においては、科学技術振興のための基本的考え方の基本方針の一つとして、

　　ζ科学技術の振翼には国民の支持が欠かせないので、研究者や技術考が自らの責

　務として、科学技術の意義や内容を分かりやすい言葉で発信するとともに、科学

　技衡に対する霞民の理解を深め、国民が科学技術や社会を巡る課題に関Lて、科

　学的・合理的・主体的な芋1漸を下していく上の基盤の形成を図る。」蝿という一歳を

　あげており、研究者などによる購民の科学技術の理解増進活動を重視している。

　このような方鎌を実施に移していく上で、N碧0が様々な役割を果たしていくこ

　とが期待できると考えられる。

　　上にあげたNPOにっいての調査を基にして、博物館や科学館の活濡、支援と

　科学実験教室の開催、張究者を学心とする科学技術理解増進活動の3つの視点か

　ら、NPOに期待される役害碧などを検討する。

｛ユ）簿物館・科学鍍の濡擢・支援

　　今濠、博物館、科学館の活周、支援に関わるものとして2つのN声Oの調査

　を行った。

　　答申においても、科学技砺に関する学習の振翼の一環として、r幼児類から

　高齢者までの社会教育においても、高等教育機関や博物館・科学館等を活濁し

　て、科学技術の基本原理や新たな動向などについて翼妹深く学習できる機会の
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拡充とその内容・指導の充実を促す。j醐としており、博物錐・科学館等の活周

をあげている曲

　今回調査したNP0の一っ「人と自然の会jは、兵庫県立人と自然の博物館

のボランティア団体を母体とするNPOであり、博物館との連携のもと、自主

的に博物館における俸験型イベントなどを行っているほか、館外における学校

との連携も進めている。

　この博物館の研突員であり、鱒物館のボランティアコーディネーショングル

ープのメンバーである八木剛民らは、博物館におけるボランティア活動のシス

テムを、博物館がメニューを示して研修を行いボランティアがそれに従事する

「お手伝い型」と、ボランティアの負主的な企画運営に姪せる『自立型」に分

類し、渚動内容は同じであっても、ボランティア自らの活動の一環として発生

し、紘大してきたF自立型」の方がボランティアのモチベーションが高まると

している鯛。

　訂人と負然の会」は、博物館等の職員が事務局となって活動を企画していく

ようなrお尋伝い型jではなく、強自に法人椿を有し、自主的に活動を企固・

実施するζ自立勤のシステムによって活動を行っている。NPOであるr人

と自然の会」嫉■」としては、会の運営や活動の企衝・実施まで全て負分たちの季

で行わなければならないという面はあるが、八木氏らは、簑らの企蔵の実現の

場、つまり効果酌な自己啓発、生涯学習の場として博物館を十分に活周できる

ようになったというメリットがあると指摘している鵬由一方、博物館偵1jとして

は、独立した法人であるボランティア団俸と対等に付き合わなければならない

という一種の緊張灘係が生じる面があるが、同氏らは、博物館側のメリットと

して、良きパートナーとなる市民を身近な存在として獲得で書たこと、ボラン

ティアの主催事業によって館の普及教育事業のメニュ］が大きくふくらんだこ

と、「お季伝い型」に必要なメニニュー開発や事務処理コストはほとんどなく、

企両のサポートという点での博物館の負麹がかなり軽くなってきていること、

ボランティアの事務局業務を職員が行う必要がないことをあげている1o皿由しか

し、このような関係が有効に機能するためには、ボランティアの側と博物館假1」

の双方が十分に議論を尽くして、信頼関係を築くことが第一であると、r人と

嘗然の会」、八木氏共に指摘しており、博物館イ員1jでは異動が少ない研究員が当

初より主体的に対・応したことも成功した要因であったとしている1o1。また、こ

のようなシステムの潜動が軌遠に桑るまでに数年の期閥が必要であったとして

いる。

　博物館等のポランティア纐織や支援紙織のあり方には様々なものがあると考

えられるが、多くは任意団体であると恩われる。字には個人会員と家族会員を

合わせて8千5百近くもの会員がいる1茎泣科学博物館友の会のように財鰯法人
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となっているものもある。しかし、ボランティア活動を基本とすることや、法

人格の取得しやすさなどから考えると、NP0法人となることは、このような

団体の組織化の有力な季法の一つと考えられる。また、今回調査した礪井恐

竜鱒物館後援会」は、博物館を支援するボランティア活動を目指すとともに、

友の会の一種と考えられるrダイノメイト」の運営を行っている血このような

樽物館讐から組織的に独立したNP0の活動は、市民自らが、博物館等と利周

者である市民を結ぶ橋渡しを行う機能を果たしている。このことは、布民を巻

き込んで博物館等の利摺を活性化させることにもつながり、科学技術に関する

学習の振興の上でも、一っの有意義な形であると考えられる。

　このような事例は2001年に臨海菌1j都心（東京都江東区曽海）にオープンす

る日本科学未来館をはじめ、他の樽物鏑・科学館等におけるボランティアや友

の会のあり方の参考にもなると考えられる。

　兵庫県では、中学2年生が1週間程慶学校を離れ、地域の中で仕事を体験す

るrトライやるウィークjという独自の制痩があり、県立人と自然の博物舘は

8グループ48名を受け入れていた。NPO法人の「人と自然の会jも1999年

から勇1」に1グループ6名を受け入れている。準備段階から実施に至る裏で申学

校の先生と綿密な打ち合わせを行い、その際に築いた関係から、将来は中学校

全体が校外学習を行いたいとの申し入れが博物館や会にあった。このような、

学校と博物館等、そして博物館等に関わるNP0とが連携して子ども達の学習

を遼めていくという事例は、文部科学省が教育改革の全体像を示すものとして

決定したr21世紀教育薪生プランjにおける7つの柱の一つである訂多様な

奉仕・体験鱈動の促進」とも関連して、注目すべきものと考えられる。

（2）科撃案験教嚢等の闘催

　　子ども達が参加する科学実験教室等の開催を通じて科学技術の理解増進を目

　指す災POとしてr発見工房クリエイト」を調査した。

　　答申では、科学技術に関する学習の振輿策として、ゴ初等中等教育において

　は、子ども自らが如的好奇心や探求心を持って、科学技榊こ親しみ1冒的意識

　を持ちながら観察、実験、体験学習を行うことにより、科学的に調べる能力、

　科学的なものの見方や考え方、科学技術の基本原理を体穐できるようにする。一

　醐とし、子ども達が行う観察、実験等をあげている。

　　また、鳥取大学教育学部の杉本良一氏は、ノj・学校6年生364名（うち有効回

　答348名）に対して理科実験・観劉こ関する小学校の工どソ］ド記憶について

　調査している。その結果、理科嫌いあるいは麗科が不得意だと考えている子ど

　もは、記憶しているエピソードの数が少ない可能催が考えられること、否定的
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なエピソードをあげた子どもに璽科嫌いが多いものと恩われることなどをあげ、

　ゴ小学校や字学校の理科実験・観察において、肯定的なエピソード記憶を持つ

ことが将来の科学的な屍方や考え方を育てる上に重要な役審碧を果たすと考える。

そのためには理科教師は準備が面倒でも、いろいろな楽しい実験・観察を工夫

することが大切である。jとしており王皿品、興暖を持って楽しみながら行う科学

実験教室は子ども達の肯定的なエヒツードづくりに大いに貢献する活動である

といえる。

　このように、科学技循に関する学習の振興の面では、学校教育における対応

とともに、科学や嘗然に特に関心が高い小中学生に対して、学校教育ではなか

なか実施できないような実験、観察等の指導を民闘団体であるNPOが行うこ

とは、意義があることと考えられる。科学技術行政としては、渚動を実施して

いる団体の実態を踏まえ、このような活動に対する支援の充実も検討していく

べきであろう。

　科学実験教室を行っているζ発見工房クリコ・イト」の場合、設立直後から財

政的に苦しいことが最も大きな課題である。実験教室受講着には年会費2，o⑪0

円、1回の参カ罧費4，000円の費用を徴収しているが、受議者の憲員が2⑪名で

あり、1ヶ月に1回程痩の関催回数なので実験教室鰯催による紋入は限られて

いる。そこで、民閥財団、JST、地方公共団体などの交援を受けているが、財

攻は厳しい状況が続いているとのことであった。

　「5．工　團におけるNP○関係の敢り紙みjで述べたように、駆にJ搬の

科学技術理解増進事業において、r実験教窒等支援事均のようなNP0の活動

への支援も意識した事業が実施され、NPO等に活周されているが、NPOサイ

ドからは、さらに活周しやすくするための要望や縫案もなされている。これら

の事業については、今後、拡充や見直しが検言寸されていくと思われるが、その

際には、NPOからの要望等も考慮した上で、より一層使いやすい制慶にして

いくことが望まれる。融寺に、希望する団㈲こ事業に関する言羊しい情報響を継

続的に発信するメーリング・リス1・の開設、既存のNPO関係のメーリング1

リスト等の情報網の活用などにより、サイエンス・レンジャー剣度や科学技循

ものづくり指導者講習会などの事業の普及も含めて、広く支援情報を発信して

いくことが望まれる。

　さらには、地方公其団体などがNPO等に対して実験教室等の開催に要する

経費を補助する制度や実験教室等の開催を委託する事業の創設なども考えられ

る。

　また、葡述したr人と自然の会」は博物館内の活動にとどまらず、自治体、

学校、自治会などから学童・生徒を対象とした学習イベントの実行を受託して

いる。教育改革における体験活動の促進の動きとも関遵し、このような白治体
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や学校讐と科学実験教室や体験学習等のノウハウを持っNPOの連携も期祷さ

れる血

（3）餅究讃を牟心とするNP0による料学絞館理鶴増進濡璽宜

　　上で述べたNPOのぽかにも、自分たちが研究を進めるとともに、積極的に

　杜会に対して科学技術の理解増進を働きかけているNPOがある。

　　今固調査したr周本スペースガード協会」は、役員など潜動の中心は当該間

　題の研究者であり、襯測活動によって地謙に衝突する可能性があるr地球近傍

　小天体」の発見と監視を行うとともに、関遠する研究の促進と啓発活動を行う

　ことを胃的としている。しかし、研究者以外の人々を多く含む550名返い会員

　　（正会員及び賛助会黛）に対して会報等で情報を発信しているぽか、講演会、

　添山ムペ山ジ、メディア等を通じて、科学的知見に基づいた地球近傍小天体に

　ついての知識を…般の国民に伝達する活動を行っている。

　　また、ギロボカップ目本委員会jも研究者が申心のNPOであるが、r2050年、

　自偉型ヒューマノイド・ロボットで、人閥のサッカー世界チャンヒ。オンに勝つ

　こと」という、子供達にもわかりやすい員標を掲げ、白ら最先端の研究開発に

　取り綴むとともに、ロボットサッカーの競技会開催、『ロボカッブ・ジュニア」

　と呼ばれる小学生等を対象とした活動、書籍の出版などを通して、多くの人々

　を対象に人工知能やロボヅトエ学の理解増進に努めている。

　　答申では、科学技術と社会のコミュニケーションを図るため、r研究者や技

　術者自らが、あるいは専門の議明者やジャーナリストが、最先端の科学技術の

　意義や内容を分かりやすい彩で杜会に伝えて、知識や考え方の普及を行うこと

　を責務とすべきである。」としており、この2つのNPOはこのような努力を行

　っていると書える。

　　科学技術庁が2000年1月に、現在研究活動を行っている研究者至，200名（有

　効圓答数80王名）を対象に行った調査において、研究職以外に興味のある職種

　について質蘭したところ、峨究瀕発の企繭音燗」（43．3％）に次いで「科学技

　術の普及・啓発に関する仕事一38，8％）をあげた者が多いことは、園民の科学

　技術の理解増進に必要な取組として概究者自身が国民に対する科学技術のイ

　ンタ〕プリターとなる」をあげた研究者が39．0％であるという結果と合わせ、

　研究者がインタープリターの供給源として期待が持てる結果となったとしてい

　る104。しかしながら、研究着がこのような意淘を持っていても、網人でそのよ

　うな活動を企圃・実行することは現実的には難しいと考えられる。

　　茨城大学教育学部の小洲正賢氏は、茨城県筑波学園都市の研究機関と茨城県

　内の国立大学の理工系学部に所属する50歳以上の研究者・技衛者に隷して、
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ボランティア渚動の経験、遺職後のボランティア活動への参カ回意識、専門姓を

生かしたボランティア活動に対する意識などを調査した（調査用紙魏付数659

件、團奴数251件）。その縞果を総括的に、怖民の科学技術リテラシー開発と

いう事業の社会的必要惟にっいての認識や関与しようという意欲はあるが、自

分たちが関与できるような制度が整っていないために、何をどうすればいいの

かといった具体約な濫動のイメージがまだ持てないでいる状況にあるといえよ

う。とりわけ、被らはこのような潜動がボランティア猛動の対象としてよりも、

」っの杜会的徹度の対象として確立されることを期待している。」と述べてい

る。そして、その背景には、自らの高度な専門僅を杜会的に必要な事業に生か

すということは趣妹のボランティア活動とは異なる闘題であるという意識と、

不十分になると予想される年金を補うために専門性を生かして少しでも奴入を

得ようとする意識であるとしている。さらに、崎民のための科学技術リテラ

シー開鶏という社会的薯業は、ボランティア活動を主体とするよりも、参加希

望者に対して、…定の1・レーニングを義務づけ、その修了者に資格等を附与し

た上で、適当な（多額でなくてもよい）瀞価を支払えるような社会的需艘化を

図るほうが合理約なのかもしれない。これは、致策的課題であるといえる。」、

「シニア科学技術着は、講師や解説員といった職種には基本的に興燦を示すが、

事業の経営・運営や、展示物作成、物の修理といった裏方の職種に対しては、

あまり輿味を示さないといえる。」と述べている珊錺。このようなシニア科学技

術者の考え方を踏まえると、傾人で無償のポランティア活動が行われるこξは

なかなか期待できないが、NP0のような組織が関与し、ある程度の対姻を支

払いつつ、さらに事務局が裏方的な仕事を行うことによって、科学技術の饗解

増進に資する法動に参放してもらう可能性が増えてくるのではないかと考えら

れる。

今後は、研究開発を行っている者がNPOを設立し、研究開発の携進を図る

とともに、子供から大人まで、幅広い人々に科学的知識の普及や研究成果の説

明などを行っていくような活動を併せて行うことが期待される。

行政としては、学校教育や歓会教育、さらにはイベントなどにおいて、こ二の

ようなNP0が負ら取り組んでいる科学的テーマについて説明する場を増やす

とともに、秘学実験教窒と同様に、活動に瀞する支援を行っていくことが考え

られる。

6．2　自由な研究の場の擢供

　　研究者を中心とした組織である2っのN厚0，r賃本スペースガード協会」及び

　　～ボカッブ昌本委員会」を今鳳調査した。これらのNP0は、前述したように、
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それぞれのテーマに関する科学技術の理解増進にも力を入れているが、「地球返

傍小天体の発屍と監視」や訂2050年、自偉型ヒューマノイド・ロボットで、人

闘のサッカー徴界チャンどオンに勝つこと」のために研究活動を進めていくこと

を第一冒約としている。

（1川P0の競勢馳鰯究嚢論獲鍔への穣糧約参カ齪

　　研究関発に敢り組んでいる「饒ボカップ目本委員会」などは、競争酌研究姿

　金の獲得を希望している。

　　答申においては、r研究者の．研究費の選択の幅と自南度を拡大し、競争的な

　研究開発環境の形成に貢献する競争的資金を弓1き続き拡大する。その際、競争

　釣資金を活月ヨし世界をリードしている米團を参考とし、本基本計画の期閻牛に

　競争的資金の倍増を胃指す。」1鵬としており、競争的な駁究闘発環境の彩成の

　ためにも、研究者などが組織するNPOが資金獲得競争に参カロすることは歓迎

　すべきであると考えられる。

　　これまで、fロボカップ目本委員会」のように、NPOのメンバーが研究着と

　して競争的研究資金を獲得している例はあるが、NPOが縄織として、その申

　請を行った例はほとんどないと思われる。今後は、「NP0型研究所」構想とも

　関連し、競争的砺究資金の拡充とともに、前例にとらわれずに、申議に当たっ

　て不慣れな点は十分指導するなど、NPOが申請しやすいよう門戸を広げてい

　くことが望まれる。

　　一方、競争に参カ蔓するNPO儀1」としては、経理などの事務を含めた責任ある

　ブロジェクトの実行体織を確立することが必要条倫であり、契約の締結や資金

　管理などの繭からも法人格を取穐していることが求められると考えられる。

（2）晒PO型研究蔽」設立の提案

　　答申では、研究開発システムについて、r優れた成果を生み出す研究開発シ

　ステムを実現するためには、研究所等の一定の規模の組織で、機関の長のリー

　ダーシップの下、柔軟かつ機動的なマネジメントを行い、園際的に一流の研究

　開発拠．無を構築していくことが有効である。このため、既存の研究開発機関を

　倣界的な研究開発拠点にすることを目指し、当該機関の研究開発能力や成果を

　活用するための斬栽な手法を組織運営に敢り入れていくなど、これらの機関に

　おけるマネジメントの改革に取り組むことを促進するとしている。」柵7として

　おり、既存の研究機関のマネジメントの改革をあげている。NPOの中にも、

　薪たな砺究開発システムについての構想を検討しているものがある。

　　第一線の研究者を中心とする「ロボカップ目本委員会」は、米国のソーク研
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究所（砒e　S搬I鵬砒u韮e）やスクリップス研究所（The　Sor三pp呂3e搬ro丘

I鵬辻i七u土僅）のような自前の研究所、研究スタッフ、事務スタッフを持ち、物理

約、人樹的な核となるようなNP0法人の研究機構、すなわちNP0型研究所

を設立し、一貫性がある長期戦略を持った研究關発活動が行えるようにすべき

であると提案し、このNPOの一つの将来的な目標としている。そして、その

ようなNP0型研究所は、申立的な東縛のない柔軟な連携が可能であり、上記（1）

で述べたような形などで公的資金を受け入れるとともに、N遭Oとして大学に

も資金を出していくようなファンディング機能も持ちたいとしている。国には

資金面、制度面（寄付税制の優遇措置など）の面からの支援を求めている。

　国際的な研究者のネットワ』クを活かすとともに、立場の違いを超越して英

知を緒集できる一叙、さらに研究活動の柔軟性などから、民闘の非営禾1燭体であ

るNPOが研究所を設立し研究開発活動に取り組む意義は大きいと考えられる。

さらに、NPO法人格を有することによって、組織の透明性など一定の杜会的

責任が確保できる。科学技術行政としては、このような洲遭O型研究所の設立

の提案に対し、有効性籍を検講したうえで、どのような支援が可能かを考えて

いくべきである。

　また、答申においては、知を産業技術まで結びっけ、その活用により徒会に

直接の禾鞭をもた1らすことができ、杜会は科学技術の恩恵を享受することがで

きるという点を重視して、優れた成果を生み出す研究開発の仕組みの追求、一

層の産学官連携の強化等を通じ、産業技術力の強化を図ることが必要であると

している珊固。さらに、産業技術力の強化に対しては、科学技術システムの改革

が大きな効果を持ち、特に産学管の連携の仕組みの改革は不可欠であるとして

いる。このため、産学官のセクター間にある嶋えない壁」を政り除き、有機

的な連携を偲進し、革薪約な財・サービスが次々と生まれる技術革新システム

を構築すべきであるとしている王0；白

　rロボカップ日本委員会」は、ロボット研究開発やrロボカップ・レスキュ

ー」などの災害救助関係において、公的機関や企業の求めに応じ、rロボカッ

プ目本委員会jやrロボカップ塵際委員会」が所有しているソフトウェア等は

もちろん、関係概究機関、大学が所有しているものを総み合わせて構築したシ

ステムを作成することができるとしている。その際、ライセンス関係も整理す

ることになり、？LO機能を果たすことができるとしている由このように、NP0、

特にNPO型研究所は、不特定多数の者の利益の増進に寄与することを目約と

した非営利活動を行うという徽格や、関係者の柔軟な連携に適した経織である

ことなどから、産学宮の連携の要ともなりうるものであると考えられる。

・一螂7一



(~
~,

.~
 ~

) 
NP
O~
~~
~~
r=
"~
 O
)~
:'
~~
iI
L~
.t
~~
~~
~ 

~!
~~
~1
 f
+
*
~
;
~
~
~
c
~
~
~
i
*
1
/
~
~
*
+
*
~
~
'
~
~
~
'
*
~
~
~
~
:
~
1
)
~
t
~
~
~
~
~
 

1  e- e
o 1  

lr
7~

~~
 

~{
~~

I~
~~

-

~r
 

~~
i~

(-
~~

{~
~t

~i
l)

 
I~
 

~~
~~
 ~
(~
 

~¥
) 

~=
~~
f~
 

~~
~:
~;
.,
b 

<>
 

~f
~b

S'
~)
~~

: 
. 

~~
jf

~ 
j~
I~
~:
~:
i~
 

~:
 
.
 
~
~
~
'
 
"
 

~ 
c~
~ 
(>
 

Q 
~t
~r
~;
~:
 

~~
~~
 ~
~
~
 
-
~
~
~
 
/
x
~
4
 
A
~
~
 
~
 

c~
i 

~!
i~

~ 
/~

;/
~:
~-
A~
~~
i~
 

~~
* 
~~
';
~ 
y~
f~
;~
;~
~~
~,
~j
 ~
:~
4~
~ 
~ 
) 



（3）縛憲非蟄秘舌動にお1ナる研究闘発活動などの敬り扱い

　　堆．3の①で述べたように、NPO法においては12項胃の特定非鴬剃溝動が

　定められているが、研究開発活動など、直接、科学技術に関係する項目がない。

　　r目本スペースガード鶴会」は小天体の地球衝突による地球環境の悪化を防

　ぐ襯点などからζ環鏡の保全を霧る活動」などを、rロボカップ買本委員会j

　は研・究濡動は文化の振興を図る活動であると捉えr文化、葵術又はスポーツの

　振興を図る活動」などをそれぞれ活動分野としてあげざるを穐ないとしている。

　また、今團調査したこのぽかのNPOの字にも、科学技術襲係を中心とした実

　際の活動がNPO法で定められている12項目にそのまま当てはまりにくいので、

　定款においては12項薫の文蓄をそのまま周いずに、若干の変更を行っている

　ものもある。いずれにしても、今回調査したN運0の多くは、やや無躍をして

　NP0法の特定葬営利活動の申に活動分野を当てはめている傾商が蒐られる日

　もし、峨学技術の振興を図る渚動」あるいは「研究闘発の推進を図る活動」

　などの項冒が規定されれば、それらを定款に明記することができ、団体の内外

　に餓しての活動分野を明確に示すことができるであろう鉋｛潤義典氏は、NP0

　法における特憲葬営利濱動の12分野の亭にr科学jやr技術」の蓄葉がない

　ことにふれて、訂実際には、傑険や医療に関する科学技擁、環境の保全に関す

　る科学技術、防災や地域の安全のための科学技衡、科学技術分野での璽際協力

　といった具含に、何らかの観点から科学や技術に関係して活動するNP0も含

　むことになるとは思うが、もっと純粋に市民豹視点で科学を楽しみ、あるいは

　科学のありかたそのものを閥うたりその振興を魔る活動は、どうもどの項貿に

　も麹1映みにくい。」11oと指摘している。「ロボカップ舅本委員会」も、基礎概究

　などの分野を特定非営黍1」活動に遭加すべきであると提薫しており、科学技術と

　生活全般の弱わりがますます深まっている申、r科学技術の振興を図る活動」、

　「研究開発の推進を鰯る活動」などの項目をNPO法の特定葬営利活動に位置

　付けることが望ましい。

（雀）科挙披衡活動の團際化の権進

　　研究者が中心となっている2っのNPOは、国際的な活動を展鰯しており、

　共に活動分野の一つとして嘔際協力の維進」をあげている。

　　　「胃本スベースガード協会」においては、本部を1コーマに霞きイタリアの法

　律の基に設立されたゴ国際スペースガード財団（玉n七emational　Sp且ceguard

　跳und的on）」をはじめ、諾外團の目的を同じくする団体と連携をとって活動

　を遼めている。

　　また、訂ロボカッブ日本委員会」は、世界十数カ圏で設立されているロボカ
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ップ・ナショナル・コミッティ］の一っであり、それらの法人母体として「日

ボカップ国際委員会（倣e　RoboCup跳幽醐辻ion）」がスイスのベルンに弗営利

科学文化法人として設立されている。そして、その園際委員会の委員長を「凹

ボカップ目本委員会」の理事長が務めるなど、胃本の委員会のメンバーが申心

的な活動を行っている血

　答串も、ζ科学技術活動の観際化の携進」を掲げており、主体的な国際協力

濱動の緩開、團際的な惰報発信力の強化、国内の研究環境の国際化という3項

舅をあげている主n竈

　一方、NP0法の特定非営利活動の豆2項目の中にも、嘔際協カの推進」が

あるなど、環境保全や人権擁護・平和推進などの分野で、多くのNP0（NGO

を含む）は民闘べ一スで国際的な活動を展開している。（2）のNPO型研究所の

項で述べたように、NPOは研究活動等の科学技術活動の国際化を捲進してい

く主体としても適したものであると考えられ、今後、科学技術関係の分野にお

いてもNPOの鐵際的な渚動が期待される。行政としても、実態の把援や連携・

支援のあり方の検討などが必要であろう。

6．3政策策定への参顧

　　科学技術に関する政策策定への参加に関しては、科学技術への市民参カ劃を図る

　ため、コンセンサス会議などの方式の採用を杜会に撮案し、支援していくことを

　　寅酌とするr科学技術への市民参加を考える会」と、原子力政策についての提肴

　などを打っている順子カ資料情報室」の2つのNPOにっいて調査を行った。

　　答申においては、r科学技術と杜会のコミュニケーション」の項の中で、r科学

　技術は杜会の中にあって、杜会のためになるべきである、との基本的考え方の下、

　杜会から科学技術に対する意見や要望が述べられる機会を拡大するとともに、科

　学技術関係者がそれらの意見や要望に真撃に対応することが必要である。j11邊と

　の考え方が示されている。

　　また、平成12年版科学技術自護においては、科学技術にかかわる活動を行う

　NP0等が團民生活に密着した活動を行っていくことによって、科学技術に対す

　る国民の意蒐の集約を図り、科学技術行政における意恩決定に対してそのような

　意見を反映させていくことが期待されるとしておりl1畠、このような期待に応える

　活動の展闘が望まれる。

　　さらに、傲）政策科学研究所の調査報告書は、r科学技術が深く杜会に浸透して

　いる現在、（牢略）『市民参加型の政策形成』を進めるブロセスで、布民自らが科

　学技術にかかわる社会簡題を学習し、検討し、議論を重ねなければならない機会

　が増大している血市民の側からの学習の必要性に応じるべく、科学技術の尊門に
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関わる事柄を的確に解説し、精報提供できるようにするために既存の教育システ

ム、NPOなどの民間活動、そしてジャーナリズムやマスメディアなどが生かさ

れなければならない。ゴ14と指摘しており、NP0の働きを期待している。

　今圃調査したr科学技術への市民参加を考える会」と順子力資料憶報室」の

2つのNP0については、これらの考え方に関連が深いと考えられる。2つのNPO

について、それぞれ、コンセンサス会議とアドボカシー活動の観点から述べるこ

ととする。

（1〕コンセンサス金議

　　今回調査したNPO　r科学技術への市民参加を考える会」が被会に対して提

　案している・コンセンサス会議については、貝本においては、1999年までに、

　このNPOの前身の研究会によって2圓試行されている。行政においては、2000

　年度に農林水産省が遺伝子組み換え食晶を、文部科学省がヒトゲノム研究をテ

　ーマとして、それぞれコンセンサス会議を開催している状況であり、この方法

　に対する行政の敢り組みは始まったぱかりである。当癒はこの2っの会議の評

　俺が注目されるところである。

　　答申では、前述したように、r杜会から科学技術に対する意見や要望が述べ

　られる機会を紘大する」としているほかに、r遺伝子操作技術やクローン技術

　のように、社会的に大きな影響を及ぼす可能性がある科学技術が急遼に進展し

　ている。このような科学技術の振興に当たっては、国民の理解増進に努めると

　ともに、杜会的コンセンサスを形成することや、倫理面などでのルール作りを

　行うことが不可欠である。このため、このような研究を進めるに当たっては、

　情報公開の推進により透弱性を確傑しっっ、倫理割こ関し有識者が検討する場

　や国民の意兇を聴敢する場を設けることにより、慎重にその方殉付けを行う。j

　1i5としており、コンセンサス会議はこれらの方針に関違する取り縄みの一つで

　あると考えられる。

　　今後は、2000年度の、農林水産省や文部科学省によるコンセンサス会議の

　評価等を踏まえて、科学技術行政とこのような課題に尊費弓的に敢り糠んでいる

　NPOが連携していくことも考えられる。例えば、コンセンサス会議の手法開

　発、さらには科学技術に関する特定のテーマについての二・ンセンサス会議の開

　催を委託していくことなどが考えられる。しかし、そのためには、申立的な立

　場の維持は当然として、責任ある事業実行体制の整備などの条件を受託側の

　NP0が満たすことが必要であろう。
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｛2）アドポカシー霧勤

　　　rアドボカシー」とは、本来は鴨道、擁護、支持などの意味であるが、最近

　では政策提書という意妹で使われている1珊。そうした潜動を専門にしている団

　体はアドボカシー団体と呼ばれている。今回調査したr原子力資料憶報室」は

　　『専門釣批半I」能カを備えたNPOとして、原子力関連の事敵の解析、原子力政

　策の実証的な分析などを行う。題際的なネットワークを背景に、政策提膏を含

　んだ原子力分野でのアドボカシー機能を担う」117と紹介されているように、科

　学技術に関する代表的なアドボカシ㎞団体の一つということができる。

　　答率において、r科学技術と徒会のコミュニケーション」の項の中で、r科学

　技術は杜会の申にあって、杜会のためになるべきである、との基本的考え方の

　…ド、桂会から科学技術に対する意見や要望が述べられる機会を拡大するととも

　に、科学技術関係者がそれらの意見や要望に真撃に対応することが必要であ

　る。」11呂との考え方が示されており、原子力政策に怒しての考え方は致府と異

　なるものの、こ二のような、批半喧を含めたアドボカシー活動は、杜会から科学技

　術に対する意見や要望の表明の一つであり、真撃な対応が求められるであろう。

　r原子力資料情轍室」の行政に対する墓本的な考え方も、原子力政策に対する

　考え方や立場は異なるが、共通のテーブルの上で議論していきたいとの考えで

　あり、一層の対藷を遼めていくことが重要であろう。

　　このようなアドボカシー顧体にとっては、行政からの情報の公開が非常に大

　きなポイントである。情報公闘法への対応はもとより、希望する者や団体に対

　して新しい情報を知らせるメーリングリストの整備など、積橦的な対応も検討

　していくことが考えられる。

6．4技傭者の育成

　　答申では、r我が鰯の技術革新を担う高い専門能カを有する技術者は、團際競

　争力強化を図る上で、重要な役割を果たしている。技術の急速な遼歩と纏済活動

　のグローバリゼーションが進む申で、我が屡の技術基盤を支え、国境を越えて活

　鍛できる質の高い技術者を十分な数とするよう養成・確保していく必要がある。

　このため、技術者の質を社会的に認証するシステムを整備し、その能力が国鎌水

　準に適含していることを保誕する。」としている。そして、具体策として、大学

　における技術者教育への外部認定制度、技術マネジメント教育の確立、実銭的な

　教育委のための環鏡整備、技術者資格制度の普及拡大、活用促進及び国際的な楠

　互承認の具体化、継続的な教育の充実などをあげている王1蓼。

　　　ゴLP王一3ap囲n」は、前遼したように、LPI本部との連携の基に、国際的な基準

一M2一



で資鶴認定を行うNPOであり、答申の趣旨と考えを岡じくする活動を行ってい

ると思われる曲N厚0の牢には、企業等から独立した第三者駒な立場を生かして、

認証や認定などを行っているものがあり、技術者の資鵜認定についても、様々な

分野でN遭Oによる取り組みが行われるようになる琢能憧がある。このぽか、技

術者の育成の関係では、r目本技術者連蜘のように技術者の継続教育を計両し

ているNPOもあった。科学技術行政としては、これらの動きの申で関連するも

のの篤報を収集し、実態を把握しておく必要がある。

6．5技術の普及

　　　今回の調査では、技術の普及の観．煮から、太陽光や風力などを利用したエネ

　　ルギー禾淵技術の普及を行っているNPOと、情報科学技術の普及を行ってい

　　　るNPOについて調査した。

　（1〕新エネルギ…

　　　答印においては、エネルギー分野では、化石燃料への依存の低下を貿摘すと

　　　ともに、地球温暖化防止等の地球環境保全や効率化の要講に対応しっっ、安全

　　で安定したエネルギー需給構造の実現を胃指すとしており、具体的には、燃料

　　電池、太陽光発電、バイオマス等の糊エネルギー技術、省エネルギー・エネル

　　ギー利用高度化技術、核融含技術等をあげている蜆。。今圓調査したrソフトエ

　　ネルギープロジェクト」の活動は、薪エネルギー技術の普及などの薗で、答陣

　　に沿ったものとなっている。このような活動を行うN遭Oは他にもあり、今後

　　増加していくことが予想される。科学技術行政としては、これらのNPOに関

　　する情報を把援し、俺府省や地方公共団体も含めて、イベントの共催や後援、

　　活動に対する幼成、事業の受委託など、互いに連携・支援する活動を行ってい

　　くことが考えられる。

（2〕構報遜繕技術

　　情報通信技術の普及については、三三重県に位蟹し、地方公共団体との連携を

　璽り、地域に密着した活動を展開しているr平成・伊賀＠LAN」及びrアスク

　スネットワークjと、最先端の情報通信技術を活かした事業の創出に対する支

　援を目詣す幅際情報科学鶴会」（兵庫県稀戸帝）を調査した。これらのNP0

　は、地域イ主民等の情報リテラシーの商上や「情報通信手段に対するアクセス機

　会及び繕報通信技術を習得する機会を持っ者と持たざる者との格差」閉である

　デジタル・ディバイドの解消にも努めている。

　　清報リテラシーの向上にっいては、政府の工丁戦略会議でも検諒課題として
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あげられている重要な課題である1棚。また、デジタル・ディバイドについては、

答申においてr饅民が憶報通僑技術を活用することができるようにするための

教育及び学習の振翼等に敢り縄む」、ζデジタル・ディバイド（憶報格差）の是

正について留意する。jとされている1鵬。このぽか、20θ0年に発表された平成

12年版通信自書においても、世界における情綴化の地域闘格差が閥題になって

いるが、胃本慶内においても、地域、年齢、所傷によって格差が生じていると

されている1別。

　三重県の2つのNPOはこのような闇題に対応し、パソ：］ン教室の実施やホ

ームページの作成などを行っており、それらの潜動を通じて地域全体の情報化

や清報リテラシーの向上に責献していると考えられる。また、郵政省が1999

年1ユ月に術った調蛮によると、特男枢・政令指定都市・県庁所在地のインタ

ーネット普及率は24．0％、その他の市では17．7％、町・村では13－6％とのこ二

とであり、居住地による格差が生じているとしている鵬。r平成・伊賀＠㎜j

は上野市、訂アスクスネットワーク」は四目市市に事務所を持ち、周辺地域に

密着した活動を行うことによって、情報通信手段に対するアクセス機会及ぴ情

報通信技術を習得する機会の地域間格差の解消に貢献するこ1とを冒指している

ともいえる。

　さらに、rアスクスネットワーク」は、高齢者や簿害者を対象としたセミナ

ーの実施、これらの人々の職龍を活かした凄業の育成、工999年に開催された、

障害者と健常者がふれあうことを目的としたrふれあいフェスタI99」のホーム

ページを簿審者が作成するための支援をボランティアで行うなどの活動を行っ

ている。

　このほか、今風調査したr国際情報科学協会」は、最先端の情報通信技術を

活かした事業の創跳に対する交援を行うこととしているほか、高齢者向けのイ

ンターネット上のサイトを試験運用している。インターネヅト上の」般の検索

サイトなどは営禾鰭動であるため30歳代までにターゲットを絞った運用を行

っており、シニアには使いにくい。高齢者宛けには、白内障にも配慮した色の

配置、字の大きさなどが必要であるが、このような瀞応はビジネスにならない

ので企業にはなじまず、非営利団体が行うことがふさわしいとしている。

　これらの、情報リテラシーの向上やデジタル・デバイドの解消に努めている

NP0に対しては、上謝1）と簿様に、他府省や地方公共団体も含めて、互いに

連携・支援する活動を行っていくことが考えられる。
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6．6　まとめ

　　今鰯の調査によって、科学技術の理解増進や研究開発などの科学技術濫動にお

　いて、N邊Oが主体の一っとして機罷しており、今後はこれらの活動において泌P0

　が大きな役割を果たすことが期待できることがわかった。

　　調査の縞果を踏まえ、科学技術行政とNPOの関わりやNPOに期特される役

　割などを検討した繍果、次のようなことに取り組むべきであると考えられる。

⑧　㎜0の蟻争酌瀦簸金鑑籍の姫遼

　競争酌な研究開発環境の形成のためにも、研究者などが綴織するNPO

が資金獲得競争に参カ嗜することは歓迎すべきである。

　今後は、競争的研究資金の拡充とともに、前例にとらわれずに、NPC

などが申請しやすいよう門戸を広げていくことが望まれる。

競争に参カlllするNP0側としては、法人格を敢得するとともに、責任

ある砺究プ日ジェクト実打体織を確立することが必要である。

⑱　蝦o型聯の整傲に盾ゲての支援

　一貫性がある長期戦絡を持った研究開発活動を行い傷る自前の研究所、

研究スタッフ、事務スタッフを有し、物理的、人材的な核となるような

服O法人による研究機構、すなわちNP0型砺究所の設立の提案に斌し、

有効性等を検討したうえで、どのような支援が可能かを考えていくべき

である。

　NPO型撮究所は科学技術活動の国際化を推進する主鉢の一っとして期

待される。

⑧稗学技蕨への沸厨参棚こついてのNPoと連鰺した敬ク姫み

農林水産省や文部科学省が2000年度に実施したコンセンサス会議の
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評個等を踏まえて、今後、コンセンサス会議の鵜催を委託するなど、行

政とこのような課題に専門釣に敢り縄んでいるNP0とが連携していく

ことも考えられる。

⑱ア〆ポカシー鑑贈を瀞つ蝦o～の二暦の燭の循弦梯穀o公庸

　専閃的批判能カを傭えたアドボカシー団体に対しては、考え方や立場

は異なっても、共通のテーブルの上で一層の対話を進めていくことが重

要であると考えられる岨また、アドボカシー団体にとっては、行政から

の情報の公開が非常に大きなポイントであり、情報公粥法への対応はも

とより、希望する者や蟹体に対して薪しい情毅を知らせるメーリングリ

ストの整備など、積極釣な婦応も検討していくことが考えられる。

※けドボカシ1とは、本来は担農遺、擁護、支持などの意味であ

　るが、最近では政策提膏という意味で使われている竈

畿　艀o法の薇窟非欝棚揚鰍こ稗学技薇の族興や研究解籍猪動凌どの庸屠を

遁吻ナ6ごと

　NPO法においては王2項胃の特憲葬営琴1j活動が定められているが、研

究開発活動など、直接、科学技術に関係する項目がない。科学技術と生

活全般の関わりがますます深まっている中、r科学技術の振興を図る活

動」、「研究開発の推進を図る活動」などの項目をNPO法の特定非営利

活動に位置付けるべきである。
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⑧　徽解・稗学微箏にガゲる1汐並塑ソポラングイア厨凍である棚oとの

麟
　縛物館等のボランティアなどが、自主的に活動を行う独立したNP0

を紙織することは、博物館・ボランティアの双方にメリットがあると考

えられ、市民を巻き込んで博物館等の琴岬を活性化させ、有効なボラン

ティア活動のシステムを築くことにつながると考えられる。

　さらに、学校と博物館等、そして博物館等に関わるN運Oとが連携し

て子ども達の学習を進めていくことは、教育改革の動胸とも関連して、

注竃すべきものと考えられ、科学技術行政もこれらの動きとの連携を図

っていくべきである。

嚢搬者を券き必んで稗学実鍾教窒凌どを庁ラ㎜への支援

　学校教育における対応とともに、科学や自然に特に関心が高い小中学

生に対して、学校教育ではなかなか実施できないような実験、観察讐の

指導をNPOが行うこ1とは、意義があることと考えられる。

　今後は、聯究開発を行っている者がNPOを設立し、研究瀦発の携遼

を図るとともに、子供から大人まで、幅広い人々に科学的知識の普及や

研究成果の説明などを行っていくような繕動を傍せて行うことが期待さ

れる。

　実験教室などに対する現行の支援事業を、NPOからの要望響も考慮し

た上でより一層使いやすいものにしていくほか、学校教育との連携、国

や地方公共団体などからの檎助や事業委託なども検討すべきである。

蟻　技緒の淳砿～こ坂ク搬む搬oκ澱する傍穀攻葉と遼擦

　技術者の資椿認定や教育についても、様々な分野でN遭Oによる敢り

鰯みが行われるよう1こなる琢能性があり、科学技術行政としては、これ

らの動きの中で科学技術に関連するものの情報を収集し、実態を把援し
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たうえで連携の可能性を深っていくべきであると考えられる。

嚢　を会だ鰍ナ6技紡の搬を庁う蝦oとの旗勢・表援

　新エネルギー技術や糖報通信技術など社会に買献する技術の普及を行

っているNP0に対しては、他府省や地方公共団体も含めて、イベント

の共催や後援、活動に対する助成、事業の受委託など、亙いに連携・支

援する活動を行っていくことが考えられる。
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（添付費糊1）

縛定非當琴1帽動催進魅に基づく申議愛理数および認譲数・不認譲数（暫定数）

　　　　　　　　　（1998年亘2則日～200咋2月23胃累計）

（注〕　定款変更による砺轄庁の変更があった場合は、申請数・認証数ともに新たな所轄庁の欄へ
　　移動させている。

　　　また、解散の場合には申請数・識盃数ともに滅算している。　（現在までの解散法人数12）

一155一



（…霧｛寸資寒斗2）

　　　　　　　　　　　特定非薗翠幡動促進法の概要

（纏済企極庁『特定非営零1」活動法人の設立の手弓1き（改訂版）3（1999年）より抜粋）

豆　特定非営利活動促進法について

1　法簿の慶的と濫人格取得の効嚢

　近年、福祉、環境、国際協カ、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじ

めとした民閥の葬鴬禾1鰯体による杜会買献儘動が濫発化し、その重要性が識籔されているところ

です。

　窺在、こ1れらの固体の多くは、法人格を持た姑荘意麺体として活動しています。そのため、

銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動塵の登記をしたり、鰯番を設置するなどの法

偉行為を行う場含は、圖体の名で行うことができず、様々な不都合が生じています。

　この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を闘いて、このような不翻合を解消し、その

活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としていま尤

　なお、この法緯は、軍成10年12月1貝から施行されています。

2　湊簿の概要

（1）対象となる圃体

　この法緯に基づいて、特定非営利活動湊人になれる団俸は、次のような要件を満たすことが

必要で尤

ア　特湖贈零幡動注エを行うことを主たる目的とすること

イ　鴬利を貿釣としないものであること

ウ　社藁注2の隻椿の得喪に関して、不当な条舛を付さない二と

工　役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の王以下であること

オ宗教猛動や政給活動を三妻≡たる員的とするものでないこと

カ　特定の公職者（繍翁者を含む）又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするもので

　ないこと

キ　暴カ団でないこと、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと

ク　玉O人以上の栓員を有するものであること
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注ユ寄綻非餅1艦動
①次に該当する活動であること（法緯の別表）

保嬢、暖療又は福祉の増進を図る活動

杜会教育の推進を図る活動

まちづくりの推進を図る活動

文化、．萎術又はスポーツの振興を図る活動

環境の鮭を図る活動
災客救援活動

地域安全港動

人権の擁護又は平和の推進を図る活動

團際協力の活動

男女共同参画杜会の形成の促進を図る活動

子どもの健全育成を図る活動

！2前各号に掲げる活動を行う圃俸の運営又は活動に関する連絡、助蓄又は援勤

の活動

②不特定かつ多数のものの禾1」益の増進に寄専することを目約とするものであること

注2　社藁
　粧負」は、杜圃の構成貴の意味で、総会で議決権を持つ者がこれに蓄亥当します。会杜に勤務

する人（会赦員）という意味ではありません。

（2）　設立の手続

　特定非営利活動法人を設立するためには、法衛二定められた壽類注3を添付した牽講婁を、所轄

序注4に提出し、設立の認誕を受けることが必要です。提出された書類の㎞部は、受理した賓から

2カ肩聞、公衆に縦覧されることとなります。

所轄庁は、寧言嵩蕃の受理後4カ周以肉に認言正又は不認証の決定を行います。設立の綴正後、登

記することにより法人として成立することになります。

注3　輔脅壽の添付書類（下線は、縦覧される審類）

　定麩、役員名簿、各役貴の就任承諾書、佳所又は層所を証する蕃面及び宣醤審の騰本、役

　藁のうち報鰍を受ける者の彫名を記載した蕃繭、歓員のうちユO人以上の者の名簿、（工〕

　のオ・カ・キに該当することを確認したことを示す蓼面、設立趣旨奮、設立者名簿、設立

　にっいての意一忍の決定を証する議事録の騰本、設立当初の財魔舅録、設立当初の泰業年度

　を記載した書薗、設立の初年及び翌年の箏業書争鰯審、設立の初年及び翌年の奴支予算書

注4　所轄序

　事務所が所在する都遺府県の知事。ただし、2以上の都遭府県の区域内に事務所を設置する場

含は、経済企麺序長官。
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（3）　法人の管理・選當

①役嚢

②総嚢

③収繍諜

④会蕎十原剣

⑤定款変更

　法人には、理事3人以上および監事！人以上を置かなければなりません。理

事は法人を代表し、その遇半数をもって業務を決定します。役貴になれる人に

ついては、親族の数の制限など法律で一憲の制限が設けられています竈

法人は、少なくとも年1回、通常総会を開催しなければなりません。

　法人は、特定弗営利活動に係る事業に支障がない限り、その牧益を特定非営

利活動事業に充てるため、奴益講業を行うことができます。こ二の場含、収益事

業に関する会言十を特定非鴬禾1」活動に係る会書十から区分しなければなりません。

　法人は、予算に基づき、また、正規の簿言己の原則に従って会計簿を謝長する

など、法偉の第27条に定められた原鰍こ従い会言十処理を行わなければなりま

せん。

　定款を変更するためには、所轄庁の認言蘭圭必要です。ただし。軽微な薯項（所

轄庁の変更を伴わない事務所σ）蕨在地の変更、資産に関する夢項および公告の

方法に関する事項）にっいては、所轄庁の認証は不翼です。なお、この場合に

は、定款変更後に所轄庁に屈け出ることが必要となります。

⑥解敵・舎併特膚贈利活動法人は、総会での議決・所轄庁の認証等の一定の手続きを経

　　　　　　　て、解敵又は別の特定非営禾■j活動法人との合併を行うことができます。法人が

　　　　　　　解散する場含、残余財産は、定款で定めた者注5に帰属しますが、その定めがな

　　　　　　　い場合は、慶又は±迦方公共団体に譲渡するか、最終的には、璽庫に帰属するこ

　　　　　　　ととなりま尤

⑦監醤等

注5

所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、幸浩を求めたり、検査

を実施し、また、場合によっては、改義措置を求めたり、設立認証を敢消すこ

ともできます。また、特定非営利活鍬足進法に違反した場合には、罰員1jが適用

されるこ1とがありま尤

三
三
V

定款で定める二とができる残粂財産の帰属先

残余財産の蠕属すべき者は、次に掲げる者のうちから選定されなけれぱならない。

　他の特定非営利活動法人、ii塵又は地方公共団体、泄　公益法人（辛掘法人、財団法人）、

　学校法人、V　杜会福祉法人、切　更生繰護法人
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3　法人格取得後の義務等

法人格敢褐後は、この法律やそのイ鉋の法令、および定款の定めにしたがって活動しなければな

りません。

特に次の点にはご留意ください自

（1）事業報奮藷等の僑報公開と所轄庁への擬出

　法人は、毎年（錘事業隼度）の事業幸賠・霧簿注6の書類を、所轄庁に提出するとともに、事務

所に傭え置いて、利害関係人に闘覧させなければなりません。

　また、これらの蕃類は、所轄庁において、一般公開されま尤なお、経済企函序が所轄庁と

なる法人の場合は、事務所の所夜する都遺府県においても、公開されることとなります。

注6

定款、認証噌記に関する書類の写し、講業報皆警、財産目録、貸借対照表、紋支計算書、役

員名簿、役員名簿に言已載された者のうち前年において報酬を受けたことがある者全賢の名簿、

杜藁のうち至0人以上の者の名簿

（2）納税㈱」表参照）

　法人に対しては、いろいろな税金が課せられます。ここでは、一都例を挙げて説明しますが、

言‡綱については、専門家にご欄談ください。

　園税である法人税については、公益法人と同様に、法人税法に規定された噸鑑蓼菊注7か

らの所得に対しては、課税されることとなります。それ以外からの所得については非課税です。

　地方税も、収益事業から生じた所得に嚇しては、課税されます。また、法人住民税（均等割）

は、所得の有無にかかわらず原員一」として課税されます。

　税率は、男鞍のとおりで吹

注7　法人税法上の収益箏業（法人税法第2条第！3号、法人税法施行令第5条第｝劇

販売業、製造業その池下言已の事業で、継続して事業場を設けて営まれるもの。

＊　特定非営利滝動に係る審薬であっても　法人税法上は　奴益事業とみなされることがあり
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＜別表＞

1　園税

・法人税率

勾三閥肩斤考暑800万円以下　　　22．　O％

年閥所得800万円超　　　30，O％

2　地方税

（王）　遺府県麟莞、布酬寸醐党

　・均等蕃1」は、地方公共団体内に事務所等を有する法人にっいて課税・

　・均韓書■」の標準税率

・法人税害1jは、収益事業から生じた所得に対して課された法人税を墓礎に課稔

。法人税害≡」の標準税率

（2）事業税（遺府県税〕

　　・　事業税は、収益事業から生じた所得に対して課税。

　　・事業税の標準税率

年闘所傷400万円以下

年間所得400万蟹趨～800万円以下
年間月斤キ等800万円走召
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2　申請時に提出する書類
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（……蓋イ寸嚢＊斗3）

特超繕利濯動法人に対する税翻

資料1腫民生活審議会総合企画都会中闇報告」（平戒王2年6月21目）（参考㎜一2）
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（濡付資料4）

特定葬謹琴1j活動法人に対して轡付を行った場舎の税繍’

特定非営禾■」濃人及 公益法人等に対する寄附

び人格のない毅団 右記以外の法 特定公盤増進法人

に対する制寸 人

法人税及 以下の一般寄付金の枠内で損金算入 左記の一般喬付金の損金算入葬艮度額とは月1j

び法人事 が認められている。 枠で次の額を隈度に損金算入が認められて

難 いる。

〈r般翻寸金枠＞

（資本等の金額×α鴉％十所得金額X
（資本等の金額×α鴉％十所得金額 2．5g毛）　×五■2　（注）

x2．5％）x1■2　（注）

個人 個人については、碗翻上の優遇槽置 次の額を隈度に所縛控除が認められてい
はない。 る。

＜特定制寸金控除額＞

その年牢支舳した特定寄付金の合計額（額が

所得の筋％楠当額を趨える場含には、所得

の郷％梱当額が聾胸一1万円梛織
資料：礪民生活審議会総合企鍾部会中關報告」（平成王2年6月21日）

注1資本金等を有しない場含は、所1鵠瀬の2．5％となっている。

（参考駆一1）
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（…悉イ寸i慧＊導5）

民法法人と特定非當利溝動法人との比較

設立の要件

譲税（地方税法72条の5） 課税（地方税法72条の5〕

杜負総会の決議、定款で定めた解
散事亀の発生、覇的とする特定非

営利活動に係る事業の成功の不
能、杜員の欠亡、合傍、破産、設
立の認証の馴肖し（3亘条①）

（資料）山内直人編rN　P　Oデータブック』（有斐閣、1999年）
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（添借賛料6）

米国の鮒oについて

1　米国の非鴬禾1jセクタ」について

　（レスター・M・サラモン著肝米團のゴ非鴬利セクタ1入門』より）

（1）非鴬利セクターを構戒する組織の鋳徴

　　米顯の非営雰1jセクターを構滅する纏織は葬常に多様捲に富んでいるが、これらの経織に

　菜通する、次のような6つの蘭有の特徴がある。券営禾1jセクターはこれらの特徴を備えた

　組織の集合体である。

①公式に設立されたもの

②民間（非政府機関という意味）

③利益蟹己分をしない

④白主管理

⑤有志によるもの

⑥公益のためのもの

（2）米霞に非営琴1jセクターが存在する灘虫

　　米国において非鴬刹セクターが存在し、鵜制その他の麺で優遇されている魏歯として、

　次の5つの事柄を考慮すべきである。

　①　歴史

　　　致府機構等が住鼠共通の間題に対処する立場につく以揃にコミュニティが形成され、

　　住民白身が有志による組綴をっくり様々な闘題に対処してきた。政府成立後も米国人は

　　君主制や官僚制度の復活を恐れて政府に依存したがらなかった。布民が自主的に間顧に

　　対越する纐織は、一度作られると、政府が閥趨に対処するようになった後も、しばしば

　　政府の胃的達成を手助けしながら存種し続ける。

②布場の失敗

　　市場は個人的に消費されるものを扱ううえでは非鴬に優れている。しかし、璽防、環

　境、安全といったような兵同で消費される公共財については、その＝・ストを負損するか

　否かにかかわらず恩恵を受けることができることから、rただ乗り」という深亥11な閥綴

　を伴うため、市場でうまく敢り扱うことができない。これを正すために必葵なのが非布

　場的な機構である政雁と非営利セクターである。爽営利艦織は姿金をプールし、特定の

　小簾圃が望む種類、望むレベルの公共財を生産することができる。漢た、鱒買者が、信

　頼できるサービス提供者として、市場機能にかわって、基本的には利益を求めない非営

　利組織を選ぶ場合も多い。

③政府の炎敗

　　民主圭義においては、致府が行動を趨こすには扇民大多数の支持が必要であり、この

　ために、政府によるr市場の失敗」の是正が困難になることがしばしばある。葬営利纏

　織を作れぱ、小さなグループで、他の人々の支持を得られなかった閥願に取り組むこと
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ができる。また、政府の術動には、わずらわしさ、対応の遅さ、窟僚的な反応などがつ

きものである。

④多元豹な価値鶴／自由

　　線綴の麓率やサービス機能に関係なく、むしろ非常に重要な杜会的伽値襯である禽由

　と多元的価値鶴を具現していくために果たす役害1」が理崩の一つである。政府のほうがあ

　るかに効率良く市民の翼求に応えられるケースであっても、米璽人は彼らの禽惑を保証

　するものとして、また、多元的な価値襯を確傑するための機構として、葬営剰陸クタ］

　の活発な活動にこだわり続けるだろう。

⑤連帯
　　非営利セクターとは、達帯の感情を表現するために何らかの機構がほしいと思う気持

　ちに応えるものである。米国のような個人主義的杜会ではこれは特に重要なことである。

　　また、民主主義杜会においては、人々の立場が互いに瀞等であるがゆえに自然に発生

　することが膳難である、共同で働く能カを人為釣に開発するために、宥刮こよる共働が

　特に切実に求められている。

（3）非営禾1蝿体の例

ハーバード大学、プリンストン大学、モンテフィオレ病院、米扇赤十字、アメジカ癌

協会、米国・ボーイスカウト、ロックフェラー財団、　ニューヨーク交響楽國、フォ

ルジャー顔」場、メトロポリタン美術館、家族談画脇会、カトリック救済活動、米霞援

功物資発送脇会、オーデュボン脇会、環境保全墓金、全国黒人地伽喬吐協会、ブル

ッキングス研究所、米国ン・ユンターブライズ研究所
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2　米團の非営禾1」法人に関する法人制度

　（（株）俵信基礎研究所（経済企函庁委託調査）r海外におけるNPOの法人制度・稚税制度と

　運用実態調査報皆書（平成1一年3月）」より）

　米国における非鴬利法人の法的撞格については、公益法人、葬営利法人1と関する統一的な

遠邦法はなく、各微1が州法の申で非営雰11法人について規定している。しかし、づ剖によっては、

葬鴬利法人法を一般の法人法と分けて鯛定せず、一般桧人法の中に非営禾1」法人を規定してい

る州も多い。一方、カリフォルェア州、ニューヨーク州などでは非営刹法人法を一般法人法

と分けて制定している血

　以下はカリフォルニア州の例である。

（玉）カリフォルニア州法人湊典

　　カリフォルニア州法人塗典（Califo㎜ia　C岬o棚i㎝Low）の条文構戒は次のようになって

　いる血

第1編：法人

第2編1組含
第3編1人格なき杜圖

第4編1膚繊証券
第5編1破壊組織登録法

このうち、r第〕編：法人」の構成は次のとおりとなっている。

玉）一般法人法

2）葬鴬利法人法（非営利公益法人、非営利共益法人、非営禾1」宗教法人など〕（197呂

年制定、1980年施行）

3）棚1」法人法（商工会議所・業者団体等、蜘司組合、魚市場、その他〕

（2）券営利法人法の概要

　　カリフォルニア州では、非営利法人法の中で、諦営利法人のタイプ等を次のように規定

　している。

第1部」般規定
第2部非営禾1j公益法人（No皿pエo撒PubHc遭㎝efitCorpo触i㎝s）

第3都非営利共益法人（Nonp正of辻Mu触1B㎝ef社Corpo搬tio柵）

第4部非営利宗教法人（Nonp正o鍬Re一量g量㎝sBe邊e賃tCo叩o耐io日s）

第5部経過規定
第6部単独法人
第7部慈善及び救禽目的の法人（Corpor丑臼onsf0fCh肛i触bleorEl㏄㎜osy皿町恥卿；es〕

第8部信託基金（Tms｛Funds）

第9部児童及び動物保護のための國体（Societies　for　Pfev㎝lion　of　Cmeliゾo　Children

　　　a皿d　A皿i㎜als）

第iO部港及びタ］ミナルの保護と開発冒的の法人（Port㎜d　Tefminaげrot㏄一｛o頸
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　　　of　Leg邊1Sewices　Co唖o正a｛ions）

第1王部葬営利医療、病院及び法務法人（N㎝p王o莉川edioa…，Bosp…屹1，orLog劃1

　　　Se〃ices　CoζPora｛ions）

　多くのNPOが非営刹公益法人として存在する咀非営利公益法人はその設立目的が「公

益又は慈善｛脳blio　or　C昆趾i胞ble）」でなければならず、余剰金の及び残余財産の構成員へ

の配分は認められていない。

　葬営利共益法人は、その員的が「公益又は慈蕃」や『宗教j以外のものであり、一般1こ

各穫親睦団体、町内会、集合住宅欝理艦合など、構成員の親睦や相互扶助を費的とした団

体などが該当する。

　非鴬琴1」宗教法人は、教会、修道院、舎種察教施設・団体などである。

（3）法人播敢得についての考え方

　　米扇の場含、法人格が無くても免税資格が認められれば、免税団体となることことがで

　きるため、免罪資格に比較して法人格敢得の位置づけは相対的に低い傾肉にある。

　　法人擦敢碍の理禽としては、次のようなものがある。

　　圃体と構成メンバーの権黍1j・義務関係の明確化

　　専従者の身分保障

　遵邦、州などの各種幼戒金・プログラムをうける際の要件

　米国は訴訟杜会であり、法人格がないと、役員やスタッフ個人の責任が生じる。

法人擦があれぱ法人の責任という彩になる。

・　米蟹は契約杜会であり、契約の相季方にとって法人格の馴暑は安全の大きな目安

となる。契約代金の不履行の場含も、法人の有する資産で秀済させることが可能と

なる也

（4）葬営利公益法人の要件

①活動冒的がr公益」又はr慈蕾」。これは、内国歳入法501条（c）（3）、501条（c）（4）

　（慈善、斜学、文学、教育等〕に準ずることとされている。

②葬営利俊
③18歳以上の理事3人

④政治活動の禁止

（5）法人格敢得の申請手続き

　　法人格を取得する手続きは簡便であり、州務省法人課に「A正ticlos　of　hc岬o閉tio日」とい

　う書類を提出するだけである。これは胃本でいう定款とは異なり、次の項費を謁したフォ

　ーマットに記入し、代表者が署名するものである。

①法人の名称

②目的｛公益員的か慈善目的か、あるいはその両方かを選択。さらに短文で活動胃約

　を言己入）

③カリフォルニア州における法人の創設代表者の氏名、俵所
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④内国歳入捲501条（c）（3）の意妹において慈善目約のみのために組織・運営されてい

　ること、いかなる政治的活動に参加、千渉しないこと。

⑥蟹産は全て慈善固的で使用されること、解散1痔には資産は他の免税資格を獲得して

　いる非営琴1」基金、団鉢漢たは法人に分酉己されること。

（ζ（ヨuid引o　Co㎎o舳te　Fil1日gs1995／96j　S棚o　ofCalifom油より佳信墓礎研究所訳を要約〕

（6）法人格敢得の審査、費用等について

　　審査は低の一般法人と1薫機に所管庁である州務省法人課（S嚇・of　C旺1ifomi割Co岬閉te

　D1vi島1㎝〕で行われる。申請書類の形式審査であり、書類」二の欠陥を指鏑できるのみとな

　っている咄このため準員1」主義であるといえる。活動員的・内容が非営利・公益活動に適し

　ているか、低の法棒に抵触していないかが審査の視点になる。

　　認証を得るまでの時閲は短く、窓員持参の場合は王O～30分、郵送の場合は数員～1ヶ

　月、弁護±などによる代行申請の場合は数日である。費用は、窓冒持参の場合45ドル、

　郵送申請の場合30ドルであり、この他、州の税制優遷措賢を受ける資格を有していない

　場含は800ドルのフランチャイズ税（法人登録税）が必要である。ただし、法人格取得の

　牽請と同時に税劔優遇捲置を受ける資格の申請を行うことも多く、こ二の場合はフランチャ

　イズ税は不要である由

（参考）

許可主義：設立は主務官庁の糞由裁量である。（員本の公益法人）

認可圭義：法に定める要件を備えていれば、許珂を与えなければならない。

準則圭義：法に定める要件を備えていれば、一定の手続きを経て行政庁の事1j断なく法

　　　　　人となれる。（目漆の株武会杜、有限会杜など）

（7）惰毅公窮

　　員本のNやO法のように、申請時の公告や縦覧の規定はなく、法人絡取得後、州務賓法

　人課に提出されたζArtide呂of㎞c岬o岨t1㎝」が保存、公閥され、変更申請も一緒に保存、

　公開される。

　　また、年間収入25，OOOドル以上の法人については、司法長官室慈善信託課が監督を行

　っており、同潔に対して年i回の財務報告が義務づけられているほか、合併、解散、活動

　目的の変更も同諜に報告が義務づけられている。（活動昌約の変更は事前に1司課の承認が

　必要である。）この賊務簿告も一般に公開され、有料でコピーサービスも可能である。

（8）カリフォルニ・ア州における非営利法人数（工99S年1肩）

非営利公益法人　62，800

非鴬零■j共益淡人　46，OOO

宗教法人　　　　27，OOO
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3　米国の非営利圃体に関する種税繕度

　（（株）往偏墓礎研究所｛経済企函庁委託調査）r海外における嗣POの法人制度・麗税制度と

　　運用実態調査報砦書（平戒王1年3月〕」より）

　2で述べた非鴬禾1幟人格と税詣碧優遇措置の関係にっいては、米国の場合、非営利法人格の

取樗と税制優遇措置の適用は連動してい鮎・ため、免税資格が必要な団体は、淡人格取得と

は男1」に、内国歳入庁の承認を受けることを嬰する。

　また、連邦税の免税資格と州税の免税資格も連動していないため、づ幸蹴については、各州

の規定に基づき、別途申請・承認が必要である。

～連邦政府の税金の方が州激府の税金よりも大きいため、遵熱致府からの認可がなければ実

質的な意味がない。仙岸秀雄編『米国の畿P0適）〕

　米璽の場合、湊人柊敢得は鰯便で、免税資格取得は審査が厳しいことから、「NP0」とい
えば、

　1広義には、州政府に対して法人申請を行い、これを取得した非鴬禾1獺倭。

　・狭義には、内国歳入庁によって遵邦所得税を免除されている50王条（3）（o）圃体。

を指しているのが一般約になっている由

（王）非鴬奉■燭鉢の免税規定

　　遠邦税の潔碗取り扱いにっいては、内国歳入法で規定されており、非鴬禾1」団体に対する

　免税規定が内團歳入法501条～528条に規定されている。

　　免税が適用される団体のタイプについては、50王条（c）に規定されており、慈善胃的の

　団体のぽか、構成員の親睦、相亙扶劫などを目酌とした共益圃体、公共団体に対する支援

　を行う日ヨ倭などが責まれている。

（2）蚊益事業に対する課鏡

　　米国の課税方式はr実質関連惟主義jに基づいており、非営利団体が行う物品の販発や

　宥料のサーどス提供などの蚊益事業については、それが団俸の活動目的に関連するか否か

　で判断され、各事業隼痩所得のうち、葬関遵収益事業から生じた所得に対しては、」般の

　法人税と嗣じ税率で諜税され、本来事業及び関連奴益事業から生じたものについては免税

　となっている。例えぱ博物館の場含、展示事業は免税であるが、館内のレストランやみや

　げ販売では、簾員11的な考え方としては、販売晶實籍を勘案し、本来事業の費釣と合ってい

　れば関連牧益事業（免税）と半1」蕨していると内園歳入庁では説明している。また、資金確

　保の周的で投資を行ったり、所宥する不動産等の賃料を受け敢ったりした場合の所得も原

　則として免税となっている。

　　なお、日本の場合、収益事業は、法人税法で課税の栽象となる事薬33業種を列挙し、

　団体の活動目釣に関係なく諜税している。（特定非営利活動に係る事業であっても、法人

　税法上は収益事業とみなされることがある。）

（参考）目本における法人税法上の収益事業（法人税法第2条第王3号、法人魏法施行

　　　　令第5条第王項）

蟻販売業、製遼業その他下記の事業で、継続して事業場を設けて営まれるもの。

物屍販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物晶貸付業、不動産貸付業、製造業、通信

業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅鏑業、料理店業
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その倣の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、闇屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、

魏蓉業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の芸妓教授業讐、

駐車場業、信周繰証業、無体財産権の提供を行う事業

（3）寄付金控除

　　寄付金控除・損金算入の遼用については、内扇歳入淡501条（c）（3〕に規憲された団体、

　すなわち、共益団体に該当せず、本来釣に慈善胃的に活動する國偉に限定されている（た

　だし、活動實的は「慈善（Cba的〕」という文言の原義より広範）。寄付金を募る場合、自

　らの団俸が寄付金捜除・損金鎮入ができるか否かの情報公開が義務づけられている。

懇501条（c）（3）団体の規定

・以下の舅的で艦織・運営している法人、共筒募金、基金、財圃

　　もっぱら宗教、慈善、科学、公共安全の検査、文学、教育、国内又は慶際釣なア

　マチュア・スポーツ競技（スポ］ツ施設、用具の支給に灘わらない場合）の促進、

　児童及び動物の虐稀防止を目的。

・出資者、個人に利益を還元しない。

・立法（50王（c）（h）項實に規定される活動を除く）に栽する宣伝活動、それに類する活

動をしない。

・上記に参加・介入（声明の発行、翻布も含む）をしない。

・公織の候補者のため（または反対のため）に政治的なキャンペーンをしない血

資料1法文より住僑基礎研究蕨が作成。

　50三条（c）（3〕団体のうち、広く一般から支持されていると判断された団鉢をrパブリッ

ク・チャリティ　（Pu洲c　C蔓a洲es）」として承認し、それ以外は「民間財顕｛P伽銚e

Fomdati㎝s）」とし、寄付金控除・損金算入の敢り扱いが異なる。

（4）パブリック・チャリティ

　　パブリック・チャリティの要件は、内露歳入法509条（a）の（一）～（4）規定されており、

　そのタイプは概ね次の①～④の4つである。これらの半蜥については、内国歳入序への提

　出書類で事1j断され、このための書式は団体の活動費釣、事業灼容、方法等の他、会計報告、

　資金構成内訳等が詳細に求められる。

①内園歳入法509条（a）（王）に規定される特掲団体

｛i）宗教圃体

（五）小・申・高・大学等の教奮機関

（揃〕病院等の医療砺究機関

（加）公立大学研究機関

（V）致府機関

～〕歴史博物館、図書館、コミュニティセンター、劇団、赤十字響の一般よりサポート

　　されている國体

②ゴパブリック・サポートテスト（Pub1icSuppo正tTest）」の基準を満たすことにより、
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上記①（曲）に準ずる団体と認められた次のような団体←一般からの出絹剛本として認

められた圃体）であること。

　・年間緩動額の〃3以上が一般制寸や攻府・公的補助から得られていることで広く

　　一般約に支持されている、すなわち公益憧があると半1噺される『3分の王審劃を

　　満たしたζ3分の至審査適擦団俸」

　・　ζ3分の王審査」の条件を満たさない國体のうち、別途定められた援助額の財源、

　　会負構戒等の要件を満たした「事実及び状況審査遼格団体」

　・地域の寄付から成り、教脊、宗教、杜会悶題等の公益實的で活動する信託・財団

　　｛コミュニティ・トラスト〕

　・　『3分の工審査」を要件とするが、投資奴益及び非関遠奴益事業等の誌順が設げ

　　られている」般よりの出掲蘭体

③上記①、②の団体と選営函で鑓連を持ち、これら圃体の支援等を冒的とする剛奉凸

④専ら、公共の安全テストを行う団体

（5）民間財団の要件

　　50王条（c）（3）団体のうち、パブリック・チャリティに該当しない団体は、全て民闘財団

　とされるが、その申でも、資産の半分以上が公益活動やその関連事業に使馬されること等

　を要件とするr事業型民間財団（Pri棚e　Op鮒ting　Fo㎜dations）」と、その要件を溝たさな

　いf非事業型民間財団（Pr1va蛇No皿一〇pe捌hg冒㎝ndati㎝s）」に分類される。これらも内国

　歳入法に基づく提出書類で判綴される。

（6）501条（c）（3）圃鉢の課税敢り扱い

　50王条（c）（3）団体の課魏敢り扱いにっいては、パブリック・チャリティと民間員才國で異なり、

民聞黙団の中でも事業型と非事業型では異なる。

表3一ユ　パブリック・チャリティと民間財國の課税取り扱い

パプリヅク・チヤリ 民閲財団

テイ 事業型 非事業型

関連事業所得 免除 免除 免除
1　　　1　　　＾　　　’　　　一　　　1　　　1　　　■　　　■　　　■　　　I　　　■　　　I　　　■　　　■　　　■　　　1　　　■　　　1　　　一　　　一　　　’　　　’

｝　　　一　　　一　　　1　　　■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　I　　　■　　　一　　　1　　　一　　　■　　　’　　　一　　　■　　　■　　　■　　　I　　　1　　　■

欄人の寄付金控除（翼金） 譲続蕨得の50％まで 課税所掲の50％まで 譲税繭尋の30％まで
一　　　一　　　、　　　■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　1　　　1　　　■　　　一　　　’　　　止　　’　　　“　　凹　　1　　　’　　1　　　’　　　一 1　　I　　I　　I　　I　　I　　　■　　I　　I　　　I　　　」　　’　　　■　　　’　　　’　　　’　　　’　　　1　　　1　　　■ 、　　　■　　　■　　　■　　　■　　　1　　　■　　　一　　　’　　　’　　　’　　　1　　　’　　　1　　　■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　’　　　’　　　1 1　　　■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　’　　　一　　　1　　　皿　　　’　　　一　　　一　　　1　　　1　　　■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　一　　　1

個人の寄付金控除（評循 課模所得の30％まで 諜税所得の3脇まで 諜税所得の20％まで

性資産〕
I　　　1　　　　1　　　　■　　　　■　　　　一　　　　’　　　　’　　　　一　　　　1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　一　　　　■　　　　■　　　　1　　　　一　　　　■　　　　I　　　　■　　　　1　　　　■

■　　　　■　　　　1　　　　’　　　　’　　　　1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　I　　　　■　　　　■　　　　■　　　　I　　　　■　　　　一　　　　’　　　　1　　　　1　　　　■　　　　I　　　　I

翻曽への控除 全額 全額
一　　’　　　’　　　■　　　■　　　■　　　■　　　1　　　1　　　■　　　一　　　一　　　〇　　　一　　　’　　　一　　　’　　　一　　　■　　　一　　　■　■　　’　　　■ 1　　　■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　I　　　一　　　■　　　■　　　上　　　’　　　■　　　’　　　’　　　一　　　1　　　一　　　一　　　■ ，　　　■　　　1　　　1　　　■　　　I　　　－　　　1　　　’　　　一　　　’　　　’　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　I　　　1　　　1　　　1　　　＾　　　’

全額1　　　－　　　1　　　■　　　■　　　1　　　一　　　一　　　’　　　’　　　■　　　■　　　一　　　1　　　■　　　■　　　■　　　■　　　1　　　’　　　阯　　　’

法人の寄付控除（現金〕 譲税所得のlo％まで 課税所娯のlo％まで 課税所得の一〇％まで
■　　1　　　■　　　■　　1　　　■　　　■　　　1　　　一　　　’　　　’　　　＾　　　’　　　L　　　1　　　一　　　’　　　■　　　■　　　■　　　■　　　1　　　■ ■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　I　　　■　　　’　　　1　　　1　　　’　　　1　　　’　　　一　　　一　　　一　　　■　　　■　　　1 ■　　　■　　　■　　　1　　　■　　　一　　　’　　　’　　　’　　　’　　　’　　　’　　　一　　　■　　　■　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　’　　　’　　　’ ■　　　I　　　■　　　■　　　I　　　■　　　’　　　＾　　　’　　　1　　　－　　　1　　　■　　　I　　　■　　　I　　　■　　　一　　　一　　　一　　　’　　　一

法人の寄付控除｛評価楼 譲税所得の10％まで 課撹所携のlo％まで 課撹所得のI0％まで

資産）
■　　　’　　　’　　　一　　　1　　　一　　　一　　　’　　　1　　　■　　　■　　　1　　　■　　　’　　　1　　　■　　　一　　　■　　　一　　　一　　　一　　　’　　　’

’　　　’　　　一　　　一　　　1　　　■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　」　　　1　　　■　　　一　　　一　　　’　　　’　　　■　　　■　　　■　　　■　　　I　　　■

投資奴盗譲税
一　　　1　　　■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　I　　　I　　　■　　　■　　　1　　　■　　　’　　　’　　　一　　　’　　　一　　　’　　　’　　　’　　　’　　　■

なし■　　　’　　　■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　■　　　1　　　■　　　一　　　、　　　’　　　’　　　’　　　■　　　一　　　■　　　■　　　■　　　■　　　1　　　’

公益樵確保のための各種 なし あり あり

規制税

（7）税制優遇措穫の申請手続き等

　　前述したように、米国では非営刹団体が非営禾1唯人格を取得しても、禽動的に譲税除外

一17卓一



とならない。遵邦税の免碗資格を得るためには、内国歳入庁に対して指定様式による審養

申請を行い、承認を得る必要がある。

　寄付金控除も適用される50一条（c）（3）の場合、自らの団鉢がパブリック・チャリティか

民間財圖であるか、民間財圃の申でも事業型か非事業型を辛喧断・選択し、それに基づき

Formm23と呼ばれる申請書の必要事項を言己載する。この記載事項は特に細かく、圃体が

Fom1王023を作成するのに要する特間を内圏歳入庁は55時閥58分と試算している。多く

の団体では税理士。公認会言十士などに依頼して藷類を作成している。このF0f㎜王023の記

述内容は次のような4翻構成となっている。

玉　団体の身分譲開（名称、所在地、達絡先、設並年月目、主たる渚動コード、過姿

の申請等）

亘　団体の活動実績及び活動計圃｛事業内容、驚政支援状況、基本財産の拡充計画、

　理事等の氏名と年間報酬、圃体の敬引先等）

孤　必要資柊の記入（団体設立買と率請目の関係、パブリック。チャリティ又は民間

　財団に関する記載）

W　燃務諸表。貸借対照表（鰻薪年と颪近3ヶ隼の財務諾義の作成。創設後王年未満

　の団体は今後2年間の予算言傾書を作成）

　このほか、Afωes　of　hoo榊i’囲1j㎝、定款、資産の証明妻、雇濡者番暑などを添付する白

　内霞歳入庁は、これらの資料を基に、葬営利性・公益僅にっいて多繭約な判断を行う。

その審査においては、Fo㎜iC23の申で団体の渚動胃約、事業内容、実施方法、財．務状況

等にっいて詳綱な記述が求められ、その内容によって50一条（c）｛3）団体に該当するかが半1」

蕨され、併せて財務状況等の内容によりパブリック・チャリティに該当するか否かが判鋳

される。内璽歳入庁としては、こ1れらの団体の有効性・有益性の襯点から、傘請を却下す

る方向よりも繕導によってなるべく敢得・維縛できるようにする立場をとっている。

　ただし、教会、教会援幼団体、教会や民閲貝才団に所属しない顕体で年間総奴入が5，OOO

ドル未滴の団俸はFor胴王023を提幽しなくても501条（c）（3〕団俸とみなされる。（このよう

な団体が社会的ステイタス、一定の免税、寄付金控除がなされたことを藷付者に如ら量る、

郵便料金の優遇のような付随的な奉1」益を得るために申請・認定されることは妨げないとさ

れている。）

　　免税資格承認後、年闇奴入25，OOOドル以上の団体については、内国歳入庁に対して、

年に1固、擦定様式による隼次報告が義務づ1づ’られているとともに、団体の事務所におい

て清報公開の義務を像う。

壬501条（c）く3咽偉としての免税猪鐙の申請費用は、当繭の年闘収入が25，OOOドル以下の

圃体は玉50ドル、それ以上の団体は375ドルとなっている。認可の決定までには数ヶ月か

かる。（1勾岸秀雄編『米霧のNPO連2000年3一月、p．52）】

＝パブリック・チャリティの辛1j定基準にっいては、内国歳入湊典に詳しい規定があるが、

宗教団体や教育研究機関などのように当然にパブリック。チャリティとして認められるも

ののほか、一般大聚の支援を得ていると事淀されれぱパブリック・チャリティと認められ
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る。パブリック・チャリティには教会や大学、病院といった大規襖なものから小規模な布

民公益潜動圖体まで責まれる。また、ユナイテッド・ウェイ（米扇最大の共筒募金組織で、

1992年には30億ドルを集めた。米馴こは、この他、工60～王70の共同募金組織があり、3

億ドルを集めた。）のような共圃募金や：・ミュニティ財団もパブリック・チャリティであ

る。簿物館・交饗楽圖のような文化施設や研究機関も多くの場含パブリシク・チャリティ

である。パブリック・チャリティとして認められない公益団体が私的滋団（注：民闘財

団）、＝・ミュニティ財団以外の駒成財圃がほぼこれに該当するが、パブリック・チャリテ

ィと私釣財団では寄付金捜除の敢り扱いが異なる。米国の内国歳入庁のマスター・ファイ

ルには140万の非営季1個体が登録されているが、そのうち涛動しているものは約一〇〇万と

みなされている。葬営利団体の数え方は必ずしも統一されておらず、様々な数字があり得

るが、概括的に蓄って王OO万のうち、約60万が共捺圖体、約40万が公益団体である。（総

含開発敬究機構柿民公益活動基盤整備に関する調査研究j1994年3月、p．95）
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（注〕］＝Ijサ澄と1ま、19－4鋒に縄定された；丘mp！oリ喧島R哩t1閑m直1rtlM0meSeow；tv＾ot」｛企業奪金澄）である。
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（参考）米轡のパブリック・サポートテストの圭要算式

　　　（経済企画庁ホ」ムページより）

玉　三分の一サポートテスト（509条項（a）（王））

　B／A≧1■3

　（分子に入れるもの一ゴB」）

王．鰭与、助成金、寄付金、又は会費収入

　但し寄付金については、一個人や一圃俸か

らの寄付金額がAの2％を趨える場合、2％
を上限として算入

4．政府襟助金

5．無料で政府機関からその國俸に対して提供

されたサービス若しくは施設の価値

　なお、509条項（a）（i）には、このテストの他に、三分の一よりも像いパブリック・サポート

しか得ていない圃体を審査するテストもあるが、省略した。

2　本来事業所得に着目したサポートテスト（509条項（a）（2）〕

　上記のテストをパスした場合と嶽様の取扱を受ける。要件としては、以下の双方を満たす必

要がある。

（1）三分の一趨のパブリックサポート要仰

　　D■C〉ユ／3

　（分母に入れるものr「Cj）　　　　　　　（分子に入れるもの一訂D」）

　1．贈与、助成金、寄付金、又は会費収入　　王．贈与、動成金、寄付金、又は会費収入

　2．税引後の非関連事業蕨得

　3．総投資収益

　4．政府舗助金　　　　　　　　　　　　4．政府補助金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一王79一



5。無料で政府機関からその団体に対して

援供されたサービス著しくは施設の価値

6一本棄事業所得

5．無料で政膚機麗からその団体に対して提供

されたサ］ビス若しくは施設の価値

6．本棄事業所得

　但し本爽事業活動のうち入場料、繭晶販売、

サービス援鋲、施設提燐からの総収入の一定

限度内

（rC」の脇あるいは5，0G0ドルのうち金額

の大きいほうを上圓ってはならない）

※一～5は上記ゴA」

（2）三分の一以下の投資収益と非関連事業所袴要伶

E■C≦1■3

2。税弓1き後の葬関遠事業所得
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4　ジョンズ・ホプキンス大学非営利セクター国際比較プロジェクト（1990年）に見るアメ

　リカの非営刹セクター

　（レスター・M・サラモン、H・K・アンハイアー薯、今覇忠監訳薪台頭する非営禾1jセクタ

　ー』より）

　このプロジェクトは、米国、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ハンガリー、周本、

ブラジル、ガーナ、エジプト、タイ、インドの互2カ蟹の非鴬奉1jセクター比較プロジェクト

である。なお、…2カ国のうち、完全な実証データが収集されたのは最初の7カ国である。

（ユ）非鴬利セクターの定義

　　この調査の対象とした非営利セクタ」の組織の定義は次の7つである。

①　正式に艦織されていること

②民間であること
③奉1j益配分をしないこと

④　　自己統治

⑥禽発的であること
⑥　葬宗教釣であること

⑦非政治釣であること

（2）非営利組織のタイプと除外される組織

　　この定義により、調査の対象に含まれる非営利組織のタイプとして次の10タイプが挙

　げられる。

文化・レクリコニ山ション

教育・調査研究

保健・医療

杜会サービス

繋境

地域開発・俊宅

市民・アドボカシー

民聞による公益活動支援伸介紐織

業界・職業圃体

その他

そして、除外される組織として、次の6つの組織が挙げられる。

①　宗教釣団体

②　政党

③信用協同艦合

④相互貯蓄銀行

⑥相互保険会社
⑥　政府機関
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（3）米国の非鴬利組織のポイント

　　こ1の調査により各璽の非営利セクターの状況が明らかになったが、そのうち、米團の非

　営利組織にっいてポイントは、次の通りである。

①収入源は、会費・事業収入が5工％｛目本は60％）、公的セクターの支援が30％（属38

　％）、民閲の寄付が王9％（同工％）である。民閲の寄付のうち、個人の寄付が一4．4％、

　財団の寄付が2．1％、企業の寄付が2，O％となっている。

②個入所得に占める寄付（宗教への寄付を除く〕の割合は、米国は0．57％で、フランス

　（O．王3％）、ドイッ（O．18％）と比べると高い。

③病院ベッドの過半数が非営禾鵬撤こある。

④大学の半数は非営利組織である。

⑤オ山ケストラの95％が非営禾槻織である。

⑥被会サービスを行う組織の60％が非営季1jである右

⑦　米国は絶対的な規模でも香目対釣な規模でも、最大の爽営利セクターを擁しており、運

　営費は3，4！O億米ドル、雇月ヨ者（専従雇用者換算）は712万人にのぼる。しかし、その

　支出の4分の3までが病院と高韓教育機灘で占められている。

⑧米国における非営利セクターへの依存は、傭人主義と政府への敵対心という長年にわ

　たる米国人特有の価値観のあらわれであり、裏返せば政府が杜会福祉をどちらかといえ

　ば限られたものにとどめる杜会政策をとってきたからである。

⑨しかし、実際には、政府の資源調達カと民閥の葬鴬奉1蝿織のサービス提供力を組み合

　わせた、政府と葬鴬禾牝クターのパートナーシッブが綾密なかたちへと発慈してきた。

⑩米国の法緯は、納税を免除される非鴬利組織として26種類を認めている。

⑪…980隼代は公的支援のうちの大きな翻分を失ったが、杜会的遼徳鰯の変化や女性の

　就織の増加、社会の高齢化などが非営季1湘織の提傑するサービスに薮しい需要をつくり

　だした。これに応えて非営奉1」組織も成長布場に自らを適応させるのに成功し、事業収入

　も増加させることができた。しかし、政府の援助も民閲の公益活動寄付も大きな増加が

　ない申で、同じ分野に営禾蝸的の事業が参入し、激しい競争に直衝することとなってい

　るのが実情である。
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表4－1

王．・雇用者数

　雇周煮数

　総雇用者数に占める割合
’ゲ’’丁唾噛蚕’’’’皿’’’’I’’’’’’’’

　総額（単位：ユo億湾）

　GDPに占める割合
分野別圭ヒ率

　　文化・レクリコニuション

　　教畜・調査研究

　　保健一医療

　杜会サーどス
　　環　境

　　効域開発・佳宅

　　市民・アドボカシー

　　民間による公益活動支援

　　国際活動

　　業界・織業団体

　　その他

　　含　計

3　　主要収入
全体に占める害1」含

　政　府
　　民閥寄付

　会費や事業収入

　合　計

目米の非鴬利セクターの鈍較
~~ 7~ ~ ;~ 7 ;fy ~l~z~>~ 

1,440,228 7,120,000 

2 .50/G 6.80/Q 3 .40/u 

7~ 5 ECU 267.8 ECU 
94 9 US$ 340 9 US$ 

3 .20/0 6.30/0 3 .50/e 

i .20/s 3.2e/o 16.50/G 

39 .50/0 23.1Q/o 24.00/c 

27 .7 o/n 53.4D/o 21.60/0 

13.?o/e i0.I~/o 1 9 .60/0 

O 20/0 O.70/G O .80/0 

O .30/0 3.10/0 5.00/0 

O .90/0 O 30/0 1 20/0 

O .3 o/s O 4D/o o 5e/o 

0.50/a 0.1e/o 1 .20/0 

11,r'i)o/o 5.2e/o 9 .20/e 

4 '~'os/o O 9e/o G 80/s 

10Oo/o 100a/o lOOe/* 

38.3~/0 29.20/0 43.~o/o 

1 30/0 i8 5tlo 9.50/0 

60.4s/o 52.30/0 47 .40/0 

l~Oo/o 100a/o 100"/o 

｛資料）レスター・M・サラそン、H・K・ア：ノハイアー薯『台頭する非営黍1」セクター遇（ジ

　　　ョンズ・ホプキンス大学非営利セクター国際娩較プロジェクトより）

（注）ユ．けカ国平均jとは、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ハンガ

　　　リー、ヨ本の7カ塵の導均である。

　　2．鴫嬬者数」は専従雇用者数換算。

　　3．「業界・職業鰯体」には組合を含む。

・・一葦8：ヨー
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図4－3團内総生劇こ占める非欝利セクター遵轡費の書」舎

求

ハンガリー イタりア　　費本　　フランス 平均　　　ドイツ イギ■jス アメリカ

鐵奪一4非嵩粥総織麺際分類別1こみた収入源の翻創アメI」カ、1990無）

｛00鴉

9c毘

留o％

70蒐

60毘

50毘

40鴇

30耗
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22
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100

0
0
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（添付嚢料7）

事例調査を行った科学披術関遵服Oの概嚢

N　O．ユ

ω恐電縛物館オープン直後の本年7月15，16目に無桜公魏カ桁われた際、バスの灘了
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　を実施した・会負のボランティア（昼食代のみ支給）により乗客誘導等を行った

（2〕恐竜樽物館のミュージアムショップの運営を受託している。

2．　　今後の言干固

｛1〕予供達を対翻こ、恐竜樽物館を零1」用したふれあい活動を実施する。できれば、恐麓博

　物嬉と共催として県の予算も萎1」周したい。

（2）恐竜博物館支援のボランティア潜動として、夕縄人爽鎮者のための通訳、車筒予の誘

　導、季話による解説を行いたい。

（3〕チラシの作成や、恐竜博物館から餓鮒等に刻する写真の貸服の窓口業務を行う。

（堪）年2回程慶の会報の発行。今年痩は豆風

（5）恐竜縛物館の友の会ともいえるrダイノメイトjの募集、運営。2000年度予算では個

入会負200名、家族会員ユG0家族を計醒しているが、最終鋤こは千入程痩を月標とし

ている凸

課題への対応
策

行政との関係

行政への要望

法人格につい

て

収益事業

所有財産

代表者

1　翼在、一番の間願は、会計魍璽である。年度ごとに提出する決算報告の作成は、複弐

簿記を要する等、素人では対応が難しい白

2　賛幼金の確燦等、収入の確保も大きな課懸である。

3　ダイノメイトの会員数が増加してくると、会負名簿の作成噌ヨ墾など、管理運営事務

　が増大すると考えられ、籍務局鎮需■」の強化等が必襲となる。

至　会計処饗に対応するため、経理事務の経験があり、現在定年でリタイアしている人を

アルバイト的な金額で手伝いとして雇うことを講務局は考えている。返々、理事会で検

討する予亀

2　ダイノメイト関係の事務についても、必要があれば、事務局の充実で斌応するこ二とに

なると考えられる

今のところ国や燦等からの直接的な助成金等はない。

恐竜博物鎗のミュージアムショップの選鴬を博物館（県）より受託している。

恐竜†鞘機の1窒を使周させてもらっている催用料免除）。

魏在、恐竜購物館の展示解説員は、績井市の人材派鐘会杜から派遺さ加ているが、互年契

約で入札で業者を決定するため、薬替、派鎧職資が変わる可能性がある。そうなれば、

読明員の研鰺・教育を薪たにやり虞す必要があるため、後援会が随意契約で展示解説員

　の派遺等を受託できないかと考えている。

　N星O法人に魔する申議、幸費告などの事務処理が大きな負撞である。簡醐ヒして欲しい。

　企業に賛助会劇こなってもらっているが、企業から寄付をしてもらう場含の企葵擦1」の税

銃1」の優遁捲置を設けて欲しい。そうすれば、割寸も集めやすい。

（法人格を取得した理南）

1．杜会釣に認められるこ二と。

2．企業等に賛動してもらいやすい。
3．委言毛参彗系勺などをイ予も、竹し、血

4．一般約に博物館には任意団体の友の会などがあるが、任意団俸では碧然消滅のおそれ

　があるので、きちんとした組織にしておきたかった。魑立科学縛物館の友の会は財団

　法人である）

5．将薬における恐竜簿物館の独立法人化の琢能性をにらんで、今のうちから博物館とし

　ての独自姓を出しておくことが必要であるとともに、博物館と市民との違携をとってい

　くことが必要であると考えたコ

（効果）

認誕され、活動を闘始してから閻もないので効果は不明である。会蕎拠理のことを考え

ると任意圃体の方がよかったと思ったこ1ともある。

　恐竃博物館のミュージアムショップの運営を受託しており、2GOO年度は35万円の皇帆
を言十函している。

特になし

理繋長は杉山±蜜区の発襯調査に参カ罧した横浜市在住の恐竜漫爾家、男姓、56歳。
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その他 玉．福井県立恐竜博物館は20GO隼7月14員にオープンしたところであるが、これと痔

期を含わせて7月2θ日～9月17貝までの60冒閲、憾竜エキスポ＠ふくい2000」と

いうイベントが鯛催されてた恐竜縛物館がある勝山帝長愁聡含公園がメイン会場で

あり、サブ会場が大野商、和泉鮒こ設けられている。7月の最終土濯目、費曜目にはそ

れぞれ約王万6千人、1万7千人の入場蓄があり、最終的には当初の目標の60万人を

大幅に上團る80万正千5百人に達した
2．後援会の理事には、恐葡醸物館の職蔓が含まれており、博物館と後援会との遠絡に当

たっている。

3．闘き取り調査は、伊藤一康密務局長及び小籍敏弘麗蓼より考テった。
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N　o．2

名称 人と白然の会

所在地 兵蹟県三閾市

貰P：㎜也 h　〃wwwIn乱か㎜u駝um．舳皿d盆．h　o〇一I血㊥w畠s魂htm1

彌書庁 兵庫県

申誇寧月胃 工999年　6月　2日
認証年月日 ］一999年10月　　王目

登記年月目 1999勾三10月　　6目

事務所等 登録上の所襟地は現筐の事務局長の自宅であり、そこでも事務局長を申心に事務は行わ

れているが、会の活動拠点は博物館ボランティアノトムである。博物館としては、．会の活

動が憎物館におけるボランティア活動であることから使馬を許可している。

なお、予算実績では、事務所使用料として約跳千円が蕎杜されている血

冒的 この法人は、広く市民が自然のしくみを知り、人と自然の関わりについて考え、入と自

然の共生についての理鱒を深めるため、兵蹟県立人と虜然の博物館等と遠携して帝民筒け

の普及啓発事業等を行い、もって公益の蟻護に喬与することを目的とする。

経緯 嚢然系主体の総含型博物館である兵庫県立人と窒然の博物館（以下r博物館」という。）

が1992年10月、兵灘県三田南に闘鍍した翌1993年慶から、兵庫県はボランティア養

成研修事業を開始し、この博物鍍を含む3っの施設にっいてのボランティアを60名募集

した。博物館には20名のボランティアが集まり、これら応募者に対して養成講座を実旛

したこれとは別に博物鮪も独自に20名のボランティアを募集・養成し、合計40名のボ

ランティアが集まった。樽物館では、rみんなで創る博物鋤をキャッチフレーズに、こ

れらの講座の修了生をボランティアとして受け入れることとし、1994年7肩に第1回のボ

ランティアの登録が行われたこのとき登録され活動を開始したボランティアのグノトプ

が㎜法人・入と自然の会似下r会jという血）の前身となっている竈

その後もボランティアの募集・養成・登録力桁われており、やめる人もいるが、差引し

て毎隼十数名ずつ増加している。会の疋会員は全てこのボランティアであり、その数は現

棲101名である
この会は毎月第3目濯目をボランティアデーとしてイベントを実施するなど、博物館を

舞台に博物館と県民の架け橋として窪圭的に企醸・運営を行ってきたが、工998隼12肩、

活動の場を博物鰭内から館外に拡げ、より多くの市民を対象に活動を行うために㎜≡0法

人化の提起が行われた。翌互999年王月には㎜～0法人化検討ワーキンググノトプが設蟹

され検詞が行われた結果、3月の臨購宇事会で㎜O法人化を最終承認、5月にN酌法人

設立総会、6月に兵庫県に申請、10月に認証、登言竃となった
■

杜員数、会員 正会員10豆名（理事含む）、賛助会員　O名

数

役員数 理事長1名、他の饗事5名、監事2名、討8名

スタツフ 事務局のメンバー9名が無籔酬で必嘆に応じて事務や打ち含わせを行っている。ただし、

事務局長は週30時間以上、会の活動等に携わっており、事実上常勤の状態である。｛事

務局長の瞥宅が会の所在地として登録されている）

会費 正会員（個人）　入会金　なし、年会費　2，0G0円

収支 ・1999隼痩実績奴入1，614千円（任意団熔からの繰越47至予円を含む）、

支出1，1蝸千円、次期繰越47豆千円

・2000年度予算収入69θ千円（醜期からの繰越銃O千湾を含む）

支出240千円、次期繰越蝸O千円

活動の種類 王．杜会教育の推進を図る活動

（定款より〕 2．まちづくりの鍍進を図る濡動

3．文化、芸術又はスポ」ツの振輿を図る活動

4．環境の保全．を図る活動

5．予供の健全育戒を図る濱動
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活動内容

課題への対’応

策

行政との関係

6．王～5の活動を行う臓体の運営又は濠動に関する違絡、動喬又は援助の活動

ユ．市民絢けの普及啓発薯業

　　1997年5月から、ボランティアデーとして毎月第3胃曜目の午後に爽館宥が自由に

　参加できる体験型イベントを三十数回実施してきており、これが会の活動の枠心となっ

　ている。これは、会の陣に10ある班が團り持ちで担当して実施している凸このほか、

　博物館滋の公園周辺や森を子ども達と一織こ探検する瞭日ヨ公園たん1づ’ん蹴の実施（年

　4湧）、年且回の博物館のお祭りであるミュージアムフェスティバルヘにおいて手作り

　工作、エコショップ、フリーマーケットなど多くの自主企繭イベントの実施などを行っ

　ている。

2．調査研究事業

　　テーマごとに輿暖を持っている者が集まって研究サークルとして活動している。

3．博物館の主催講座等の補助事業

　　博物館が主催する塁凶クラブ、花の教室、子ども理科教室などの毒纏…の補助や受付を

　実旛している。

4．広報事業

　　広報部が遠絡誌1’エルタン」を編集・発行している。rエルタン」はr鵬触ejを逆

　さに読んだもの。

5．学佼や自治体からの学習イベントなどの事業受託。

ユ．蝦0法人としての税務処理手繍き

2．蝦O人と自然の会のハンドブヅク作成

（1）定款の補足事項策定｛内部規定、醗称、ロゴマーク、英名等の炸成等）

②会と博物館の関係の明確化
｛3）会の組織鰭成の屍直し、縫織運営上の内部規定・判断基準作成

（遂）会の会計処理規窪および細員≡jの炸成

3．日鴬の会言十処理業務方法の策定

　　年度釆の兵庫県への縫出書類（事業実績幸翼告警、貸借対照表等〕作成の畷骨化

4．約至00名の会員のうち、実際の濯動を行っているのは30名穣痩しかいない。細O

　法人となって勧会的信頼が増してきたため、活動の範鰯、件数が増えているので、登録

　しても濱動しない会員の活樹ヒが必要である。そうしないと、活動を選択するこ二とも考

　えないといけなくなる。

5．NPO法人として、会や会員の質的拡大を図るための施策づくり

紙織の中心となる人材の養成、確繰が必襲。能力が熱、人は仕事を持っていて忙しいこと

　が多い。

6．事務所を借りると稲当の費溜がかかる。博物鎗の普及活動もやっているということで

　ボランティアノトムを活動拠煮として使わせてもらっている。しかし、特定の法人が槽

　物館内の部屋を無償で事務所として登記・使用することは公平性に簡騒があるとθ）県の

指導により、事務局褒の自宅を事務所として登言己している。

7．現在、潜動に対して手当を出してい勧・。活動のための交通費やほぼ毎目活動してい

　る事務局長も無報酬である。

王．税務処理、会言十処理などの業務にっいては、関達知識・経験がある会員の申から養成

　し、対麻していく。

2　各種の手当等に充てるための収入を確保するため、学校等からの受託事業、公的な檎

助金、疑閲財団などの勤成金、賛助会員の募集などを積極約に行う。

1　樽物館自体が兵蹟県立であり、鱒物館との連携を通じて県行政の推避に寄専している

　ことになる。簿物館の講座の補動もボランティアで行っている。

2　爆立鱒物館のボランティアりトムを清動拠点として使周。

3　学狡や白治体からの学習イベントなどの事業受託コ

4　卵学2年生が1週闘程度学校を離れ、地域の申で仕事を体験するrトライやるウィー

　ク」という兵康県独自の制度があり、博物館は8グノトプ遂8名を受け入れているが、

会も王999隼から男■」に王グノトプ6名を受け入れている。準備段階から実施に至るまで

申掌校の先生と綿密な打ち含わせを行い、その際に築いた関係から、将来は申学校全体
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が校外学習を行いたいとの申し入れが博物館や会にあった。8肩25貝には県内の先生

方が桑まり、陣辛蝸蛤総合学習シンポジウム」（学校と社会施設の融含）が博物館で行

われたまた、高校生の杜会慾験としてrクリニ［イティブ21」という制度もあり、会と

してはこのような潜動のrかけ橋」となっていきたい。
…行政への要墾 王．法人化の手続きに手間暇がかかった県庁にも何度も行ったヨ詣渡も鎚爽たばかりで、

このような法人は初めてなのでやむを得ない繭もあるが、手続きをわかりやすくして欲

しい。

2、㎜Oの横のつながり、ネットワークが多くあり過ぎて混養Lしている。累がこれらの

関係を整…璽して、謡し合う機会を設けて欲しい血

3．幼成の手続きもシンプルにして欲しい。

4．予算事務の闘系で、公的機関からの委託は纂休みのあと、至1～12月頃から集坤して

くる。年度牢まんべんなく行うようにして欲しい。」

5．委託事業はできるだけ単発的なものではなく長期釣・安定約なものを。婁た、あまり

受託を増やしても対応できないので、その際には墾択することも考えなけれぱならない
　　　　一　…　…　』　一（法人格を敢得した理由） …　…　…

法人格につい

て 任意団錐は責任が持てないrかげろうjのようなもの。責任ある繍織として制＝会鮒言用

を得たかった

また、独立し触昼織として、活動の場を博物館外にも広げたかった
（効果）

他人の会を見る目が変わり、活動の要講も増えた

ただし、濃人化のために季蘭暇はかかった

奴益事業 自治僚、学校、馨治会などから学豪・生徒を対象としたイベントを契約により受託実

施した会員には実費、弁当代を支総

蕨有財産 パウチ作成機滅、竃動ノコギリ、現鉦

代表者
麹事長は銀行勤務、金融・不動産会杜栓長などを経験した襲在無織の男性、67醜　　　　　　　　　　…

．その納 ユ．組織と運営

会員は入会年度ごとに班をつくり（環在10班）、躯ごとにボランティアデーを企繭・

実施する。班には博物鏡側のボランティア委員会のメンバーが1名複当として付く。斑

から選出されたメンバーが集まり、蓼務局で庶務を、広報部で遠絡誌ζエルタン」の作

成を行っている。

幹事会は、理事会のメンバーと蕎斑の班長、事務局長、会言辛、轟已、広報部長で構成

され、2ヶ月にi醐宥催される。総会は年に豆回翻崔される。

2．闘き敢り調査は、濱因昌司謹事長、清水文美理事（薬務局長）及び人と魯然の博物鱒

八木禺僻究員より行った
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名称

所在地

㎜：㎜
所轄庁

串言養年月賢

認証年月買

登記年月貝

欝務所等

買的

杜員数、会員

数

役負数

スタッフ

会繋

紋支

活動の種類
（定款より〕

活動内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N　o．3

発見踊クリェイト

神翻1煤州崎市麻生区

h　〃WWW．繊i割．鵬杉硯湖帖

神秦州県

王999年　5月28目
1999角三　g」弓玉0日

ユ999角三　g」弓14目

　川崎布麻生区に所在する所髪所有の木造2鰭建て総薗積1蜘平米の嬢物を、事務所、実

験スペ㎞スとして使篤料を支払レ憐。

　この法人は、小・中学生を主な赫象とし、遊びや実験を通して、科学的思考に必襲なr創

造憧」を育成する潜動として仔ども科学館の開設・選割、榊学実験教窒響の開催j、

その他こ二れらに関違する事業を行い、杜会教脊の推進ならぴに子どもの健全育成、および

文化の振輿に寄与することを属的とする。

　ユ9鯛察、東海大挙名誉教浸である所長（饗事長）が、当時青少隼のための稗学の祭典

の実行委負長であった後藤道夫氏（明治大学芽贈難薄鰯、r子どもにウケる科学手品77」

の箸養）や高校教諭であった米村傭次郊氏（サイエンス・プロデューサー）などの協力を

得て、退織後、老後の牟めに所有していた土飽と選職金を提僕し・2繕建ての私設ミニ科

掌鯨を開設した

　活動開始後2年閥は後藤遼夫氏が小申学生勧騨し、その後は勘・議節が担当した苗

　所長（躍事長〕の俺人資産で始めた施設の運営は赤字続きであり、継続が困難と一思われ

た時期にN更0法が施行されたので、助成の拡大等を狙州壬意団篠からNPO法人へ衣替
えした。

　至鍋5年から2000年7勇までに、脇圃のζおもしろ科学実験教劃、2王1團の騨学講

塵j，6湧のイベントを実施している。

正会員16名般負含む）、受識会員2～300名、1㈱年4月時一寂の賛助会員78名

　理事長1名、理事4名、監事王名、言青6名

　常勤は所長のみ血」1鮪帝ボランティアセンターで募集した実験等のアシスタントが垂名

（至圓千円の交通費のみ）。他に事務担当のボランティアが2名。

疋会員　　入会金3，GOO円　　年会費①活動会員　3，GOO円　②支援会員　王O，000円

賛助会員　入会金5，OCC円　　年会費5，000円

受講会員　年会費2，GOO円　実験教室参カ瞭王回4，G00円（3回一括！0，GOO円）

・i999年度実績（δ～3月〕　法人設立時預金額5，034千円、収入8，408子円、支幽且2，373

千円、次期繰越1，腕8予円

1．社会教育の稚進を図る活動

2．子どもの健全育成を図る活動

3．文化の振輿を図る潜動

1　小中学生を刻象としたrおもしろ科学実験教室」の開崔

2　小学校5隼全から成人までを対象とした榊学講座」の開催

3　その他の関連イベント闘催

4　科学館における展示、遊呉の設置（共振ブランコ、メビウスのうんてレ＼クラインの
壼）

1　財政的に苦しいこと。実験教窒は、寄付や助成壷がなければ、受講者の負鎮だけでは

できない。実験の材料を身の回りのものを用いても、人倖費がかかる（翔圭、1，OOO円

のボランティアにたよっているが、長続きさせるためには値上げが必要）。

2　単発釣な駒成が多く、蓑期懸の助成が少ない。また、助成が決定するのが年度末ぎり

ぎりであり、翌年度の予算がきちんとたてられない。

3　最近、企業主催の実験教室が多く行われるようになり、教室の講師の方々は毅酬など
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課題への対麻
策

行政との麗係

行政への要望

法人播につい

て

収益事業

祓有財産

代表者

その飽

の条件が良いそれらの教室に流れるようになっている。J馴の助成も識覇謝金1万5千

円、学生アシスタント唾千円と高く、内部スタッフであるため助成の対象にならない当

＝〔房は条件が不利である

4．科学実験は危険であるということで、学校ではあ裏りやらせない。好きな子どもにど

んどん実験をやらせ、傭ぱしていくのは鼠間の活動でしかできない。園としても、これ

を育成していく方陶が必襲である。

互．民閲財団などへ助成を申請している。

2．双方向のメールマガジンなどを計画している。莱所した人に対するアフターケアや全

露を対壊とした普及などを行っていきたい。現在のホームページを炸成したボランティ

アがメーノ府ガジンも担裟する。

1．1鰯隼度、J駆の実験教室等支援事業等の助成を受けており、2000年度は申請中で
ある。

2．理事長が叡舗一の委員会の委黛讐に就伍

例えば、5駆の幼戒は、外部識而への謝金などが対象となっており、工爵内で内部講師等

　により実験教窒を行った場合は対象とならない。団体の運営に対する幼成が必要であ
　る血

2．民闇の財団にも共通する閥題であるが、長期闇を対象とした活動に対する助成が少な

　い。唆」の例外は石橋賊団だけであり、J駅の助成も率隼単位である。

（法人格を敢得した理塵）

　県等からの支援を得るため。単なる私設の施設には援動してくれない。鼠懸の助成の増
カロも莫賄寺した

｛効果）

王．法人になったら、県や市が動成を紹介してくれた。推薦するから飴してみてはと薫わ

れて串請したが、全てダメであった。助成は多くの人や圃体を対象とするため、短期間

　で終わるものを対象としており、長期閥のものは不採馬であった

2．法人になって、所長に対して、県からいろいろな委負会の委負割こ就任するよう襲請

　があった（ロボフェスタ企蕊専門部会委黛等）

3，j1崎布の科掌塾の董翻而を依頼された。

4．稲城布教育委員会の後援を得て1998、至999年の夏に行ってきたイベントr親予で楽

　しむ科学jに対し、3獺竃の2000年塵はNP0支援という形で20万円の支援が出るこ
　とになつた

5．しかしながら、全般約な財政は、法人化後も依然として厳しい。

特になし。

　メビウスのうんていなどの展示・実験装置などのほか、橘本所長からの拠出鉦（科学

館の建物は橋本所長の所有）

理事長はプラズマ分光物灘学を専門とする東海大学名誉教授、女姓、70歳。

王　理事長のコメント

　　費本の科学館はほとんど公設であり、展示物などは外注がほとんどである。業者もプ

ランを考えた者と言舌す機会カ沙なく、注文をっけられることも少ない。その緒果、公設

科学館はどこも似たり寄ったりで、米屡のコニキスポラトリアムの似まねになってしまっ

ている。姿工房は、新しいアイデアでオリジナルな装置をなるべく手作りで作りたいと

考えており、作った装蟹を子ども達が動かしているのを見ていると改善点もわかってく
る。

2　闘き取り調査は、橘本静代理事長より行った
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N　o．4

名称

所在地

腿：㎜
所轄序

申議年月目

認証年月買

登記年月目

事務所等

届

杜員数、会負

数

役員数

スタッフ

会費

収支

活動の種類
（定款より〕

活動内．容

特定非営利活動法人　日本スペースガード協会（JsGF）

東京都釧1清

b　　〃WWW国aO伺　納．Or一ノ

東京都

王999奉三　7」弓ユ2舅

1999年1ユ月　　5日

ユ999年〕月26目
　法人設立時には事務所はなく、灘事長の自宅を所在地として登言己した本年4月に東祭

翻武蔵野市にマンションの一室（6餐十3畳穣痩）を事務所として賃措し（家賃月額6万

消）、デスクを3つ置いている凸近々、登記の所在地を変更することを検詞している。

　この法人は、小惑星や彗星のような小天体の衝突による災害から鋤球繋境を護ることに

寄与することを買的とし、±砲球に衝突する珂能惟のある小惑星、彗星をはじめとする±塑球

近傍小天体の発見と監視を行い、また、こ1れらの天体に関する広範囲な研究以足遼とその

啓蒙普及を図る等の薬業を国際スペースガード財圃等議夕掴の聾湖を1司じくする団錐と遠

携して行うことにより、人類全体に対して貫猷する。

　この罰体の発足までは、小惑星の観測、軌遼遼化等を研究する天文学者グノトプと、小

惑星を将来の資源と位置づけて研究する宰宙＝］二学者グノトプが合1司で概究会を開催してい

たに遇ぎなかった。しかし、学弼釣にも、また栓会的にも関心の高まってきた天体の衝突

間題に関して、研究者のコミティを越えた議論を踏まえながら、綴測や研究をするべきで

あるとの認識に立ち、一般の人にも呼びかける形で1996年ユO月に圃体を発足した

　そして、地球に接近する天僚を擬索する望遠鏡を傭えた葵星スペースガードセンタがま

もなく完成の予定であり、公の機関と正式に契約関係を結ぶことを可能とするため、1999

年2月2豆買の総会において、この団鉢をこの特定非営利活動法人へ移孝列一るための手続

きを開貞台することが議決されたo

　且9粥年10月の設立シンポジウムの後、こ二れまでに豆2圓の公踊譲演会と9回の衝突闘

顧に関する研究会を実魔したぽか、議演会の後援も1回実施している。

正会員　　33豆名、賛助会員　約2豆遂名、名誉会員　　1名

理事長1名、雇1鯉事長王名、理事11名、監事1名、言十工堪名

　元はアマチュア天文家として襯損擬験を積んだ4名が、転伽転屠して美星村のセンタ

ーの観溺業務に従事している、鴬勤（遁30時閲以上）で賃金は隼閲500万円十残業事当。

　事務所には、疋会員である非常勤職員1名が週脳時闘、会言十・庶務の事務補助をして

いる。

入会金なし。年会費は正会員2，OOO円、賛勧会員　個人1，G00円　団体10，G00円

・1999隼度実績（1～ヱ2月）収入2，022千円　支出1，王40苧円　次期繰越　882子円

・2GOO隼度予算（1～至2月）収入2，750千円　支出2，750苧円、この飽受託講葉収入と

して

　約37百万円確保

1．小惑墨や彗星のような小天体の衝突から地球繋境の保全を図る活軌

2．蟹際スペースガード員梱をはじめとする諾外国の目約を同じくする団鉢との国際協カ

　の活軌

ユ．啓蒙活動　講演会の鰯窪（」般向け）

2．研爽活動研究会の開催

　　　　　　　　観損幡動（勘11県美星村に科学技術庁の特芳魔源所種県科学技術振翼事

　　　　　　　業補幼金により（財〕員本宇宙フォーラムが設置した宇宙デブリ等観溺施設

　　　　　　　　「美禦スペースガ㎞1岐ンター」の観損燵娚を受託している。〕

3．機関誌発行件4働
4．ホームページ公絹、会員へのメーリングリスト
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5．ピンバッジの販売

6．書籍の翻訳、執撃、会員への割安販売

7．クレータ・一・ツアーの実施（3月、米園アリゾナ、一般参加25名）

i．美星スペースガードセンターの運用、観綴の立ち上げを少人数で行っているので負担

が大きい。

2．美星スペースガードセンターの観襲惜の給毎レベルがかなり低い。

3．題際的な調整、協調関係、協力体制を組んでいくのが大変である。

遂．最近、天倭の衝突をテーマにした駁固が作られるなど関心がもたれっっあるが、遇大

な心鰯や過小な評磁をなくし、多くの人に正しい知識を縛ってもらう必擾がある。

5．地球に衝突するi瀧性のある全ての天体を兇つけ、勤滋を獺握すれば、数十年～数百

年後までの衝突は予測でき、その天鉢の輪首剖鉦するなどの対策も珂幾である曲例え

ば、専稲の望遠鐘20台を設遣すれば、2020年くらいまでで小惑屡の発見は実了できる。

そのために、目本でももう一台くらいは専用の望遠鏡を設慶してほしい。

6I現在、璽際天文連合の機関に約10万個の小惑星の軌遺が登録されており、錦嚇の軌

道の内傾1」にも約500個発見されている。衝突すれば、地球環境に多大な影響を与え、カ

タストロフィーを紹くといわれている直径1㎞｝以上の小惑星は全て発屍したいと考え

ている埴

諜題への対応
策

行政との窮係

行政への要望

法人格にっい

て

収益事業

所有財産

代表者

その他

王　事務所（東寮）については、週3胃非常勤織員を雇溺した

2　霞際的な協力体撤こっいては、辮、貝本で小隷星研究に露する園際会議を開催する

　よう理事長などが関係者に二・ンタクトをとっており、2G01年王0月に開機するこ二ととな

つた。

3　啓蒙活動に力を入れる。協会が旅費を負担し、公開議演会に識而を派遣している。

1　科学技術庁の特男幡源所在県科学技術振興事業補動金により（財）貝本宇宙フォーラム

が鰯山県美屡村に設置した字宙デブリ等観測施設僕墨スペースガードセンター」の観

損鰹周業務を受託しており、その鶴測データを濱月ヨする。

2　弼檎助金により磁）嚢本字蜜フォーラムが岡ψ県土斎原村に建設予定のレーダによる

宇宙デブリ等鰯損腕設吐斎原スペースガードセンタ1が2003年度に完成する予定
であり、そのデータも活湘していきたい。

　美星スペースガードセンターで観測運用業務を受言毛し夜閲の嬢測を行っているが、観湖

者の給与はかなり優いレベルで闇題となっている。察務をする者がいないので、アルバイ

トに来てもらっているが、給毎言寺算等は饗事長自らが行わざるを得ない状況である也近隣

に美屡国丁立の天文台もあり、見学者が訪れることもあるので、馨務と屍学者の対応ができ

る人員を充実させたい。そのための支援をして欲しい。

（法人格を取籍した理由）

　観浪腕設の観撰糧馬業務受託契約を繍縞するため。
（効果）

　法人格があることにより｛財）碧本字宙フォーラムと美墨スペースガードセンターの観測

運用業務受著徽自を締結することができた

　本及び雛誌等の出叛、関達グヅズ（ピンバッジ）の製造販売。

　縛になし也

　理事長は鷹立天文台助教授で58議、男総

1．聞き取り調養は、吉」li真融理薯長より行った
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N　O．5

名称

所窪地

服：U肌

所轄序

申瀞牢月貝

認証年月目

登記隼月膏

事務所等

目的

特定葬営奉1」活動法人　ロボカップ目本委員会

東京都捌i1区

h　　伽WW．era㎜呂．en．O船鼓盆’u．aO．一　　b㏄u　　d

鯛王999年8月王6員
工999牟三12月　2貿
ユ999宍三王2■月王3買

会負のオフィス等を適宜潜用凸登記上の蕨夜飽ではほとんど藩動していない。

（憲款）

　この法人は、人工知饒及びロボットエ学の研究、教育1こ携わる者に対して、研究開発の

標準間題となるロボット・サヅカー、鶯ボットによる災害救助等（以下ζロボット・サッ

カー等」という。）の競技会、学術会議及ぴ教育セミナーの関催等に関する事業を考予い、

次徴代の人＝〔知能及びロボット］二学を研究関発する基盤の」提供に寄辱することを目約とす

る。

　（なお、ロボカップ活動は、2050年までに完全自穣型ヒューマノイド・ロボヅトのチ

ームで、人閲のワールドカップのチャピオンチームに勝禾1」することを最終買標に掲げてい
る。）

　豆993年にロボカップのプロジェクトの構慈が持ち」＝がり、観内、海外の研究者グルー

プが達携し準備を進めた結栗、1995隼にロボカップ構想を発表し、欧米各国、目本で委

貴会を設立した。各国の委員会の法人母鉢としてロボカップ国際委員会（独e航Mup

亙磁舳益O皿）をスイス｛ベルン）に弗獣1j科学文化法人として設立・登記したロボカッ

プ目本委員会の理事長が璽際委員会の委負長を務めている。現在、国際委負会には世界36

力慶から3千入以」＝の砺究者や学生が参加しており、ナショナル・コミッティーがユ0数

カ麗で設立されている。

　そして第至回目の国際競技会である臨蜘理一97がユ997隼に名酋屋で闘催され、以降、

毎年開催されている白2002年には、福濁などで騨嚢される予定である。鱗圏と共同鰯崔）

　こ二のように、国際委員会のメンバーとして活動を続けてきたが、目本でN？O法が施行

されたのを受けて、法人化を行った凸

杜員数、会員

数

役負数

スタツフ

会費

奴支

活動の種類
健款より）

活動内容

亙会員（役員青む）と学生会負を含わせて31名。研究会員（企業）はO杜
ロボカップの参加者・関係者は3～遂OC名いる。

会長至名、理事長1名、専務理事1名、他の理事8名、監審2名、計豆3名

常勤なし。役負を中心に無報酬で活動・事務を実旛している。

正会員1入会金2，G00円、年会費3，⑰GO円（月250円）
学生会員1　　〃　　1，0G0円、　〃　　無料

研究会員1　　〃　　無料　　、　〃　　工2万円（茎ω

・1999辱度実績（至2月～3月）　収入3蜘千円、支出38千湾、次期繰越301千円

。2000隼度予算｛4月～3月）　収入15，7蜘千円、支幽15，740平円、次期繰越O千円

王　文化、萎撮又はスポーツの振輿を図る活動

2　園際協力の罵動
（定款）

王．ロボット・サッカー等の競技会の開催

2．ロボッドサッカー等に関連する学術会議の開催

3。ロボヅト・サッカー等に関連する教育セミナーの開催

4．ロボヅト・サッカー等に関遵する調査及び研究

5．ロボット・サッカー織こ襲する普及及ぴ啓発

6．非営利科学文化団体ロボカップ團際委員会（スイス・ベルン市〕が鰍窪するロボット・

　　ワーノレド・カップヘの参加、鶴力
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7．前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事葵

（補屋〕

　　fロボット・サッカー等」には災害救助関係を含み、ロボットサッカーで生み鎧された

技術を利用し、大規漢災害蒔の救助戦路と、救助ロボットの闘発を推進する活動fロボカ

ップ・レスキュ］」を実施している凸具体的活動の…つとして、大規模な災害時に建造物

や道路の聾躍、気象条陣など複数の条降を織り込んだ被害予測が可能で、災密時に最も適

した人命救助方策も半1j断できるr救勤戦絡シミュレーションソフト」を鍋発した。このソ

フトの闘発には第一線の概究者約50人が1年がかりで携わった。現窪、複数の魯治鉢が

導入を検討している。

　また、小学生などを対象に、キヅトの作成等により簡巣にロボカッブの活動に参カ具でき

るリーグである「ロボカップ・ジュニア」を喬地で鰯崔し、普及に努めている。

　この徽、書籍の編薯も実施している。（鰍こ「ロボカップ・レスキュrを弔」行、他に

㍗般殉けを数冊執筆中）

課題への対応
策

行政との関係

行政への要望

法人格にっい

て

　1．会員が少なく、会費収入が少ない。会員数の拡大

　2．会員数を拡大しても、会費だけでは遼鴬できない。競争的研究資金の獲得などが必蟹

　であるが、ほとんどN翌Oに門戸が開かれていない。

非営刹縄織であっても、申核にはプロフェッショナルがいないと本格的な濯動は難しい。

　　3．しかし、「㎜OjすなわちI’ボランティア」、唆用がいらないjという社会的認識

　が広がってしまっている。また、魏獲の港動ば本業の禽閥に無鰯酬で行っているため、

　本謹が忙しいと渥動に支障が生じる。

4．法人蕨得税の免除、寄｛寸金についての税制の優遇措鴛が望ましい。寄伺一金の税請纏遇

　措置があれば寄付をしてもよいという企業もある。

5一将来的には、米国のソーク研究所、スクリップス研究所のような自箭の研究蕨、研究

　スタッフ、事務スタッフを持った㎜Oにしたい。公的資金を受け入れるとともに、NPO

　として大学にも資金を出していくようなファンディング機能も持ちたい。

6・現行のNP0法の王2分野には基礎研究などの分野がないので、やむを撮ずr文化、

　芸術又はスポーツの振翼を図る活動」をあげている。

1．ロボカップ参カ階などへの会負勧誘。

2・通産省蕨管の目本麟暴処理振興事業協会（理A）からソフトウェア開発を受託した。

、、し坦窒蟹塑塑墜墾竺坐璽畦等の課題を行政にもアピールしている。

王・杉並区、名古屋市、妓阜市等の自治鉢の資金によりロボカップ・ジュニアを開催した

杉並区、横浜市、岐阜市、福岡市等の自治体が13年度から大規漢災審のシミュレーター

　作成を当委員会に委託することを検言抑である。

2．2⑪01年闘催予定のζロボフェスタ」に参カ鵬力する。

3一国から委員会への蕊接の支援はないが、逓産綾所管の胃本情報処理振輿事業協会から

　ソフトウェア開発を受託している凸

4・委員会とは直接関係ないが、役員の多くは轡公立大学、公部脇幾関に勤務している。、

王・棚0型研究所の実翔こ向けて支援してぽしい。

2．税撤の優遺潜置を認めてほしい。

3・競争的研究資金の獲得にNPCが参加できるようにしてほしい。

4一幾つかの自治体が災害救助シミュレーターの導入を検言寸しているが、このようなシス

テムの關発・導入に対する国の勤成が望ましい。

5。本絡約な活動を行い、事務処理や会言十処理、さらに法律問題の解決などを専門家に依

頼することになれば多大な費用がかかる。このような費用に対する支援をしてほしい血

6・実際の活動拠点鰯在行っている研究プロジ・・クトのオフィス〕を所在蛾として登記

できるようにしてほしい。

7・役員や会員への遜無は郵送することになっているが、電子メールでも可としてほしい。

（法人格を敢得した理由〕

ユ．行政、社会に対する認知を得るため。

2．契約を締結することができ、事業の受け．固至になることができる。
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（効果）

ちょうど、ロボカヅプ活動が認如される時類とも重なったこ二ともあって、ほぼ、狙い通

りの効果があり、事業も受託できた。

収益事業

所宥財産

代表者

その他

互．ロボット・サッカー等に関連する出板（「ロボカップ・レスキュ㎞」〕

2．ロボヅドサッカー響に関連する映像の販売（蜘象権）

3．ロボット・サッカー等に関連する物晶の販売（競技会のビデオ飯売等〕

4．ロボヅト・サッカー等に関連する無体財産権の実旛許諾（ロゴ、ソフトウェア等）

コンピュ山ター、携帯竃話、ソフトウコ。ア著｛乍権、現金

会長は、知能・機能創成工学が専門の大阪大学教蟹で、勇性、追7歳。

至．娑団体としては、ロボットや災害救動関係において、公的機関や企薬の求めに応じ、

　当委員会や国際委員会が所有しているソ列・ウェア等はもちろん、闘鰯碗機関、大学

　が所有しているものを縄み合わせて構築したシステムを作成することができる。当然、

　ライセンス関係も整理することになり、まさに㎜機能を果たすこ1とができる。

2．現在、ロボヅト、関係の普及のための資金がロボフェスタに集中しているので、その他

　にもロボットを用いた教育方法の研究等に資金を提供してほしい。

3．ロボカップ霞際委員会は、目本委員会理事長が代表を務めるなど、日本委員会のメン

　バーが主力になって活動している。

4、理事長は、研究開発を実施している立場から、嚇争約環境の欠如、伸立的研究機

構の欠如」、ζベンチャ㎞的基磯研究所の欠如」を目本の墓磯礫究の商渡的闘題一魚として

　あげ、「服O研究既の政策的な支援を求めている。

δ．闘き取り調査は、北野宏明理事長、松標仁専務理事及び石黒周事務局長より行った
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すると思われる技徽拘及び摘疲約課騒に関する調査搦究

収益事業として、次のことを行う。

ユ　保健・医療．・襯娃、環境保全、災害防止などの分野におけるW㎜に関する出版事業

2　保嬢・医療・福祉、躍境保全、災審防止などの分野におけるWN．に関するサービス

麗発

3　保健・医療・繕祉、環境繰全、災害防止などの分野におけるW洲に鮒1る薮たなサ

山ビスの開発事業化及び企業化の輸隻

（警漉までの主な活動）

　6つのワ』キンググノトプ（生体情報センシング、ウェアラブル光メモリ、環境槽報セ

ンシング、動物情籔センシング、ウ血アラブルネットワーク、マイクロエネルギーシステ

ム）カ湖究閥発を行っている。研究テーマの一例をあげれば次のとおり。

　　　・’カラスなどの野生動物の溺動をモニニタリングする情報遡蓬システム構築。

　　　・においや二酸化炭素、窒素酸化物の環蟻タト幟紋ンシングと人体の脈箱、血流、

　　　　体温の生榊議要岡時言寺灘、その相関関係の脱

　NPO法人創設後、㎜Ne榊㎏娩r」を発行してきたが、これを発緩的に組み込んで
2001年1月に嬬月発行の雑誌「ネイチャーインターフェイス」の虐刷号を企画発行棚

格は20GO円〕し、本格的な錫飯事業に乗り出した。なお、この雑誌の癸行業務は、この

N翌0の個人会負数人が出資した株式会稜にアウトソーシングしている。

工　活動資金を確繰すること。

2　米圏では、バイオテクノロジーなどの分野で、数資人が常駐し基礎研究を行う㎜O

が活動を開始しつっあり、新たな研究拠点となろうとしている。当機構も、将来釣には、

大学と連繁し、民閥及びfテ政からの資金提供を得て、米鰻の基鱒畷究㎜Oのような規

模（碧標11GO人の研究春1GO億門の資金）の砺究拠点となるN碧Oに成長したい。

課顧への対応
策

行政との関係

行政への要墾

法人格につい

て

　競争約研究資金の獲得に努めるなど、政廠や政府系法人からNP0への資金ノトトを作

っていきたい。

　現在のところは特になし。

1．技術㎜0を育てていくという考えを持って、競争的研究資金を含め、政廠や政府系

　　法人からの資金が流れやすいような環境を整騰してほしい古

2．蝦0法の特定非営利活動に研究開発などの分野を入れてほしい。

㈱人格を敢得した瑠由〕

社会的信用を得るため。

（効果〕

収益事業

所有財産

代表着

ユ　傑健・医療・福祉、環境保全、災害防止などの分野におけるW郷に関する鉗版事業

2　保健・医療・福祉、環境保全、災害防止などの分野におけるW㎜に関するサービス

開発

3　保嬢・医療・醤祉、環境繰全、災害防止などの分野におけるWNに関する薪たなサ

』ビスの粥発事業化及び企業化の推進

特になし血

理事長は、環境清報マイクロシステムが専門の東京大学教授で、男性、58歳。
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その飽 互．細O内部の靭ラ体制として、①綴載・広報部会、②事業・杜会部会、③辻撒都会、

④技術音碁会、⑤経営企圃部会という5っの部会を設置し、各部会蓑には理事が就任して

いる。出版部会は雑誌fネイチャーインターフェイス」を企臓しアウトソーシングによ

　り出版、経鴬企両部会は外部資金獲得のための研究開発計圃提案を作戚する。

2．闘き取り調査は、板劉鯉藤長より行った
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N　o．7
嘉琢

蕨在地

HPlU肌
所轄庁

科学技術への南民参加を考える会

埼玉県比企翻島岬丁

ゑ　〃㏄S舳．㏄S．de皿δ虹，邑O．．ノ川W幽E㎜囲世銚皿d畠Xhね皿1

申言静朗買

認証隼肩員

登記年月ヨ

事務所等

暮的

　大学の砺究室を連絡先としている。会合は都内の会議窒等を僅嬬凸

　2回にわたるコンセンサス会議開催の経駿を踏まえ、科学技術への市民参加を図るため、

コンセンサス会議方式の採用を（さらにはその他の参カ員方法をも）社会に提案し、支援し

ていくための継統的縄織である古

　（科学技術への市民参加といっても、単に意屍を闘くというものではなく、科学技術の

杜会的受容の事噺など、政策に結びつくような参フ渕の佳方を念頭に置いている。〕

　員本におけるコンセンサス会議の試みとして、第王固の臆伝予治療を考える市民の会

議」は王998年ユ月から3月にかけて関西で、第2困r高度精翻社会一婚にインターネ

ットを考える市民の会議」は19粥年5月から9月にかけて東京電機大学嶋凶キャンパス

で開催された・これら二つの怖渓の会議」は、研究であると同跨に、社会への援案、料

学技術への帝民参加方式の提案でもあったそして、この2回の経験を通じて、冒本に

おいてもこ二の方式は令分鮫えることが見えてきたと考えるところとなった

　こ二の2回の会議は砺究者グノトプであるr隙学狡術への末殴参加」研究会」が行った

ものであるが、且999年9月に開かれた第2圃昌コンセンサス会議の公麗シンポジウムに

おいて、若松代表がNPOの設立を11乎びかけ、11月の設立となったその驚景には、第2

回胃のコンセンサス会議に参加した市彫くネルの意向もあった

　薪たに設立された搬oは、研究者を串心としつつも、半分以上オ蝦究者以外の一般布
民である。

（コンセンサス会議とは、一般帝民÷敷名（布彫くネル）が、闇題とする科学技術につい

てさまざまな専門家の説閉などを聞いた上で、言垢翁を行なって含意（コンセンサス〕を得

るよう努力し、目常生活、一般市民という視一煮から意見や提案をまとめる会議方式。1980

年代後半にデンマークで怖澱によるテクノロジー・アセスメント」の・一環として生み出

され、1990辱代半ばから搬界各国で試みられているもの。）

杜員数、会員

数

役員数

スタッフ

会費

紋支

活動の種類
（定款より）

濡動内容

会員　約蜘名（役員含む〕

メーリングリストの参獺者は80名旗

代表ユ名、事務局長1名、運営委員会王o名　うち　会言寺1名、会言濫査王名

常勤なし。会員が鱒麟、交通費等各虐負担で活動を行っている。

入会金　なし、年会費3，⑪OO円

・至999年度実績（10月～3月）　奴入約100千円

墓本的には、ワ㎞キンググか一プを纏織して活動を実施している。

互　会報隔線さす通儲の発行（隼3～4回〕、ホームページの設置、運鴬。

2　パンフレットσ）作成（作成中）

3　コンセンサス会議実施のマニュアル（クック・ブック）の作成（12万字穰度。現在作

成中、棄年刊行予定）

4　会合、打ち合わせ（設立以来10回弱開催、2000年7月には東東のホテルで豆消の合
宿を關催）

5　神奈」牒自治総合センター、藤涙市、NWデLタ経営聯注催の30名の自治体職
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一　…　一　…　］　…　…　山　…

がコンセンサス会議の説明などを実施している。　　　　　　　　　　　…

王．財敏的基盤が弱い。

2．至．と鰯連するが、資金が少ないため、ファシリテーター｛コンセンサス会議の司会

を務め、コンセンサス文書をつくるまで、布彫｛ネルの活動・議論を助げる）やオ山ガ

ナイザーの養成ができない凸プロとしての実力を養成するためには、人件費にカ肢、’研

修・教育費や繕動資金も必要である凸こ二れらの資金がないため、仕率を受けるだけのカ

なく、したがって紋入も少ないという慈循環に陥っている面がある。

3．樗来的には、テクノロジー1アセスメントの責任を負うべきと考えられる會序、自治

体、業界圃体、学会などから、会としてコンセンサス会議の闘催（運営一式）を受託し
たい。　…　…

課顧への対応 至．コンセンサス会議その他のイベント会場、蝦Oセンター、蜜治嬢などで会のパンフ

策 レットやフライヤーを配布し、会員の勧誘を行う。

2．民閥の助成財圃への動戒申譲。（ただし、プロジェク1・べ一スのものが多く、テーマ

の獲格から採択されることは容易ではない）

行政との関係 1．神奈」牒白治総合センター、藤沢市、N皿データ経営嚇主催の30名の白ず舗轍
員が参加したセミナーなどおいて、代表や会員が＝・ンセンサス会議の説明などを実施し

ている。

2．代表が農林水産省関係（遺伝羽且み換え食晶）や科学技衡序関係（ヒトゲノム）のコ

ンセンサス会議に関係している。

行政への要望 1．…般的に、NPoに対する税制などの支援が充実することが望ましい。

2．行政などから会にコンセンサス会議の踊催を委託してほしい。直接委託ができないの

であれば、受託したシンクタンクなどの機関の剰云いをさせて欲しい。例えば、ボラン

ティアで参加する、雇屑してもらうなどの季段があるのではないカ㌔

3．行政が発行する広報誌などで、コンセンサス会議など科学技術への市民参加の考え方

を発表する機会を与えて欲しい。会として難しいならば、会員個人としてでも裏い。

法人格にっい 法人化が助成や事業委託の斜牛であれば、直ちに行いたい。

て しかしながら、今のところメリヅトは期祷できないと考えている。

また、現姦はクックブックの炸繊に会のマンパワーを敢られているので、クックブック

炸成とNP0法人の設立手統きを同時に行うことは出来ない状況である。

紋益事業 なし。

所有財産 なし血

代表者 代表春は科学技衡栓会学、科学技術・・ミュニケーション論が尊門の東京竃機大学教授、

勇性、57歳。

その飽 1、会の組織体策1」としては、蓼務周、運営委員の他に、必要に応じてメンバーが白発的に

立ち．とげたワーキング・グノトプがある。2000年3月末現在、r肥（ホームページ）」、

「会報」、「普及啓発」、「ワークショップ」、ゴプロ妾一ション」の5グノトプがある血

2．科学技術への市民参加の方策として、コンセンサス会議の他に、フユーチャーリサー

チなどの手法についても概究している。

3．闘き取り調査は、着松級男代表及び鏑木孝昭事務周長より行った
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N　o．8

名称

所棲地

㎜～＝㎜

原子力姿料楕報室

東京都中野匿

b　㎞o．’蝸．呂　．o

所轄庁

申言者年月周

認証年月目

登謁年月胃

事務所籍

圏的

杜負数、会員

数

役貴数

スタツフ

会費

収支

罵動の種類
（定款より）

1999年3月11胃
王999年9月　7日
玉999年9月2王目
東京都申野驚東中野駅返くのビルの王フロアーを賃俺賃貸料は月額65万円穫度（光熱
費は除く）

（定款）

　この法人は、原子カに依存しないエネルギーシステムの確立をめざす立場から、産業界

とは独立に、源子プ〕の闇発禾1」用の動向及ぴ安全惟に関する調査研究や原子カに代わるエネ

ルギーシステムに関する調査研究などの事業を行い、もって全ての生濤者の生命及び健康

の確保と地球繋境の保全を畷り、ネ蛤の健全な発展と向」二に寄与することを目釣とする。

　1975年9月、常駐者王人で潜動を開始したその後、標子力躍蔓に関する輔撒な機
関として活動し、その存窪も次第に認められるようになってきた。現在はスタッフ9人と

ボランティアの人たちが働いている古

　これまでの活動の翼鉢釣なものとして、1993年に目本原子カ産業会議と共催でプルトニニ

ウム闘願に関する対謡集会を闘催したこと、蔦速増殖炉「もんじゅj火災事敬に際して、

独魯に馨救の総含評個会議」を発燈させたこと、1995年から2隼計蘭の幅際MOX
評価プ螂ジェクトjを主宰したことなどがあり、これらの活動によって、国の原子カ政策

に対するチェック機龍や、国蹴鰯センターとしての役害1」も年々拡大している。

　ユ9鎚隼ユ月にN聾0法人猪敬得申講に商けての設立総会を開催し、東寮都に申講の緒栗、

9月にNP◎法人として認証された
原子プ］に関して異なる立場の人や組織とも共通のテーブル上で議論することを視野に鷺

いて活動している。

・正会員660名（2θ00隼至2月現在、役員膏む）

・賛助会員　約1，800名

．磁矯」購読のみ会員約5i0名

共同代表3名、他の灘事6名、監事1名、言十王O名。

事務局長豆名供同代表の至名）。

常勤9名（事務局蓑蓄む）で宥絵。

他に必嘆に応じて、随蒔、ボランティアが参狐

役員幸麟1共同代表は月額3万円（事務局長は除く）。他の理事は月額至万円。

正会員　　　　1入会金　なし、年会費　亘O，GGO円

賛助会員　　　　1　　〃　　なし、　〃　　6，000河

樋信」購読会員：　　〃　なし、　〃　　3，500円

ギ㎜㎜O　TOXYα賛助購読1牛会費　5，000円
「㎜㎜預CTOKYCj購読のみ1　〃　　3，OGO円
・1999年度案績収入　　　62，惚6千円（うち蚊益事業毎，1馳千円〕

（4～3月）　　　支出　　　62，始2千円（　　〃　　3，978千円）

　　　　　　　　次期繰越　　293千円（収益事業奴支差206千円→本体会計に繰入）

・20⑪0年度予算　収入　　　58，300千円（うち収益事業4，500千円）

｛4～3肩）　　　支出　　　58，050千円（　　〃　　唾，000予円）

　　　　　　　　次期繰越　　250千円（収益事業牧支差500千円→本偽会計に繰入）

王．繋境の保全を図る活動

2．團際協カの潜動
3．栓会教育の推進を図る潜動
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4．人権の擁護又は平和の推進を図る潜動

5．以上の活動を行う団体の運営又は濤動に関する連絡、助書又は援助の濯動

活動内容 工．調査及び評価研究

　　産業界から独立した立場で調査・評鰯研究を実施している。これまでに瞭発事救の

災害評緬」、「核燃料輸送時の災審評慨」などを術ってきた

2．資料集めと整理・分析

　　この団体の活動の中心であり、蹄纈紙10級英文紙5紙、その他に園内外の雑誌が

50誌以上、各種論文や報砦書をデータとして蓄積している。集めたデータの分析や、政

府・原子力産業の致策や報告書などに対する批糊・検討も重要な活動として行っている。

3．政腐・委負会のウォッチング

　原子力委員会など、公薩で開催されている会含をウォッチングし、政府内部の動きを

広く伝えている。

4．「原子カ資料精報鑓f言」の発行

　　1976年1月以来、発行を続けている月刊の機麗誌「原子カ資絆鰯窪通儲（B5判・

16ぺ』ジ）を発行している凸

5．パンフレット・リ］フレットの発行

　原子プ］に麗するさまざまなテーマについてまとめたものを、年2～3冊のぺ一スでパ

　ンフレヅトやリーフレットとして発行している。

6．公開研究会の開催

　その蒔々のホットな誘題をテーマにした公開研究会を年3～4團開いている。

7．慶際会議・シンポジウム等の主催

　至99遂年から1999年の闘に6回開催している古（2000年は闘整辻ず）

8．「㎜㎜O　TOKYO」G寒文誌）の発行
　海外に胃本の状況を伝えるため、1987年秋から、隔月刊で英文の脱原発ニュ㎞ス

　「㎜㎜珊OTC鮒0」｛B5判・10ぺ一ジ）を発行している。
1　収入の確保。

2　前代表が2GOO年至O月に亡くなったため、その対応、特に組織の安定化が当繭の課題

の一つである。また、長期的にみても、綴織をどのように安定化・活樹ヒしていくかは

重要な課騒である。

3　調査研究課題を確実にこなしていくことが必要であるとともに、今後、どのような質

のものを展踊していくかが課題である血

譲騒への対応

策

看ラ華女とσ）関係

行蚊への要望

法人格につい

て

　収入の確傑のため、次のようなことを行っている。

　会員増加の努カ。

　民闘財団からの助成金の申請を行う。既に、内外の鐵体から助成金を受けている。

　蝦0法人に関する税蔀阯の鐙遇措置、特に、寄f寸に対する優遜渚震を要望している。

そのために、rC■畠（シーズ、市民活動を支える第腹をつくる会〕」の会劇こなっている。

2　組織については、総会、理事会、スタッフを通じて、組織約な動きをスムーズに展開

するよう努カしている。

1　原子力委員会主催の腺子力政策円卓会議」に出席した

2　科学技術庁主催のi搬寸性廃棄物シンポジウムjに出席した。

3原子力政織こ刻する考え方や立場は異なるが、共遜のテーブルの上で議論していきた
いと考えている。

1　原子力政策については、円卓会議、原子カ長嬬十圃策定会議の委員との対謡などの機

会を通じて意見を表明してきたし、また、原子力長期言十衝案に対する観民からの意見募

集でも撤退を求めるものが多かったはずであるが、このような意見を計画や政策に反映

すべきである。

2　情報公開が進んできてはいるが、本当に必要な精報でも都含が慈いものは鉗てこ楓、。

求められた麟臣は鎚して欲しい。

3　NP0法人への割寸に対する税制の優遇織費を講じて欲しい。

（法入格を取得した理由）

王　組織の系繍生の保訟人が入れ替わっていても、組織が継続していくため。
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2．奉七会的な認緬が高まる。

3．調査研究事業を受託したい。

働果）

王．．魎織の継続性については、法人化によって逮成できたのではないか。

2．マスコミなどからコメントを求められる機会が増えたのは、法人格の取得も影響して

いると考えられる。

3．調査綴究事業を受託するまでには釜っていない。

奴益事業 姿初はパンフレットのイ乍成や妻籍の出版などを収益事業と考えていたが、東京翻の見
解などもあり、こ二れらも特定非営利藩動に係る事業に含めるように昆直しを行っている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　…　…

所有財産 大量の関係資料を集績しているとともに、事務所において、スタッフ互人に1台のパソ

コン、机、椅子、さらに会議や作業用のテーブル緯事務に必嘆な機防を所脅している。

… …代表者 共筒代表は、当団体鴬勤の男姓（49歳）、新聞編集長の男姓（54歳）、大学の兼任

識而（63歳）

その他 王．聞き取り調査は、｛事英幸共1覇代表より行った。
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N　o．9

名称

所在端

HP：慨
蕨轄序

申言着年月嗜

認証年月貝

登記年月1ヨ

事務所等

覇的

杜員数、会員

数

役負数

．スタツフ

LPI－5ap刮n（Li皿ux蹄℃臨脇io皿叡㎏益缶螂拓J呂p囲n）

東京翻渋劣区

養　　伽w　邊国i苗冨．cojpκP工Jノ

鯛2000角三　3月3至員

2000隼　7月ユ4胃
2000隼　7月28胃
索京都渋谷区にある会員金業のオフィスを使濡。

（定劇

　こ二の法人は、コンピュータ惰報システム関達技術者または、コンビュータユーザ等を対

象に、リナックス（オペレーティングシステム）の技術者認定試験を実施し、特定葬営

禾媚動法人であるリナックスプロフェヅショナルインスティチュートと協力してエル

ピーアイジャパンは各レベル｛三段階）に応じた技術認証を第三者機関として与える事

業を行ない、膏本におけるリナックス（オペレーティングシステム）の普及・促進を図

ることを胃的とする。これらの事業は、我が国の績翻後会の遠撰と惰報化経済への構造転

換に資するなどの公益性を鑑み、特定葬営刹繕動湊人として周本経済の活憎ヒに寄与する

ことを国指す。

！．ぼ至本部（乙in棚Professi㎝a亘王nstitute　lリナックス・プロフェッショナル協会）

　について

　　王998年8月、CL漉（カナダ・ナショナルL圭邊㎜ユーザー圃徴協会）結戒にあたり、

Lio㎜技術認定サービスにっいて議論されたことが発端となって、L圭n㎜技術者の世界

　的な認定機関である岬I」が設立され、ユ999年且o月にカナダ、ニューブランズウィッ

　ク州政府より非営利法人として認可された。カナダに本部を燈いたのは、インターネッ

　ト上で役員会を開催することが可能であるため、キーメンバーにカナダ人がいたためな

　どのヨ墾副こよる。この協会は、米慶を牢心に全世界でLin肚技術者の認定試験を好って

　いる。

2。びI－3apanについて

　　1999年10月、米圏ネバ例・1’1ラスベガスで開催されたC㎝D弧（コンピュータの世界最

　大規模のイベント〕において、現在のぼI－Ja脚理事長が米圏げIの役負と会談し、

　目本でもLi邊ux普及の、重要性が増しつつあり、LPIのような機関を設立する必要がある

　と導し劇たのが発端である。げI本部は、日本でのげ互潜動の条件として、㎜による

　組織化を要請した。その意向に沿って、1999年12月ぼU鍬㎜設立準備事務周が東京

　都渋谷区の企業内に設置され、公益法人や圃体化の途を探り、検討を重ねた繕果、特憲

　非営刹潜動促進法による法入化が最も目的に葛■jい適合性があると串徽された。そして、

　清綴関遵の7っの企業と1っσ）大学に所属する設立発起人により、目本法人として

　ゴLPI－J呂pan」が設立されることとなり、20GO年3月、東京都に㎜法人格取得申講を

　行い、7月に認証・登記された

1個人匿会員　　　　　　　　　　o名
・賛助正会員（5段階の種別あり）　　至8名（企業呈7、大学学部1〕

理事蔓至名、蔓1纏事長1名、他の理事3名、監事i名、言青6名

　親蔭、スタッフはいないが、近々、非鴬勤の事務局長（雀5歳勇性、会杜杜琵）を月額50

万円で雇用する予定である。
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会費

収支

活動の種類
碇款より）

活動内容

個人疋会員：入会金、会費　なし

賛助正会員1種別に応じて、入会時に以下の会費を支払う。

　　　　　　（1〕　プラチナ　　　　500万円　（9杜）

　　　　　　（2）　ゴールド　　　　鏑0万円

　　　　　　（3）　シルバー　　　　夏50万円

　　　　　　（4）　ブロンズ　　　　50万円
　　　　　　（5）　＝］ントリビュ山タ　10万円

・2000年度予算　（3～3月）収入52，⑬GO千円、支鎖51，812千湾、次期繰鐵至88予円

1．社会教畜の推進を図る活動

2．文化の振興を図る濾動

3．禺際協カの潜動
（定款）

ユ．この法人は、脳脳技術者認定試験を実施し、日本のコンピュータ、i麟蔓システム潔

違技術者を対象にした脳㎜1技術の認証を第三老機関として与える事業を行なう。この

成栗を通してLP工J盆pa虹は、新たな麟縦会教育の発展に寄与する活動を行なってい
　く。

2．この法人は、イベントや関連する展示会へは主体的カり、穣極釣に広報活動を行ない、

我が園の新しい情翻文化の健全な振輿を図る凸

3．この法人は、米国をはじめ全世界綱で、L虹㎜の技術蓄認定を行なっている脇㎜

P醐触壷om1脳捻虹拓似下L　P互と稿す〕と姉妹・遠携関係をもとに運鴬し、むn㎜【

の技術者認定を通じて独1uxの普及1姻遼のための慶際協力活動を行なう。

4．この法人は、その飽前項に関遵するL㎞㎜の啓蒙普及活動を主徴的に行なって行く。

（実際の活動〕

1　目本語による阯㎜【技術背認定試験については、2000年工2月から受験再能である。

年闘2平名の受験を兇込んでいる。枇界共通基準による3段階｛レベルユ～3）のうち、

翻主はレベル1の試験を2科員実施している。試験は、米国の世堺的なコンピューター

技術者試験榊予会杜と提携し、同社の目本国内提携会杜である株武会社（N㎜）の雀5

箇所の施設を試験会場として、オンラインで実施している。1科昌の受験料は15，000円

で、試験は60闘をマウスのみを用いて90分で鰯答する。

2　賛助会員数はユ8であり、そのうち9社は会費500万円のプラチナ会員となっている。

他の会員については、未定・今後、できるだけ多くの企業から寄f寸を募り、レベル2以

降の英護の試験を胃本語に翻訳する。

3　近々、纏織替えをして、理事を責任者とする分科会を設け、役害11を分摂する予建であ

　る。理事長は各分科会の敢りまとめを行う。

王　狸工本部との連携をどのようにとっていく力㌔試験閥願の目本語翻訳を月本で行うこ

とにっいては、漏洩防止やサイ：］メトリシャン（Psyobo鵬樹曲馳）といわれる試験間

題作成を行う専門家の確保などの，氣で条件が厳しいため、LP互本音聾が翻訳を行ったが、

予定した期限に闇に含わず、事前の広幸翼が令分できなかったことがあった

2　D皿邊xは特定の企業に結びっいたOSではないので、政府にもLめ㎜を広める旗振り

をやってもらいたい。技術春認定試験についても、政府から何らかの撤薦やお墨付きを

もらいたい。

課題への対応
策

ユ　旺互本部との関係については、本部の着を旺闘理㎜の役員に入れるとともに、

旺H囲p㎜の理事長が本部の理事となる人事交流を行うことを予定しており、かなり改

善されると考えられる。

2　また、これまでの0S関係の圏際的な資播認定試験をみると、月本の割合が高い。こ

れは、目本企薬が資格を重視することや、国民陸によるものと考えられ、脳㎜の技術

春認定試験についても、今後は買本の受験者が占める害蛤が高くなると予想される。こ

のことによって、狸H劃p㎜の貢献度が大きいとみなされ、LP夏本部における発言カが

強くなると考えられる。また、ネット上で試験畷題の改善提案を受け付けることになっ

ているが、月本からの受験者が増え、改善緩案が多く出されれば目本に合った試験内

一208一



行政との関係

行政への要望

法人格につい

て

収益事業

所有財藤

代表者

その他

　容に改善されていくことも考えられる。

現在は特にないが、監事が、政府の繍樋信技術（王丁）戦鱈会議の構成貴である。

L㎞岨の普及についていろいろとサポートしてほしいが、特に、技術蓄認定試験につ

　いては・何らかのいわゆるζお劉寸き」がほしい曲そのために付帯条終が付くとしても、

　㎞㎜の基本的な考え方に合うものならば受け入れたい。持定の團や企業に倣存しない

　中立のOSであり・認定試験であるので、牢国では国家試験とする動きもある。

2。今後は、む皿淑の分野でどのくらい買献できるかがDe肱ぬs㎞洲になる。例え
　ば、公的な砺究所が肋1㎜の改善に貢献し、それによって評価を得ることも裟ましいこ

　とである血

　（法人格を取得した理由〕

　設立時のカナダの独I本部からの要請もあり、葬営利法人である漆部と同様の纏織形態

とした

働果）

　東東都が認証している法人ということで、賛幼会負の募集や受験生の確保などの面でメ

リットが大きいと、窪われる。

なし。

なし古

理事長は麦講倶関遼会杜杜長で、男性、56醜

ユ。聞き敢り調査は、成丼樹壁事長より行った二
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N　o．10
名称

所漆蟻

搬：㎜
所轄庁

申請年月日

認駐年月目

登言己牢月貝

事務所籍

員的

社員数、会員

数

役負数

スタツフ

会費

収支

潜動の種類
（定款より）

活動内容

貿本技術者連盟

東京都港区

作成中

ユ999隼　9月　　實
2COO年　　王月互7胃

2000年　2月　8目
東京都港区のビルに事務室と会議室を賃僧。

（定款）

　わが国の産業講分野、搬弓において技術箪新の基盤形成に先導的役害1」をになう技術者

〔翫gineers〕の織種をこえて横断的、共同体として技術者職域の多様イヒ、流動化簿に対

応し、技術書業務の高付カ籔樹醜化の推進を図り、社会的経済的蕎乎価を高めて、技術者の使

命逮成に努めると共にとりわけ、技術者及び関係者並びに鶴力者等による±綱槻摸的大気

繋境闘騒や廃棄物処理・再奉■」周間題鱗決のための敢り紐み等による技術レベルの向上化と

広範囲な歓会貢献の高度化を図り、不騎定多数のものの利益の増進と、わが国の技鰐立国

施策に寄与することを翼的とする血

　2GG0年、NPO法人格取得と同時に設立された。現在、事業化に向け、いくつかの事業

化研究会・漉議会で臭鉢釣な活動を検言抑である。すでに実行に移しているものは、野球

のパットの原料育繊を図る訂アオダモ資源育成研究会」のみである。

正会員20人（役員含む〕（2000年2月現在）

会長1名、低の襲事7名、監事2名、談10名。他に顧閥3人、事誘局長至名白

事務局長等3人（うち女燈1人）が事務所に常勤している。

正会員　入会金10，OOO円、年会費12，00C円

賛助会員（企業）　入会金なし　年会費60万円

・1999年度実績（2月～3月）　蚊入1，000千円、支出53千円、次期繰越947千円

1．杜会教育の推進を図る活動

2．環境σ×暴全を図る潜動

3．地敏安全活動

4．團際協力の活動
（定款〕

1．特定非営零1」活動に係わる事業

（1）　技術者及び不特定多数の市民・関連団体への入事処遇、報酬祐渡の調査並ぴに改

　　　善に関する事業
（2）　灼外関係機関、団体との鶴力並ぴに交流に関する事業

（3〕　技術者及び不特定多数の布民・関連団倭への社会的貢献及び属際釣貢献

（4）　技術者及ぴ不特定多数の帝民・関連団俸への地球的環境保全への貢献

（5〕　技鋳渚及び不特定多数の市民・関連団俸への廃棄物問趨の改善及び検会的貢献

（6〕　顯際的に通用する技術者及び技術春繍禽のための資格試験及ぴ認定試験等の実施

　　　及び普及
（7）　技術者の杜会的没害1吸び流酬生等に関する研究

（8〕　その他第3条の目的を達成するために必要な事業

（9）　土記各号に係わる研究会、講演会、ゼミナールの関催

2．収益事業

（ユ）技術者及び不轄定多数の市民・関連団俸への蹴或、職務の啓発、普及並びに斡旋に

　　　関する事業
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（2）技徽マネジメントの砺究、冒磯並びに技術者教育に関する事業

｛3）技術者及び不特定多数の市民・関連団体の活動情報提洪と紹介派遺に窮する事業

（4）技術者及ぴ不特定多数の市民・関違団体の能力殉、とのための技術瀞附一ビス籍の

提供事業

｛5）技締者及び不特定多数の市民・関達団体への織務、業務の遼歩改善に灘する情報資

料の奴集事業

（6）各穫干1」行物の発行、醒布

（窮察の漬動）

これまでに実施した活動は、響球バッ岬のアオダモ資源畜成である。会長が野蜘弍ヅ

トの研究家であり、プロ野球のバヅト閥類を検詞するコミッショナーバヅト弱趨諮閥委員

会の委負長であった灘係などから、当団体はプロ・アマ野球関係着、バット生産者などに

よる「アオダモ資源育成の会jの事務局を務めている。これは、欄毎道天然林のアオダモ

が木製バットの僚材料として植界一といわれており、かつ、その育成に70年以上を要し

資源的に厳しい状況にあるこ二とから、顧有林、堀毎瑳大学などの協力を得て、蒋来にわた

ってアオダモの資源を育成するための植栽、保育、調査、研究を行う活動である。

その働に、研究会や協議会を立ち上げ、次のようなプロジェクトの事業化を検討してい
る凸

。　㎜U鋤シ］ル認証機構（セキュリティ技術評価センター協議会〕（注：
「㎜U馳」とは、プライバシー保護に関する米国の非営利団体であり、プライバ

シ］繰護認定シールを発行している）

・　ハイスクールラーニングメディア協議会（高校生に瀞する資格試験の講義等を

インターネット、鶴星放送などで醒信する）

・　コ山ポレイトラーユングメディア協議会（上認の社会人版〕

鰯 本格的な港動はこれからであり、現在のところは特にない七

課趨への対応 同」二

策

行政との関係 アオダモ資源育成活醐こおいて、棚毎遭森林欝理周が協力した

行政への要望 現在のところ特になし。

法人格にっい （法人格を敢得した理串）

て 技術分野は多妓にわたっている中で、蝦0法人であれば、財団法人や栓鐵法人のよう

に監督省庁にとらわれずに横断釣な活動ができる。

また、社会貢繊などを考えれば、親睦会のようになりがちな任意団体では意味がなし㌔
（効果）

本格釣な藩動はこれからであり、現在のところ効果ははっきりしない。

収益事業 なし。

所有財産 なし。

代表者 理事長は電子工学が専門の元芝溝工大学長、努性、75歳・野球バットの研究家でもある。

その倣 1．理事会の飽に、会長の諮閥に応じて評議し、意見を述べる評議員会を穫くことができ

る。評議員は総会の議決により、10～20名の範翻で会長が任命する。議長は評議員
の互選。

2．業務企鰯の推進のため、企画運営委員会、専門部会等の委員会を置くことができる。

3．事務周は事務周長1名と職員著平名を置き、会長が任翁する。

4．聞き取り調査は、事務周の石光鄭眠より行った。
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N　o．工1
名称 ソフトエネルギープロジェクト

所獲地 神菊1燥横浜市音葉区

貰P：概 h　　　ゴ　　　　　．ne七1a　1ユta．ne．‘ノ山n　　　呂e　／02．h缶㎜

所轄序 神奈，1燥

申請年月目 1999年5月　　買
認蓋正年月買 1999牟三　8月3ユ冒
登記年月胃 且999隼　9月王3員
事務所籍 現在は理事長の自宅の且室を団体に貸しており、そこを蕨在地として登謁している。し

かし、主な活動は、かながわ娯民活動サポートセンターを剃用している（会議室、厚賜機

等）。また、太陽光発電パネルなどの機材は倉庫を借りて収納している（月に19，800円〕。

横浜市がNPOに栽して事務所｛純粋な事務スペースのみ）の賃貸料の蝸を補助する制

度ができたので、これに応募して、今隼の呈1月頃から新たに横浜布内に事務所を借りる

予彪機材もそこに収納することにしている血

冒的 （憲款）

この法人は、横浜市を申心として神菊牒内外に対して、ソフトコニネルギ山、省エネル

ギーの推進に関する事業を行い、言鰯と防止に向けて二酸化炭素（C02）削減に寄与し地

繍の総を図ることを目約とする血
経緯 理事長らが王鵠2年にリオデジャネイロで闘かれた「環境サミット」の報遼により地球

混媛化やエネルギーの間騒こ関心を持ったのが団体発足の契機である。当縛、神奈川県や

横浜南はエネルギーに関する誌蘭やどジョンを作成していたところであり、商民から伺か

やらないといけないとの認識こ立って蟄治体に話を闘きに行った。そして、袴奈」1際の工

ネルギー消費量が全国で2番目に多く、スウェーデン王璽の消費量とほぼ同じであること

などを知り、至99皇年4肩に、地域や家庭の中からのC02の肖1臓を進めるため、ソフトエ．

ネルギー・省エネルギーの普及啓発に療極的に簸り組むことを慶的とする任意極錐訂ソフ

トコ：ネルギープロジェクト」を発足した。

発足娑初の1年間は、学習会などにより人材育成に努め、2年買に横浜諦の環境保全活

動助成金を受け、その後太陽光発電パネルや風カ発竃機などの機材を少しずつ貿い足して

きた現窪、太陽光発電パネル8放をはじめ、ミニソーラーカー、ソーラークッカー、小

型風力発電機などを所宥し、電気や嬢繍こ詳しい男惟会員を申心に体験型の普及活動を進

めている。

1999年には、特定珠営琴1蝿動漆人の登言己を行う。

1999年度に稗奈州県地球環境賞および横浜南環境保全活動賞受賞を受賞。

また、呈999年ユ月よりrストップ溜媛化ネットワーク」（9団鉢が参加〕の運営・事務
局を担う。

2000年11月、神秦川新麟土と神菊11新聞原生文化事業団主催の第12圃神奈川地或杜
会事業賞を受賞。

杜員数、会負 正会員70名｛2000年豆月頚准）
数 賛助会員　約呈o杜

他にクリーンコニネルギー帝民典澗発電所設置塞金賛同者　玉融口。

役黛数 理導長1名、苗鰯事名2名、他の理事3名、監事ユ名、言青7名

スタッフ 鴬勤はいない。理事長と覇1腰事長が対外的な対応、副灘事長2名が技脩、事務全般を事

務局、広報・ホームページ担当、環壌教育・イベント損当など、役員、事務局等淵贈」分

担して鱒鰯で選営活動を行っている。

会費 個人正会員1入会金　なし、年会費　一口3，O00円（1口以上〕

団体　〃　1　　〃　　なし、　〃　　〃　5，oθo円（〃　）

個人賛助会員1　〃　　なし、　〃　　〃　1，OOθ円（〃　）
団体　　〃　　1　〃　　なし、　　〃　　　〃　5，OGO円　（　〃　　）

企業　〃　1　〃　　なし、　〃　　〃　5，00C円（2q以上）
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奴支

港動の種類
（定款より）

潜動内容

課題への対応
策

・1999年慶実績（12月～3肩）　収入2，王00千円、支池易，000千円、次簸繰越100r＝円

・2G00年痩予算（4月～3月）　収入2，400平円、支出2，270千円、次期繰越130千円

1．環境の爆全を図る濯動

玉．ソフトエネルギ山の普及啓発活動

（1）帝民・行政・企業のイベントに参加し、太陽光発電パネル讐で発竃し、家竃製晶を

　　　動かすなどの普及啓発活動を実臨（10回〕

（2〕ソーラ山キャンプを闘催し、災審時のソフトエネルギー刹層実験・徽験等を実施。

　　　（i回〕

（3〕シンポジウム、検討会の実胞（講塵6團醐犠、5種類の検討会への参画）

（4）白然エネルギ］学校の闘就

（5〕広報紙「エネプ籟ニュースjの発行。

（6〕他団体との交流

2．繋境教育の捷進事業

｛ユ）∫jい申・高・大学の授薬や文イ瞭・大学祭に参加し、子ども達や替者への繋境教畜

　　　を実斑（7箇蕨の学校）

（2〕神奈川県の環境学習プログラム作りを受託』

1．エココニネルギーの調査・砺究・ツア』事業

　神奈州県内や全獺のエネルギーの調養・研究ツア山を開儀（2回）

2．クリーンエネルギ］市民共同発電訴の設蟹

　　市民からの資金や行政からの助成金で幼稚園、学校など公共僅の高い施設に太陽光発

電のパネルを取り付けるなどして省エネや繋境教育に役立てるための「市民共同発電所

設置墓金jを創設。発電施設を敢り付けた施設は発電量に麻じた金額をソフトコニネルギ

ープロジェクトに支払い、余った電カは電カ会社に販売する直2000年違月に第ユ号が

横浜商の幼稚園に設置され、2⑪o1隼2月に同市内の繰育園に新エネルギー藤業技術総

合開発機芋薄胴DO〕の噺エネルギー地域潜動支援事鞄の設傭導入事業による補助

金を受けて第2号が設置された。

　※　（）内は、1999年度の活動鰯数
王．運営費の確保』会の活動は活発になっているが、それに伴ってスタッフの個人負担が

　　大きくなっている。

2．専従スタッフを資きたい。

3．イベントの現湯で活動する運営委員の拡允最近は多いときはイベントが月に5圓も

　　あるが、運営委員が少ないので特定の人が毎圓参加しなければならない状況であり、

　　偶人の負担が大きい曲数を増やして交代制にしたい。

遂．機槻をイベント会場などに運緩するための積み降ろしが困簸現在は会が立ち会う形

　　で運送会後に依頼しているが、イベントの時闘の都合で皐靭5時1蟻み込みというケ

　　ースもある。機材の保管・運搬・腰示・体験ができるような普及啓癸専層車を開発し

　　て保宥したい。

5．帝民共同発電所の売電収入で次の発電訴が設置できるようにしたいが、価格が安いた

　　め難しい。

6Iクリ』ンエネルギー発電施設を設置したい市民、企業などに対して市民としての惰報

　　提供を行うとともに、：・一ディネイターやアドバイザーのような機能を果たし、饗事

　　報酬が出せるくらいの対価を得たい。

7．企業との共同研究を行いたい。（ソーラークッカー、シニアカーを改造したソーラー

　　カーなど）

8．地域の魯然、廃棄物を利周したエネルギーの闘発や奉11用を進めていきたい。

ユ．メ］カー、設置業者などの企業との協力関係を築き、寄付を増やしたい。翻系企業か

　　らの寄付はこれまでも少しはあったが、どちらかというとrご遠慮ください」という

　　スタンスであった。

2．行政、自治体との閲で、持っているものを鎧し合うような協働関係をつくっていきた

一213一



い。

3．聯宵家（研究者、国等の施策に詳しい人、技術者等〕とのネッ1・ワークを拡充・強化

していく。

4．環鏡ビジネスとの達携も考えていく。

行政との関係 1．神奈」1繰と横浜市が主催したイベントζエコタウンかながわ‘99」の商民偲1」の事務局

を務めた

2．至999年王月より『ストッブ書畷ヒネヅトワークj（紳奈j1繰環境言十画課、2つの学校、

6～7の帝民翻体が参捌の運営・事務局を撞う。

3．理事長が、横浜帝等の審議会委員、横浜市環境デザイン活動成果発表会の企固砺究会

の企画、布民カレッジ自然エネルギー講座の企圃アドバイス、識而などを務める。

考．神奈州県から環境教育プログラムの炸成を受託した。

5．神菊11県が市民共同発電訴の看板設置費用を動成

6．神奈川県の施設である、かながわ県民活動サポートセンターを僕濡している白

7．N遡DOから商民共同発電訴への支櫨

行政への要望 王．活動をバックアップする仕纏みをっくってほしい。国や県が市民鰯の企醐こ協力する

という仕纏みがない。

2．行政から団体への幼成については、イベントやプロジェクトヘの助成剛也に、管遜・

運鴬費に対しても幼成してほしい。

3．ソフトエネルギーや省エネの普及を進めるに当たって、高額でなくてもよいので助成

金や鰯…1」予融資鋳腹などの支援詰■疲をっくってほしい。

4．行政で、例えば地蹴鍛ヒ防止アドバイザーのような制度をつくってほしい。

5．普及啓発専用車の闘発や購入に対する支援をしてほしい。

6．喬付を行う謝こ対する課税の優遇措置を設けてほしい血

7．布民共同発電所で発電した驚力の翼い政り猫格を土げてほしい。

法人格につい ｛法人格を取得した理歯）

て 互．杜会的僑用を得るため。

2．活動が潜発になっていくに従って鱗入、貸倦などの契約が多くなってきたまた、各

種普及用機材など所有財産もあったため、これらを個人の資格で契約したり所有・管

理したりするよりも法人として行う方が適切であると考えた
（効果〕

1．育効であつた。

2．特に市民共同発竃所は法人格を敢らないと無理であった。渠も看板の設置費用を出し

てくれた。

3．契約等の楠手方も安心する。

4．取材やインタビューの機会も増え、会員の意識も変わった

収益薯業 なし。

所有賊産 太陽光発電パネル8枚、風力発電機ユ台、ミこニソーラーカーユ台、ソーラークッカー1

禽

代表者 理事長は紳奈jl1県の施設である「かながわ県民活動サポートセンター」のアドバイザー

でもある。また、横浜市の地繍尉襲化防止闘系、ゴミ減製鰯係、藤野町の薪エネルギー

ビジョン、川鰭帝のどジョンづくりなどの委負を務めている。女性、58歳。

その他 1．聞き敢り調査は、佐藤一子理事長より好った苗
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N　o．ユ2
名称

所海地

腿：U肌

所轄庁

申言静明冒

認証隼月買

登記年月胃

事務所等

鷲的

杜員数、会員

数

役員数

スタツフ

会費

収支

渚動の種類
（定款より）

平成・伊賀＠LAN（登記上はr平成伊賀のらん」）

三重祭上野市

h　　〃w叩㎜．i　．僅．’売　　馴M皿d邑x．h㎞

三重県

2000角三　5月　　］一目

2000宅三　7月3］一肩

身O00勾三　8月　4買

、h野市の市街趨（近鉄上野市駅から徒歩5分季呈度）において、木造2階建ての1日飲食店を

賃借（家賃5万湾）白

（定款〕

　主に三重県伊’賀錯臓（」二野市、名張市、伊螂丁、阿山町、島ヶ原村、大ば偶村、書追剛

において、個人・布民藩動団体・企業・行政による諸潜動の麟貫化を促進するため、主に

インターネットを藩用した事業を行い、もって社会全体の禾盤の増進に寄専することを胃

約とする。

　2000年1王月に三璽県内で開催予定であったr全観マルチメディア祭2θO舳みえ」に

おいて、県内各地域毎に行われる地域晴綴化フォーラムヘを開催することになっており、

伊賀地或でもフォーラムヘの参カ昌をめぐって、1999年8月頃から行政や市民罰体の闘で

話し合いが行われてきた言番し含いを進める字で、伊賀地域の追つの商駆体の闘に、緩

やかな団結を行う機運が発生し、これらの団体の12，3名が中心となって、至鰯年至1肩

頃、一つの國俸を結成することとなった竈結果的には、この軍成・伊賀＠LANは「全團

マルチメディア察2G0碗ユみえ」には、連携事業としてr伊賀特男1」区地域清報化フォーラ

ムjを実施することとなった
　そして、2G00年4一月28日に㎜O法人化に向けた設立総会を鰯き、5月1目に県に申

請した
（1）マスター会員（杜員〕　35名

（2）友の会会負　　　　　　8名

（3）賛勤会員　　　　O名、O団体

｛4）顧関会員　　　　　　　3名

｛5）参与会員　　　　　　　13名

代表1名、轟11代表2名、その・他の理事5名、監事1名、言十9人

上野市在住の女性ユ名（マスター会員、主婦）が、原灘として平員のユ0時から〃時まで

事務所に勤務している。無幸懸糺

入会金はなし

（1）マスター会員　　至0，G00円（杜員、法人総会での議決権を有する）

（2疲σ）会会員　　　2，OGO円（いがらんWEBにおいて専周のサービスを掌受。メール

　　　　　　　　　アドレス支給。〕

｛3）賛幼会員　　　　個人至口豆O，000円、翻奉1口100，GOO円

｛4）顧関会員　　　　なし（選営に関し狽樋的に支援してくれる会員ロメールアドレス支

　　　　　　　　　絵。）

｛5）参与会員　　　　なし（運営に対し、公務負や企薬の杜員としての立場で参加する会員）

・20θO年度実績（～7刷　　　　収入1，347平円、支出1，033千円、次鱗栗越314千円

・20θO年度予算（8月～3月）　収入7，3G0千円、支出7，300干円、次期繰越　　手円

ユー保健、医療又は福祉の増進を図る藩動

2．社会教育の推進を図る漬動

3一まちづくりの推進を図る活動

4．文化、芸術叉はスポーツの振翼を灘る活動

5．環境の繰全を図る活動

6．災寄救援活動
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藩動内容

7一地域安全活動

8．人権の擁護又は平和の描隻を鰯る涛動

9．團際協力の活動
10．男女共潟参画社会の形成の縄進を劉る漬動

1王．子どもの縫全育戒を図る活動

12．1～nに襯ずる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助書又は援動の潅動

2000年度は、伊賀地域の総含ホームページと付帯する各サイトの作成・遼営を申心とし

た事業を行い、またあわせて伊賀生活創造灘の商民・市鼠団俸・公的機驚1童繊産業等の

情報化支援事業やデジタルまちづくり籍に関するイベントの企蘭実施・参カ脇カを行うこ

とを基本方針とする。さらに、様々な専門分野の委員会（プロジェクトチーム）を設置し

て、より積橦的な活動を行うとともに、次年度以降の事業の企臓検討を行う。

1．伊賀地敏総含ホームページ事業

　　マスタ｝会負相互のアイデア交換と、外部譲機関との滋働により、ホームページ1’伊

賀らんどjの充実を図り、とくに伊賀地域の人々に役立つポータルサイトづくりを遼め
　る。

2．伊賀生活創造圏情報化支援事薬

　　布鼠國体、行政、産葵機関等のホームページやデータベースを委託制傍を通じて、飽

域情穀化の支援を行う。

　・法人として、県・帝駆村の各種研究会、委員会に参カ鶉する。

　・独自㎜肌アプリケーションを錦発し、布民圃体籍のディレクトリーぺ一ジづく

　　りを進める。

3．デジタルまちづくりセミナー・イベント事業

　　伊賀蟹民を対象に、インターネットやデジタルセミナーなどを開催したり、餐±担域で

の「まちづくり」イベントヘの参加・協カを行う。

　・8肩5貝　県主催r子どもフェスティバルjにて、r親子DE作ろう！パソコン教室」

　　を開催した。（1⑰o名以　上σ）親子が参加した）

　・8月26費　琵琶奏替、上原まり：］ンサートのインターネットによる実況中継を実施

　　した。

　・王0月21，22日　マルチメディア祭プレイベントに燥、他蝦Oとともにイベント

　　を実施した

　・10月蛎目　伊賀．ヒ野ケーブルテレビカ桁った上野天紳察のインターネット生中継
　　に協プ〕した。

　・1王月5胃　県主催マルチメディア察に参加し、伊賀繊蔵特琶1豚青静暴化フォーラムと

　　してイベント参加する。上野布の忍者箆敷、俳墾殿、土野城の3会場にて開催される

　　が、特に上籔城天守閣でのパネルディスカッションはインターネットによるリアル中

　継を予定している。

　・事務開こてパソコン教室を開催する（予定胞001年2月頃～）。

課題への対応

策

4．インターネット博覧会｛インパク）出展

　　今牢大癬日から始まる、政緒主催のインターネット博覧会にゴ忍巻研究館」というパ

　ビリオンを公式サイトとして出展する。莫大なアクセスが期待されるこのパピリオンを

　通じて、世界申の人が喉賀」へのネットサーフィンをすることを目指す。

　一般釣に、NPO漆人が杜会によく理解されていないことが大きな闘題である。

　活動資金の確保が大変であり、競含する企業との関係など地元対応にも気を健うが、こ

れらはNPO法人に対する理解が進めば解決は時聞の闇題であると恩われる血褐来的には

会員が自らビジネスチャンスを見つけ、独立採算糊こ自分で採算が合うような事業を展際

することが一つの目標である。

　次のようなことを行って、当団体、ひいてはNP0法人全体に麗する社会の潔解増進に

努めている。

ユ．イベントに積極繊こ参カ鰺すること（マノけメディア祭、インターネット簿覧会など〕
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2、行政麗係や±絶ラ看の委員会などの委負を引き受けること（俳句をテーマとして参カ嗜する

　　三重県インターネヅト縛覧会の検討委員会委員長を代表が務めるなど12の委負会に
　　参カロしている）

3．外部からの講演依頼等を積極約に引き受ける（亀出市、新潟県楠鰯帝等）

4．外部からの訪閥替をできるだけ受け入れ、協力する。

5．蝦0が地元の町内会の一負となって、潜動に参加する。

行政との関係

行政への要望

法人格につい

て

奴益事業

所有財産

代表者

その勉

1．県等からイベントや欝業に対する舗助を受けている。

2．自治体の委員会の委負等を弓1き受けている。

3．自捻体などからの講演依頼響を積極的に引き受ける（亀｛市、薪潟県柏崎積縛）。

4．今後とも、補助や委託などを通じて行政と協働していきたいと考える。

5、あるイベントの準傭で、県の翼なる3つのセクションと対麻したが、鯉Oが灘わる

　　ことによってこれらふだん関係が少ない部署の県職員どうしが話をすることができ

　　たこのように、蝦Oは行政の縦割りデバイドを解消し、一種の接着剤のような役
　　割を担うことが期待されると考える凸

　県や市町村の職員禽体がN更O法人にっいて理解を深めてぽしい。特に棚寸は、人に

よって認識が大きく異なる。

（法人格を取得した理由〕

　社会的隠用の向上、契約しやすさなど、市民活動をする上での胴C法人という訂カン

バン」のメリットを期待した
（効果）

　自治体などの委負会にお呼びがかかるようになった。また、議演や視察の依頼が多くな
った。

　個人約には、楽しみが増え、ステ㎞ジアップした印象がある。

プロバイダ山（ケーブルテレビ）契紺曽テ事業

パソコン｛寄貝曽〕

代表は、新聞記蓄の経験を有する有葬艮会栓栓長。勇性、38歳。

ユ．聞き取り調査は、太田正人理事長より行った
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N　o．13
名称

所在地

HP：U既

所轄庁

申請年月ヨ

認証牢月費

登記年月目

事務所等

目的

杜員数、会員

数

役員数

スタツフ

アスクスネットワ㎞ク

三重県鵬帥柿

h七　〃w珊珊鎚k冨．n偉t

三重県

王999年

ユ999年

ユ月　8日

5月　6貿

1999幸F　5月王9實
　四良市駅から徒歩5分のマンションの1室を賃借。2台分の駐車場を含めて月循，OOO

円。サーバー等も設愚
（定款）

　この法人は、布民活動団体の情報化を支援するとともに個人における十辮畏利用技術の向

上を図るために、インターネット活月ヨの普及等社会活動における清翻化艦進に関する専業

を行レ＼もって社会全体の琴燃の増逮に寄与するこ1とを胃的とする。

　（設立趣旨書）

　2！伐紀の情報化社会を迎えるにあたって情報リテラシーの病上は大きなテーマである古

特に今後、杜会での活躍が期待されている市鼠活動鰯体における儲毅武装は、その潜動の

効率化、広域化を推進する大きなカとなると考える。さらに個人特に子ども、高齢者
における清報潜用度の殉」二も大きな課駿である。

　当会では、これらの商民活動団体の†寿報化を支援すると共に、個人における惰籔リテラ

シーの向上を目指すべく濱動を行ってきた。今後は、藩動範囲を広げ、市民活動の†青報化

の現状調査を行い、情報化支援潜動の展開、菊民活動情報データヘ㌧ヌの構築等サービス内容

を殉上させ、もって杜会全体の利益の増進に寄与することを目的としていく。この実現の

ため、サポートを提洪するボランティアとサーどスを受ける団鉢、鰯人の閥を効率酌にマ

ネジメントする必要がある。この為㎜法人の設立を行いこれらを組織的にマネジメン
トするべく法人化を申請する。

　当会は至⑬98年4月至費、パソコンのソフト開発に携わる人たちにより、ボランティア

蔵体舶㎏No㎞orkとして設立され、次のような活動を展開してきた

　　・インターネヅト初心者を薮聞等で公募し無料綾会人淘けインターネヅト初尤者講座

　の実施
　　・夏休みの識嚢研究をインターネットを佼って行う無料親子インターネット教室

　　・インターネット経験者を対象としたインターネットを使っての無料マルチメディア

　傭験セミナーの実施

　　・偶人所有のパソコンに対する・インターネソト接続セヅトアヅプ支援港動

　　・福井、滋賀、三璽南民活動フォーラムでの参カ踏名簿作成支援

　　・ホームページを利用した情報発f言、麟鮫換活動等

　　・約i年余りの潅動の後、三重県では3番目に言轟正されたNPO法人として活動を関

　始した
　法人化までのセミナー等の参加者は、法入化以前は遜べ290名余り、湊人化後を含める

と4～50θ人にのぼる。

・正会員　　　　　　　　　王3名

・Ask呂C1ub　　　　　　　　　約且0C名

・賛助会員　　　　　　　　O名、O団体

・支援者（おたすけマン）　　5～6名

理事長王名、副麗事長1名、その他の理事至名、監事1名、計4人

翻粥知識を有する唾名（男惟1名、女性3名）を雇周している。平胃の9：30～19：G0の

闇、常に2名が事務所に勤務する錐糊をとっている。時給は内容によって異なり、800円

（事務）から1500円（セミナー指導〕。
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会費

紋支

藩動の種類
（定款より）

活動内容

正会員1入会金なし　年会費1，o⑪o円

A幽C1ub：入会金50θ円　年会費工，O00円

至999年慶実績（5～3月）　奴入　　　37，25違千円（うち蚊益寮業693千円）

　　　　　　　　　　　　　支出　32，529千円（　〃　螂チ細
　　　　　　　　　　　　　次期繰鐘5，027平円（　　〃　　293千円）
王　従会教育の権進を霧る活動

2　まちづくりσ）摘……鐘を魑る活動

3　子どもの縫全育成を図る活動

4・特定券営利活動促遼法第2条男鞍第豆号から第五1号に掲げる潜動を行う団体の選営

　　又は湊動に関する遠絡、助言又は援助の活動

　｛特定非営利活動に係る事菊

互．市鼠活動支援ソフト粥発

2．四日布市民繕動センターのホームページの選営

3．帝民活動の憐轟化の撚調査傑2固）（四員布、三璽県全体の帝嗣体を対象〕（200C

年度新翻

4．商浸活動支接データベース構築プロジェクト（三重県全倭の市民活動支援のための清

報データベースサービスの運営支援）

5．インターネッ1噌及事業

（至〕　セミナーの実旛（三重燦全体の社会人、子ども、商齢書、障害者を対象〕

（2〕　パソニ・ンσ）個男1殿定作業支援（四碧市地区、津地区を申心）

6．デジタルコミュニティーセンタ㎞事業（通産省委託の高齢者、障窪者の職能を濫かし

たベンチャー育戒事業）

7．隊警者と健常者がふれあうことを目的として志摩スペイン村で開催されたrふれあい

フェスタ鰯」のホームページを障蜜者が作成するための支援をボランティアで考わた。

8．三重県環境事業団のデータベース作滅

9．ホームページによる惰報提興

（至999年度の収益事業）

　物品飯売事業

譲題への対傭
策

行政との関係

　ボランティアの事業をいかに継続していくかが大きな譲題である。具体的には次のよう
な，焦である。

1　基本釣な管饗費、人件費で毎肩2～30万円が必要であり、収入を確繰しなければなら
ない。

2　ボランティアを行う人は自分の好みで活動を行いがちであるため、マネージメントに

苦労する。

3　事薬を企爾ができるような人材はなかなかボランティア活動をやってくれない。その

ため、会の活動が一部の謝こ依存する傾向があり、纏織約な溝動がなかなかできない。

　人材については、学生の発掘を狙っている。㎜0濃人のメリヅトを潜かし、ベンチャ
ー的な発想で禾1」益をあげられるような事業を企画してもらう。

　理事長も企画は持っているが、実行に移す縛闘がない。

亙　1999年慶、三重県から2つの事業を受託した

（1〕三重県が、県内の粛民國縁を個別に綴介するホームページの作成に委託先を募集し

　たのを受けて、際の入札参加資格を聯尋した土で応募し、一搬業者ユ者と競合した績果、

98万円で受託を獲得した緯害者σ）在宅就労機会拡大につなげるため、申高年の障審者

　にも作業依額して作成した。

（2）県内の市民活動センターの清報を一層充実させるための怖鼠活動ネットワーク事

業」についての企画提案が採燭され、箏業を受託した企業3杜と競争したが、選定委

員会によって当法人が提案したNAV王S｛N夢O舶d　Wu皿㎞r脇蜆皿磁o皿S揮㎏㎜）

が選ばれた

　2　1999年度、高鹸芽、障害者の職能を活かしたベンチャー育成を灘る通産省の事業
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である槽報システム活用型シニアベンチャー等支援事業に、パソコン教育、バリアフ

リーコンサルティング、生活麟妓援を行うデジタル・・ミュニティーセンター事業が採

択された

3　今後も事業の受託等を行っていきたい。

行政への嚢望 織こないが、自分たちにはボランティアの背えはない。また、非鴬禾1」活動だから安く請

け負えるわけではない。

法人播につい （法人格を取蒋した理出）

て 契約のしやすさ、社会的僑用など畑O法人のメリヅトを袴て、個人に依存せずに纏織

俸として継繍的に活動していくため血

（動桑〕

鰯鐵釣活動など課鰯まあるものの、効果はあった。

紋益事業 物晶販売事業

所有財産 事務所備晶

（パソ＝・ン）　　　　　　　　（事務馬備品）　　　　　　　　　　（その他）

サーバー　　　　　　4　　　コピー機　　　　　　豆　　　　　冷蔵庫　　i

PC（デスクトップ）　4　　　机　　　　　　　　　6
PC｛ノート）　’　15　　　弓1出ワゴン　　　　　　王

プリンタ　　　　　　3　　　　ミーティングテ］ブル2

プロジェクター　　　2　　　椅子　　　　　　　11

碧Cラツク　　　　　　2

警類棚　　　　　　　1
警類引出　　　　　　追

本棚　　　　　　　王
ホワイ暮・ボード　　　　王

代表者 塑事長は名首濫市の情綴化関遵企業役員。勇性、如歳。

その他 王．公益惟という観点から、一般津1けや障害者向けのセミナーは市賊寸などからの助成金

をもらうなどして、できるだけ無料で参加できるようにしている。会員の講師にも伺回

かに至簿は無報酬でやってもらっている。

2．企業と競争しても企画で勝てる。ただ、ボランティア（葬営利活動団体）だから経費

が安いというのはおかしい。

3．会言十事務は税璽士にアウトソーシングしている。

4．蘭き取り調査は、大矯憲詞理事長より行った

一筥20一



N　o．14
名称

所塗地

腰：URL

所轄庁

申言着年月買

認蕎正年月胃

登記年月員

事務所等

目的

杜負数、会員

数

役員数

スタツフ

会費

収支

活動の種類
（定款より）

活動内容

国際晴報科学臨会

兵牽燦宝塚帝

h　　伽ww．．砒k．za．n日．一危由a危o量v角皿de兄h滅

兵庫県

1999年　4月26實
ユ999宅三　8二弓　　2胃

ユ999隼　8」弓　4胃

　宝塚市に叫戸建て家屋を借りている。（他の団体と共同で、現在のところ家隻は払って

いない〕

　この法人は、広く團鼠に対して、国際協力によって借報科学関連の薪麓業翻造に狗けた

支援濯動に饅する事業を行い、当該分野の発撰に寄与することを冒約とする。

　約20年葡に、最先端r鶴1通信技術関擦者による融絵的な団体であるrパスカル砺究

会」が発思した娑時はそれまでのCOBOL，FORT㎜と異なり、醐C肌書語が最
先端のソフトウェアであったことから、rパスカノレ」というのは㎜の代表的なロゴであり

最先端の象徴であった。紳関内の同好会であったが、行政等からの相談を受けたり、世界

の飽の団体と共同で10回の国際会議の事務周を担当するなどの実績があったこの会を

母体としてヱ999年8月に棚O法人を設立した

正会員12人（役員含む、うち企業！）、賛助会員　2，3企業

饗事長1名、他の理薯2名、監事1名、計遂名

　宝塚市の凄務所に金業会員からの出向者が常勤している。（この鎖向者は当団鉢の専従

である。雇用者は会員企業で、賃金もその会員企薬から出ている。）

　他に週1～2日、時給750円程度でパートタイマー1名を雇用し、会計・事務処理を考テ

つている。

正会員　　入会金　なし、年会費2，G00禰

賛助会員入会金　王万円、牢会費　豆万湾

学術会員及び会友は入会金、年会費は無料であるが、講経費として年王，ooo篶の翻寸を依

親
・至999年度実績1奴入蜘8平円、支出375千円

・2000年度予算1奴入至，100千円、支出1，互G0千円

王．栓会教育の挽鍵を図る港動

2．まちづくりの穫進を図る活動

3．文化、芸術叉はスポーツの振興を図る活動

4．国際協力の活動
5．上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する達絡、幼言又は援動の活動

本洛的な濤動はこれからであるが、次のような活動を考えている。

！　r個別相談会」の開催

　　薪技術とその事業化に関して、個別の瀬談会を実施する。土曜冒午後、事前予約を

　とって事務所で行う。会員はもちろん、その他の者からの相談も受け付ける。相談の

　例として想定している事項は、自分のアイディアを陛物絢に入れたい、「宝物糊

　に入っているアイディアを閲覧したい、魯分の課題をr二一ズ絢に入れたい、「二一

　ズ箱」を闘覧したい、などである。観会は相談宥の必襲に麻じて解決案イ乍成、専門釣

　支援などをその技術の専門家に依頼する。協会への初期相談は無料であるが、解決の

　ために専門家の実働が必要な場合は専門家に栽しての報酬が必要である。

2　「二一ズ箱」の運営

　　会員等が、薮しい事業を企固立秦する場合、あるいは解決すべき課題がある場合、

　闇題提起者となってその課題を整理し、計画書を作成してヒーズ篤」に入れる。協

　会はその課題について、担当者選定、プロジェクト管理など、専門家が課題解決のた
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課題への対応
策

行政との関係

行政への要望

法人格にっい

て

収益事業

所有鮒産

代讃者一

その他

　　めのアイデアを鎚す支援を行う。専門家から閥題提趨者に解決策が出された場合、間

　　題提趨宥から専門家への幸麟が必要である由

3一瞠物箱」の運営
　　　産業の漬僅化を図るため、薙業化に近い新しいアイデアを薬めて「宝物絢に入れ

　　ておき、事業化錐進者はこれを鰯覧して、事業化の道を探る。協会は、「宝物篤」の中

　　のアイヂアにっいて、アイデアの公報、事業化契約・管麹など、事業化推進者が事業

　　化するための支援を行う。事業化推進者はアイデアを採用した場合はアイデア鍵偉渚
　　｛こ禾1j搬嚢テ己老イ了う。

4．釦sLの導入支援
　　高遠データ送信により、高速インタ」ネヅト環境の実現に有効な効SL｛x　Digit呂ユ

　Subscr圭ber　Line〕を普及するための導入支援を狩う。

5．その他
　　　上記以外に、会員の企画する新産業倉1」造の支援活動を行う。

　　　また、情籔化の啓蒙漬動、インターネット広皆、高齢者肉けのサイトの運鴬などを

　　考えている。

　1麟豪関係の方に役に立つことで、どんなことができるか模索申である。活動のパートナ

ーも模索牢である。

　ハイレベルの作業のほか、単に技衛約なことだけでなく、方針決定的なことも行いたい

が、予算、マンパワーが閥懸である。

　プロジェクト毎に、期闘に応じて専門家等を雇用するようにしたい。

　これまでは特にないが、稲談があれぱ難応したい。行政からの受託事薬も行っていきた

い。

　ここ豆～2年、惰報通繕技術の分野で胃本は立ち遅れている。鋼えば、商度インターネ

ット環境の実現に宥効な苅SLについてみると、先進慶の申で胃本は最低レベルであり、

米国はもちろん、韓国、台湾、シンガポール、香港でも試験、実用化がどんどん進んでい

る。日本の大学では研究しているとこ二ろもほとんどない。

　このような薪しい技術が・1坦1の申に広がっていくとき、混舌糺ないように支援するセンタ

ーが必要であるが、これは㎜の業務として適している。これらに対する対応が必壌であ
る古

（法人格を敢碍した理劇

　組織としてかっちりすること、抵会的信周を得られること。
（効果）

　効果にっいてはこれからである。

　法人の手続きが煩雑であるこ二とについては、やむを得ないことである。

鋳になし。

鋳になし。

　理事長は糖幸翼通信工学が専門の紳戸犬学名誉教授であり、現姦は神戸萎術工斜大学教

授、岡学芸術工学駅究所長である。男牲、碗親

ユ．理事長コメント

　　大学における研究活動が多くの場余論文作成で終わっており、事薬化の意識が希薄で

　ある。微究者は論文で詔甑されるため、事業化に結びつきそうな新しいアイデアがあっ

　ても、事業化について指導教富はもとより、同佛こも禰談しにくい雰麗気がある。これ

では事業の芽を繍んでいることになり、新しい事業は起きにくい。

2．闘き取り調査は、平野浩太郎理事長より行ったi
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（溝葦イ推萎＊導8）

認定N　P（）港人翻度に係る要件等

（呼成13隼魔税制改正の要綴」男11綴蔓）

玉　襲件

　（1）基本約事項

　①憶報公開

　　　認定NPO淡人（以下繍定法人」という。）は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲

　　げる書類を園椥予に提出することとし、国税庁は、過去3年分を一般に閲覧させなければな

　　らない。認憲法人は求めに応じこれを闘示しなければならない。

　　　また、窪鍛庁は、認定法人が申瀞寺に提出した書類を一般に闘覧させ、認定法人は求めに

　　応じこれを闘示しなければならない。

イ　資金に関する事項を記載した書類（奴入源潮1」の収入額の聯閏、備入金の明系鱒）

P　財又は役務の援供に関する事項を記載した書類（内容、料金、提洪先の条件等）

ハ　敢引に関する事項を言織した書類（…定の取引のある取弓洗とその金額等）

二　会員に関する事項を読鐵した書類（要件、会費、募集要綱、愚節政区鰯1jの人数響）

ホ　寄附金の募集及ぴ吏途に関する事項を記載した書類（翻附金を充妾することとなる具体

的事業内容（予定）、募集の事段、募集の範麗、寄附金の使途の実績等）

　へ寄附者に関する寮項を言撤した書類（寄附者のイ妻所・氏名又1据称とその金額等（鰯覧

　　させるものにあっては、一定金額以上のもの））

　ト　鞭酬・給与に関する事嘆を記載した書類（役員のうち幸麟を得ている者の民名とその金

　　額、従業員の氏名とその金額、給与規窪等）

　チ　事業幸略讐、財産胃録、貸儀劾照表、収支計纂書、役員名簿・報酬を受けた役員の氏名

　　等

②事業内容の適正控

　イ　宗教活動、政治活動を行わないこと。

　口　特定の者と特別の鰯系がないこと。

　　（4）営利法人、政総圃体、宗教団体に対する翻附や助成を行わないこと。

　　（口）認定潜人の役員、杜負、従業員、寄附者又はこれらの者の親族等その他特別の関係

　　　のある着に対し、鰯I」の奉雛を与えないこと。

ハ　総事業費のうちに畜める特定非営利濤動に係る事業費の害恰が夏GO分の80以土である

　　こと。

　二　寄附金の豆00分の70以上を特定非営禾1」活動に係る事業費に充当すること。

　ホ　助成金の支給を行う認定法人にあっては、助成先の募集・選定の倣置み、選定襲準、選

　　定者、助成内容をあらかじめ国税庁に提出するとともに、自ら開示すること。助成実績に
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　　ついても同様とすること曲

　へ海外への送金又は金銭の持出しを行う場合は、その金額・使途及び送金等の予定日をあ

　　らかじめ鰻税序に屈け出た上で、自ら開示すること。ただし、災害等の緊慈、を要する場合

　　で事前の届出等が困難なときは、遅滞なく屈出等を行うこと。

③運営纏織の適亜性

　イ　役霞若しくは杜員又はその親族等の特殊関係者の数が役員又は杜貫の数のうちに占める

　　警姶が3分の王以下であること。

　口　特定の法人・団体の役負若しくは使用人又はその親籏等の特殊関係者の数カ沼損又は栓

　　員の数のうちに占める審恰が3分の1以下であること。

④経理の適正控

　イ　外部監査を受けていること、又は青色牽告法人と同等の言磁及び帳簿書類の保存カ桁わ

　　れているこ二と。

　口　織匿金く拳不ヨ蜜切な繕…ヨ墾がなレ、こと。

⑤棉斐な業績の持続可龍性

　　全ての要件（初圃申諸目書においては、一定のものを除く。）を遇去2年閲、満たしている

　こと。

⑥申請時に、認証した所轄庁の「法令、法含に基づく行政庁の処分又は定款に違反する疑い

　があると認められる相当な理由がないj胃の証窮を受けていること。

⑦法令に違反する事実、偽りそ剛也不正の行為によりイ可らかの利益を傷着しく樹号ようとし、

　又は他の者に得させた事実その飽公益に反する事実がないこと。

（2）活動実態に着目した要待

①総収入金額のうちに占める寄附金及び助成金の額（審附錨鶴頁）の害恰が3分の五以上

　であること。

　　（注）聡収入金額」及びr翻嚇金総駒の算定に当たっては、次のとおりとする血

　　1　総収入金額には、臨時的な奴入、借入金収入、前期繰灘1」益等は含めない。

　　2　部付金総額には、一者から受け入れた寄附金及び勤成金（寄附金等）のうち、寄附金

　　　讐の合計額の1G⑪分の2を趨える部分の金額は含めない。

　　3　寄附金総額には、殺員若しくは杜員又はこれらの親族等の特殊関係者（役負等）から

　　　の寄附金は含めない竈ただし、翻封金等の合言十額に占める役員等からの寄附金の害姶及

　　　び寄附者総数に占める寄附をした役員等の数の害恰がいずれも1G0分の50を超えない

　　　場含の社員の寄附金にっいては、この限りでない。

　　4　総収入金額及び寄附金総額には、次のものは含めない曲

　　　　（1）團・地方公共団体からの補助金

　　　（2）法篠又は攻令に基づき、霞・地方公共団体の支出を得て行われる事業を行う場含

　　　　の当該霞・地方公共団体の支賜額

　　5　寄附金総額には、一者につき年閻3，GOO円未満の寄附金等は倉めない。
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6　寄附書の親族等の特殊関係者は、娑該寄附者とみな尤

②次のいずれかに該当するものであること。

　イ　複数の市区町村（指定都布の区を意む。以下同じ。）の考から寄鮒金を受け入れている

　　こと也

　口　特憲非営利活動が複数の市籔町村て術われていること。

　ハ　特憲非営刹活動により戯妾、財又は役務の提供を受ける者が複数の市区町村にわたるこ

　　と。

　（注）

　　1　嗣一市区町香玄の者からの寄附金、圃一市区榊寸内の活動及び受益者については、いず

　　　れも1G⑪分の80以下であること。

　　2　隣接する市藪町榊芸ない場含は、この限りでない。

③事業活動の相当部分（豆00分の50以。1二）が次のような活動でないこと。

　イ　会員等に対する財又は役務の提供活動。ただし、対価を得ないで行われる会員等に対す

　　る財又は役務の提供活動を除く。

　健）

　　ユ　この場含の会員等には、杜員や会負であるのと同様に財又ね殺務の提供を受ける者を

　　　含む。

　　2　認定淡人に対する会負等の対価の支払で、少額の負損分や交通費等穆度の実費負擦分

　　　は、対価に含まない。

　口　会勲實互の交流、遠絡、意屍交換等その対象が会員等である活動

確）この場合の会員響には、杜黛や会員であるのと同様に当該交流、逮絡、意見交換等に

　　　参加する者を含む。

ハ　会員、犠定の団体の構成員、特定の職域の者、特定の区域の者響その便益の及ぶ者の範

　　畷が特定の範囲である活動

二意澄、繭標籍の特定の物又は特定の者に着目した事業を行う活動

　ホ　特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動

2その他

｛1）認定機関等

　①認定機関は、国税庁長官とする。

　②饅税序長官は、認定（その敢消しを含む。）に関する事務の実施について必喫な調査がで

　　　きるものとする。

（2）宥効期閥
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認定の有効期閻は、認定を受けた胃から2年閻とする。

（3）数消し

　①国税序長官は、次の場合に認定を敢り消すものとする。

　イ　ー定の要件を満たさないことカ畔燗した場合

　口　認定時に要件を満たしていなかったことが’認定後において半1」明した場合

　ハ申請警又は開示した警類に虚偽の記載があった場合

　②認定の敢消しを受けた法入は、取消しの員後2年閲は再串請が行えないものとする。

（遂）その他

　①　国椥宇長官は、認定をしたとき若しくは当毒擬綻をしないことを決定したとき又は当該認

　　定を取り消したときは、その實を当該認定の申請をした法人に通細一るものとする。認定を

　　しないことを決定したとき又は認定を取り消したときは、その理由を合わぜて通繍』るもの

　　とする。

　②国鏡庁長官は、認定をしたときは認定法人の名称及び所在地を公示するものとする。公示

　　した専項に変更があったとき又は認定を敢り消したときも、同様とする。

　③認定を受げようとする法人は、申請時に、上記1の要件に係る所要の事項を記載した書類

　　等を主たる事務所の所在地又は納徽地の所轄税務薯長を経曲して、国税庁長宮に提出しなけ

　　ればならなレ・。
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（差秦｛寸資＊幸9）

三璽県の蝦O施策について

玉．三重県下の棚Oについて

（1）三重県下の蝦0法人の状況

　①2000年1⑪月22目現潅、認証済みは66団体、申請中は6団体である。

　②2000年9月末の時点で認証を受けた61圃体にっいて、蝦O法に規定された12分野の活

　　動のうちいくつの分野の活動を定款で定めているかを調べると、3分野が最も多く（14団体）、

　　次に王分野（王王団体）、4分野、6分野（ともに9団体）と続いている。且2分野金てを掲げ

　　たものも2藪体あった

　③同じ61団体の活動分甥1」の蘭体数をみると、喉健・濠療・福祉」が銘団体で最も多く、

　　　rまちづくりj（38鰯体）、r子どもj（32団体）、r杜会教育」（28顕体）、「団体の運営に関

　　する連絡、助言又は援助」（跳団体）、r環境」（25圃体）と続く。最も少ないのはr趨域安

　　全j（遂団体）、『災審救助、「男女共岡参剛（ともに5団体）であった

（2〕その他の市茂活動測体

　　199｛1隼度、経済企画庁が餐都遺府県・市町村を通じてに市民活動団体について調査し、全團

　で約8万7千団体が存在するという結果であったが、2000年9月に前回の調査の屍践しの依頼

　があった。飽域僅の強い団体や濱動が伸闘内で蘭じている罰体は除外するということで、爆庁

　各地域機関から提出したものを集計すると県内では150⑪～1600団体になった

2．行政の対応について

（！）三重県のNPO潜動推進体制

　①1998年珪月より生活部生活課に蝦O室を設置し、職員6名が配蟹されている。このうち

　　珪名が事務系職員、豆名が技衡剰董糧（農業改衰普及員）、王名が亀山市からの出淘である。

　　このほかに、市民活動情報ネットワーク構築のため市民プ籟デューサL1名、後述する「三璽

　　県市民活動センター」の嘱託職賢3名が醍置されている。

　②1998年獺から、県内7つの県民周に計8名の服O担些を配置している。このうち6名

　　は農業改良普及黛など農政関係に携わっていた職黛である。

　③県庁舎と道路を挟んで痴か州則こある三重県民活動サービスセンタ㎞の4階に、1998年12

　　月から市民活動を促逮するためのに重県市民活動センター」が開設されている（約130平

　　方メートル）。その同じフ縢アーに㎜O室（約80平方メートル）が酉鑓されている。セン

　　ターの基本約な管理を行っている。センターは年末年始を除き年牢無休、9＝00～22：00に開鏑

　　しており、印帰機、紙折り機、ロッカー、メっレボヅクス、チラシスタンド、ケ」ブルテレ

　　ビと接続したテレビ、オ』トスライド、オーバ｛ツドプロジェクターなどをそろえている。

　　利用のノトルなど、センターの運営に関する事項は市民活動に興味を持っている市民が任意

　　に集まったヒ重県市民活動センター運営委負会」によって決定されている。この方式は「公

　　設協働勤と呼ばれ、三重鰯鮪の方式として市民活動センターのひとつのモデ）レを示して

　　いる。

　　このセンターは、記帳されている分だけでも、毎月およそ延べ200団体、120⑪人以上獅■凋

　　している。

　　　なお、200且年度から、漆駅北ビル3階に移転する予定である。
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（2）三重鎌カミ宥了っプヒ蝦0灘系カ誼舞董

　①　且鰯（平成8）年痩

　・　噺しい市民社会の構築に肉けた基礎調査」を鰯’）三重社会経済研究センターに委託した。

　　その報皆書において、NPO等葬営刹組織は、布民杜会の損い手であり、多様な公益サービス

　　の僕給機関であること、新しい社会縄織のあり方の一つとして注目されるとしたうえ、NP0

　　等縄織の果たオ櫨惟ボランティアのエネルギー等、杜会の人的、経済的資源と地域の二一

　　ズを結びつけるとしている。そして、市民活動促進のための具体釣ブロジェクトとして、資

　　金助成制度の創設、布民活動サポートセンターの設立を提書した

②　且997（平成9）年産

・4月に全国で初めて㎜O損当者（2名：㎜O推進監、NPO揖裟主査）を県庁に璽躍した

・蝦Oとはどのようなものかわからなかったので、市民活動団体のの人々に会い、活動を屍

ることから始め、その数は約50団体にのぽった・また、県内外のシンポジウムやフォーラム

に参カOしでr翻葦を集めた㎎O法案が国会に提出されていたが、議輿立法なので国からの糖

擬は少なかった。

・7月末から、県庁職負等（県民局などの出先機関を含め係長以」二の県職輿約3千3百人及

び㎞墨姉民）を麺象にしたNPO研修を県内各地で20圃に分けて実施した

・4月の櫓井・滋賀・三三重3県知事サミット」で3県内のあらゆる市民活動グノレープが集

合する市民活動フォーラムの開催が縫鴨され、これを受けて11月にr揺井・滋賀・三重市民

活動フォーラム」が滋賀県尊津市において約530人が参カ糺て開催された。（2回胃は豆9鯛

年度に四目市市、3回胃は至999年度に鯖江市で実施）。三重県では、このフォーラムに先立

ち、8月に県などの呼びかけで県内のさまざまな分野の布民活動グノトブが話し合うfみえ市

民活動交流会」が26圖体、約30名の参加により開催され、交流を深めた。

③1998（平成1θ）年痩

・4月に職貴5名を嚢躍した全国初のNP0室が生活翻生活課に設霞されたぽか、県内7つ

　の県民局に計8名の㎜C損当を配置した。

・雀月に服O法施行条例と市民と行政の協働のあり方について検討するrみえ蝦O概究会」

を設置した委員の構成は㎜07名、企業3名、県議会議曼3名、大学教授2名、行致7名、

服O有識者雀名の計26名1会長は蜘代）で、11月までに8團開崔された。こうした試み

は全国初ということもあり、第1回研究会には県内外から300人以上が参加した。研究会は

公開の上、インターネットで麟曼を開示しながら進められた。県はこの研究会が作成した条

例案をそのまま県議会に提出し、全会一致で条例が成立した。また、概究会は嗣時に7項目

からなるrみえパートナーシップ宣餐」を発表したなお、研究会に参加した県民は延べ1500

人、議論に費やされた時閥は豆20時閣を趨えた。

・皇2月、燥庁舎とは男1」の建物である県民サービスセンターに、服Oなどの拠点となる怖

民活動センタrを開設した。開設に先立ち、4月に、センターの中身を考えて欲しいという

呼びかけに応じて自主的に集まった人々によって組織された怖民活動センター鯛設鞠絵」

が発足した。以来、月1渤のぺ一スで検討が重ねられ、行致が直接タッチせずに季蝿の仕方

などを決めていった。会議には毎圃20～蜘人が参加した。センター開設後は、同じく布民の
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集まりであるζ二三重爆市昆渚動センター運営委員会」として、センター利用のノレー一ルの決窟

などを行っている。なお、このセンターはかながわ県氏活動サポートセンターなどが参考と

されている。

・　r福井・滋賀・三重布民活動フォーラム’98jが三重県酒目市布で調催され、約700人が参

加した

・　11月、大阪ボランティア協会の協力を得て、市民活動の企画・縄織運営にっいて学ぶr三

重県市民活動塾」を開講した。塾生36名の多くは㎜Oやボランティア活動に携わる者であ

った。合宿を含め、5国廃催され、翌年度は塾の卒薬生有志がグノトプをつくり塾を企画した

・1998年12月から蝦O窒がイベント憤籔、助成金繕報、インタどユー記事等を掲載した

　怖民活動ニュ』スjを毎月皇0，OGO部発行している。原稿締切から発行まで1週鰯で迅速な

惰報提供を園指している。ホームページ上でも公表するとともに、視覚障害者のために「音

声版」を作成し、ホームページからも聞くことができるようになっている。

④豆鰯9（平成亘1）年度

・王998年度にNPO室は市民蘭体と遂つのプロジェクトを実施した（fみえN？O研究会」、

　怖民渚動センター開設準備会」、r福井・滋賀・三重市民フォーラム、r浦民活動塾」）。こ

れらの事業をやりっはなしではなく、評価、検詞し、次隼度にっなげていくことが必要の認

識に立ち、市民セクタ哨人、行致セクタ」3人企糞セクタ〕2人からなる「市民による事

業蕃纐検討グノトプみえjという有志のグノトプが発屋し、醐9年1月から活動を開始した。

そして、r行政と市民の協働事業」とrN？o・市民団体の事鞄にっいて汎嬬惟を持った内部

評脩システムであるr布民による事業評価システム99」が作成された。燦の行政評価1システ

ムは既にあったが、一般の市民が行うには難’しすぎるので、だれでも評価でき、協働事業に

ふさわしいシステム作成を心がけた

　　なお、中心人物の一人は、藤沢市市民電子会議室実験世言書人であり、亘999年から三重県NPO

室市民プロデューサーとなった人物である。このグノトプは2000年遁肩に㎜法人rコミ

ュニティ・シンクタンク解価みえ」」として認証された凸

・　有志で県内㎜Oの状況を個男1jにまとめた怖民活動団体ダイレクトリー」を発行した。

県や市町村が把擢している県内約2G00団体に調査票を発送し、團答があった約300國俸に

ついてまとめた。この鰭籔をホームページで公表することになり、その作成を四胃市布の服0

湊人アスクスネットワークに委託した曲アスクスネットワークは、一般業者1社と競合した

緒果、98万円で受託を獲得した現在、約380団体がホームページで検索できるようになっ

ている。

・県内の市民活動センターの情報を一層充実させるための「市民活動情報ネットワーク構築

事業」についての企魎提案を募集し、NアO法人が事業を受託しね大手企業を含む企業3栓

と蝦O法人アスクスネッ1・ワークが応募した。布民、有識者、行政職質の10名からなる選

定委員会によって審査された結粟、アスクスネットワークが提案したシステムが最優秀に選

定され、同法人に委託しN㎜S（NPO　㎜d　W1m協r嚇m搬on　S搾拓m〕を作成
することとなった。

N㎜Sのトッフ檀面（システムの主な構成）は次のとおりである。

　　　口　三重県N？O室ホームページヘのリンク

　　　○　市民濱動ニュース（音声版含む）

　　　口　市民活動団体鴬幸艮検索
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　　○　市民活動センターホームページヘのリンク

　　ロ　協働扇業（現潅は鰯託職員の目記風エッセイ）

　　口　災霧

　　○　驚子会議室

・11月、福葬県鯖江市において第3圓で最終圓となるr福丼・滋賀・三重帝民活動フォーラ

ム」が開催され、約500人が参カ目した

⑤2000（軍成亘2）年塵

・　緊急雇用対策事業として㎜O活動基盤整備事業を行った。

　　そのひとつは、幟域蝦O活動墓盤整備」であり、県内各地におけるネットワークづくり、

麟展提供、趨業・運営セミナー、活動の相談、交流会の関催、基金設立など地域蝦0活動の

基盤整備を行う布民固体への支援に対して、新規雇用者を1人以上雇用し、委託費の7審1」以

上を人件費に充てることなどを条件にそれらの活動の実施を委託する事業である。渠の募集

に勅して18団体が麻募し、選定委員会が7団俸に絞った1団体当たり豆50万円の委託費を

支払う。

　　その他に、市民活動に隷しては既に環境、福祉、国礫協力など各方繭の資金援助があるが、

これらの資金援助が団体の自立性を損なうおそれがあることから、ζ市民橋動資金サポ］トの

あり方の調査綴究」を実施している。県民、蝦0、県議会議員、行敦など多様なセクターの

メンバーで構成されている研究会を設蟹しr三重県のN？Oの実膚に応じた、三遼県らしい、

市民活動資金サポ山トシステムのありカを模索し、提言するべく活動をしている由8月には

県下のNPO団体の実態調査を行い、1⑪月から12月にかけて3圓の公開詞論会を実施する。

・　一昨年から岐阜燥、愛知県、三重娯のN翌Oが始めた、まちづくり交流フォーラムが2000

年度ははちづくり交流フォーラム研究集会2000泣みえ」と題して9～王2月に三霊県内各地

で行事が行われる。県からの資金支出はないが、3月に紡われた準傭会では、本庁と県民局を

庁内用L舳のテレビ会議システムで結び、布民団体の代表者ら約豆G⑪人が意見交換を行っ

た

（3）その他

　①爆庁がN？O施策の推進に乗り出す前から帝民渚動は行われており、長年にわたり声を出

　　してきた由しかし、行攻は算を傾けなかった。

　　　一方、県は仕事を抱え込みすぎ、財政も遜追していたそのような中で、1995年4月北川

　　知事が就任し、県の姿勢は「県はここまでしかできない。あとは県民と一緒にやっていこう。」

　　というように変化していった。

　　　そして、1997年度から、NPO損裟のポストであるNPO推進監及ぴ蝦O担裟圭査が設

　　蟹され、現在の㎜O室の室長と主斡の2名が就任した両名は県内の数多くの市民団体と接

　　触したが、市鼠団偉狽1jの反応はr今さらなんや」というこれまでの行政側の無関心を指摘す

　　るものが多かった。また同時に、蝦0担当者の出現で行政の理解が進むこ二とを期待している

　　という反応も多かった。このような反添を受け止めた上で、喋は行政の持っ資源で個価から

　　支援するのでいっしょにやろう」と呼びかけを続け、市民団体側とのいわば瀕っなぎ」を

　　続けていっね

　②このような果の姿勢は、且997年ユ0月から20ユO（平成22）年までを計圃期濁とする県の

　　総合計圃r三重のくにづくり宣劃で示された。この言寺繭は、生活者趨点の爆攻の推進を調
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　っており、幌民ができることは県民がやる。県民はお客様ではない。行攻ぱ清報公開するの

　でいっしょに考えてやろう。」との考え方を打ち出し、このような考え方に基づいて、その後

　の蝦（〕塞や市民活動センターの設蟹などに緒ぴっいた。

③2000年9月時点で、三重県の人口当たりの畑0法人数は輿京翻こ次いで第2位である。

　N㎜sの本当の狙いは電子会議室の利用が鱈発になることである。オンライン・二・ミュニテ

　ィーとして井戸端会議のよう樽1」用して欲しいと考えている。ま狂、1・麟沢市の市民電子会議

室は市民からの提案が運鴬委員会により提案警としてまとめられ市長に提蟻され、それに対

　して市長から運営委員蓑に圓答が寄せられる仕組みとなっている。三遼県にはそれが批・。

④市民活動センターは利用者も多く、県民からの評判は良いと思っている。常に県民に目け

　るように努力している姿勢ぱ勤華してもらっていると恩っている。

⑤県（㎜o室）は、企画の立ち上げなどには直接関わることもあるが、なるべく市鰍蛆の自

主的な活動剛貝1煽的な交援に移行していく考えである。市民潜動センターの選鴬そのものも、

いずれは布民の手に委ねた㌧＼というのが蝦O室の考えである。

（注）闘き取り調査は2G00年10月鵬日、森西主幹、長崎主事から行っね

　　三重県の施策に？いては、三重県㎜O室作成資料や新闘記事の艦、次の資料を参考にし
た。

・　三重県生活部生活譲NPO室長　蝸丸朝代「自治体における布民活動への支援」隅民生溝

99／遂月号ぶ酔3遂～39

・　三重娯生活部生活課服O室長　鎧丸朝代r㎜Oとの薪たな協働への敢り組み」閉刊福

祉㎜OG0』P．66～69
・　市民による事業言鞭検討グノトプみえ　代表執筆者、三重県生活部生活課NPO室市民プ

ロデューサー粉」ト郎r市民による事業評猶システムのこれまで、これからパあすの三重

鮒玉工雀ユ999、夏剰皿ユ9～3ユ

・　三重県生活部生活課N？0室主事　褒崎禎稲r麟噺醐制こ向けた市民活動へ剛青報支援j

　薪あすの三璽No，1182000．夏剰酌2～59
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三璽県蕨管分野数別認証済湘O法人数
　　　（平成犯緯鯛來、61蟹体）

~~ ,,~<^~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~'I~~~, i}~~~ __.~~~, _._I~~ _~~~~ ..Y~~~}, ~~~~~ ~ fyyl' ~) ~ ~5 ~b ~ q, ~ q)1~ ~ ~ 

轄定非営榊舌動の穫類
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三璽県の牌0涛動擁遼予算
　（三璽漿生活書碁生濡課N暮O蜜）

⑧　　1998（『ヱ垣蔓10）角三虐菱

〔当初予算額38－82肝剛

（1）「みえ榊O綴究会jの設置（坪成柵隼媚）

1「絆O渕成立を愛げての条例蕎式棄の検討

　・N暮0と術政の言窺働のあり方の嬢討

・湘O、纂議会、大撃、企業、行政、岬0賓識者2銘で構成

螺民に公關
・訂み免パートナーシツヅ竃菖」の発譲

（1）幣駕贈棚雷動促遼法」0）施行

山…（2）に璽緊布欝溝動センター」の闘設

　　岬嚇0串蝸畑闘設

2　N声Oの
1竃動支緩

22，125ニドF『

…㎞（3〕に愛累楴齢蓄動塾」の闘議

　　・布獲活動の企衝・綴織遼割：＝ついて挙、Sミ塾（愛議者36名）

一（4）訂滞輿活動ニニ血一スj0）発守予、NPO姦ホームペー一ジの闘設

山…（5）企業の社会責献に嚇する慧識・案態調萱（北勢緊驚篇）

㎞（6）「企業＆瞭毘パートナーシップフォーうム；nみえ」の闘催（北勢爆展筒）

（1）r福鉾1滋愛｛藁市民綴動フ才一うム’98」の闘催

坪成柵隼1順2蝸（費）幽ヨ浦市立蝉翻串撃校で騎催

（2）「甫民濡動施域交流会jの闘催

・伊賀地域喉勢地域嘱驚地域で鰯催

……（1〕榊O窒の設蟹（職蔓5人）

　　三璽黒甫鶴濡動センター嘱読の配護（嘱託3人）

（3〕織員の研修の実施

・NPo基礎講座（日本NPoセンター主纏）の案施
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影　1999（準周乾11）杢書慶＝

〔圭≡…孝刀予算嚢萱　21，633干F円〕

（1）「みえNPOパートチーシッブフォーうム」の設穫（平威11緯3周）

NP0と狩政の協働を捲鑑し、繋践することを濱酌に集民と仔政幟藁で

構成

1「布民による事業評悩シス予ム99jを作成

1協働する際の課題及び解決策の検言幸

　「協働を考克るワークシ…1ツプjの闇催

（2府内～PO協働事業餅究会」の設蟹（平成11隼3月）

　・「みえN暮0パートナーシッ＝プフォーうム」と遵携し、協働する繕冬の巽熔的

　課題の検討

（1〕特憲非謹棚番動偲進法の施行

2　NP0の
活動支援

10，929＝ドξ『

一…｛2）至重県市民濡動センターの機能充繋

　　怖晟溝動縞報ネットつ一クシス予ムの構築

　　　　インターネットを…番濡した構報ネットワークシス予ムの犠築

　　イ市民濡動國体ダイレクト■」一jの嚢1行

　　　　商民濡動団体構報の綴子

　　・肺震濡動ニュースjの発術

　　　歳民濡動僑識誌
　　・ほ璽纂市廃…舌動塾」の闘議

　　　商民濡動の企圃・綴織選竃について学ぷ塾

皿’（3〕地域の市民溝動秦ツ的一ク縄織と達携

一…㈱災警蒔におげるボうンティア活動の広域鉤拠点としての整備

3　NPOの
交流支援

2，478予円

（1〕「福弁・滋賀｛重市民濡動フ才一ラム’98jの闘催

岬成打年1崩、繕丼緊鰭江帝で關纏

（2〕怖蟹活動地域交流会」の開催

4行救職嚢の

NPOの鍵解

（1〕庁淋NP0協働事繋研究会」の設穫（輯鶏）

　　研究会委藁対熱二～PO墓礎講座」の観催

｛2）岬O穎割こよる市民播動構報蚊桑及ぴ人緑ネットワークづ＜り

4，813千門

（3烙緊民局で市跡村岬O勉強会の關纏
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後　2000（畢勇琵12）隼』嚢

噌翻予算額20．㈱平剛

（1府榊協働拳業醗究会」の設蟹
・協働ずる際の課議の綾討

・協働事繋矛孟ツクシス予ムの検婁苛

・協働事繋事鋼鰯爽

　嚇働を考えるつ一クシ婁ツカの開催

…（2凄藁祭市蹴番動センターの琉実
　　浦麟書動構報ネットつ一クシス予ムの構築

　　’積蟹活動センタ山運謹方法の穣討

一（3X稀擬濡動㌃ユース」の発術

（繊5平閂）

（9、拠8予閂）

（3，240＝ド湾）

NgOの
鑑進強他

毒，982予門

（1〕岬O撞劃こよる積髭活動僑報収集及び人材ネットワークづくり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（毎．982二F門）

（2絡察潔局で市断村NPO勉強会の開催

緊急麗踊対策事業
噌初予算嚢求額16，720予門〕

｛1〕地域N葬O…舌勤蓬盤整備　　　　　’　　　　　　　　（10，5CO予悶）
　　…黒内雀宇量維．＝表；Iナるネットワークづくり、苧蓄幸鍾携董→箕、達重繋…・三璽穫婁セ婁づ…咀…、

　　濡動の繍談、交流会の観催、墓金設並など地域wo濡動の墓鑑整

　　騰を術う布民國傭支援

（2）疏民…番襲カ嚢金寸ナポート0）ありプ宣0）量圏奮鍬誓宅

　　NPO募票樋シス予ム綴繁事繋 （4，640平F纈）

ボうンティア、帝民濡勤の構報交換、情報藷僑を竃尋ネッ宍ワーク上

で行うNAVlS事業の民蜜化を議蒼綴究
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（濡付簑機10）

團におけるボラン予イア関連施策の取り縄み

　（経済企画庁『平成玉2年度園民生活白警jより）

ボランティアに関係する施策に関して、ユ970年代以鱗の團の敬り纏みを調べてみる

と、1990年代に数多くの検討がなされてきたことがわかる。

王、！970年代には、＝コミュニティ影成の観点からボランティア活動の重要性が注賓

　され、いくつかの審議会において答申がなされた。厚生省の施策として、中央ボ

ランティアセンター（現在の（杜福）全国杜会字轟祉協議会　全霞ボランティア活

動振翼センター）が設蟹され、学童・生とのボランティア活動普及事業が鰯始さ

れた。

2　1980年代において、ボランティア活動の促進を蟹る観、薫から、青少年に対する

取り綾み、高齢者の杜会参加促進等が検討された。また、教育におけるボランテ

ィア活動の評価の必要性が議論された。

3　正990年代には、ボランティア関連施策の討議が活発化した。主要なものは、

（1）厚生省告示（／993年垂月）による福祉活動への園民参加の促進を図るための

　措勘こ関する鞠針の明示。慧主性、自発性を最大限尊重しっっ、継続豹に安定

　　して活動が行われるような墓盤を整備することにより、地域福被を総合的に糠

　進曲特に、会負制、互酬綱、有償制に特色のあるイ主民参カ鶉型福祉サービスに対

　する題民の嚢解の増進に努めることが必要口

（2）申央杜会福祉審議会の意見具申（亘993年7月）によるボランティア活動の中

　長期的な振輿に■笥けた藍点課題（活動参加プログラムの開発普及ぽか）の整

　理。

（3）文部省による生涯学習の観一点からのボランティア活動の推遼、高校入試にお

　けるボランティア活動歴の評価や高校ボランティア濤動の単位認定等の開始。

（唾）議員立法による掃PO法の成立、施行（王998年）

である竈

4　最近においては、ボランティアやNP0関連の施策検討はますます活発化してお

　り、喬省庁の負警、各審議会や研究会等でそれらの活動の活発化に殉けた議論が

続いている。
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（蟻付嚢料11）

関係省庁によるボランティア関係の取り組みの例

　　　　　　（匡時の動き　2000．！2』より作成）

感　響察序の取り組み

．　「ダメ。ゼッタイ也」園連支援募金運動

　順連麻薬勧月ヨ僕滅の十年」（ユ991～2COO隼）の支援を胃約として、（財）麻

薬・覚せい剤乱用防止センターが主催する募金運動である疽開発途上團などで薬

物舌む用防止活動に従事している民闘団体（NGO）の活動資金として團連を通じて

支援することにより、薬物乱用のない21世紀の地球環境づくりに資することを

層約としている。

嚢　於務省の取り組み

　代表的なものとして、青年海外協カ隊やシ亭ア海外ボランティアの講業の実施が

あるが、特に2C0至年のゴボランティア璽際年」の灘係では、国連ボランティア計

圃とともに各園・各地域における「ボランティア慶際年」そのものの擬進、ボラン

ティア活動の環境づくりを支援している。

　また、200C年10月、外務省はNGOより寄せられる様々な照会、襲望等に適切に

対処するため、NGcとの対誘と連携のための窓口である『蝉G0連絡センター（鵬o

Liaison　Ce日teエ）jを設蟹した。

⑱　厚生省の取り組み

　・　ボランティアセンターの設置

　　　ボランティアセンターは、全塵、都道府県・指定都市、市町村の3殴階の杜会

　　檎祉協議会に設置されており、それぞれの対象地域の実情に即した事業を行いな

　　がら頼互に連携を図っている。

　　ア　全国ボランティア活動振翼センター

　　　ユ977年から全国社会編祉協議会に設蟹されている。全国規模での編被意識の

　　高揚、都遺府県・指定都市、市町村ボランティアセンターの充実・強化を目約

　　　とし、ボランティア捲進題民会議の開催、広報・啓発活動事業、傭報提供事

　　業、養成研修事業を行っている。
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イ　都道府県・指定都市ボランティアセンター

　　1973年に都道府興・指定都市社会福祉協議会に設置された杜会奉仕活動セン

　ターが1994年度に改縄されたものである。都道府県域での広域的な課題への

　対応、甫区町村ボランティアセンターの支援を目的として、福祉教育捷進事

　業、ボランティアリーダーやボランティア・コーディネーター育成などを実施し

　ており、2COO年度からは、ボランティアグループの組織基盤の強化を員的とし

　て、湘o法人等の法人格敢得を支援するボランティアグループ組織化讐支援事

　業を行っている。

ウ　市区町村ポランティアセンタ㎞

　　旦994年度に市区野村栓会擬祉協議会に設置され、地域住民に最も身近な立場

から、住民の二一ズ癩拓や活動に当たっての必要な援幼を行うことを胃豹とし

て、情報誌発行事業、ボランティアのオ目談・登録あっせん事業、ボランティア

に関する入門講鰹開催事業讐を行っている。

・　その他のボランティア関連施策

　ボランティアセンターに対する助成を行っているほか、大臣表彰、感謝状の授

与、全團ボランティアフェスディバルの開催などを行っている。

嚢　農林水産省の取り組み

　・　農村におけるボランティア橋動への支援

　　ア　グランドワーク捷進支援事業

　　　地禿住民、地禿企業、自治体などが一体となって身近な環鏡を蒐直し、自ら

　　改善していく地域の環境改善活動を推進・支援する。

　イ　災害技棚翁化対策事業

　　　甚大な災害が発生した場含、あらかじめボランティアとして登録した災審専

　　門技術者を要請に応じて現地に派遺する。

・　森林整傭におけるボランティア活動への支援

ア　濃緩化防止森林・緑・鐵民参カ劃促進嚇策事業

　　園民参カ買の森林・緑づくりの促進に必要な条件整傭、森林づくりボランティ

　アの活動支援等を行う竈

イ　緊急間伐等森林整傭推進事業のうちrふるさとの森」整備支援事薬

　　ボランティアによる闘伐の錐遼を支援する竈

ウ　森林の新たな利用総合対策一里泣淋関連施策の充実一

　　森林環境教育、森林づくりへの蜜民参加など新たな森林への要請に対応した

　森林・施設の整備と禾1凋の捲進、里凶林の新たな保全・利用活動、文部省との
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連携によるr森の子くらぶ活動」への支援等を実施する。

・　海岸環鏡爆全に係るボランティア清動への支援

ア　漁業環境保全裁策事業のうち海浜生物生、急環境調査事業

　　海洋環境の変化に対応できる海浜生物生息環境に関する基礎的データの集積

　に努める。

イ　漁業環境保全対策事業のうち漁業環境保全総合美化推進譲業

　　地域の自主的な海浜美化活動の支援、海浜美化潜動の啓発・普及を行う。

ウ　漁業環境保全対策事業のうち漁民の森づくり推進事業

　　幅広い市民の市民等の協力を得て、jl1上から川下に至る一唄した環境保全を

　推進し、漁民の森林づくり活動を支援する。

・　海然におけるボランティア活動への支援

ア　飼G0等農林業協力推進事業

　　開発途上国での民間べ一スの協カを推進するため、NGOの自室性を尊重しな

　がら必要な援助を支援を術うとともに、国際技術協力に関する情報を提供す

　る。

イ　民潤植林協力推進支援事業

　　涌GOなどの民閲による植林協力を捲進するため、途上園との意屍交換やNGO

　などへの支援、普及啓発、海外被林僚報の提供等を実施する岨

⑧　労働省の取り組み

　　勤労者がボランティア活動に参加できるような環境整備を図るため、東京と大阪

　のr勤労者ボランティアセンター」が申心となって次のような事業を行っている。

　・　企業や労働組合による勤労者のボランティア活動支援の促進

　　　勤労者のボランティア活動を積極的に支援している企業、労働組合に関する椿

　　報の提供、勤労者ボランティアの支援策に関する企薬、労働組合からの相談への

　　対応、勤労者ボランティア。シンポジウムの開催などを行っている。

。　ボランティア港動を蔚望する勤労者に対する情報提供、相談

　勤労者ボランティアに灘する情報提鎮、勤労者からの相談への対応などを行っ

ている。

・　ボランティア活動のきっかけづくり

　ボランティア活動に関心がある勤労者がボランティア活動に参加するきっかけ

となるよう、セミナーや体験講座を闘催している。
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・　その他のボランティア関連施策

　全国の鐵労青少年ホームにおけるボランティア議座の開催、企業遺職者のポラ

ンティア清酬こ関する普及・啓発、憐報提僕などを行っている。
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（葦護｛寸養董寒斗「2）

科学披術振翼事業圃「案験教窒等支緩事業」の概要

　　（実験教室等支援事業実施要懐（2000年6月）より作成）

1　実験教室響支援事業とは

　実験教室や工嫁教室等の体験学謂の場を提供する活動は、多くの青少年が科学技

術の楽しさを体験できる機会を提供し、脅少年の科学技術に対する関心や嚢解を深

めるのに役立っている。現在、こういった俸験学習活動は全国的な広がりを屍せて

いますが、その多くはボランティア渚動によるものとなっている。

　科学技術振興事業団（以下ζJST」という。）では、このような体験学饗活動を促

進するため、実験教室等支援事業により、支援対象として選定された団体の圭催す

る実験教室や工作教室響に対して支援を実施する。

2　対象となる活動

　下表の分類に当てはまる活動とする。ただし、これ以外の活動についても、JST

及び事務局（（榛）三菱総含概究所）との相談の上、決定するものとする。

また、対象となる活動の規模は次のとおり。

・　広範な科学技術理解増遼の観点から、一度の活動の参加者数はユc名以上とす

る。

・　支援は最大50万円だが、事業規模はその多少に関わらないものとする。

・　買数は連続・非連続を蘭わないが、対象期閻内にもののみを支援の対象とす

る血

3．申請者
　申請資格は、営利を§約とせず、着少年の科学技術の理解増進活動と認められる
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括動を実施することにっいて十分な実績を有する圃体とする凸なお、申請時には必

ず実施責任着が必要となる曲

　申講者は、原灘実験教室等の主催者が望ましいが、主催者が認めた講雛讐の他団

体（ボランティア団体等）でもよい。

省、支援の範囲

　本字業は、申諸者が実験教室等の活動を実施する際の以下の5項冒に係る費用

　を、規定の範麗内で支援するものである。ここに記載されていない項富については

事務局と相談すること。

　（工）会場費

　　活動を実施する際のゴ場」を設定するために必要な費用であり、具体的には以

　下のような項員があげられる。

　　・　会場使用料（設備使周料も含む）

　　・　設営費（ブース製作、展示、演台、フィールド、説明用パネル等製作費を含

　　む）

　　・　活動を実施するための講師の保険費用

（2）運搬費

　　会場まで機核等を運ぶ際に発生する費用のことであり、具体的には運送費（鰯

　包・宅璽己便・郵送費等）のような項目があげられる。

（3）実験消耗晶

　　あくまでも、r消費する物品jを示すものであって、単価がユC万円以上の資産

　や器具の製作費等は含まれないことに十分注意すること。

　　また、実施言寺画霧（申請婁）送付時には、見籟書の添付が必要であるが、含計

　金額が王o万円末滴の少盤・少額の物晶については、申請者の概算見穣でよい。

（4）議師謝金

　　　謝金は、主催者が他のボランティア団体等の外部圃鉢に議師、アシスタント

　を依頼する場合に、依頼された外音藁の講師・一般アシスタント・学生アシスタン

　トに対して事務周が直接支払う。なお、主催団体に属する人が講師、アシスタン

　トを務めた場合には、謝金は支援できない。

　　金額は1胃につき、下表のとおりとなっている（所得税込み）。

　　　　　　　区　　　　　分　　　　　金　　　　額

（5）講師旅費

①　交通費
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　　交通費（鉄遺費、船賃、バス代）は、議師、アシスタントの佳所から開催地

　までの距離によって、次のとおり支援するものとする。主催団体に所属する人

　が講師、アシスタントを務めた場合でも、交通費は支援できる曲

　・　題離が50km未満の場含には一律3，ヱoO円

　・　距離が50km未満の場合には運賃実費

　　ただし、ユ0Ck1皿未満で普通急行列車が選行されている場合は急行料金を、

　！00k㎜以上で特別急行列車が運行されている場含は特別急行列箪料金を支援す

　る。

②竃姿・宿泊費

　　講師やアシスタントが宿泊した場合には、宿泊費と目当を支援する。宿泊し

　ない場含であっても、講師、アシスタントの僕所から闘艦地までの鑓離が50k

　m以上80㎞未満の場含は嚢当の半額を、80㎞以上の場含は目当の全額・を支援

　する。

　　宿泊費と目当の金額は下表のとおりとする。主催団体に所属する人が講師、

アシスタントを務めた場含でも、日当は支援できる。

※　岬地方」とは東京都、大阪府、京都市、名古屋市、横浜市、神戸市、北九州

市、福閥市を多暮し、「乙地剛とはその他の地方を捲します。なお、章申油、船中鴻

は乙地方の金額を支給する。
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（溝…イ咳資拳尋13）

　　　　　　　各種鰯査から箆た岬Oの覇状等

ω　「ジョンズ1ホプキンス大学非鴬剰セクタ㎞露際此較プ四ジェクト」（ユ990

年）（レスター・サラモン、冒・K・アンハイアー著、今閏忠監訳ガ台頭する非営

剰セクタ」一』ダイヤモンド杜、玉996年）

　アメリカ政府行政管理予算局次長などを務めたジョンズ・ホプキンス大学正教

授のレスター・サラそン櫓士をディレクターとして、同大学政策研究所が中心と

なって、研究者の国際チームが実施した非営利セクターの嬢際調査研究プロジェ

　クトである。

　調査の対象とした木には、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリ

ア、ハンガリ山、買本、ブラジル、ガ」ナ、エジプト、タイ、インドのI2カ願

であり、そのうち、莞妻な実証データが収集されたのは最初の？力国である。

　　これらの團のうち、ほとんど全ての国において俳営黍1jセクター」にあてはま

ると考えられる特徴は、

　　・　正武に組織されていること

　　・　民閲であること

　　・　利益配分をしないこ二と

　　・　唐己統治していること

　　’　虜発的であること

の5つであるとしており、この他に、主要関心領域の外にある縄織を排除するた

めに、

　　・　非宗教的であること

　　・　葬蚊治的であること

　という2っの制約をカヨえた。結果として、このプロジェクトでζ葬営黍1jセクタ

rにあては裏る組織の定義はこの7点となり、これに該当する組織を調査対象

　とした。

その概要は次のとおりであり、この他にも国ごとの叢異などを分析している。

　　・　7カ園の非鴬利セクターの雇周者数（有給）は、！ユ，776，000人であり、全

　　麗用者数に対し垂．5鴇、サービス業雇周者数に対し亘1．8％、政府雇周者に対

　　し27．6％の比率となる。また、これはそれぞれの国（ハンガリーを除く）

　　の最大の鴬利企業（ゼネラノいモーターズ斗ユニリーバ十アルカテル・アル

　　ストム十ダイムラー・ベンツ寺フィアット十胃立製作所）の雇滞者合計の約

　　6倍である。

　　・　ドイツ、フランス、イタリアの3カ饅のボランティア労働力は470万人の

　　専従雇周者に相当する。
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・　時系列データが収集珂能なアメリカ、フランス、ドイツについてみると、

1980年からユ990年の玉C年閲における新規麗擢者数の玉3％を生み出してい

る。

・　7カ霞の葬営利セクターの運鴬費は、6，0ユ6億米ドルであるが、これは園

内総生産の4．6％に相幾し、批界最大の民鰯鴬利企業であるゼネラル・モータ

ーズの総売」二額の皇倍である。

　また、非鴬利セクターに含まれる様々な形態の組織を系統立ててグループ分け

するために、「葬営利組織頭際分類」（t右e　I四ternationa1C工assificati㎝of

理㎝profit　Organizati㎝s1玉CNP0）という分類システムを開発した。

（2）Nユ鮎肺民公益活動基盤整備に関する調査研究」（1994年）

　　これは．N互RA（総合開発研究機構）による調査研究であり、（歓）秦良裏ちづく

　りセンター理事長の木原勝彬氏を研究代表着、プラニング＆プ螂グラム・コンサ

ルタントのψ弼義典氏を総括委員長とし、総括委員会の伽こ3っの委員会を設け

た研究体制で阪神・淡路大震災が発生するほぼ1年前に行われた調養研究であ

　る。主な内容は次のとおりである。

　・　この調査研究では、「市民公盤活動jを定義するとともに、眠閲非営利活

　動」、眠閻公益活動」、「狭義の民閲非営利（葬公益）活動」、肺毘活動」など

　の用語を整理している。そして、市民公益活動の歴史的背景として、聖徳太

　子、行基、空海、叡尊などによる篤志鷲動、慈善活動から始まり公益法人制度

　の展開に至る、古代・中世から現代までの、我が鰯民閣公益活動の歴史の流れ

　を概観している。さらに、公益法人翻度、葬営利法人制度の現状についての税

　剃を含めた整選、企業・財渤による社会貢献の現状分析などを行っている。

　（第1章）

　　布民公益活動などの定義にっいては次のとおりとしている。

　　①肺鼠公益活動」という餐葉は、！980年代の後半から広範な分野で具俸

　　　的な姿を見せ始めた社会現象に着目して概念化したもので、この調査で

　　　は、ζ民閻非営利活動の一部で、その中でも特に多くの市民の自主的な参

　　　加と支援によって行われる自立的な公益豹活動jと定義する。j

　　②民閥非営琴1j活動は、不特定の他者の利益に積極的に寄与する民懸公益活

　　　動と、必ずしもそのような僅質の強くない狭義の民閲非営利（非公益）活

　　　動に分けられる。

　　　　ここで餐う「非営利」とは、その活動によって禾1庸を得ることを目的と

　　　せず、また、利益を得てもそれを出資者に還禿しないことを言い、対価を

　　　得る事業や有償の就業を否定するものではない。
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③市民公益涛動はさらに、行政による認如や支援の強いゴ補助系」と、確

　立したした基盤を持って行政からの独立牲も強い「自立系jと、独立を指

　向はしているものの杜会的には不安定な状況にあるr流動系」に分けるこ

　とができよう。

④布昂活動は布民の自主的な参加と支援によって行われる渚動のことを

　奮い、自立系、流動系の民閲公益活動、狭義の民閲非営秀1」活動、および一

　部の民闇営利活動を含む。

⑤市民公益活動はその甫民活動のうちの、公益的控椿の強い一部を緒す。

⑥なお、民間公益活動やその字の市鼠公益活動には、自ら特定の活動を行

　うことだけではなく、他の活動を資金的に支援する助成行為も含むものと

　する。

・　文献資料調査により、市民活動のタイプ、分野男1jの分類、現状と今後の動向

を取りまとめた。その中で、工9の市民活動の分野を想定した。その分野をほぼ

　リストの多い頗にあげれば、次のとおりである。（第2牽）

　①複含　②エコ鶯ジ』・環鏡　③国際鶴力・交流　④在目外獲人　⑤地域・

　まちづくり　⑥子ども　⑦障害者　⑧医療・傑健　⑨福被　⑩文化　⑬助滅

　活動　⑬女性　⑬老人　⑭食べ物・農業　⑮人権・平和　⑯教育・学習　⑳

　その他⑱ミニコミ。出版⑲市民事業・店

・　一態の実績を持ち、持続性・安定捲を持った活動を実施し、比較的規模が大

きい、事業を行っていることなどを基準に、艦織形態に配慮しつっ、ユ9額域か

ら34団体を選定し、市民公益駕動の実態と課題を明らかにするためのヒアリ

ング調査を行った。（第3章）

・　米国及び英国を中心とする欧州こおける市鼠公益活動の現状。（第4章）

・　貝本における公益帝民活動促進の政策的課題を、基本釣考え方、課題の整墾

と主な方策の提案、支援組織創設の検討に際して考慮すべき事項、資金支援の

促進方策と寄付税制、非営利法人需1」度に関する提案と民閣公益活動基本法の考

え方を明らかにしている凸（第5牽）

　　このうち、墓本的な考え方は次の6、叙である。

　①杜会の柔軟な発展のためには民閲非営利ヤクターの存在が不可欠である

　②民閻葬営利セクターの土台をつくるのは市昂公益活動である

　③　帝民団体自身がまず既存の制度や組織の枠にとらわれない活動を推進す

　　る底力を蓄える必要がある

　④市民や企業・団俸などが市民公益活動溝発化のためにきめ細かく支援・
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　　協カする必要がある

　⑤行政は市震鰯体の自立性を損なわない形でその発展の基盤を整備するこ

　　とが必要である

　⑥　市民公益活動基盤整備の方策は、員本の徴会的・文化的翼実を踏まえた

　　ものでなければならない

　また、非営利濃人制度に関する提案と民閻公益活動基本法の考え方の中で、

市民公益活動団体の法人化にっいて、実現可能性を考慮し次の些．焦を提案して

いる。

①主務宮庁を特定の事業目約で鯛約しない公益法人の設立許可や、杜圃法

　人の許箪基準の緩和響民絵法人の設立許可基準の見随し

②　一定年隈（例えば5年）を区切りとする地方認可が主（一部国認可も

　珂）の非営利法人制塵の創設

③黍燃分配を行わず内部留保を制限した非営利会社鯛度の導入

④姪意団体の栓会酌認如方法としての非営禾個体の自主登録制度の導入

（3）東京都「行政と民間非営黍鰯体（碍PO）一東京の珂PCをめぐって一」（1996年）

　東京都政策薮遵室調査部が1996年に（様）電通総研に委託して実施した調査で

　ある。

　　この調査の対象は、前述したNI舳の調査におけるr市民活動団体」の概念を

用いており、任意國体を中心に、民法法人、杜会福祉法人及び協同組合の一部と

　した。報告蜜の主な構成は、NPOの概念整理、我が国で返年行われたNPO調査の

概要、アンケート及びヒアリングによる東京の舞POの実態調査、アメリカ・イギ

　リスにおける搬0の事例、輔POの特性と理論、行救と掃POのパートナーシップで

ある。アンケート調査は、東京都内に拠点を置く市民活動翻体亘，507件を対象に

郵送留置・圃蚊方式により実施し、6？0傍の有効圓答が得られた。設立時期、胃

的、経緯、活動分野、予算規模、スタヅフ、会員、行政への要望、新法人制度の

諦望などを調べている。ヒアリングは、潜動ジャンルのバランス、組織馴こある

程度しっかりした測体であることなどを配慮し、ユ0コアの団体を選定するととも

に、これらの団体の特鑑ならびにネットワーク関係を明らかにすることを主日憂に

撰き、関係先団体・関係者24団体を選定している。これらの調養をもとに、行

政と賠POとの関係、特にパートナーシッブにっいて、現状や今後のあり方を整理

　している。

（4）纏済企画庁ζ市民活動団体基本調査報皆書」（1997年）

　経済企圃庁国民生活周が、市民活動団体の実態にっいて把握し、活動促進に殉
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けた環境整備を図る墓礎資料とするために（株）杜会調査研究所に委託して行っ

た、初めての全国規模のアンケート調査の縞果を分析したものであり、r市民活

動レポートjというタイトルで刹行されている。

　この調査は、まず、経済企衝庁が都道府県等に市民活動団体のリスト作成を依

頼し、85，786団体（1996年9月乗現裡）がリストアップされた。次いで、（檬）

杜会調査研究所がこれらの圃体の中から玉万団体を無作為に抽撒し、その中江住

所讐がわかる9，826鰯体に対して郵送によるアンケートを実施した。有効團答数

は4，152倖（有効圃収率42％）であった。

　アンケート調査の内容は、活動状況、財政状況、纏織体糊、行政支援、法人格

の必要僅などであり、こ二の調査によって、我が慶の市民活動圃体の大まかな実態

や考え方が駅らかになった。

　主な結果は、童に被会福祉系の活動をしている顧体が1／3，1つの市霞町村内

で活動する団体が2／3、．！986年以降に活動を開始した籔体が半数返い、財政規襖

はユO万円の國体が1／3、会費収入が1／3、檎駒金・助成金紋入が1／3を占める、

団体専用の事務所を使用する翻体は？％に満たない、事務層スタッフのいる圖体

は2／3、行政支援を必要と考えている団体は約8害O、法人搭の必要性を感じたこ

とがあるのは玉翻強などである曲

（5）労働省r民間非営利組織（NP0）の活動と労働行政に関する調査研究報皆j

　（1997年）

　労働省が（糠）第一総含研究所に委託して実施した調査研究であり、次の3点に

っいて明らかにすることを胃的としており、アンケートやヒアリング（8団体）

　を行った。

①現P0は、会社員、公務員等の勤労者ボランティアを無絵スタッフとして受け

　入れていると、懸われるがそうであるか。

②労働行攻分野の活動を行っている鋸POの実態はどのようなものか由

③NP0は、今後の麗周・就業の場として有望であるのか。

　①にっいては、就労実態が明らかになると恩われる規模が大きな漏P0600団体

を対象に榊O就労実態調査」を実施し、175団体の回答を得た（圃答率29％）。

その結果、勤労者ボランティアがいると圓答したのは47％、その中で勤労者ボラ

ンティアがスタヅフ総数（専従を除く）のδ割を超えるのは約40％であり、榊

は勤労者ボランティアの受け入れ先の一っとなっている。煙Oは人材の量的不足

に悩んでいる（約6翻）ことから、「勤労者ボランティア人紡バンク（仮称）」の

ような方策を検討していくこと。

②については、労働行政に関わる橋動を行っていると思われるNP04C0団体を
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対象にr労働行政に関わるNP0調養」を実旛し、正20団体の圃答を得た（團答率

30％）。その縞果、障害者・縞齢者・外鰯人など労働市場において不刹な立場に

置かれがちな著を支援する団体が遜半であること、約3／4の団体が任意団体であ

り、その遇半がNPo法人椿取得を籍望していることなどがわかった。裏た、ヒア

リングでは、先駆的事業を実施している、行政では対応し難いサービスを援供し

ている、対象者に全人釣に関与し異なる行政分野に二二一ズを伝えるチャネルの役

害姥果たしているといった特色を有するものがあった。今後、労働行政が、充足

が必要とされる勤労者の二一ズをすべて自ら発屍し、自らの手でこれに対処する

ことは効果的でも劾率約でもなく、将来的には労働行攻分野の潜動を行うNPOに

資金・場所・猪報響を提娯しっっ臭体的な仕事のやり方を任せるといったことも

必要である。

　③については、①で述べた「搬O戯労実態調査」によると、スタッフ全体（約

3千7百人）のうち、約王ノ5が有給専従スタッフ、約至／5が有絵非専従スタッフ

であり、スタッフ総数ユO人宋満の団体が約3警1」、亘O人以上5θ人未満が約5畜j、

スタッフの約6書碧が女性であることなどがわかった。今後、射POの発展のために

は有給スタッフの戯業・労働条件の改藷と専従スタッフに対するキャリアパスの

縫示などが必要である凸

（6）経済企画序r市民活動情報支援システム・モデル開発に関する調査砺究報皆

　警」　（ユ998勾三）

　経済企画序が、市民活動圃体が行う「惰報発信jに焦点を妾て、その特徴と課

騒を明らかにすることを嚢的として、（株）第一総合研究所に委託して王997年度

に実施した調査研究である。全塵の市民活動団体から無作為に紬出した3，000団

体を嚇象とし、ユ，且59団体からの宥効圓収を得た（有効圃収率38．7％）怖民活

動団体の情報発信実態に関するアンケート」と、市民活動への参加経験がある

人、参カロの翻笥を持つ人を事心とする個人300人を対象とし、ユ02人からの有効

回奴（有効回収率34．O％）を得たr市民活動の活動情報二・一ズに関するアンケー

　ト」を実施した。さらに、国内で情報発信全般にっいて9団体、インタ㎞ネット

の活用事例について5団体、市民活酬書報の提供機能を持っ9つの支援団体・機

馴こ対するヒアリング、市筏活動団体が活発に活動しており、また糖報発信に関

する多様な支援のあり方がみられるアメリカ・サンフランシス＝・周辺地域におけ

るヒアリングを実施した。

　調査の結果、全酬奉の8割が情報発信の必要性を認めており、かつ半数の団体

では発信が不令分だとしていること、r会員の募集」、r活動目的やテーマの紹

介」、r濱動の雰囲気や参加している人たちの様子」などの発信が不十分としてい

る団体が多いこと、この字で「活動屋的やテーマの紹介」、「活動の雰顕気や参カ嗜
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している人たちの様子」にっいては、個人の偵1」で必要性が高いことが明らかにな

った。裏たヒアリングから、本来の業務が忙しくて情報発僑に時閥や等閥を害1」け

ないこと、集まる情報が多すぎて整理できないこと、情報発信の緒果間い合わせ

が増えて臼常業務に支障を爽してしまうことなどの間題点が明らかになった。こ

れらの結果を踏まえ、市民涛動におけるアカウンタビリティの確立、発信カ強化

方策、憶報センター機能、今後の課題にっいて検討するとともに、目的眉1j・方法

別の憶報発信ガイド、ホームページやリーフレヅトの例示、活用事例などをフロ

ッピ』ディスクに電子情報として納めたr市民活動憶報発信ガイド」を作成し
た竈

（7）経済企画庁r民聞非営利活動団体に関する纏済分析調査j（ユ998年）

　縫済企画庁が、民闘非営利活動圃体の位置イ寸けを考えるための基本調査・研究

　として、まず我が購における民間非営剰活動団体の範團について定義し、それに

墓づいて国民経済に占める縫済規模の測定を行うこ二とを第一義として、（株）胃債

銀総含研究所に委託して至997年度に行ったものである。この調査では、狭義の

民聞非営奉i臓体を社団法人、財団法人、学校法人、杜会福祉法人、家教法人、更

生保護法人、労働組合、商工会・商工会議所、政党・政治団体、特定医療法人、

地縁圖体、市民猛動団体とし、これに一般の医療法人を加えたものを広義の民闇

葬営禾1臓体とし、それぞれにっいて、付加価彼と産出額を維言十した。推計方法

は、基本的には我が題の顛民経済計算（SNA）において用いられている看十測方法

に準拠するとともに、翫存資料やアンケート調査で得たデータを用いた猿自の概

算的推諦方法を周いた。アンケートにっいては、纏済企圃庁が1996年痩に実施

したr市民活動団体基本調査」に用いた市民潜動団体85，786蘭体のリストから

唾，000団鉢を無作為に抽出して調査粟を発送し、有効回収されたもめのうち、法

人格がなく、かっ活動分野が明らかである714団体にっいて分析した。

　その結果、民瀞贈利活動劉体の経演規模は次のとおり推計された。

民闘非営利醤動鍾体の経済規模

K義の民闘葬営利活動団体

’義の民聞葬鴬零1」活動団体

（参考）　ユ995年痩GDP　　　498施2，489樹円

　　　　1995年暦年産出額　926兆7，900億円

また、広義の民闘非営利活動法人にっいて付カ竈価使の分野別構成をみると、…
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般の疾療法人が25％、医療｛一般の医療法人を除く）が21％と医療関係が金体

の46％を占めており、次に教育28％、杜会保険・杜会福祉がI3％、宗教5％、

’その勉8％となっている。

　このうち、市民活動団体の付カ蝸値は約300億円、産出額は1，20θ億円と擬計

される。

　さらに、市民活動団体のボランティアを有償評価すると、約6，500億円と推言争

される。

（8）経済企画庁「ζ個人から見た市民活動に驚する調査j委託調査結果報皆書」

　（至998年）

　経済企衝序が、燭人の蒲民活動への関与の実態、市民参加への参加の条停を明

　らかにし、今後の市民濡動の動殉を検討することを薫的として、（株）電逓総研に

委託してユ997年度に行った調査である。調査方法としては、一般の個人に対し

て予備調査及びアンケート調査（全魔のユ8歳以上の男女2，60θ人、うち有効圃

答842件）を、15団俸から数名ずっの布民活動者に対してヒアリング調査を行っ

た曲

　その鯖果、現在布民活動を行っている人は全体の2割を占めること、今後、

rできれば活動したい」（2害碧弱）とr場合によっては活動してもよい」（7割弱）

を含わせると8害似土あり、活動意殉は極めて高いこと、藩動分野は「教育・文

化」、「負然環境j、嶋齢者霧挫jが高いこと、杜会的活動は体来術蚊がすべき

こと」との認識を持っのは王割に対し、r行致と帝民が鶴力して行うこと」を支

持する人が3／4であることなどが明らかになった。

　また、アンケートの績果にっいて、地域杜会との関わりや生活価値観に関連す

る蟹閲の回答から、畷子分析・クラスター分栃によって市民活動の掲い手像を

rマイホーム優先型」、噸人生活重視型」、r近隣錐話好き型」、陸活くたびれ

型」、r人並みホド添ド醐の5っのグルーブに分けて分祈した。その結果、市民

活動の「参加者」にっいては、「近隣世話好き型」とゴ人並みホドホド型」が現

在の捜い手であり、今後は「マイホーム優先型」の取り込みがカギとなると考え

られること、南民活動のリーダーとしての「創出型」については、「近隣世議好

き型」の一部が現在の主な担い手であるが、今後はr個人生活重視型」への期待

が高まることなどとなっている。

　さらに、市民活動が杜会に根付くための要件として、リーダー的姿質を持つ市

民活動創出者を生み賜すこと、市民活動参加者の裾野を広げるこ1と、行政だけに

頼らない市民としての自覚の3点をあげ、そのためには、地域の課題を解決する

ための裁量権を市民・佳民に移譲し賛任を分損する体制をつくりあげること、有

給スタッフの育成などが必要としている。
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（9）経済企繭庁チ個人の参加を促すためのNPO憶報に関する調査研究報告壽」

　（1999年）

　　　経湊企画庁が、個人における祠P0やその活動に対する情報二一ズを閾らかに

　し、その槽報についてどのような仕組みを作ればわかりやすく信頼．できる情報を

簡単に入手できるようになるかにっいて、NPoの参カロ者の立場から検討すること

を貿的として、（株）第一総含研究所に委託して王998年度に行った調査研究であ

る。涌P0に関する翫存の各種調査研究の戒果を踏まえ、国内。海外におけるヒア

　リング調査及び調査研究会における討議により、挿POに対する綱人の関心と憶報

入芋の現状、NP0に関する基本的惜報の充実、専門家（貿利き〕の判断を加えた

情報提供、窪猿情報を読み解くための着眼点、憶報入芋を容易にするための方

策、情報の倦頼性確保とNPoに対する信頼の嬢成、各主体の課願について検討し

ている。

（正O）経済企砥庁r特定＊営利活動法人の活動・運営の実態に関する調査報告壽」

　（2C00年）

　　経済企砥庁が、特定非営利活動法人の活動・運営」二の特徴を把握するととも

に、特定葬営利活動促進法の施行後2年以内の見直しという騒会付帯決議を踏ま

え、今後の特定非営奉1鵬動法人制度のあり方を検討する際の基礎資料づくりを冒

的として、（株）姻値総合研究所に委託して1999年度に行った調査である。特定

非営利藩動促進法が施行され、同法に基づく法人の認証が始まって以降、これら

の法人を対象とした、初めての全国的な親模での調査である。また、国会付帯決

議を受けて、我が国におけるNP○の位置づけと役割、法の施行状況と閥題点、

税制を含めた特定非鴬利活動法人に対する政策対応のあり方等について調査、審

議を行ってきた国民生活審議会総合企画部会の申閻報皆　（2000年6月2亘属）に

おいても、この調査の結榮が奉淵されている。

　調査方法はアンケート調査及びヒアリング調査でアンケート調査は、

　・　押P0法人に怒するアンケート調査

　　　正999年9月末現在で認言正済み若しくは申請中の1，251蘭体に調査翼を郵送

　　し、活動概要、奴入・支出讐の財政状況、特定非営黍1j活動促進法に嚇する考え

　方などについて質閥した。有効回奴数は663団体であった。（回収率53．0％、

　認証済595、申請中62、不明6顧体）

　・　葬申請団体に対するアンケート調査

　　　1996年度に経済企画庁で実施した怖民活動団体基本調査」に関遠して把握

　　された市民渚動団体の名簿の竿から澱O法人格取得のための申言青を行っていな

　い3，COθ団体を無作為抽出し、活動概要、収入・支顯籍の財政状況、法人格取
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得に対する考え方などにっいて調査票を郵送して質間した。有効回収数は760

団体であった。（圓収率25．3％）

・　所轄序に対するアンケート調査

　NPO法人の所鶴序である経済企蔵序及び都道府県の捜斐課に対し、認証手続

き等特定非営禾1」活動促進法の運用の現状と課願、鋳定葬営利活動促遼法に対す

る考え方にっいて調査した。

　その結果、次のようなことが明らかになった。

・　法人の76．3％は法人格瞭請以前から任慧団体として活動していた血

。　法人の50．1％は阪神・淡路大震災後のユ995年以降に設立されている。

1　法人の45．ユ％が「保健・医療・福祉jを主な播動分野としてあげている。

・　法人の64．ユ％が杜黛総数49人以■ドである。

・　法人の68．ユ％が常勤スタッフを有しており、同じく43，4％が有給の鴬勤ス

　タッフを有している。

・　法人の81．5％が非常勤スタッフを有しており、濁じく5旦．9％が無給と回答

　している。

・　法人の卑2．2％が役員数は1O人以上と固答し、岡じく60．0％が報酬を受けて

いる役員はいないと圃答した。

・　法人格敢得の理崖としては、r対外的なイ琶周が高まるから」が81．4％で最も

多い竈

・　会費・入会金収入のある法人は90．6％で、全体の66．3％の法人がユ円～2CC

万円未満である。

・　特定非営禾I幡動に係る事業収入のある法人は69．亘％。1円～200万円未満の

法人が22．4％となっている一方で、1，200万円以上の法人が17．2％兇られるな

ど、その収入規模には差がある。

・　寄付金奴入のある法人は60．8％で、全体の46．5％の法人が1門～200万円末

満である。

・　特定莱営利活動に係る事業費支出がある法人は全体の87．3％で、その支出規

模は、ユ円～200万円未満が33．7％となっている。その一方で、／、200万円以

上の法人が16．8％兇られる等、その支出規穫に差がある。

・　特定非営手焔動に係る人件費を支出している法人は全体の60．4％。

・　ギ無償・無料（特定非営利梧動に係る事業）jではr機関誌・広報紙の発

行」（蝸．C％）、「相談活動（電話・窓口等）」（40．1％）、峻料や情報の奴集・提

供j（39．8％）の割合が高い。

・　r有償・有料（特定非営利活動に係る事業）」ではゴ人や労力を動員（派

遺）してのサービス」（3亘．／琵）、rイベント・シンポジウム籍の企薇・開催」
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　（24．O毘）の割合が高い曲

・　rNP○法上の収益事業一を実施するとしている法人は32．3％。しかし、実

際に収益事業級入があると固答している法人は18．至％である。

・　審付の募集方法としては、ζロコミ」が最も多く33．0％、次いでr文審にて

寄付協力を要講しているj（32．3％）、「広報誌等に寄付協力を掲載している」

　（2至．3％）である。

・　税制優遇措蟹が必要と国答した法人は95．2％。

・　必要な税制優遇措置として最も多く挙げられたのは崎付金の所得控除、又

は損金算入など寄付者に対する優遇措置」で、次いでr特定非営剰涛動に係る

蓼業に対する法人税の減免jとなっている。

・　税割優遇携置の適用方法としては、r範畷を限定し厚い措置を望むjが

54．4％と遜半数曲

・　特定非営利活動促進法の見直しにっいては、活動分野、瞭請時の提出書類、

申請から認証までの期閲、所轄庁への報告事項、所轄庁の監督、情翻公開のい

ずれについても、暇状のままでよい」とする療答が遇半数を占めた。

く且工）東京都ゴ特定葬営利活動促進法施行後の市民活動の現状と課題に関する調劃

　｛2000隼）

　東京都が1998年12月に特定非営利活動促進法が施行されてから亘年余り経た

時一叙（2000年3月）で、都内市民活動団体の法施行後の現状と課題を把握するた

めに行ったアンケ㎞ト調養である。対象は、2000年2月末までに東京都に設泣登

記完了屈けを提出した特定非営利活動法人（発送310件、有効圓収239件、回収

率77．至％）と、都内に事務所を置く任意測体の市民活動団体（発送300件、郵便

不到達55件、有効回紋95件、圓奴率38．8％）である。

　調査項目は次のとおりである。

　・　団体の概要（事務所の設置形態、団体設立年）

　・　活動内容（活動分野、活動地域）

　・　組織体諦ゲ運営体制（規員1j・会員1j等、潜動方針の決定方法、会員・役員・運

　営メンバ］の数）

　1　財敦状況（収支額、収支の内訳、年会費、常勤有給職黛の年収、実費相当額

　の支払い）

　・　特定非営琴幡動促進法に対する考え方（法についての理解度、法人椿敢得の

　意志有無・墾南、絵人格敢得に関する闇題点・課題）

　・　特定弗営利活動促逮法の見直しにっいて（法全体、工2分野、税制優遇措置）

　・　活動・組織運営上の課題について（現在の課題・閥題一煮）

　・　行政・企業との関係について（どの行政機関との関係を重視するか、行政へ
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の要望、企業との関係）

（刎東京都ボランティア・榊との協働に関する検討委員会ξ脇働の推進擦針」策

定への提書」（2C00年ユO月）

　東京都が、行政とボランティア・NPOとの協働を促進していくために、1999年

5月に設置した学識経験者、市民活動関係者、行政臓員13名で構成される検討委

員会が、今後、東京都が市民橋動との協働を推進するに当たっての掬針となるべ

き事項について検討した成果である。ポランティア・輔P0の現状分析では、餓述

（ユ0）の東京都が行ったr特定非営刹活動促進淡施行後の市民活動の窮状と課題に

関する調査」の緒果を凧、ている。協働の推遼指針としては、次の6一煮があげら

れている。

指針且　協働による都民の薪たな二一ズヘの対応

指録2　事業の見直しによる協働の拡充

指針3　胃標設定と事業評価の実施

指針4　政策策定遁程の公開燈の推進

指針5　総合的な情報収集・提供システムの確立

指銚6　職員の意識敬革

　また、協働を進めるうえでの環境づくり（推進策）として次のような項豪をあ

げている。

①　ボランティアペPO活動を促進させる支援策の充実一活動拠、崇、人材養成・

　紹介・あっ旋、融資制度

②　NPO捲人が活動し安い杜会的仕組みづくり一税制の錘遇措置、評猫システム

③東京ボランティア・布民活動センターの機能の充実

④企業との連携、企業に対する働きかけ

⑤区市町材との遼携

（13）緩済企画庁r海外におけるNPO法人制度・楓税制度と運馬実態調査報告劃

　（ユ999年）

　纏済企圃庁が、欧米諾園におけるNPOに関する法人制度・租税制度とその運用

状況及び最薪の動向等について調査し、制度上の藻題を明らかにすることによ

　り、特定葬営利活動促遼法の円滑な運用の参考にするとともに、今後の特定券営

奉i蜻動法人鵠度のあり方を検討する際の基礎資料とすることを舅的として、（株）

佳信基礎研究所に委託して1998年度に行った調査研究である。調査対象霞は歴

史的・宗教的伝統の相異、英米法体系と大鐘淺体系、単一團家制と遠邦制などの

視点から、我が国の特定非営黍1j活動促進湊と対比しうるNPO関遼法を有する国と
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して、それぞれ特徴的な傾筒を兇せるアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスの

4カ国を選定した。

　各圏のNP0法入劔度・租税制慶の概要は次のとおりである。

・　アメリカ

　　葬鴬利法人格にっいては、統一貞勺な達邦法はなく、各州の州法において規定

　されている。ただし、カリフォルニア州等のように非営琴1」法人法を眉1jに繍定し

　ている州も屍られるが、多くの州では一般法人法の申に非鴬剰法人を規定して

　いる等、非営刹法人法についての位置付けが異なっている。…方で、非営利法

　人法についての標準化の動きはあるが遭んでいないのが実情である藺

　　葬鴬利法人格と税制優遇携置は連動していないため、免税資格が必要な団体

　は、法人格取得とは別に、内灘歳入庁の承認を受けることを要する。

　　また、達タ賊の免税資格と州税の免税資格も連動していないため、リ奇1税にっ

　いては、各州の規定に基づき、渇1j途申議・承認が必要である。

・　イギリス

　法人格の有無にかかわらず、チャリティ法（ユ960年、1992年、1993）を準

拠濃とする登録チャリティとなるこ二とができる。登録チャリティとなり得る法

的主体は、会杜法に基づく法人、勅許状に基づく法人、信託、人播なき社団な

どがある。営利会杜はチャリティ登録できない竈登録チャリティは公益胃的で

あることが重視され、公益娃の4つの分類（黄困の解消、教育の振翼、宗教の

僑仰、その他の公益潜動）にあてはまり、過去の判例との類似蛙がチャリティ

委員会に認められる必要がある。登録チャリティの他に大学、大英博物館など

の登録を行う必要がない『免除チャリティ」がある。なお、イギリスには非営

禾1臓体のみに対応した法人織凌はない。

　登録チャリティは、ほぼ無条件に免税となるために、男1」途課税序による免税

適格審査を必要としない。ただし、地方税（非屠佳周不動産）のみ、登録され

ていない葬営利魔体に対しても適用される竈

・　フランス

　フランス民淡典では、杜藪・財団に関する直接の規定はない。

　法人格がある団体としては玉90！年法（非営利杜団契約に関する法葎1杜団

法）に基づく届出非営利社団及び公益社圃、玉987年法（メセナ振興法）に基づ

く公益財団、それらの一種として承認桂顕、公認栓団、企業財団などである。

その他の非営萎11団体の淡的主体として、相互友愛組禽、協岡纏含、同業組合な

どがある。法人播のない団体としては、亘901年法（杜団法）に基づく社団のう

ち屈出を行わないもの（人格なき杜団）がある。
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　すべての葬営利法人は、淡人格敢得と岡時に葬課税となり、眉1j途課税庁によ

る免税適格審査を必要としない。したがって、屈出非営奉胴体、公益杜団と

も、法人椿敢得と燭時に非課税となる。

・　ドイツ

　法人格がある団体として、ドイツ民法及ぴ杜団法（州法）に基づく登録杜

団、民法及び財団法（州法）に基づく財団、有限会杜、株武会杜などがある。

　また、法人格のない団体として、登録していない杜鰯（法的権能のない杜

団）、信託などがある。

　免税適格団体は、法人格の有無に拠らず、公益錐により判断される。したが

って、登録杜団は課税庁の審査により公益性が認められた場合のみ、免税適格

団体として認められる。財団の公益性審査も課税庁が行う。

（14）（財）政策科学研究所憐学技術と杜会・国民との相亙の関係の在り方に関す

　る調査j（1999年3月、2000年3月）

　　　（財）政策科学研究所が科学技術庁の委託により至998年度と王999年度の2ヶ

年にわたって実施した調査である。掃POに関連するポイントは以下のとおりであ

　る珀

い998年度調査】

①璽家の役審11の変容と市民セクターの台頭

　　　地方分権と呼応する形で、地域政党や市民セクターのが社会の動陶を左着す

　　るアクタ』として立ち上がってきている。NGOに関しては、NP0法の成立に伴

　　いその活動の規模がさらに大きくなることが予稽される。地球環境簡題に敢り

　組む上で、調査研究能力を備えた團際的なNG0が重要な役割を損ってきてい

　　る。地域社会においても、例えば、行政とのパートナーシヅプを纏み成動して

　　いる事例もある。（墨田区の雨水利用、各地の風車利用やバイオマス琴■1用な

　　ど）科学技術分野において、政府ヤクターや企業セクターから独立して調査研

　究と政策提’蓄を行うことのできるさまざまな頸GOが誕生し、今後の科学技術の

　動向を左右する力を発揮することが予想される。市民■行政■企業の各セクタ

　ーとのパートナーシップが組まれる中で科学技術をどう生かしていくか、市民

　がイニシアティブをより強く発揮する徒会において科学技術をどう錐進してい

　　くか、といった間題は、2王世紀の科学技術を考えるにあたって最も重要な課題

　の」つになるだろうと思われる。（P28－29）

②つまり現状では、インターネットは非営利セクターの発言権を高めるのに大

　いに買献していると蓄える電子ネットワークの緊密化は、大きな傾向として、

　公共財産としての情報を営利セクターから非鴬利セクターへとその管理をゆだ

一257一



　ねることをもたらし、非営利セクターの拡大、並びに非営利セクタ」による営

　禾1」セクターの監視と規制という流れを生むことになるだろうと思われる。

　（P32）

③ST－S全体系のフェイズ2への移行1フェイズ2一持続可能な杜会において、

　産業・経済の分野では棚Oなど非営秀1搬織の役害ヨの拡大が、攻治の分野では

　NG0など新しい政治アクターの出現が、生活・健康・ニコミュニティに分磐で

　は、晴PO法の施行、新しい栓会運動やNGOなどフレキシブルな共同性の出現な

　どが見られる。（P62）

④国際政治における環境NG0の役割

　　第！に、地球環境全体の観点から国際交渉のの場に圧カをかけられるのは環

　境焔Oしかないこと。

　　第2に、各屡代表は地球群学の尊門家ではないため、政治と科学のギャップ

　を塑める働きの面でも環境焔Oが重要な役割を果たしていること。

　　第3に、地球環境騎顧では、膨大な原薯論文をレビューし、その主嚢な内容

　を編集する亙PCCのような科学機関を持つ場合が多いが、このレビューの過程

　で何らかの政治的バイアスが入ることがあり、このバイアスを発見し指摘する

　という批半冒も環境閑GOは果たしている。（P65）

⑤地域政治におけるNGOと科学の役割

　　鞍しい政治アクターとしての珂G0などの出現は、国際レベルだけではなく、

　全頭的なネットワークの広がりを持ちながらも地域に椴ざし、デポジット運

　動、グリーン・・ンシューマー運動、生ごみリサイクル、廃棄物処分場闇題、ダ

　イオキシン闇題、吉紙リサイクルなど個別のテーマを持った市民団体（市民セ

　クター）台頭としても現れている。これらの圃鉢は、それぞれの闘題に対し

　て、かなりの惰報と知識をもっており、関連する企業や行政に対する発言力、

　影響力も大きい。（所沢市ダイオキシン閥題に関する事例）

　　また、このような市民の動きは女性や学生、高齢者が中心約な役害尋を担って

　いることも注冨すべき也P65－66

⑥ドイツでは50ほどの専F帷を傭えた野G0概究所があり国や自治体の環境政

　策や、原子力政策に大きな影響力をもっている。日本では、1“イツの動きに先

　んじ原子カ姿料情翻室が活動を闘始していたものの、全般的にはそうした専門

　性をもつ組織はこれまで少なかった。しかし返年では、エネルギー閥題や農業

　闘趨をテーマに政策分析や出版活動なども行っている肺民フォーラム2C01j

　など、全国的に増えつっある．（生活クラブ生協1999）（p82）

⑦鈍G0組織自体が専属の専門家を擁していなくても、外部の専門家と積極約に

　連携していくという動きも一般化しつつある。所沢市の住民グループによるダ

　イオキシンをめぐる活動はその一例であり、臼本消費者連盤、生活協同組合連
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　合会グリーンコープ事業連合、大地を守る会、目本子孫基金など、東京・大

　阪・福岡の9団体によって！998年6月にr環境ホルモン全園市民圃体テーブ

　ル」が発足している。融善期に企業、市民、顕体、挙識経験者からなるネット

　ワーク纏織畷境報告ネットワーク」も発姪している竈（P82）

⑧尊昇『家と弗専門家の協力関係の模範例

　　オランダで始まった2っの例。

　　一つは大学の研究者がボランティアで始めたrサイエンス・ショップ」1帝

　民や地域のグループが大学の質閥窓口に闇題を持ち込み、その解決に主に大学

　院生たちがあたるもの。欧州諸璽、米慶、韓副こ広がる。米慶では『地域立脚

　型張究（Co㎜盟unity－Bas僅dResearcお；C駅）」と呼ぱれ、ボストンにあるゴロカ

　研究所」が有名である。賓本では最近嶋木学校j（高木1999）が市民の要望

　に応える科学妓術活動の麹い手を育てるための組織を作っているように、今後

　こうした展開が進むと予糟される。

　　二つ目はオランダの稗学者や科学技術杜会論の研究者らが取り組んでいる

　rコンストラクティヴ。テクノロジー・アセスメント（C？A）jと呼ばれる市民

　参加型・利害関係者参カヨ型のテクノ偵ジー・アセスメントの手法である。（Rip

　et　　aユ　　亘995）　p8些一85

⑨期待される貝本での敢り縫み

　　寝本の科学技術序や文部省はrサイエンス・レンジャrや丁サイエンス・

　ボランティアjなど返年整備されているが、r広報一啓蒙型jであり、鋤域の

　一般市民の要望・二一ズに応えて研究調査や技術開発を好うようなより実際的

　な活動にはなっていない。サイエンス・ショップやCB費のような活動は、．焔O

　など地域に密着したボトムアヅプで猿立な纏織として行われると嗣時に、特に

　地方国立大学の入的・物酌資源の潜周の一環として、国や負治体の地域科学技

　術振翼の枠紙みにおける振翼が行われることが期待される。（P85）

⑬　専門家と素人の「協力」を重擬

　　専門家集団と一般市民の関係においては、単に情報のやりとりだけではな

　く、専門家集団が一般市馴こ必要に応える形で厭究調査や技術開発を行った

　り、そのために学習／技術指導や物的支援を行うなど、両者の協力関係を築く

　ことも重要である。また、地域の環境調査などでは、いわゆる職業的な専門家

　よりも、地域に嶺着した自然観察などの活動や、農業等に従事している市民の

　ほうがより言拳細で精確な知識をもっていることも少なくない。すなわち、知の

　「生産」は決して職業的な専門家集団のサークル内に閉じているのではなく、

　ζともに作る」ことが重要だといえる。このため、一般市民に対する働きかけ

　では、科学技術に対する「受け手」としての興味関心の喚起だけではなく、

　r協同の作り手」としての参加意識を喚起することも重要である。rサイエン
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　ス・レンジャ㎞」や「サイエンス・ボランティアjなどの振輿捌度でもこうし

　た取り組みが今後強く期待される。（Pl02）

⑪　「矢口識と撞い手のベストミックス」の必要性一杜会の知の広範な統合

　　ベストミックスの内には、大学や企業などに所属するいわゆる専門家とその

　知識だけではなく、NG0／理Po所属の専門家や、さらには関連するアクターの実

　践（仕事）や地域に固有の「周在的知識」や喉統的知識」、一般帝民（ユー

　ザーや潜在的被害者。加害着など）の二一ズや関心に関する鴬屍なども広く含

　められることが不可欠である。文字どおり広範な綾会の知の効桑的な統含を図

　るプ籟セスとして、致策のオープンな杜会的形成を実現することになる。
　（P互12）

茎1999年度調査Σ

①　リスクコミュニケーションを支える、専門性をもつ民閻組織の活動（p68）

　　専門的批判能カを発揮しつつ、政策提言を行うNG0や民關シンクタンクなど

　もリスク管理の上で重要な役割を抱っている。行政や企業とのr対立」のイメ

　ージがこれまで濃摩であったが、攻府の政策への単なる槻判に留まらず、尊門

　的分桁をふまえて紡政や企業のリスク評価・リスク管理の不備を指摘し、代案

　を彩成する能力を高めている。そして、市民の声や二一ズを反映させるべく行

　政や企業とのパートナーシップを深めながら閥題解決をはかろうとする姿勢が

　次第にはっきりしてきている。

・　原子力分野で専門的な政策の分析・批半1」を行うNPO　r原子力資料情幸翼窒」

専門的批判能力を備えたNPOとして、原子カ関連の事敏の解析、原子力政策

の実譲的な分析などを行う凸屡際的なネットワークを背景に、政策提言を含

んだ原子力分野でのアドボカシー機能を損う。原子カに関する市民への情幸畏

提供を行い、「税原子加に向けた伐論形成にあたっている。

・　市民の立場から獲薬晶監視濫動を行うNPo「薬審オンブズパーソンj

薬審防妓を員的にした民間の医薬晶監視活動。危険薬についての情報収集・

調査検討・情報擬供を行い、厚生省・製薬金業籍に対し、薬審を防止するた

めに必要な活動をするよう働きかけている。弁護士、医師、薬剤師らの尊門

家を擁して、専門的な調査活動や坤し入れ、蚊策提言も行う。

②政策形成・決定適程に市民が関与する多彩なパブリック・インボルブメント

　の展開が晃られる。

　・　環境行致改革フォーラム
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　環境に係わる研究者、専門家、コンサルタント、NG0、弁護士、国会議

員、ジャーナリストらによって構成される、環境行政の第三者評価を行い情

報公開を推遼する蒋P0である。（p81）

③科学技徽糖報の適切な流通が必要である。

　　そこでは科学技術の明暗双方を璽解し、それを分かりやすく一般の人々に伝

　えるfインタープリター（橘渡し役）」の重襲牲が一層増している。科学技術

　の専門家やジャーナリスト、NP0・NGO、博物館・科学簿物館、サイエンスセン

　ターなどを含めたインタープリターの人材や機能は、まだ十分とは畜えず、拡

　充の必要が指摘されている。（p88）

④情綴化の遼展による可能性の広がりと、情報格差の拡大

　　また、インターネットに代表される新しい情報通信環境が現在大きく変化し

　つつあるなかで、情翻技術を使いこなす力の有無あるいは大小が糖報弱者を生

　み出しつつある。そこで、情報格差の解消のため、また情報杜会における多様

　な惰報に対燐する上でのふさわしい態度の育成としても、憶翻リテラシーの底

　土げが図られる必要がある。（p．89）

⑤環境教育などに見られる多様なアクターの活動

　　翼在、臭体榊こ環境教育に敢り組む学校では、地域の環境データを観測・調

　査したり、自然体験、検会俸験、発表や討論、体験的な学習、弼題解決釣な学

　習などを重ねることで地域環境の課題から地球規模の環境の課題に気づかせ、

　環境保全の態度や簡題解決に向けた方策等の学習をしている。NPoは、元々体

　験学習型の環境教育プログラムを多数持っており、またそのため、挙校に講師

　を派遣したり指導着研修を行うなど、地域や学校などと積極的に連携を図って

　いる。（P9玉）

⑥肺民参加」が社会のさまざまな面において進展していることに応じた、南

　民自身による学習の必要姓の高まりを認識し、科学技術の領域で市民の学習を

　支援できる「杜会教育」が追求されるべきである。

　　科学技術が深く社会に浸透している現在、2－4で扱った柿民参加型の敦

　策形成」を進めるプロセスで、商民自らが科学技術にかかわる杜会閥題を学習

　し、検討し、議論を重ねなけれぱならない機会が増大している。市民の側から

　の学習の必要惟に応じるべく、科学技術の専門に関わる蜜柄を的確に解説し、

　情報提供できるようにするために翫存の教育システム、捕POなどの民閻活動、

　そしてジャーナリズムやマスメディアなどが生かされなければならな
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い。・…

　ことに今後、2－9で言及したように、科学技術の非常に多くの領域におい

て杜会約テクノロジー・アセスメントの必要性が高まり、市民の杜会参加の度

合いが大きくなるにつれて、市民と専門家の双方向的な二・ミュニケーションが

ますます必要になってくると想定される。その際に、公酌な教育機関が必要な

学謂や情報収集の機会や手段を提供したり、榊やジャーナリズムがインター

プリターとして機能を果たしたりすることなどが、市民の狽韮から強く求められ

ることになる也（p96）

⑦多様化・高度化する消費者・生活者の生活環境と新たなアクターとアクタ㎞

　閲関係の醸成

　　市民の自発的な活動とそれを推進する民閻非営利縄織の活動が活発化してお

　り、桂会を構成する重嚢なアクターとしての役割だけでなく、社会の方殉付け

　にかかわるアドボカシー活動も注目され、籟樋的に現実的な政策提蓄や提携活

　動を行う能力を持ち始めている纐織もある。目本では、亙998年ユ2肩の特定非

　営剰活動促進法施行以来約1年5ヶ月閥での法人申請数は、累計で2369件に

　上り、そのうち1869件が認証済みになっている。（p．ユ20）

⑧　多様な主体による情報の提供やサービス評価など消費者・生潜者への支援が

　始まっている。なかでも猪鞭の僑類性確保は重要である。

　　医薬晶を巡る専門情報の提供や、患者＝消費着に対する自己決憲の支援、自

　ら調査、研究、発信能力を有することで杜会にとっては監査役として機能する

　可能性を有する活動、有機生産物の認証団体を形成し、第三者機関として監査

機能を果たし、消費者に対し信頼性を確保する動きなど、概oやNG0の活動は

　潜発化している。

　・　市民の立場から濠薬晶監視活動を行うNP0「薬害オンブズパ］ソンj

　　　薬害防止を冨的にした民閻の医薬晶監視活動。危鹸薬にっいての情報奴

　　集・調査検討・情報提供を行い、厚生省・製薬企業等に対し、薬害を防⊥ヒす

　　るために必要な活動をするよう働きかけている。弁護士、医師、薬翻師らの

　　専門家を擁して、専門的な調査活動や申し入れ、政策援蓄も行う。

・　員本子孫基金

　食品や暮らしのなかに存樫する化学物質の安全性について、市民が基金を

集めて、自らテスト、調査を行おうと1984年に設立された市民団体。

・　目本型認証システム■アクシス・認証協議会」
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　岩季県にある煙cであるアクシスは、自治体、農協、県序などと連携を

し、有機生産物の認証団体を形成する原動カとなっている。農水省だけで

は、第三考認証という客観性に欠ける。そこで、ガイドラインに基づく栽培

賛経者、確認賛任者による自己管融こ加え、その内容を、第三者の認証団体

である畷境保全型農産物生産加二〔流通認証協議会」が監査、認証するとい

う仕組みを構築した。また、流通段階でのすり替えや不当な表示を公的機関

のバックアップのもと、国から認可を受けた検査袋の使周等級検査を受け、

封絨し中身の保談をするシステムを構築している。

⑨消費考の自癸釣な参棚の促進、翻互のネットワーク化や㌶P0による支援が必

　要である。

　　消費者も自ら主体的で共創的な行動をとることが、成熟杜会の活力を確保す

　るためには必要である。消費者の自律約な基盤の整傭を進める飛P0などとの連

　携を深めることも必要である。こうした自葎的なネットワークの活動や瑞POの

　支援を受けたアクティブな活動ができるように、行政は消費者・生活者や支援

NPoを支援することが必要であり、このための情報や資源、活動機会の提傑、

　人材育成などが検討されるべきである。H・

　　また、NP0については、今後、様々なネットワークの結飾点として、多くの

　主体による相互作用を図り、利竃を調整し新たなノレールを模索するコーディネ

ーターとしての機能や布民参圃型の中立釣な葦乎価・苦情処襲機能を持つ受け皿

機関として、モニタリングや紛争処璽などの準公共釣な活動、参加差体の各々

　の立場や強みを活かした緊張と信頼ある関係のもとで杜会的評価や信頼を創造

　しようとする潜動など、市民の成熟を促すことを含めて様々な役割が期待され

　ている。（p126）
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